
新宿区地域防災計画 
（令和３年度修正） 

案 

【別冊資料編】 

新宿区防災会議 



 

 



i 

１．総 則 ................................................................................... 1

(1-1) 新宿区災害対策推進条例........................................................... 3

(1-2) 新宿区防災会議条例 .............................................................. 9

(1-3) 新宿区防災会議委員名簿.......................................................... 11

(1-4) 新宿区災害対策本部条例.......................................................... 13

(1-5) 新宿区災害対策本部条例施行規則 .................................................. 14

(1-6) 新宿区災害対策本部運営要綱 ...................................................... 30

(1-7) 新宿区水害時等態勢要綱.......................................................... 38

(1-8) 新宿区震災復興本部の設置に関する条例 ............................................ 42

(1-9) 新宿区震災復興本部の設置に関する条例施行規則 .................................... 43

(1-10) 新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例 ...................... 47

(1-11) 新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例施行規則 .............. 50

２．火災防止 ................................................................................ 55

(2-1) 防災区民組織及び小型消防ポンプ等配備状況 ........................................ 57

(2-2) 防火貯水槽等設置箇所一覧 ........................................................ 65

(2-3) 区設小型防火貯水槽(5t)設置箇所一覧 .............................................. 80

(2-4) 災害時用協定浅井戸一覧.......................................................... 84

(2-5) 公衆浴場の揚水施設設置一覧 ...................................................... 87

(2-6) ヘリサイン設置施設一覧[43施設] .................................................. 88

(2-7) 新宿区の区域内の飲食店における防火・防災上の安全性の確保に係る覚書（東京消防庁四谷消

防署、同牛込消防署、同新宿消防署、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会新宿区支部、公益社団法

人全日本不動産協会東京都本部新宿支部） .............................................. 89

(2-8) 新宿区消火器の薬剤の詰め替え等助成要綱 .......................................... 90

３．防災行政無線 ............................................................................ 91

(3-1) 防災無線番号表 ................................................................. 93

(3-2) 同報系(屋外拡声子局)設置一覧 .................................................... 97

(3-3) 新宿区デジタル移動系防災無線局設置等に関する協定書 ............................. 100

(3-4) 防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）設置に関する覚書（株式会社スタジオアルタ） .. 102

４．災害医療 ............................................................................... 105

(4-1) 区内災害拠点病院及び災害拠点連携病院 ........................................... 107

(4-2) 医療救護所一覧 ................................................................ 108

(4-3) 災害時医療資材セット(医師用)内訳 ............................................... 109

(4-4) 災害時歯科医療資材セット（歯科医師用）内訳 ..................................... 116

(4-5) 災害救助用医療品セット内訳 ..................................................... 117

(4-6) 新宿区災害医療運営連絡会設置要綱 ............................................... 118

(4-7) 新宿区災害医療検討会設置要領 ................................................... 120

(4-8) 災害時の医療救護活動についての協定書（新宿区医師会） ............................. 122

(4-9) 災害時の歯科医療救護活動についての協定書（東京都歯科医師会 牛込支部・四谷支部、新宿区歯

科医師会） ..................................................................... 124

(4-10) 災害時の救護活動についての協定書（新宿区薬剤師会） ............................... 126

(4-11) 災害時の応急救護活動についての協定書（東京都柔道接骨師会新宿支部） ................ 128

(4-12) 災害時における緊急医療救護所用の敷地の提供に関する協定（㈱熊谷組） .............. 129

目   次



ii 

５．応援・供給協定 .......................................................................... 131

(5-1) 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書（東京都、特別区、都内26市、都内13町村） . 133

(5-2) 新宿区と高遠町との相互援助協定（高遠町） ........................................ 136

(5-3) 合併に伴う相互援助協定確認書（伊那市） .......................................... 137

(5-4) 新宿区と長坂町との相互援助協定（長坂町→北杜市） ................................. 138

(5-5) 新宿区と沼田市との災害時における相互援助に関する協定（沼田市） .................. 140

(5-6) 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定（特別区） .......................... 142

(5-7) 特別区支援対策本部の設置等に関する実施細目（特別区） ............................ 145

(5-8) 職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目 

（特別区） .............................................................................. 146

(5-9) 救援物資の区間相互支援及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する実施細目（特別

区） ........................................................................... 147

(5-10) 避難場所を共同する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要な

事項に関する実施細目（特別区） .................................................. 147

(5-11) 被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する実施細目（特別区） ................ 148

(5-12) 被災住民の受入れに関する実施細目（特別区） ...................................... 148

(5-13) 動物の保護に関する実施細目（特別区） ............................................ 148

(5-14) 医療救護活動に関する実施細目（特別区） .......................................... 149

(5-15) ごみ、し尿、がれきの処理に関する実施細目（特別区） .............................. 149

(5-16) 災害時要援護者の救護支援に関する実施細目（特別区） .............................. 150

(5-17) 遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目（特別区） .................................... 151

(5-18) 道路の早期復旧に関する実施細目（特別区） ........................................ 151

(5-19) 応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関する実施

細目（特別区） ................................................................. 152

(5-20) 仮設住宅の提供に関する実施細目（特別区） ........................................ 152

(5-21) 帰宅困難者対策に関する実施細目（特別区） ........................................ 152

(5-22) 児童・生徒の受入れ、応急教育の実施等に関する実施細目（特別区） .................. 153

(5-23) 被災区の業務継続のための支援区における施設等の提供に関する実施細目（特別区） .... 153

(5-24) 災害応急対策活動の相互応援に関する協定書（1都道11県の23市区） .................... 154

(5-25) 災害時におけるボランティア支援に関する協定書（新宿区社会福祉協議会） .............. 156

(5-26) 災害時の情報交換に関する協定（国土交通省関東地方整備局） .......................... 158

(5-27) 給水施設の維持管理及び運用に関する協定（東京都） ................................ 160

(5-28) 給水施設の維持管理及び運用に関する協定書（東京都） .............................. 161

(5-29) 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書（東京都水道局） ................. 162

(5-30) 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目（東京都水道局） ......... 164

(5-31) 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書（東京都水道局） ..................... 165

(5-32) 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書（東京都水道局） ............... 168

(5-33) 災害時における生活用水確保のための協定（学校法人学習院） ......................... 172

(5-34) 災害時における生活用水確保のための協定書（東日本電信電話㈱東京支店） .............. 174

(5-35) 災害時における生活用水確保のための協定（日本家族計画協会） ....................... 175

(5-36) 災害時の応急給水等の確保に関する協定（東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新宿支部） .... 176

(5-37) 災害時における応急給水に関する協定（早稲田大学） ................................ 178

(5-38) 災害時における下水道施設へのし尿搬入及び受け入れに関する覚書（東京都下水道局西部第一

下水道事務所） .................................................................. 179



iii 

(5-39) 災害時における物流業務等の協力に関する協定（一般社団法人東京都トラック協会新宿支部） 180

(5-40) 災害時における軽自動車輸送の協力に関する協定（赤帽首都圏軽自動車運送協同組合東京支部) 184

(5-41) 災害時における霊枢自動車輸送の協力に関する協定（全国霊枢自動車協会） ............. 186

(5-42) 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定（全東京葬祭業連合会）........ 188

(5-43) 災害時における資機材及び施設等の提供に関する協定（全日本冠婚葬祭互助協会） ........ 190

(5-44) 災害時における石油類の優先供給に関する協定（東京都石油業協同組合新宿支部） ......... 192

(5-45) 災害時における住宅の応急修理の協力に関する協定（東京都電気工事工業組合新宿地区本部) 193

(5-46) 災害時における区立施設の電気設備復旧業務の協力に関する協定 

（新宿区災害対策電設協力会）...................................................... 195

(5-47) 災害時における区立施設及び住宅の応急修理等の協力に関する協定（新宿管交会） .......... 196

(5-48) 災害時における道路障害物除去等応急対策業務に関する協定書（新宿土木防災協力会） ....... 198

(5-49) 水防活動に関する覚書（東京消防庁牛込消防署） ..................................... 200

(5-50) 災害時における動物救護活動に関する協定書（東京都獣医師会新宿支部） ................ 202

(5-51) 新宿区動物救護連絡協議会設置要綱（東京都獣医師会新宿支部） ........................ 204

(5-52) 災害時における動物救護活動に関する協定細目（東京都獣医師会新宿支部） .............. 205

(5-53) 災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定（新宿区登録手話通訳者連絡会、新宿区手

話サークル、新宿区聴覚障害者協会） ................................................ 206

(5-54) 災害時における法律相談に関する協定（新宿区法律相談担当弁護士クラブ） ............... 208

(5-55) 災害時における応急対策活動支援に関する協定書（東京都製本工業組合新宿支部） ........ 209

(5-56) 災害時における理容活動及び資器材等の提供に関する協定（東京都理容生活衛生同業組合、東京

都理容生活衛生同業組合新宿支部） .................................................. 210

(5-57) 災害時における電力復旧活動に関する相互支援協定（東京電力パワーグリット㈱東京総支社) 212

(5-58) 災害時等における清涼飲料水の供給等に関する協定書（㈱八洋） ...................... 214

(5-59) 大震災等の災害の発生時における現地情報本部の設置等に関する覚書（工学院大学） ..... 216

(5-60) 災害時における応急対策業務に関する協定書（ボーイスカウト新宿区協議会） ............ 217

(5-61) 災害時における災害時要援護者等に係る緊急搬送及び災害情報通信に係る協力に関する協定

書（㈱グリーンキャブ） ........................................................... 219

(5-62) 災害時における輸送業務に関する協定書（東京都個人タクシー協同組合新宿支部） ......... 221

(5-63) 災害時における区立施設及び住宅の応急修理等の協力に関する覚書（田中土建工業㈱、太陽建

設㈱、㈱片山組、㈱第一ヒューテック、日新工業㈱、辻建設㈱東京支店、㈱壮美建工、関口工業㈱、㈱

高橋工務店） .................................................................... 223

(5-64) 災害時における応急対策業務に関する協定書（新宿区住宅リフォーム協議会） ............ 225

(5-65) 災害時における公園及び道路の樹木等の障害物除去応急対策業務に関する協定書（新宿区造園

防災協力会） .................................................................... 227

(5-66) 新宿区と学校法人工学院大学との防災・減災対策の相互連携に関する基本協定 

（工学院大学） .................................................................. 229

(5-67) 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（新宿区薬剤師会） ................. 230

(5-68) 災害用医薬品の備蓄及び供給に関する協定（新宿区薬剤師会） ......................... 233

(5-69) 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ㈱、東邦薬品㈱、㈱スズケン、

㈱メディセオ）） ................................................................. 234

(5-70) 災害発生時における非常放送に関する協定（㈱スタジオアルタ） ....................... 237

(5-71) 災害発生時における非常放送に関する協定（㈱フラッグスビジョン） .................... 243

(5-72) 災害発生時における非常放送に関する協定（㈱ユニカ） .............................. 249

(5-73) 災害発生時における非常放送に関する協定（一般社団法人新宿韓国商人連合会） ........... 255

(5-74) 災害発生時における非常案内の協力に関する協定（東日本旅客鉄道㈱東京支社） .......... 261



iv 

(5-75) 災害発生時における非常放送に関する協定（㈱クロススペース） ....................... 265 
(5-76) 災害時等における多言語支援に関する協定（公益財団法人新宿区未来創造財団） ........... 269 
(5-77) 災害時における施設の利用に関する覚書（新宿サブナード㈱） ......................... 271 
(5-78) 大規模災害時における関連行政手続きの支援活動に関する協定 

（東京都行政書士会新宿支部） ..................................................... 273 
(5-79) 災害時特設公衆電話設備の設置及び管理並びに災害発生時の運用に関する覚書（新宿御苑管理

事務所） ....................................................................... 275 
(5-80) 新宿御苑における避難場所運営用資機材の保管及び災害発生時の運用に関する覚書（新宿御苑

管理事務所） .................................................................... 277 
(5-81) 災害時における給電車両貸与に関する協定書（トヨタモビリティ東京㈱） ................ 280 
(5-82) 災害及び防災に関する情報の放送等に関する協定（㈱ジェイコム東京） ................. 283 
(5-83) 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー㈱） .................................... 285 
(5-84) 簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定書（特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテク

ツ・ネットワーク） .............................................................. 287 
(5-85) 災害時における物資の優先的供給に関する協定書（セッツカートン㈱） ................. 289 

６．避難場所・避難所等 ...................................................................... 291 
(6-1) 一時集合場所(207箇所) ......................................................... 293 
(6-2) 避難場所地区割当一覧 .......................................................... 298 
(6-3) 震災時の避難所 ................................................................ 299 
(6-4) 水害時の避難所 ................................................................ 304 
(6-5) 新宿御苑における緊急避難用門の設置等及び維持管理並びに災害発生時の開門に関する覚書

（新宿御苑管理事務所） ........................................................... 306 
(6-6) 緊急避難用門の維持管理等に関する覚書（東京都新宿区四谷地区町会連合会） ............. 310 
(6-7) 緊急避難用門の維持管理等に関する覚書実施細目（東京都新宿区四谷地区町会連合会） ..... 312 
(6-8) 避難所利用に関する覚書（早稲田大学） ............................................ 313 
(6-9) 避難所利用に関する覚書（東京医科大学） .......................................... 314 
(6-10) 避難所利用に関する覚書（成城学校） .............................................. 315 
(6-11) 避難所施設利用に関する協定書（都立戸山高等学校） ................................. 316 
(6-12) 避難所利用に関する覚書（富士短期大学） .......................................... 317 
(6-13) 避難所施設利用に関する協定書（東京都立新宿高等学校） ............................. 318 
(6-14) 災害救助用資機材等の保管に関する覚書（東京都立新宿高等学校） ..................... 319 
(6-15) 避難所施設利用に関する協定書（東京都立新宿山吹高等学校） .......................... 320 
(6-16) 避難所利用に関する覚書（学習院） ................................................ 321 
(6-17) 避難所利用に関する覚書（東京理科大学） .......................................... 322 
(6-18) 避難所施設利用に関する協定書（東京都立総合芸術高等学校） .......................... 323 
(6-19) 災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定 ................................... 324 
(6-20) 災害時における二次避難所（福祉避難所）の開設及び運営に関する協定（雛形） ....... 327 
(6-21) 二次避難所（福祉避難所）一覧 ................................................... 329 
(6-22) 帰宅困難者等一時滞在施設の提供に関する協定（雛形） ............................. 331 
(6-23) 帰宅困難者等一時滞在施設一覧 ................................................... 334 

７．備 蓄 .................................................................................. 337 
(7-1) 区備蓄倉庫物資一覧 ............................................................ 339 
(7-2) 避難所備蓄物資一覧 ............................................................ 344 
(7-3) 帰宅困難者・避難施設備蓄物資一覧 ............................................... 356 



v 

(7-4) 東京都寄託物品一覧 ............................................................ 357 
８．災害救助 ............................................................................... 359 

(8-1) １．災害救助法による救助の程度・方法及び期間 ................................... 361 
(8-2) ２．従事命令を受けた者等の実費弁償 ............................................. 364 
(8-3) 激甚災害指定基準 .............................................................. 365 
(8-4) 局地激甚災害指定基準 .......................................................... 367 

９．関係法令 ............................................................................... 369 
(9-1) 東京都震災対策条例 ............................................................ 371 
(9-2) 水防法 ........................................................................ 379 
(9-3) 東京都帰宅困難者対策条例 ....................................................... 403 

１０．警戒宣言 ............................................................................. 407 
(10-1) 地震防災対策強化地域 .......................................................... 409 

１１．その他 ............................................................................... 411 
(11-1) 地域危険度一覧表(町丁目別) ..................................................... 413 
(11-2) 関係防災機関等一覧 ............................................................ 416 
(11-3) 公園の確保状況 ................................................................ 417 
(11-4) 高層建物一覧 .................................................................. 418 
(11-5) 地下街一覧 .................................................................... 418 
(11-6) 洪水浸水想定区域内における地下街等及び要配慮者利用施設の名称及び所在地 

（水防法第15条関係） .......................................................... 419 
(11-7) 土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の名称及び所在地 

（土砂災害防止法第8条関係） .................................................... 422 
(11-8) 近年の水害時における区内の被害実績 ............................................. 423 
(11-9) 気象庁震度階級関連解説表 ....................................................... 427 
(11-10) 災害用伝言ダイヤル“171（いない）”の利用方法(ＮＴＴ) .......................... 429 
(11-11) 新宿区防災サポーター設置要綱 ................................................... 430 

 

 





 

 1 

１．総 則 
 
  



 

 2 

 



(1-1) 新宿区災害対策推進条例 

3 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

(1-1) 

新宿区災害対策推進条例 

平成 25 年３月 22 日  

条例第４号  

目次 

第１章 総則(第１条―第８条) 

第２章 予防対策 

第１節 災害に強いまちづくり(第９条―第 12 条) 

第２節 応急活動体制の充実(第 13 条―第 18 条) 

第３節 地域防災力の向上(第 19 条―第 23 条) 

第４節 防災に関する知識の普及等(第 24 条・第 25 条) 

第３章 応急対策(第 26 条―第 28 条) 

第４章 帰宅困難者対策(第 29 条―第 32 条) 

第５章 復興対策(第 33 条) 

附則 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、新宿区(以下「区」という。)における災害対策に関する基本方針を定め、区、

区民、事業者等の責務を明らかにするとともに、災害に係る予防対策、応急対策、帰宅困難者対

策及び復興対策に関する基本的事項を定めることにより、災害対策の総合的かつ計画的な推進を

図り、もって災害に強いまちづくりに資するとともに、区民等の生命、身体及び財産を保護する

ことを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 災害 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第２条第１号に規定す

る災害をいう。 

(2) 防災 法第２条第２号に規定する防災をいう。 

(3) 区民 区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内に存する事務所又は事業

所に勤務する者、区内に存する学校に在学する者及び区内において活動する者をいう。 

(4) 区民等 区民、区内に滞在する者及び区内を通過する者をいう。 

(5) 事業者 区内において事業を行うものをいう。 

(6) 防災区民組織 町会、自治会等を単位として自主的に結成された防災組織をいう。 

(7) 防災関係機関 警視庁、東京消防庁その他の災害対策を実施する東京都(以下「都」という。)
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の関係機関及び法第２条第３号から第６号までに規定する機関をいう。 

(8) 事業継続計画 災害が発生した場合に優先して行うべき事業の継続及び事業の早期復旧を図

るために必要な手段、体制等を定める計画をいう。 

(9) 帰宅困難者 大規模災害が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復

旧の見通しがない場合において、区内に存する事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物そ

の他の理由により来店し、若しくは来所する者等で、徒歩により容易に帰宅することが困難な

ものをいう。 

(基本方針) 

第３条 災害対策は、減災(災害が発生した場合における被害を最小限度にとどめることをいう。)

の視点を基本に置き、自らのことは自らが守るという自助、地域社会において相互に助け合うと

いう共助及び行政が区民等の安全を確保するという公助の理念に基づき、区、区民、事業者等が

それぞれの責務を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本方針として推進するもの

とする。 

(地域防災計画に基づく災害対策の実施) 

第４条 区、区民、事業者等は、法第 42 条第１項の規定により作成された新宿区地域防災計画に基

づき、災害対策を的確かつ円滑に実施するものとする。 

(区の責務) 

第５条 区は、第１条の目的を達成するため、必要な体制を整備し、及び確立するとともに、災害

が発生した場合において、迅速かつ的確に必要な応急対策を実施し、地域の復興並びに区民生活

の再建及び安定を図るものとする。 

２ 区は、災害対策の実施に当たっては、国、都その他の地方公共団体、防災関係機関、防災区民

組織、防災ボランティア等と緊密に連携及び協力を図るものとする。 

３ 区は、区民等の年齢、性別、言語、文化等の違いを十分に認識して災害対策を推進するものと

する。 

(職員の責務) 

第６条 区の職員は、第１条の目的を達成するため、災害対策に関する知識及び技術を習得するこ

と等により、災害対処能力の向上に努めるものとする。 

(区民の責務) 

第７条 区民は、第３条の自助及び共助の理念に基づき、自らの安全を確保するよう努めるととも

に、地域社会を支える一員として、相互に協力し、互いの生命、身体及び財産を保護するよう努

めるものとする。 

２ 区民は、区、都、防災関係機関、事業者等が実施する災害対策に協力するよう努めるものとす

る。 
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(事業者の責務) 

第８条 事業者は、管理する施設及び設備について安全性を高めること等により、その事業所に来

所する顧客、従業者等の安全を確保するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その社会的責任を自覚し、区民、区、都、防災関係機関等と連携及び協力をして、

災害対策を実施するよう努めるものとする。 

第２章 予防対策 

第１節 災害に強いまちづくり 

(災害に強いまちづくりの推進) 

第９条 区長は、市街地の再整備、道路、公園等の都市基盤の整備、消防水利の確保等の施策を通

じて、災害に強いまちづくりを総合的に推進するものとする。 

(区の施設の安全性の確保) 

第 10 条 区は、所有し、又は管理する建築物その他の公共施設(以下「区の施設」という。)につい

て、耐震性及び耐火性の強化等により、その安全性を確保するものとする。 

(民間建築物等の安全性の向上) 

第 11 条 区内に存する民間建築物等を所有し、又は管理するものは、その民間建築物等について、

耐震性及び耐火性の強化、家具類の転倒、落下及び移動の防止、初期消火体制の整備等により、

その安全性の向上に努めるものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、必要な支援を行うことができる。 

(風水害対策) 

第 12 条 区は、台風、集中豪雨等による浸水等の被害を未然に防止し、又は最小限度にとどめるた

め、都と連携を図り、必要な対策を講ずるものとする。 

第２節 応急活動体制の充実 

(事業継続計画) 

第 13 条 区は、災害発生後の区民生活の安定を図るため、事業継続計画を作成するものとする。 

２ 区は、事業継続計画について、継続的に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正

するものとする。 

３ 事業者は、災害発生後においてもその事業を継続することにより地域の復興に寄与するため、

事業継続計画を作成するよう努めるものとする。 

(災害対策施設等の整備) 

第 14 条 区長は、災害対策に必要な施設、設備等を整備するものとする。 

(情報連絡体制の確立) 

第 15 条 区は、災害関連情報その他の情報(以下「災害関連情報等」という。)の収集、連絡及び提

供の体制を確立するものとする。 
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(物資の備蓄) 

第 16 条 区は、飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を避難所等に計画的に備蓄するもの

とする。 

２ 区民は、飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めるものとする。 

３ 前項の場合において、区長は、必要な支援を行うことができる。 

(避難等) 

第 17 条 区長は、災害時の避難誘導の方法の整備その他区民等が災害時に安全に避難するために必

要な措置を講ずるとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段を周知するものとす

る。 

２ 区民は、災害時における避難の経路、場所、方法等を確認するとともに、家族その他の緊急連

絡を要する者との連絡手段を確保するよう努めるものとする。 

(他の地方公共団体等及び大学等との協定の締結) 

第 18 条 区は、災害時に迅速かつ的確に応急対策を実施するため、他の地方公共団体、公共的団体、

事業者等と必要な協定を締結するものとする。 

２ 区は、災害対策に関する調査、研究等を連携して行うため、大学等と必要な協定を締結するも

のとする。 

第３節 地域防災力の向上 

(防災区民組織の育成) 

第 19 条 区長は、助成、資器材の貸与等、防災に関する意識の啓発その他必要な支援を行うことに

より、防災区民組織を育成するものとする。 

(中高層住宅における防災活動の実施) 

第 20 条 区内に存する中高層住宅の居住者、管理者等は、相互に協力して、当該中高層住宅におけ

る防災組織を自主的に結成し、防災訓練その他の防災に関する活動を行うよう努めるものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、必要な支援を行うことができる。 

(防災ボランティアの育成) 

第 21 条 区長は、防災関係機関等と連携して、防災ボランティアを育成するものとする。 

２ 区長は、災害時において防災ボランティアが応急活動を迅速かつ的確に行うことができるよう、

必要な支援を行うものとする。 

(地域防災ネットワークの形成) 

第 22 条 区は、区民、防災区民組織、事業者、学校等多様な主体が、第 3 条の共助の理念に基づき

相互に連携を図り、地域で災害対策を実施することができるよう、これらの主体による地域防災

に関するネットワークの形成に努めるものとする。 

(災害時要援護者に対する施策) 

第 23 条 区長は、高齢者、障害者等で災害時において特に援護を要するものの状況を把握し、災害
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時において、その安否を確認し、必要な情報の提供を行うとともに、その避難行動及び避難生活

を支援するための体制を整備するよう努めるものとする。 

２ 区長は、前項に規定する施策の実施に当たり必要があると認めるときは、防災区民組織、防災

関係機関等に協力を求めるものとする。 

第４節 防災に関する知識の普及等 

(防災に関する知識の普及及び情報の提供) 

第 24 条 区は、防災に関する知識の普及及び情報の提供を積極的に行い、区民の防災に関する知識

及び意識の向上を図るものとする。 

(防災訓練の実施) 

第 25 条 区は、防災区民組織、防災関係機関等と連携して、防災訓練を積極的に実施するものとす

る。 

２ 防災区民組織等は、防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

３ 区は、防災区民組織等が防災訓練を円滑に実施できるよう、防災関係機関等と連携して、必要

な支援を行うものとする。 

第３章 応急対策 

(応急態勢の確立及び応急活動の実施) 

第 26 条 区は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、国、都、防災区民組織、

事業者等との連携を図り、法第 23 条の２第１項の規定に基づく新宿区災害対策本部を中心とする

応急態勢を迅速に確立し、次に掲げる事項その他の応急活動を行うものとする。 

(1) 災害関連情報等の収集、連絡及び提供に関すること。 

(2) 救援及び避難誘導に関すること。 

(3) 飲料水、食糧その他避難生活に必要な物資の供給に関すること。 

(4) 災害時医療に関すること。 

(5) 緊急輸送に関すること。 

(避難所の開設等) 

第 27 条 区は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、防災区民組織等と連携

して速やかに避難所を開設するとともに、地域における応急活動の拠点としてこれを活用するも

のとする。 

(医療救護所の開設等) 

第 28 条 区は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、区内の医療関係団体と

連携して速やかに医療救護所を開設し、医療救護活動等を行うものとする。 

 

第４章 帰宅困難者対策 

(帰宅困難者対策の推進) 
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第 29 条 区長は、国、都その他の地方公共団体、防災関係機関、区民、事業者等との連携を図り、

総合的かつ計画的に帰宅困難者対策を推進するものとする。 

(一斉帰宅の抑制) 

第 30 条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性

並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を

講ずることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めるものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、従業者の 3 日分の飲料

水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めるものとする。 

(一時滞在施設の確保等) 

第 31 条 区長は、区の施設の中から、大規模災害の発生時において帰宅困難者を一時的に受け入れ

る施設(以下「一時滞在施設」という。)を指定し、区民等、事業者等に周知するものとする。 

２ 区長は、一時滞在施設の確保に向け、区の施設以外の公共施設又は民間施設に関し、国、都及

び事業者に協力を求め、帰宅困難者を受け入れる体制を整備するものとする。 

３ 区長は、都、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時において帰宅困難者の一時

滞在施設への円滑な受入れのために必要な措置を講ずるものとする。 

(帰宅困難者等への情報提供) 

第 32 条 区長は、都、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、安否情報の確認手段を周知

するとともに、災害関連情報等の提供に必要な体制を確立するものとする。 

２ 区長は、大規模災害の発生時において、帰宅困難者及び事業者に対して安否情報の確認手段を

周知するとともに、災害関連情報等の提供を行うものとする。 

３ 事業者等は、大規模災害の発生時において、帰宅困難者に対して安否情報の確認手段を周知す

るとともに、災害関連情報等の提供に努めるものとする。 

第５章 復興対策 

第 33 条 区は、災害により区内に重大な被害が発生したときは、国、都、防災関係機関等との連携

を図り、地域の復興並びに区民生活の再建及び安定に努めるものとする。 

２ 区民、事業者等は、災害により区内に重大な被害が発生したときは、区、都、防災関係機関等

との連携により、自らの生活の再建及び安定並びに地域の復興に努めるものとする。 

 

附 則 （抄） 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。  
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(1-2) 

新宿区防災会議条例 

 
 
 

 

(目 的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第６項の規定に基づき、新

宿区防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 新宿区(以下「区」という。)地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、区長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 区長の部内の職員 

(2) 区の教育委員会の教育長 

(3) 指定地方行政機関の職員 

(4) 陸上自衛隊第 1 師団の隊員 

(5) 東京都の知事の部内の職員 

(6) 警視庁の警察官 

(7) 東京消防庁の消防吏員 

(8) 消防団長 

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

(10) 区長が指定する公共的団体の役員又は職員 

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

昭和 39 年６月 25 日 
条例第 34 号 
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６ 前項の委員の総数は、47 人以内とする。 

７ 第５項第 11 号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(専門委員) 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係指

定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

(部会) 

第５条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がそ

の職務を代理する。 

 

(議事等) 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に

諮つて定める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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(1-3) 

新宿区防災会議委員名簿 

会長 新宿区長 

(令和 3 年 7 月 1 日現在)  
委嘱(任命)区分 委    員 勤務先所在地 電  話 

陸上自衛隊第 1
師団の隊員 
(条例第 3条 5-4) 

陸上自衛隊 第一師団 
第 1 普通科連隊第 4 中隊長 練馬区北町 4-1-1 3933-1161 

東京都の知事の

部内の職員 
(条例第3条5-5） 

建設局第三建設事務所長 中野区中野 4-8-1 3387-5132 
水道局新宿営業所長 新宿区内藤町 87 5368-3055 
下水道局西部第一下水道事務所長 中野区新井 3-37-4 5343-6200 
交通局早稲田自動車営業所長 新宿区西早稲田 1-9-23 3208-3492 
交通局市ヶ谷駅務管理所長 千代田区九段南 4-8-22 3234-6251 

警視庁の警察官

(条例第3条5-6） 

第四方面本部長 中野区中野 4-12-2 3581-4321 
牛込警察署長 新宿区南山伏町 1-15 3269-0110 
新宿警察署長 新宿区西新宿 6-1-1 3346-0110 
戸塚警察署長 新宿区西早稲田 3-30-13 3207-0110 
四谷警察署長 新宿区左門町 6-5 3357-0110 

東京消防庁の 
消防吏員 
(条例第 3条 5-7) 

第四消防方面本部長 新宿区大久保 3-14-26 3209-0119 
四谷消防署長 新宿区四谷 3-10 3357-0119 
牛込消防署長 新宿区筑土八幡町 5-16 3267-0119 
新宿消防署長 新宿区百人町 3-29-4 3371-0119 

消防団長 
(条例第 3条 5-8) 

四谷消防団長 新宿区四谷 3-10 
(四谷消防署内) 3357-0119 

牛込消防団長 新宿区筑土八幡町 5-16 
(牛込消防署内) 3267-0119 

新宿消防団長 新宿区百人町 3-29-4 
(新宿消防署内) 3371-0119 

指定公共機関 
または指定地方

公共機関の役員

又は職員 
(条例第 3条 5-9) 

東日本旅客鉄道(株)新宿駅長 新宿区新宿 3-38-1 3354-4016 
東日本電信電話(株)東京北支店長 新宿区北新宿 1-5-1 6908-8555 
日本赤十字社東京都支部事業部長 新宿区大久保 1-2-15 5273-6744 
日本通運(株)移転引越第三営業部長 渋谷区渋谷 3-26-15 6418-5550 
東京電力パワーグリッド(株)常務執

行役員東京総支社長 新宿区新宿 5-4-9 6375-5228 

東京ガス(株)東京中支店長 目黒区目黒 3-1-3 5722-2602 
京王電鉄(株)新宿管区長 新宿区西新宿 1-1-4 3342-1783 
西武鉄道(株)新宿駅管区長 新宿区高田馬場 1-35-2 3200-2874 
小田急電鉄(株)新宿管区長 新宿区西新宿 1-1-3 3342-5988 

東京地下鉄(株)新宿駅務管区長 新宿区西新宿 1 
西口地下街 1 号 3342-5094 

日本郵便(株)新宿郵便局長 新宿区西新宿 1-8-8 3340-9512 
区長が指定する

公共的団体の役

員又は職員 
( 条 例 第 3 条

5-10) 

一般社団法人新宿区医師会長 新宿区新宿 7-26-4 3208-2301 
一般社団法人東京都新宿区歯科医師会長 新宿区新宿 7-26-4 3200-5064 

一般社団法人新宿区薬剤師会長 新宿区新宿 7-26-4 3208-1632 
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委嘱(任命)区分 委    員 勤務先所在地 電  話 

自主防災組織を

構成する者又は

学識経験のある

者 
( 条 例 第 3 条

5-11) 

自主防災組織を構成する者   

学識経験のある者   

区長の部内の 
職員 
(条例第 3条 5-1) 

新宿区副区長 新宿区歌舞伎町 1-4-1 3209-1111 
新宿区副区長 〃 〃 
新宿区総合政策部長 〃 〃 
新宿区総務部長 〃 〃 
新宿区地域振興部長 〃 〃 
新宿区文化観光産業部長 〃 〃 
新宿区福祉部長 〃 〃 
新宿区子ども家庭部長 〃 〃 
新宿区健康部長 〃 〃 
新宿区みどり土木部長 〃 〃 
新宿区環境清掃部長 〃 〃 
新宿区都市計画部長 〃 〃 

区の教育委員会

の教育長 
(条例第 3条 5-2) 

新宿区教育委員会教育長 新宿区歌舞伎町 1-4-1 3209-1111 
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(1-4) 

 
新宿区災害対策本部条例 

 
 
 
 

(目 的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の２第８項の規定に基づき、

新宿区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(本部の組織) 

第２条 本部に本部長室及び部を置く。 

２ 部に部長を置く。 

３ 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める。 

 

(職務) 

第３条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督

する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 

４ 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

５ その他の本部の職員は、部長の命を受け、その事務に従事する。 

 

(規則への委任) 

第４条 前２条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

 

 

 

昭和 39 年６月 25 日 
条例第 35 号 
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(1-5) 

新宿区災害対策本部条例施行規則 
 
 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は、新宿区災害対策本部条例(昭和39年新宿区条例第35号。以下「条例」という。)

第2条第3項及び第4条の規定に基づき、新宿区災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及びその

分掌事務について必要な事項を定めるものとする。 
 
(本部長室の分掌事務) 

第2条 本部長室は、次の事項について、本部の基本方針を審議し、策定する。 
(1) 本部の非常配備態勢に関すること。 
(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 
(3) 避難の勧告又は指示に関すること。 
(4) 東京都、政府機関、公共機関等に対する応援の要請に関すること。 
(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用の要請に関すること。 
(6) 他の区市町村との相互応援に関すること。 
(7) 東京都災害対策本部(以下「都本部」という。)との連絡に関すること。 
(8) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 
(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 
 
(本部長室の構成) 

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。 
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。) 
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。) 
(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。) 
 
(副本部長) 

第4条 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。 
 

(本部員) 
第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。 

(1) 総務部長、総務部危機管理担当部長、健康部長、健康部副部長及びみどり土木部長 
(2) 総合政策部区政情報課長、総務部総務課長、総務部危機管理担当部危機管理課長、総務部危機

管理担当部副参事(地域防災担当)、総務部危機管理担当部副参事(防火防災対策担当)及び健康部健

康政策課長 
(3) 水害を除く災害時にあってはみどり土木部土木管理課長。水害による災害時にあってはみどり

土木部道路課長 
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、新宿区に勤務する職員のうちか

ら本部員を指名することができる。 
 
 (職務代理) 

第6条 条例第3条第2項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合の順序は、区長の職

平成８年 11 月 20 日 
規則第 76 号 
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務代理の順序が第1順序である副区長、区長の職務代理の順序が第2順序である副区長、教育長とす

る。 
2 前項に掲げる者に事故があるときは、総務部長がその職務を代理し、総務部長にも事故があると

きは、新宿区組織条例(昭和49年新宿区条例第3号)に定める部の順序で、部長(総務部長を除く。)が
その職務を代理する。 

 
(本部調整会議) 

第7条 本部長室と部の連絡調整及び情報伝達を目的として本部調整会議を置く。 
2 本部調整会議の構成員は、本部長室構成員並びに各部長(本部長室構成員である部長を除く。)及び

部長補佐(本部長室構成員である部長補佐を除く。)とする。ただし、地域本部長については、必要

に応じて招集するものとする。 
 

(部) 
第8条 震災時に本部に置かれる部(以下「震災時の部」という。)の名称及び分掌事務は、次のとおり

とする。 

災対総務部 

(1) 本部の指令、要請及び通報に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び総括に関すること。 

(3) 都本部及び防災関係機関との連絡に関すること。 

(4) 防災行政無線及び災害情報支援システムの保全及び運用に関すること。 

(5) 地域本部との連絡調整に関すること。 

(6) 本部長室の庶務に関すること。 

(7) 職員の動員、服務、健康管理及び給食に関すること。 

(8) 災害対策に必要な物資等の調達に関すること。 

(9) 他の区市町村等への要請業務並びに支援職員及び支援物資の受入れに関すること。 
(10) 応急物資及び応急資器材の集積及び輸送に関すること。 

(11) 大使館、領事館等との連絡に関すること。 

(12) 帰宅困難者対策に関すること。 

(13) 区有施設(区立住宅を除く。以下同じ。)の応急復旧に関すること。 

(14) 区有施設の応急修理に関すること。 

(15) 応急建築資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(16) 仮庁舎等の建設に関すること。 

災対企画部 

(1) 災害復興計画の総合調整に関すること。 

(2) 総合相談に関すること。 

(3) 災害対策関係の予算及び経理に関すること。 

(4) 災害対策に必要な支出命令の審査及び執行に関すること。 

(5) 災害対策に必要な現金等の出納保管に関すること。 

(6) 災害についての広報及び報道機関との連絡に関すること。 

(7) 区の基幹的システムの復旧、管理等に関すること。 

災対地域部 

(1) 区民施設の被害状況調査に関すること。 
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(2) 日本赤十字社との連絡に関すること。 

(3) ボランティアの募集、受付及び調整に関すること。 

(4) 災害弔慰金の支給に関すること。 

(5) 埋火葬許可書の発行に関すること。 

(6) り災証明の交付に関すること。 

(7) 外国人への災害情報の提供に関すること。 

(8) 通訳ボランティアの受入れ及び活用に関すること。 

地域本部 

(1) 被害状況調査に関すること。 

(2) り災証明の交付に関すること。 

(3) 応急対策に関すること。 

(4) 防災区民組織等との連絡に関すること。 

(5) 避難の勧告又は指示に関すること。 

(6) ボランティアの活動に関すること。 

災対福祉部 

(1) 義えん金品の受領及び配分計画に関すること。 

(2) 福祉施設(子ども施設を除く。以下同じ。)の被害状況調査に関すること。 

(3) 災害援護資金の受付に関すること。 

(4) 二次避難所(福祉避難所)の設置に関すること。 

(5) 身元不明者の調査等及び遺体の処理に関すること。 

(6) 高齢者及び障害者の安否確認に関すること。 

(7) 高齢者及び障害者の救護、巡回相談等に関すること。 

(8) 福祉ボランティアの受入れ及び活用に関すること。 

災対子ども部 

(1) 保育園児、子ども園児等の救護及び応急保育に関すること。 

(2) 災害孤児等の保護及び児童相談センターとの連絡調整に関すること。 

(3) 子ども施設の被害状況調査に関すること。 

(4) 二次避難所(福祉避難所)の設置に関すること。 

災対健康部 

(1) 医療救護本部の設置に関すること。 

(2) 医療救護所に関すること。 

(3) 災害医療救護支援センターの開設及び運営に関すること。 

(4) 医療機関との連絡に関すること。 

(5) 医師会救護本部との連絡に関すること。 

(6) 医療関係者(医療ボランティアを含む。以下同じ。)の受入れ及び派遣の調整に関すること。 

(7) 動物に係る保護及び調整に関すること。 

(8) 防疫及び衛生業務に関すること。 

災対土木部 

(1) 気象、水位、流量等の情報収集に関すること。 

(2) 応急土木資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(3) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の調査及び応急復旧に関すること。 
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(4) 障害物の除去及び道路排水に関すること。 

(5) 遺体の搬送に関すること。 

 

災対清掃部 

(1) アスベスト等の有害物質による環境汚染の防止に関すること。 

(2) 特別区災害廃棄物処理対策本部等との連絡調整に関すること。 

(3) ごみ処理に関すること。 

(4) し尿の収集に関すること。 

(5) がれき処理に関すること。 

災対都市計画部 

(1) 建物危険度判定及び被災宅地危険度判定の業務の調整に関すること。 

(2) 被災建物の恒久復旧についての相談及び指導に関すること。 

(3) 民間建築物等の応急復旧の技術指導に関すること。 

(4) 民間建築物等の応急処理に関すること。 

(5) 区立住宅等の被害状況調査に関すること。 

(6) 区立住宅の復旧に関すること。 

(7) 仮設住宅に関すること。 

災対教育部 

(1) 教育施設の被害状況調査に関すること。 

(2) 教育施設の応急復旧計画に関すること。 

(3) 応急教育の立案及び実施に関すること。 

(4) 児童、生徒及び園児の避難誘導及び収容保護に関すること。 

(5) 児童、生徒及び園児の被災状況調査及び報告に関すること。 

災対議会部 

(1) 区議会との連絡調整に関すること。 

 

2 震災時以外に本部に置かれる部(以下「震災時以外の部」という。)の名称及び分掌事務は、次のと

おりとする。 

災対総務部 

(1) 本部の指令、要請及び通報に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び総括に関すること。 

(3) 都本部及び防災関係機関との連絡に関すること。 

(4) 防災行政無線及び災害情報支援システムの保全及び運用に関すること。 

(5) 災害についての広報及び報道機関との連絡に関すること。 

(6) 本部長室の庶務に関すること。 

(7) 職員の配備態勢に関すること。 

(8) 職員の動員、服務、健康管理及び給食に関すること。 

(9) 災害対策に必要な物資等の調達に関すること。 

(10) 災対地域部及び災対健康部への協力に関すること。 

(11) 総合相談に関すること。 
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災対地域部 

(1) 被害状況調査に関すること。 

(2) 見舞金品等に関すること。 

(3) り災証明の交付に関すること。 

(4) 現地連絡所に関すること。 

災対福祉部 

(1) 避難所の設置に関すること。 

(2) 身元不明者の調査等及び遺体の処理に関すること。 

災対健康部 

(1) 医療救護本部の設置に関すること。 

(2) 医療機関との連絡に関すること。 

(3) 医療救護所の設置に関すること。 

(4) 防疫及び衛生業務に関すること。 

災対土木部 

(1) 気象、水位、流量等の情報収集に関すること。 

(2) 応急土木資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(3) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の調査及び応急復旧に関すること。 

(4) 障害物の除去及び道路排水に関すること。 

(5) 遺体の搬送に関すること。 

(6) ごみ処理及び災害廃棄物の処理に関すること。 

 

3 震災時の部の編成は、別表第1のとおりとし、震災時以外の部の編成は、別表第2のとおりとする。 

 
 (補則) 

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 
 
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第1(第8条関係) 

部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

災対総務部 

部長 

総務部危機管理担当

部長 

部長補佐 

総務部長 

 

情報調整班 

班長 危機管理課長 

班長補佐 総務部危機

管理担当部副参事

（地域防災担当） 

班長補佐 総務部危機

管理担当部副参事

(安全・安心対策担当) 

班長補佐 総務部危機

管理担当部副参事

(防火防災対策担

当) 

(1) 本部の指令、要請及び通報に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び総括に関すること。 

(3) 地域本部との連絡調整に関すること。 

(4) 都本部及び防災関係機関との連絡に関すること。 

(5) 防災行政無線及び災害情報支援システムの保全及び 

運用に関すること。 

総務班 

班長 総務課長 

班長補佐 秘書課長 

(1) 本部長室の庶務に関すること。 

(2) 各部との連絡調整に関すること。 

(3) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(4) 災害業務従事者の損害補償に関すること。 

(5) 大使館、領事館等との連絡に関すること。 

(6) 他の部及び班に属さない事項に関すること。 

職員班 

班長 人事課長 

班長補佐 総務部副参

事(特命担当) 

(1) 職員の動員、服務、健康管理及び給食に関すること。 

(2) 職員の参集状況並びに職員及び家族の被災状況の掌握

に関すること。 

(3) 職員の公務災害補償への対応に関すること。 

(4) 他の区市町村等への要請業務及び支援職員の受入れに

関すること。 

物資調達輸送班 

班長 契約管財課長 

班長補佐 会計室長

（兼務） 

(1) 災害対策に必要な物資の調達及び工事契約に関すること。  

(2) 災害対策に必要な車両等の調達に関すること。 

(3) 災害対策に必要な物資等の検査に関すること。 

(4) 他の区市町村等への要請業務及び支援物資の受入れに

関すること。 

(5) 応急物資及び応急資器材の集積及び輸送に関すること。 

帰宅困難者対策班 

班長 東京オリンピック 

・パラリンピック開催

等担当課長 

(1) 帰宅困難者対策に関すること。 

区有施設復旧班 

班長 施設課長 

(1) 区有施設の応急復旧に関すること。 

(2) 区有施設の応急修理に関すること。 

(3) 応急建築資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(4) 仮庁舎等の建設に関すること。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

災対企画部 

部長 

総合政策部長 

部長補佐 

会計管理者 

部長補佐 

選挙管理委員会 

事務局長  

企画班 

班長 企画政策課長 

班長補佐 都市計画

課長（兼務） 

班長補佐 景観・まち

づくり課長（兼務） 

班長補佐 新宿駅周

辺まちづくり担当

課長(兼務) 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 災害復興計画の総合調整に関すること。 

(4) 総合相談に関すること。 

予算班 

班長 財政課長 

(1) 災害対策関係の予算及び経理に関すること。 

(2) 災害救助法適用による財政措置に関すること。 

(3) 激甚災害指定による財政措置に関すること。 

出納班 

班長 会計室長 

(1) 災害対策に必要な支出命令書の審査及び執行に関する

こと。 

(2) 現金及び物品の出納及び経理処理に関すること。 

(3) 災害対策物品の出納保管及び管理に関すること。 

(4) 義えん金の受入れ、出納及び一時保管等の管理に 

関すること。 

広報班 

班長 区政情報課長 

班長補佐 総合政策部

副参事(広聴担当) 

班長補佐 財政課長

（兼務） 

(1) 災害対策についての広報に関すること。 

(2) 報道機関との連絡に関すること。 

(3) 災害の写真等による記録に関すること。 

(4) 区民及び各団体からの通報対応に関すること。 

情報システム班 

班長 情報システム

課長 

(1) 区の基幹的システムの復旧、管理等に関すること。 

災対地域部 

部長 

地域振興部長 

部長補佐 

地域振興部東京オリ

ンピック・パラリンピ

ック開催等担当部長 

部長補佐 

文化観光産業部長 

部長補佐 

監査事務局長 

ボランティア調整班 

班長 地域コミュニティ

課長 

班長補佐 生涯学習

スポーツ課長 

班長補佐 文化観光

課長 

班長補佐 文化観光

産業部副参事（にぎ

わい創出等担当） 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 区民施設の被害状況調査に関すること。 

(4) 日本赤十字社との連絡に関すること。 

(5) 災害ボランティアセンターの設置に関すること。 

(6) ボランティアの募集及び受付に関すること。 

(7) 災害弔慰金の支給に関すること。 

区民班 

班長 戸籍住民課長 

(1) 埋火葬許可書の発行に関すること。 

(2) り災証明の交付に関すること。 

多文化班 

班長 多文化共生推進 

課長 

(1) 外国人への災害情報の提供に関すること。 

(2) 通訳ボランティアの受入れ及び活用に関すること。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

四谷地域本部 

部長 

四谷特別出張所長 

庶務班 

班長 四谷特別出張

所長（兼務） 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 地域本部の開設及び活動態勢の確立に関すること。 

(4) 地域内の被害状況の把握に関すること。 

(5) 避難勧告及び指示に関すること。 

(6) 区民に対する情報に関すること。 

(7) 防災区民組織等との連絡に関すること。 

(8) 避難所の開設及び情報連絡に関すること。 

(9) 災害ボランティア地域センターの設置に関すること。 

(10) り災証明の交付に関すること。 

(11) 遺体収容所の管理に関すること。 

(12) がれき処理業務への協力に関すること。 

(13) その他各種応急活動の指揮に関すること。 

地域活動班 

班長 男女共同参画

課長 

(1) 現地連絡所の設置に関すること。 

(2) 医療救護所の設置の協力に関すること。 

(3) 防災区民組織等との協力に関すること。 

(4) 給食及び給水活動に関すること。 

(5) 救助物資の支給に関すること。 

(6) 避難所の管理運営に関すること。 

(7) 被害状況調査に関すること。 

(8) 避難住民の援護に関すること。 

(9) ボランティアの活動に関すること。 

(10) その他応急対策に関すること。 

箪笥町地域本部 

部長 

箪笥町特別出張所長 

庶務班 

班長 箪笥町特別 

出張所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ。 

地域活動班 

班長 高齢者医療担当

課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

榎町地域本部 

部長 

榎町特別出張所長 

庶務班 

班長 榎町特別出張

所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 総合政策部 

副参事（特命担当） 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

若松町地域本部 

部長 

若松町特別出張所長 

庶務班  

班長 若松町特別 

出張所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 税務課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

大久保地域本部 

部長 

大久保特別出張所長 

庶務班  

班長 大久保特別 

出張所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 医療保険年金

課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

戸塚地域本部 

部長 

戸塚特別出張所長 

庶務班  

班長 戸塚特別出張

所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 消費生活就労

支援課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

落合第一地域本部 

部長 

落合第一特別出張所長 

庶務班 

班長 落合第一特別

出張所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ。 

地域活動班 

班長 総務部副参事

（納税推進担当） 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

落合第二地域本部 

部長 

落合第二特別出張所長 

庶務班 

班長 落合第二特別

出張所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 保育指導課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

柏木地域本部 

部長 

柏木特別出張所長 

庶務班  

班長 柏木特別出張

所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 産業振興課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

角筈地域本部 

部長 

角筈特別出張所長 

庶務班  

班長 角筈特別出張

所長（兼務） 

四谷地域本部庶務班に同じ（四谷地域本部の部庶務班の項 

担当事務の欄第11号に掲げる事務を除く。）。 

地域活動班 

班長 行政管理課長 

四谷地域本部地域活動班に同じ。 

災対福祉部 

部長 

 福祉部長 

福祉調整班 

班長 地域福祉課長 

班長補佐 生活福祉

課長 

班長補佐 保護担当

課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 義えん金品の受領及び配分計画に関すること。 

(4) 福祉施設の被害状況の調査に関すること。 

(5) 福祉ボランティアの受入れ及び調整に関すること。 

(6) 災害援護資金の受付に関すること。 

(7) 二次避難所(福祉避難所)の設置に関すること。 

(8) 身元不明者の調査等及び遺体の処理に関すること。 

(9) 地域本部への協力に関すること。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

高齢者等対策班 

班長 地域包括ケア

推進課長 

班長補佐 高齢者支援

課長 

班長補佐 介護保険

課長 

(1) 高齢者の安否確認に関すること。 

(2) 高齢者の救護、巡回相談等に関すること。 

(3) 二次避難所(福祉避難所)の管理運営に関すること。 

(4) 施設利用者等の避難誘導に関すること。 

(5) 社会福祉施設との連絡に関すること。 

(6) 福祉ボランティアの受入れ及び活用に関すること。 

障害者対策班 

班長 障害者福祉課長 

(1) 障害者の安否確認に関すること。 

(2) 障害者の救護、巡回相談等に関すること。 

(3) 二次避難所(福祉避難所)の管理運営に関すること。 

(4) 施設利用者等の避難誘導に関すること。 

(5) 障害者団体との連絡調整に関すること。 

(6) 福祉ボランティアの受入れ及び活用に関すること。 

災対子ども部 

部長 

子ども家庭部長 

部長補佐 

子ども総合センター

所長 

子ども調整班 

班長 子ども家庭課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 二次避難所（福祉避難所）の設置に関すること。 

(4) 子ども施設の被害状況の取りまとめに関すること。 

子ども対策班 

班長 保育課長 

班長補佐 子ども家

庭支援課長 

班長補佐 子ども総合

センター副参事（児

童相談・支援担当） 

班長補佐 四谷子ども

園長 

班長補佐 あいじつ

子ども園長 

班長補佐 西新宿子ども

園長 

(1) 保育園児、子ども園児等の救護及び応急保育に関すること。  

(2) 私立保育所等との連絡調整に関すること。 

(3) 災害孤児等の保護及び児童相談センターとの連絡調整

に関すること。 

(4) 地域本部への協力に関すること。 

(5) 二次避難所（福祉避難所）の管理運営に関すること。 

(6) 子ども施設の被害状況の調査に関すること。 

災対健康部 

部長 

健康部長 

部長補佐 

健康部副部長 

健康調整班 

班長 健康政策課長 

班長補佐 健康づくり

課長 

班長補佐 健康部副

参事（地域医療・歯

科保健担当） 

班長補佐 健康部副

参事（健康長寿担

当） 

(1) 本部長室及び他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 医療救護本部の設置に関すること。 

(4) 医療救護所の開設の調整及び総括に関すること。 

(5) 災害医療救護支援センターの開設及び運営に関すること。 

(6) 医療機関との連絡に関すること。 

(7) 医師会救護本部との連絡に関すること 

(8) 医療関係者の受入れ及び派遣の調整に関すること。 

(9) 訪問看護チームの編成に関すること。 

(10) その他保健医療全般に関すること。 

衛生班 

班長 衛生課長 

(1) 生活衛生業務の調整及び活動に関すること。 

(2) 動物に係る保護及び調整に関すること。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

保健予防班 

班長 保健予防課長 

(1) 防疫及び保健衛生業務の調整及び活動に関すること。 

牛込保健センター班 

班長 牛込保健セン

ター所長 

(1) 医療救護所の設置及び運営に関すること。 

(2) 地域保健の調整に関すること。 

(3) 地域健康管理チームの編成に関すること。 

四谷保健センター班 

班長 四谷保健セン

ター所長 

東新宿保健センター班 

班長 東新宿保健 

センター所長 

落合保健センター班 

班長 落合保健セン

ター所長 

災対土木部 

部長 

 みどり土木部長 

土木調整班 

班長 土木管理課長 

(1) 本部長室及び他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の応急復旧計画

に関すること。 

(4) 応急土木資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(5) 気象、水位、流量等の情報収集に関すること。 

土木復旧班 

班長 道路課長 

班長補佐 みどり公園

課長 

班長補佐 交通対策

課長 

(1) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の調査及び応急

復旧に関すること。 

(2) 道路及び河川の障害物除去に関すること。 

(3) 道路の排水に関すること。 

(4) 遺体の搬送に関すること。 

災対清掃部 

部長 

 環境清掃部長 

清掃調整班 

班長 環境対策課長 

 

(1) 他の部との連絡調整に関すること 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) アスベスト等の有害物質による環境汚染の防止に 

関すること。 

(4) 特別区災害廃棄物処理対策本部等との連絡調整に 

関すること。 

廃棄物処理班 

班長 ごみ減量リサ

イクル課長 

班長補佐 新宿清掃

事務所長 

(1) ごみ処理に関すること。 

(2) し尿の収集に関すること。 

(3) がれき処理に関すること。 

災対都市計画部 

部長 

 都市計画部長 

部長補佐 

都市計画調整班 

班長 都市計画課長 

班長補佐 新宿駅周辺

基盤整備担当課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 建物危険度判定及び被災宅地危険度判定の業務の調整

に関すること。 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

都市計画部新宿駅周

辺整備担当部長 

被災建築等調査班 

班長 建築指導課長 

班長補佐 景観・まち

づくり課長 

班長補佐 新宿駅周

辺まちづくり担当

課長 

(1) 建物危険度判定の班編成及び調査に関すること。 

(2) 被災宅地危険度判定の班編成、調査並びに相談及び指導

に関すること。 

(3) 被災建物の恒久復旧についての相談及び指導に関する

こと。 

民間建築物復旧班 

班長 防災都市づくり

課長 

班長補佐 建築調整

課長 

班長補佐 都市計画

部副参事(建築物等

調査・安全化担当) 

(1) 民間建築物等の応急復旧の技術指導に関すること。 

(2) 民間建築物等の応急処理に関すること。 

応急住宅班 

班長 住宅課長 

(1) 区立住宅等の被害状況調査に関すること。 

(2) 区立住宅の復旧に関すること。 

(3) 仮設住宅に関すること。 

災対教育部 

部長 

教育委員会事務局次長 

部長補佐 

 中央図書館長 

教育調整班 

班長 教育調整課長 

班長補佐 教育支援

課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 東京都教育庁及び区教育委員会との連絡に関すること。 

(4) 教育施設の応急復旧計画に関すること。 

指導班 

班長 学校運営課長 

班長補佐 教育指導

課長 

(1) 被災した児童及び生徒の教科書及び学用品の調達供給

に関すること。 

(2) 被災した児童及び生徒の給食及び保健衛生に関すること。  

(3) 応急教育の立案及び実施に関すること。 

(4) 教育施設の被害状況調査に関すること。 

学校班 

班長 学校及び幼稚園 

の長 

(1) 児童、生徒及び園児の避難誘導及び収容保護に関すること。  

(2) 児童、生徒及び園児の保護者への引渡しに関すること。 

(3) 児童、生徒及び園児の被災状況調査及び報告に関すること。  

(4) 応急教育計画及び報告に関すること。 

(5) 施設の保全管理に関すること。 

(6) 避難所の開設及び運営の協力に関すること。 

災対議会部 

部長 

議会事務局長 

庶務班 

班長 議会事務局次長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 区議会との連絡調整に関すること。 

(4) 区議会議員等の被災確認(安否)に関すること。 

備考 
1 部長、部長補佐、班長及び班長補佐に事故等があるときは、本部長がその職務を代理す

る者を命ずる。 
2 部に属すべき職員は、原則として、当該部に属する班長及び班長補佐が通常の行政組織

において指揮監督する職員のうちから本部長が命ずる。  
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別表第2(第8条関係) 

部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

災対総務部 

部長 

総務部危機管理担当

部長 

部長補佐 

総務部長 

部長補佐 

総合政策部長 

情報調整班 

班長 危機管理課長 

班長補佐 総務部危機

管理担当部副参事

(地域防災担当) 

班長補佐 総務部危機

管理担当部副参事

(安全・安心対策担当) 

班長補佐 総務部危

機管理担当部副参

事(防火防災対策担

当) 

(1) 本部の指令、要請及び通報に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び総括に関すること。 

(3) 都本部及び防災関係機関との連絡に関すること。 

(4) 防災行政無線及び災害情報支援システムの保全及び 

運用に関すること。 

広報班 

班長 区政情報課長 

(1) 災害についての広報に関すること。 

(2) 報道機関との連絡に関すること。 

(3) 災害の写真等による記録に関すること。 

(4) 区民及び各団体からの通報対応に関すること。 

総務班 

班長 総務課長 

(1) 本部長室の庶務に関すること。 

(2) 各部との連絡調整に関すること。 

(3) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(4) 職員の配備態勢に関すること。 

(5) 職員の動員、服務、健康管理及び給食に関すること。 

(6) 災害対策に必要な車両等の調達に関すること。 

(7) 災害対策に必要な物資の調達に関すること。 

(8) 他の部及び班に属さない事項に関すること。 

総合相談班 

班長 企画政策課長 

(1) 総合相談に関すること。 

四谷支援班 

班長 男女共同参画

課長 

(1) 特別出張所班への協力に関すること。 

(2) 衛生班(消毒)への協力に関すること。 

(3) その他各班への協力に関すること。 

箪笥町支援班 

班長 高齢者医療 

担当課長 

榎町支援班 

班長 総合政策部 

副参事（特命担当） 

若松町支援班 

班長 税務課長 

大久保支援班 

班長 医療保険年金

課長 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

戸塚支援班 

班長 消費生活就労

支援課長 

落合第一支援班 

班長 総務部副参事

(納税推進担当) 

落合第二支援班 

班長 保育指導課長 

柏木支援班 

班長 産業振興課長 

角筈支援班 

班長 行政管理課長 

衛生支援班 

班長 学校運営課長 

災対地域部 

部長 地域振興部長 

地域調整班 

班長 地域コミュニティ

課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 見舞金品に関すること。 

(4) 日本赤十字社との連絡に関すること。 

(5) り災証明の交付に関すること。 

(6) 特別出張所班との連絡調整に関すること。 

四谷特別出張所班 

班長 四谷特別出張

所長 

(1) 地域内の被害状況調査に関すること。 

(2) 見舞金品等の配布に関すること。 

(3) り災証明の交付に関すること。 

(4) 被害状況の取りまとめに関すること。 

(5) 現地連絡所に関すること。 

(6) 防災区民組織等との連絡に関すること。 

箪笥町特別出張所班 

班長 箪笥町特別 

出張所長 

榎町特別出張所班 

班長 榎町特別出張

所長 

若松町特別出張所班 

班長 若松町特別 

出張所長 

大久保特別出張所班 

班長 大久保特別 

出張所長 

戸塚特別出張所班 

班長 戸塚特別出張

所長 

落合第一特別出張所班 

班長 落合第一特別

出張所長 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

落合第二特別出張所班 

班長 落合第二特別

出張所長 

柏木特別出張所班 

班長 柏木特別出張

所長 

角筈特別出張所班 

班長 角筈特別出張

所長 

災対福祉部 

部長 

福祉部長 

部長補佐 

子ども家庭部長 

福祉調整班 

班長 地域福祉課長 

班長補佐 生活福祉

課長 

班長補佐 子ども家庭

課長 

班長補佐 教育調整

課長 

(1) 他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 避難所の設置に関すること。 

(4) 身元不明者の調査等及び遺体の処理に関すること。 

災対健康部 

部長 

健康部長 

部長補佐 

健康部副部長 

健康調整班 

班長 健康政策課長 

(1) 本部長室及び他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 医療救護本部の設置に関すること。 

(4) 医療機関との連絡に関すること。 

(5) 医療救護所開設の調整に関すること。 

衛生班 

班長 衛生課長 

(1) 生活衛生業務の調整及び活動に関すること。 

(2) 消毒に関すること。 

保健予防班 

班長 保健予防課長 

(1) 防疫及び保健衛生業務の調整及び活動に関すること。 

牛込保健センター班 

班長 牛込保健セン

ター所長 

(1) 地域保健の調整に関すること。 

(2) 巡回訪問チームの編成に関すること。 

四谷保健センター班 

班長 四谷保健セン

ター所長 

東新宿保健センター班 

班長 東新宿保健セ

ンター所長 

落合保健センター班 

班長 落合保健セン

ター所長 
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部名・部長等 班名・班長等 担当事務 

災対土木部 

部長 

みどり土木部長 

部長補佐 

環境清掃部長 

土木調整班 

班長 土木管理課長 

班長補佐 環境対策

課長 

班長補佐 都市計画

課長 

(1) 本部長室及び他の部との連絡調整に関すること。 

(2) 部所属職員の出勤状況の把握に関すること。 

(3) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の応急復旧計画

に関すること。 

(4) 応急土木資材及び労力の調達及び運用に関すること。 

(5) 気象、水位、流量等の情報収集に関すること。 

土木復旧班 

班長 道路課長 

班長補佐 ごみ減量

リサイクル課長 

班長補佐 新宿清掃

事務所長 

班長補佐 建築指導

課長 

(1) 道路、橋りょう、河川、公園等土木施設の調査及び応急

復旧に関すること。 

(2) がけ及び擁壁の調査及び応急復旧に関すること。 

(3) 道路及び河川の障害物除去に関すること。 

(4) 道路排水に関すること。 

(5) 遺体の搬送に関すること。 

(6) 被災地のごみ処理及び災害廃棄物処理に関すること。 

 
備考 

1 部長、部長補佐、班長及び班長補佐に事故等があるときは、本部長がその職務を代理す

る者を命ずる。 
2 部に属すべき職員は、原則として、当該部に属する班長及び班長補佐が通常の行政組織

において指揮監督する職員のうちから本部長が命ずる。 
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(1-6) 

新宿区災害対策本部運営要綱 
 

 
  

 
   第１章 総則 

 

 （目的） 
第１条 この要綱は、新宿区災害対策本部条例施行規則（平成８年新宿区規則第 76 号。 以下「規

則」という。）第９条の規定に基づき新宿区災害対策本部（以下「本部」という。）の運営に関

する基本的事項について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
 (1) 災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害をいう。 

 (2) 注意情報 東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められる場合に、気象庁が発表す

る東海地震注意情報をいう。 

 (3) 判定会 大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第３条第１項に規定する地

震防災対策強化地域に係る大規模な地震の発生のおそれに関する判定を行うため、気象庁に

設置された地震防災対策強化地域判定会をいう。 

 (4) 警戒宣言 大規模地震対策特別措置法第９条の規定により内閣総理大臣が発する地震災

害に関する警戒宣言をいう。 

 

   第２章 震災時の態勢及び活動 

 

第１節 本部の設置及び廃止 

 （本部の設置） 

第３条 区長は、区の地域において地震が発生した場合又は警戒宣言が発せられた場合において、

第９条の非常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、本部を設置する。 
２ 部長は、本部を設置する必要があると認めたときは、総務部長に本部の設置を要請するこ

とができる。 

３ 総務部長は、前項の要請があった場合、又はその他の状況等により本部を設置する必要が

あると認めたときは、区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長と協議の上、本部の設置を

区長に申請しなければならない。 

 （本部設置の専決） 

第４条 区長と連絡がとれないときは、次に掲げる順位で本部の設置を専決する。 
 (1) 区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長 

 (2) 区長の職務代理の順序が第２順序である副区長 

 (3) 教育長 

 (4) 総務部長 

平成 10 年６月 11 日 
10 新総防第 225 号 
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２ 夜間・休日等の勤務時間外に地震が発生し、本部設置の必要がある場合で区長等に連絡が

とれないときは、新宿区災害等の警戒待機に関する規則（平成４年新宿区規則第６９号）第３条

に規定する防災対策要員が本部の設置を専決する。 

 （本部設置の通知等） 

第５条 本部が設置されたときは、災対総務部長は、次に掲げる者に本部の設置を通知しなければ

ならない。 
 (1) 部長 

 (2) 東京都知事 

 (3) 防災関係機関の長 

 (4) 隣接区長 

２ 各部長は、前項の通知を受けたときは、直ちに所属職員に対し周知徹底しなければならな

い。 

 （本部の設置場所） 

第６条 本部は、区役所本庁舎に設置する。ただし、区役所本庁舎の機能に事故があるときは、新

宿区立防災センター（以下「防災センター」という。）に設置する。 

 （本部の標示の掲出） 

第７条 本部が設置されたときは、区役所本庁舎正面玄関前又は防災センター正面玄関前に「新宿

区災害対策本部」を、各特別出張所においては、「新宿区災害対策本部〇〇地域本部」標示を掲

出する。 

 （本部の廃止） 

第８条 本部長は、区の地域について地震が発生するおそれがなくなったと認めたとき、又は災害

応急対策がおおむね完了したときは、本部を廃止する。 
２ 本部の廃止の通知等は、第５条に準じて処理する。 

 

    第２節 本部の非常配備態勢 

 （非常配備態勢の種別） 

第９条 非常配備態勢の種別は、次のとおりとする。 

種別 時期 態勢 

第一次出動態勢 注意情報発表の連絡を受けたとき

又は新宿区内で震度５弱以上の地震

が発生したとき 

情報の収集・伝達及び

応急対策の準備に対処で

きる態勢とする。 

特別非常配備態勢 夜間・休日等の勤務時間外に震度

５弱以上の地震が発生したとき 

被害状況調査及び応急

対策活動に対処できる態

勢とする。 

第二次出動態勢 １ 震度５強以上の地震が発生した

とき 

２ 警戒宣言が発令されたとき 

本部の全力をもって対

処する態勢とする。 
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 （非常配備態勢に基づく措置） 

第 10 条 各部長は、あらかじめ所属の班に対して非常配備態勢時の措置すべき要領（業務計画）

を定め、所属職員に周知徹底させなければならない。 
２ 各部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、第１項の要領に基づき、所属職員に対し

必要な指示をしなければならない。 

 （特別非常配備態勢に基づく措置） 

第 11 条 特別非常配備態勢の職員は、次に掲げる者の内から区長が指定する。 
 (1)  区内在住職員 

 (2) 管理職 

 (3)   総務部総務課職員 

  (4) 総務部危機管理担当部危機管理課職員 

２ 区長は、あらかじめ特別非常配備態勢において措置すべき要領（業務計画）を定め、特別

非常配備態勢職員に対し周知徹底させておかなければならない。 

  （非常配備態勢の特例） 

第 12 条 本部長は、災害状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に対して 
のみ配備態勢の指令を発し又は特定の部に対して種別の異なる非常配備態勢の指令を発するこ

とができる。 
２ 区長は、特殊技能等を有する職員を原則として本人の同意を得て、特定の部に配置するこ

とができる。 

 

    第３節 職員の配置及び服務 

 （職員の配置） 

第 13 条 各部長は、部の分掌事務を遂行するため、別に定める非常配備態勢職員配置基準表によ

り、あらかじめ要員を定めておくものとする。ただし、特別非常配備態勢要員については、総務

部危機管理担当部長が別に定める。 
２ 各部長は、あらかじめ参集方法等を定め、職員に対し周知徹底させておかなければならな

い。 

 （職員の服務） 

第 14 条 本部が設置された場合、すべての職員は次の事項を遵守しなければならない。 
 (1) 常に災害に関する情報及び本部の連絡に注意すること。 

 (2) 正規の勤務時間が終了しても、本部の指示があるまで退庁しないこと。 

 (3) 勤務場所を離れている場合においても、進んで上司と連絡をとること。 

 (4) 夜間・休日又は在宅時における災害については、災害情報に注意するとともに、万難を排

して参集すること。 

 (5) 自らの行動によって住民の誤解を招き、本部の活動に支障をきたすことがないよう注意す

ること。 

 (6) 本部が設置されたときは、あらかじめ貸与されている防災服を着用すること。ただし、参

集時はこの限りではない。 
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    第４節 本部長室の運営 

（本部長室の開設） 

第 15 条 本部長室は、区役所本庁舎３階庁議室に開設する。ただし、区役所本庁舎の機能に事故

があるときは、防災センターに開設する。 
２ 本部長は、非常配備態勢を発令したときに原則として規則第３条の本部長室の構成員を招

集するものとする。 

３ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に本部員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

 （本部長室の議事） 

第 16 条 本部長室に付議する事項は、規則第２条に定める審議策定事項及び新宿区地域防災計画

に定める報告事項とする。 
２ 各部長は、その分掌する事務について、本部長室に付議すべき事項が生じたときは、別記

様式により災対総務部長に提出し、本部長室に付議しなければならない。 

 （本部長室における発信事項及び受信事項の処理） 

第 17 条 発信事項を次のとおり処理する。 
 (1) 災対総務部長は、本部長の指示事項及び本部長室における決定事項のうち、必要なものに

ついて情報調整班に発信文を発議させ、各部長に伝達する。 

 (2) 各部長は、上記(1)の発信事項を所属職員に対し伝達、周知しなければならない。 

 (3) 災対総務部広報班長は、発信事項が、り災者に対する広報事項に該当すると認めたときは、

災対総務部情報調整班長と協議のうえ、広報を実施する。 

２ 受信事項を次のとおり処理する。 

 (1) 本部長室の受信事項は、災対総務部情報調整班長が処理する。 

 (2) 災対総務部情報調整班長は、各部又は指定地方行政機関等からの報告等その他受信事項を、

災対総務部長を経由して本部長室に付議しなければならない。 

 （本部調整会議） 

第 18 条 本部長は、本部長室の指示及び各部との連絡調整等を図る必要があるとき、又は部長か

ら災対総務部長を通じて要請があったときは、本部調整会議を開くものとする。 
 

    第５節 本部の財務 

 （費用の内部負担区分） 

第 19 条 部の分掌事務の遂行に要した費用は、既に予算措置が講じられている場合を除き、災対

総務部予算班において措置する。 
２ 災対総務部長は、本部が設置されたときは、速やかに予算措置に関する基本方針を本部に

付議し、各部長に必要な指示をしなければならない。 

３ 災対総務部長は、部の分掌事務が迅速円滑に遂行できるよう部の予算事務について指導し、

協力しなければならない。 

 （物資調達手続） 

第 20 条 物資の調達は、新宿区事案決定規程、新宿区会計事務規則及び新宿区契約事務規則に基

づき処理する。 
２ 災対総務部長は、部の分掌事務が円滑に遂行できるよう部の調達事務について指導及び協

力しなければならない。 
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 （清算手続） 

第 21 条 災対総務部長は、災害救助費の概算又は清算事務を指導し総括する。 

 （支払手続） 

第 22 条 会計管理者は、本部が設置されたときは、速やかに支払方法に関する基本方針を本部に

付議し、各部長に必要な指示をしなければならない。 
２ 会計管理者は、部の分掌事務が円滑に遂行できるよう部の支払事務について指導し、協力

しなければならない。 

 

    第６節 災害対策の実施 

 （災害対策の実施） 

第 23 条 本部の各機関が実施する災害対策は、新宿区地域防災計画の定めるところによる。 
 

   第３章 震災時以外の態勢及び活動 

 

    第１節 本部の設置及び廃止 

 （本部の設置） 

第 24 条 区長は、区の地域において台風、集中豪雨等に伴う洪水、浸水等により水害が発生し、

若しくは発生のおそれがある場合又はその他の災害が発生した場合において、出動態勢を発令す

る必要があると認めたときは、本部を設置する。 
２ 部長は、本部を設置する必要があると認めたときは、総務部長に本部の設置を要請するこ

とができる。 

３ 総務部長は、前項の要請があった場合、又はその他の状況等により本部を設置する必要が

あると認めたときは、区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長と協議の上、本部の設置を

区長に申請しなければならない。 

 （本部設置の通知等） 

第 25 条 第５条の例による。 

  

 （本部の設置場所） 

第 26 条 第６条の例による。 

 （本部の標示の掲出） 

第 27 条 本部が設置されたときは、区役所本庁舎正面玄関前又は防災センター正面玄関前に「新

宿区災害対策本部」標示を掲出する。 

 （本部の廃止） 

第 28 条  本部長は、区の地域について災害が発生するおそれがなくなったと認めたとき、又は災

害応急対策がおおむね完了したときは、本部を廃止する。 
２ 本部の廃止の通知等は、第 5 条に準じて処理する。 
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    第２節 本部の配備態勢 

 （配備態勢の種別） 

第 29 条 配備態勢の種別は、次のとおりとする。 

種別 時期 態勢 

第一次 

出動態勢 

被害が発生するおそれがあり、若しく

は現実に被害が発生した場合又はその

他の状況により、本部長が必要がある

と認めたとき 

災害の防御及び救

援・救護活動に直ちに

対処できる態勢とす

る。 

特別非常配

備態勢 

夜間・休日等の勤務時間外に被害が発

生するおそれがあり、若しくは現実に

被害が発生した場合又はその他の状況

により、本部長が必要があると認めた

とき 

被害状況調査及び応

急対策活動に対処でき

る態勢とする。 

第二次 

出動態勢 

被害が発生し、被害が拡大するおそれ

がある場合、若しくは区内の広範囲に

わたって特別警戒が必要な場合又はそ

の他の状況により、本部長が必要があ

ると認めたとき 

拡大した災害に直ち

に対処できる態勢とす

る。 

２ 配備態勢の特例 本部長は、災害状況その他により必要があると認めたときは、特定の部

に対してのみ配備態勢の指令を発し又は特定の部に対して種別の異なる配備態勢の指令を発す

ることができる。 

 

    第３節 職員の配置及び服務 

 （職員の配置） 

第 30 条 各部長は、部の分掌事務を遂行するため、別に定める配備態勢別職員配置基準表により、

あらかじめ要員を定めておくものとする。 
２ 各部長は、配備態勢要員名簿を作成し、所属職員に対し周知徹底させておかなければなら

ない。 

 （職員の服務） 

第 31 条 第 14 条の例による。 
 

    第４節 本部長室の運営 

 （本部長室の開設） 

第 32 条 本部長室は、区役所本庁舎３階庁議室に開設する。ただし、区役所本庁舎の機能に事故

があるときは、防災センターに開設する。 
２ 本部長は、原則として配備態勢を発令したときに規則第３条の本部長室の構成員を招集す

るものとする。 

３ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に本部員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

 （本部長室の議事） 
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第 33 条 第 16 条の例による。 

 （本部長室における発信事項及び受信事項の処理） 

第 34 条 第 17 条の例による。 

 （本部調整会議） 

第 35 条 第 18 条の例による。 
  

    第５節 本部の財務 

 （本部の財務） 

第 36 条 部の分掌事務の遂行に要した費用は、原則として通常の行政組織において処理する。 
 

    第６節 災害対策の実施 

 （災害対策の実施） 

第 37 条 第 23 条の例による。 
 

   附  則 

 １ この要綱は、平成 10 年 6 月 11 日から施行する。 

 ２ 新宿区災害対策本部運営要綱（平成 7 年 1 月 10 日付６新環防第 589 号）は廃止する。 
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別記様式（第 16 条及び第 33 条関係） 

 

 

付 議 依 頼 書 

 

 

災対総務部長 殿 

 

                   部長 

 

 

下記のとおり災害対策本部長室に付議いたしたく依頼します。 

 

件 名 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

担 当 

 

                 部                 班   内線 

 

 

災対総務部情報調整班処理欄 

 

付議の要否 

 

 要・否  

 

要の場合の付議日時 

 

    年   月   日    時～ 

災対総

務部長 

 情報調

整班長 

 

係員 

 

 



(1-7) 新宿区水害時等態勢要綱 

 38 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

(1-7) 

新宿区水害時等態勢要綱 
 
 
  
 

（目的） 
第１条 この要綱は、新宿区災害対策本部条例（昭和３９年新宿区条例第３５号）に基づく本部設

置以前、又は設置に至らない水害時等の態勢及び活動に関して、必要な事項を定めるものとする。 
 

（水害等連絡会の設置） 
第２条 区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長は、水害等が発生するおそれ又は台風の接

近時において、第４条第１号に定める情報連絡態勢を発令する必要があると認めたときは、水害

等連絡会を設置する。 
２  水害等連絡会は区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長を会長とし、会長に事故あると

きは区長の職務代理の順序が第 2 順序である副区長が、区長の職務代理の順序が第 2 順序である

副区長に事故あるときは総務部長が、その職務を代理する。 
３  水害等連絡会の構成員は別表１のとおりとし、委員が出席できない場合は、会長は代理の者の

出席を求めることができる。 
 

（水害等対策室の設置） 
第３条 区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長は、水害等が発生し又は発生するおそれ 
 がある場合において、第４条第２号に定める警戒態勢を発令する必要があると認めたときは、 
 水害等対策室を設置する。 
２  水害等対策室は区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長を室長とし、室長に事故あると

きは区長の職務代理の順序が第 2 順序である副区長が、区長の職務代理の順序が第 2 順序である

副区長に事故あるときは総務部長が、その職務を代理する。 
３  水害等対策室の構成員は別表２のとおりとし、委員が出席できない場合は、室長は代理の者の

出席を求めることができる。 
 

（配備態勢） 
第４条 配備態勢は、次の各号のとおりとする。 
(1) 情報連絡態勢 

ア 時期 

雷、大雨若しくは洪水に関する気象注意報が発令され、降雨量や雲の動きから今後更に気

象情報の収集及び注意が必要な場合、若しくは台風の接近に伴い情報連絡が必要な場合、又

はその他の状況により副区長が必要と認めたとき。 

イ 活動 

① 気象情報・災害情報の収集伝達 

② 警戒態勢の検討 

③ 警戒態勢要員に対する待機等の連絡 

(2) 警戒態勢 

ア 時期 

平成 10 年６月 11 日 
10 新総防第 226 号 
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雷に関する気象注意報若しくは大雨又は洪水に関する気象警報が発令され、短時間に相当

量の降雨が予測される場合、若しくは台風の接近に伴い警戒が必要な場合、又はその他の状

況により区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長が必要と認めたとき。 

イ 活動 

① 気象情報・災害情報の収集伝達 

② 河川の監視、雨水枡のごみの除去、土のうの整備 

③ 区民に対する警戒広報、気象情報広報等 

④ 第一次出動態勢要員に対する待機等の連絡 

(3) 配備態勢の特例 

区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長は、連絡調整会議、水害等連絡会及び水害等

対策室において、水害状況その他により必要と認めたときは、新宿区災害対策本部運営要綱第

２９条第１項に規定する第一次出動態勢要員の一部に対し、配備態勢の指令を発することがで

きる。ただし、水害等連絡会で配備態勢の指令を発したときは、速やかに水害等対策室を設置

しなければならない。 

 

（警戒態勢に対する指令） 
第５条 総務部長は、警戒態勢指令が発せられたときは、次の各号に従い、当該職員に対し速やか

に伝達しなければならない。 
(1) 勤務時間内に警戒態勢が発せられたときは、直ちに庁内放送、電話その他の手段により伝達

するものとする。 

(2) 勤務時間外に警戒態勢が発せられたときは、電話その他の手段により伝達するものとする。 

 

（職員の配置及び服務） 
第６条 職員の配置及び服務は次の各号のとおりとする。 
(1) 各部長は、別に定める配備態勢職員配置基準表に基づき、あらかじめ従事すべき職員を指名

し、所属職員に対し周知徹底しておかなければならない。 

(2) 配備態勢職員配置基準表に基づき指名された職員は、配備態勢が発令されたときは直ちに準

備を整え、配置につかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１０年６月１１日から施行する。 

２ 新宿区水害態勢要綱（平成７年１月１０日付６新環防第５９０号）は廃止する。 
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別表 １ 
水 害 等 連 絡 会  

会 長  区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長 
委 員  区長の職務代理の順序が第 2 順序である副区長 
委 員  総務部危機管理担当部長 
委 員  総務部長 
委 員  みどり土木部長 
委 員  都市計画部長 
委 員  総務部危機管理担当部危機管理課長 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（地域防災担当） 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（安全・安心対策担当） 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（防火防災対策担当） 
委 員  総合政策部区政情報課長 
委 員  総務部総務課長 
委 員  総務部施設課長 
委 員  地域振興部地域コミュニティ課長 
委 員  福祉部地域福祉課長 
委 員  子ども家庭部子ども家庭課長 
委 員  みどり土木部道路課長 
委 員  環境清掃部環境対策課長 
委 員  都市計画部都市計画課長 
委 員  教育委員会事務局教育調整課長 
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別表 ２ 
水 害 等 対 策 室  

会 長  区長の職務代理の順序が第 1 順序である副区長 
委 員  区長の職務代理の順序が第 2 順序である副区長 
委 員  総務部危機管理担当部長 
委 員  総務部長 
委 員  みどり土木部長 
委 員  都市計画部長 
委 員  総務部危機管理担当部危機管理課長 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（地域防災担当） 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（安全・安心対策担当） 
委 員  総務部危機管理担当部副参事（防火防災対策担当） 
委 員  総合政策部区政情報課長 
委 員  総務部総務課長 
委 員  総務部施設課長 
委 員  地域振興部地域コミュニティ課長 
委 員  福祉部地域福祉課長 
委 員  子ども家庭部子ども家庭課長 
委 員  健康部健康政策課長 
委 員  みどり土木部道路課長 
委 員  環境清掃部環境対策課長 
委 員  都市計画部都市計画課長 
委 員  教育委員会事務局教育調整課長 
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(1-8) 

新宿区震災復興本部の設置に関する条例 
 
 
  
 

（設  置） 

第１条 新宿区長(以下「区長」という。)は、新宿区の地域が震災により被害を受けた場合におい

て、当該被害の重大性に照らして、都市の復興並びに新宿区民の生活の再建及び安定に関する事

業(以下「震災復興事業」という。)を迅速かつ計画的に実施するため必要があると認めるときは、

新宿区震災復興本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。 

 

（組  織） 

第２条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。 
２ 本部長は、区長をもって充てる。 
３ 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。 
４ 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。 
５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、新宿区規則(以下「規則」という。)
で定める順序により、その職務を代理する。 

６ 本部員は、本部長が新宿区の職員(副区長及び教育長を除く。)のうちから指名する者をもって充

てる。 
７ 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

 

（部） 

第３条 本部の事務を分掌するため、本部に部を置く。 
２ 部に部長及び部員を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。 
３ 部長は、本部長の指示に従い、部の事務を掌理する。 
４ 部員は、部長の指揮監督の下で部の事務に従事する。 

 

（事務局） 

第４条 震災復興事業に係る事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため、本部に事

務局を置く。 
２ 事務局に局長及び局員を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。 
３ 局長は、本部長の指示に従い、事務局の事務を掌理する。 
４ 局員は、局長の指揮監督の下で事務局の事務に従事する。 

 

（廃  止） 

第５条 区長は、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。 

 

（委  任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 
 

平成 15 年６月 19 日 
条例第 40 号 
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(1-9) 

新宿区震災復興本部の設置に関する条例施行規則 
 
 
  

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、新宿区震災復興本部の設置に関する条例(平成 15 年新宿区条例第 40 号。以下

「条例」という。)第 2 条第 5 項及び第 6 条の規定に基づき、新宿区震災復興本部(以下「本部」

という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 

(職務代理) 

第 2 条 条例第 2 条第 5 項に規定する新宿区規則で定める順序は、区長の職務代理の順序が第 1 順

序である副区長、区長の職務代理の順序が第 2 順序である副区長、教育長の順とする。 
 

(本部会議) 

第 3 条 震災復興に係る重要事項を審議するため、本部に震災復興本部会議(以下「本部会議」とい

う。)を置く。 

2 本部会議は、本部長、副本部長及び部長をもって構成する。 

3 本部会議は、本部長が招集し、会議を主宰する。 
 

(部) 

第 4 条 部の名称及び分掌事務並びに条例第 3 条第 2 項の規定により部長に充てる者として本部長

が指名する本部員は、別表のとおりとする。 

2 条例第 3 条第 2 項の規定により部員に充てる者として本部長が指名する本部員は、前項の規定に

より部長に充てられた本部員が通常の行政組織において指揮監督する職員とする。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、本部長は、必要がないと認めるときは、部の一部を置かないことが

できる。 

4 本部長は、部長に事故があるときは、その職務を代理する者を置くことができる。 
 

(部長の職責) 

第 5 条 部長は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 本部長の命を受け、又は本部会議の決定に従い、部の分掌事務に係る事業を企画立案し、又

は実施すること。 

(2) 部の分掌事務の執行状況について、本部長又は本部会議に報告すること。 

(3) その他本部長の特命に関すること。  

平成 15 年６月 19 日 
規則第 75 号 
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(事務局) 

第 6 条 条例第 4 条第 2 項の規定により局長に充てる者として本部長が指名する本部員は、復興総

合政策部の部長とする。 
 

(補則) 

第 7 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 
 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第 4 条関係） 
部の名称 

部長に充てる本部員 
分掌事務 

復興総合政策部 

総合政策部長 

(1) 本部の庶務に関すること。 

(2) 本部会議の運営に関すること。 

(3) 基本方針及び計画の策定に関すること。 

(4) 震災復興事業の総合調整及び進行管理に関すること。 

(5) 企画及び調整に関すること。 

(6) 施設及び用地の総合的な利用調整に関すること。 

(7) 予算の総括に関すること。 

(8) 財政計画に関すること。 

(9) 基金に関すること。 

(10) 広報、広聴及び相談体制の整備に関すること。 

(11) その他復興総合政策部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興総務部 

総務部長 

(1) 本部員の配置に関すること。 

(2) 他の団体からの職員の受入れに関すること。 

(3) 震災復興に係る税制の調査研究に関すること。 

(4) 課税及び減税等の措置に関すること。 

(5) 他部の所管に属しないこと。 

復興危機管理担当部 

総務部危機管理担当部

長 

(1) 本部及び災害対策本部の業務に係る総合調整に関すること。 

(2) 東京都、他の区市町村、民間機関等との連絡に関すること。 

(3) 関係機関への要請に関すること。 

(4) その他復興危機管理担当部の所管に属する特命事項に関すること。 
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部の名称 
部長に充てる本部員 

分掌事務 

復興地域振興部 

地域振興部長 

(1) ボランティアの受入れに関すること。 

(2) 集会施設等の再開に関すること。 

(3) コミュニティ活動の支援に関すること。 

(4) 屋外運動施設等の利用調整に関すること。 

(5) 外国人への支援に関すること。 

(6) その他復興地域振興部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興文化観光産業部 

文化観光産業部長 

(1) 文化施設等の再開に関すること。 

(2) 産業復興事業に関すること。 

(3) 雇用の確保に関すること。 

(4) 消費者の保護に関すること。 

(5) その他復興文化観光産業部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興福祉部 

福祉部長 

(1) 地域福祉体制の再構築(子どもに係るものを除く。)に関すること。 

(2) 区外の福祉施設の協力確保(子どもに係るものを除く。)に関するこ

と。 

(3) 震災による被害者の生活支援に関すること。 

(4) 相談体制の整備に関すること。 

(5) 介護保険料の減免に関すること。 

(6) その他復興福祉部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興子ども家庭部 

子ども家庭部長 

(1) 子どもに係る地域福祉体制の再構築に関すること。 

(2) 子どもに係る区外の福祉施設の協力確保に関すること。 

(3) その他復興子ども家庭部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興健康部 

健康部長 

(1) 地域医療体制の再構築に関すること。 

(2) 震災による被害者の保健対策に関すること。 

(3) 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び国民年金保険料の減免

に関すること。 

(4) その他復興健康部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興みどり土木部 

みどり土木部長 

(1) 震災復興に係る道路、河川、橋りょう及び公園等所管施設に関する

計画の策定及び実施に関すること。 

(2) 公園用地等の利用調整に関すること。 

(3) がれき等の障害物の処理計画に関すること。 

(4) その他復興みどり土木部の所管に属する特命事項に関すること。 
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部の名称 
部長に充てる本部員 

分掌事務 

復興環境清掃部 

環境清掃部長 

(1) 環境保全対策に関すること。 

(2) 廃棄物の処理計画に関すること。 

(3) その他復興環境清掃部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興都市計画部 

都市計画部長 

(1) 新宿区都市復興基本計画の策定に関すること。 

(2) 市街地の復興の推進に関すること。 

(3) 住宅復興計画の策定及び推進に関すること。 

(4) その他復興都市計画部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興会計室 

会計管理者 

(1) 公金の歳入及び歳出に関すること。 

(2) その他復興会計室の所管に属する特命事項に関すること。 

復興教育部 

教育委員会事務局次長 

(1) 学校施設等の再建に関すること。 

(2) 震災による被害を受けた児童、生徒等への支援に関すること。 

(3) その他復興教育部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興選挙管理部 

選挙管理委員会事務局

長 

復興選挙管理部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興監査部 

監査事務局長 

復興監査部の所管に属する特命事項に関すること。 

復興議会部 

議会事務局長 

(1) 区議会との調整に関すること。 

(2) その他復興議会部の所管に属する特命事項に関すること。 
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(1-10) 

新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例 
 
 
  
 

 
(目 的) 

第１条 この条例は、震災により被害を受けた新宿区(以下「区」という。)の地域(以下「市街地」

という。)の復興に際し、市街地の計画的な整備について必要な事項を定めることにより、市街地

の復興を円滑に推進し、災害に強い活力ある都市の形成に資することを目的とする。 
 
(定  義) 

第２条 この条例における用語の意義は、この条例において別に定めるもののほか、建築基準法(昭
和 25 年法律第 201 号)の例による。 

２ この条例において「建築物等」とは、建築物及び建築物以外の工作物で新宿区規則(以下「規則」

という。)で定めるものをいう。 
３ この条例において「土地区画整理事業」とは、土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)第２条

第１項に規定する土地区画整理事業をいう。 
４ この条例において「市街地再開発事業」とは、都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)第２条第

１号に規定する市街地再開発事業をいう。 
５ この条例において「震災復興事業」とは、市街地の復興を図るため、市街地を計画的に整備す

る事業をいう。 
６ この条例において「建築物等の更新」とは、災害に強いまちづくりを促進するため、耐震性及

び耐火性の高い建築物等の新築若しくは増築又は耐震性及び耐火性の高い建築物等への改築を行

うことをいう。 
 

(復興の理念) 
第３条 区、区民及び事業者は、市街地の復興に当たっては、災害に強いまちづくりを協力して行

うよう努めなければならない。 
 

(区の責務) 
第４条 区は、被災後速やかに都市の復興に関する基本的な方針(以下「区都市復興基本方針」とい

う。)を策定し、これを区民及び事業者に公表するとともに、区都市復興基本方針に基づき震災復

興事業を推進し、その他必要な施策を実施する責務を有する。 
 

(区民及び事業者の責務) 
第５条 区民は、その日常生活において、災害に強いまちづくりについて理解を深め、市街地の復

興に努めるとともに、震災復興事業に協力する責務を有する。 
２ 事業者は、事業活動を行うに当たっては、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後

の事業活動を通じて市街地の復興に努めるとともに、震災復興事業に協力する責務を有する。 
 

  

平成 15 年６月 19 日 
条例第 52 号 
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(復興対象地区の指定) 
第６条 区長は、次に掲げる地区を復興対象地区として指定することができる。 

(1) 震災により、建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の損壊等の壊滅的

な被害を被り、市街地の復興のための建築物等の更新及び都市基盤施設の整備(以下「都市

基盤施設の整備等」という。)を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区 
(2) 震災により、相当数の建築物等が倒壊し、又は焼失し、かつ、その地区内の一部の地域が

建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の損壊等の甚大な被害を被り、当

該地域を含めた都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要な地区 
(3) 震災により、建築物等が倒壊し、又は焼失し、当該建築物等の更新を誘導することが必要

な地区 
２ 前項の復興対象地区を指定するため必要な事項は、規則で定める。 
３ 区長は、第１項の復興対象地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 

 
(復興対象地区の指定の変更) 
第７条 区長は、震災復興事業の進行状況を考慮して必要があると認めるときは、前条第１項の

規定による指定を変更することができる。 
２ 前条第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 
(区都市復興基本計画の策定) 
第８条 区長は、東京都都市復興基本計画との整合を図りつつ、区都市復興基本方針に基づき、

震災復興事業を推進するための計画(以下「区都市復興基本計画」という。)を速やかに策定し、

これを区民及び事業者に公表するものとする。 
２ 区長は、区都市復興基本計画の策定に当たっては、区民及び事業者の意見を聴くとともに、

その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 
 

(事業の推進) 
第９条 区長は、重点復興地区(第６条第１項の規定により復興対象地区として指定された同項

第１号に掲げる地区をいう。以下同じ。)及び復興促進地区(同項の規定により復興対象地区と

して指定された同項第２号に掲げる地区をいう。以下同じ。)において、区都市復興基本計画

に基づき、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の面的な整備事業の施行、道路、公園等の

公共の用に供する施設の整備、地区計画等の決定、建築物等の不燃化その他の必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 
２ 区長は、復興誘導地区(第６条第１項の規定により復興対象地区として指定された同項第 3

号に掲げる地区をいう。以下同じ。)において、区都市復興基本計画に基づき、地区計画等の

決定、建築物等の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
３ 区長は、震災復興事業の推進に当たっては、区民及び事業者の意見を聴くとともに、その意

見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 
４ 区長は、必要に応じ、震災復興事業を行う者(区を除く。)に対し、区都市復興基本計画に基

づく当該事業の速やかな推進を要請することができる。 
 

(被災市街地復興推進地域の指定) 
第 10 条 区は、重点復興地区及び復興促進地区内において、土地の形質の変更又は建築物の新

築、改築若しくは増築を制限する必要のある地域については、被災市街地復興特別措置法(平
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成７年法律第 14 号。以下「特別措置法」という。)第５条第１項の規定により、都市計画に被

災市街地復興推進地域(以下「推進地域」という。)を定めることができる。 
 

(建築行為の届出) 
第 11 条 重点復興地区及び復興促進地区(前条の規定により推進地域を定めた場合は、当該推進地

域を除く。)並びに復興誘導地区内において、建築物等を建築しようとする建築主は、規則で定め

るところにより、当該建築物等の内容を区長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる建

築物等については、この限りでない。 
(1) 非常災害のため必要な応急措置として建築する建築物等 
(2) 国、地方公共団体等が震災復興事業として建築する建築物等 
(3) 都市計画事業(都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第４条第 15 項に規定する都市計画事業

をいう。)の施行として建築する建築物等及び都市計画に適合して建築する建築物等 
(4) 自己の居住の用に供する建築物等又は自己の業務の用に供する建築物等(自己以外の者の

居住の用に供する建築物等を除く。)で、次に掲げる要件に該当するもの 
ア 階数が２以下であり、かつ、地階を有しないものであること。 
イ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である

こと。 
ウ 容易に移転し、又は除却することができるものであること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に震災復興事業の施行に支障がないと認める建築物  

等 
２ 前項の規定は、災害の発生した日から起算して２年を経過する日(前条の規定による推進地域の

定めがある場合は、特別措置法第５条第２項の規定により定められた期間の満了の日)までに建築

物等を建築しようとする建築主に適用する。 
 

(情報の提供及び協議) 
第 12 条 区長は、前条第 1 項の規定による届出があった場合は、当該届出を行った建築主に対し、

災害に強いまちづくりを促進するために、必要に応じて建築物等の耐震性及び耐火性を高めるた

めの情報の提供に努めなければならない。 
２ 区長は、前条第１項の規定による届出に関して、当該届出を行った建築主と災害に強いまちづ

くりのための協議を行うことができる。 
 
(委 任) 

第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附   則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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(1-11) 

新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例施行規則 
 
 
  
 

 
(趣 旨) 

第１条 この規則は、新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例(平成 15 年

新宿区条例第 52 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。 
 
(定 義) 

第２条 この規則において使用する用語は、この規則において別に定めるもののほか、条例におい

て使用する用語の例による。 
２ この規則において「基盤整備済地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において土地区画整理

事業、市街地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業、住宅地造成事業、一団地の住宅施設事

業、開発許可による住宅地開発事業若しくは新住宅市街地開発事業により整備された１ヘクター

ル以上の地区又は区長が整備済みと判断した地区をいう。 
３ この規則において「基盤未整備地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において基盤整備済地

区に該当しない地区をいう。 
４ この規則において「被害度」とは、一定区域(街区又は町丁目をいう。)における全家屋棟数に占

める全壊家屋、半壊家屋、全焼失家屋及び半焼失家屋を合算した棟数の割合の百分比をいう。 
５ この規則において「大被害地区」とは、おおむね被害度が 80 パーセント以上の街区が連たんし、

かつ、その面積がおおむね１ヘクタール以上である地区をいう。 
６ この規則において「中被害地区」とは、おおむね被害度が 50 パーセント以上の街区が連たんし、

かつ、その面積がおおむね１ヘクタール以上である地区をいう。 
７ この規則において「小被害地区」とは、大被害地区又は中被害地区に該当しない地区であって、

部分的な被害が見られるすべての街区が連たんし、かつ、その面積がおおむね１ヘクタール以上

であるものをいう。 
 
(建築物以外の工作物) 

第３条 条例第２条第２項に規定する建築物以外の工作物で新宿区規則で定めるものは、建築基準

法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 138 条第１項に規定する工作物とする。 
 
(基 準) 

第４条 区長は、別表に定める基準に従い、条例第６条第１項の規定により復興対象地区を指定す

る。 
２ 区長は、前項の規定にかかわらず、東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における整備地

域内に条例第６条第１項第２号に掲げる地区(基盤整備済地区であって中被害地区であるものを除

く。次項において同じ。)が存するときは、当該地区を同条第１項第１号に掲げる地区として、同

項の規定により復興対象地区として指定する。 
３ 区長は、第１項の規定にかかわらず、次に掲げる地域、地区又は区域内に条例第６条第１項第

２号に掲げる地区が存するときは、当該地区を同項第１号に掲げる地区として、同項の規定によ

り復興対象地区として指定することができる。 

平成 15 年６月 19 日 
規則第 76 号 
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(1) 東京の新しい都市づくりビジョン又は東京構想 2000 に則した計画がある地区 
(2) 都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)第２条の３第１項の規定により定められた都市再開発

の方針における再開発促進地区 
(3) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第４条第６項に規定する都市計画施設のうち、道路、公

園等の基幹的施設が未整備の区域 
(4) 東京都住宅マスタープランにおける重点供給地域 
(5) 新宿区基本構想、新宿区基本計画又は新宿区都市マスタープランに則した計画がある地区 
(6) その他区長が特に必要と認めた地域、地区又は区域 
 

(建築行為の届出) 
第５条 条例第 11 条第１項の建築主は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第６条第１項又は第

６条の２第１項に規定する確認の申請をしようとする 30 日前までに建築行為届出書(様式)を区長

に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 
 
 

附   則 
この規則は、公布の日から施行する。 

 
別表（第４条関係） 
条例第６条第１項第１号に掲げる地区 基盤未整備地区であって大被害地区である

もの 
条例第６条第１項第２号に掲げる地区 基盤未整備地区であって中被害地区である

もの、基盤整備済地区であって大被害地区であ

るもの又は基盤整備済地区であって中被害地区

であるもの 
条例第６条第１項第３号に掲げる地区 基盤未整備地区であって小被害地区である

もの又は基盤整備済地区であって小被害地区

であるもの 
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様式(第５条関係) 
(表) 

建 築 行 為 届 出 書 

年  月  日 

  新 宿 区 長 殿 

 

届出者(建築主)住所              

氏名              

電話(  )  ―        

 新宿区震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例第 11 条及び同条例施

行規則第５条の規定により、次のとおり届け出ます。 

1 
 
 
 
 

代理人の 
住所、氏名 
 
 
 

( )級建築士(  )登録第  号( )級建築士事務所(  )登録第  号 
 
 
住所 
氏名             電話(  )  ― 

２ 

建

築

物

等

の

概

要 

(1) 地 名 地 番 新宿区 

(2) 住 居 表 示 新宿区 

(3) 用 途 地 域 地域(指定建ぺい率  ％・指定容積率  ％) 

(4) 種 別 建築物・工作物         新築・増築・改築 

(5) 主 要 用 途   

(6) 敷 地 面 積 m2 

(7) 建 築 面 積 m2 建ぺい率       ％ 

(8) 延 べ 面 積 m2 容 積 率       ％ 

(9) 構 造   SRC ・ RC ・ S ・ W ・ (      ) 

(10) 階 数 ・ 高 さ 地上   階・地下   階   高さ   m 

(11) 
工 事 予 定 期

間 
年  月  日 ～     年  月  日 

3 備 考 
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付近見取図 

配 置 図 
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(2-1) 

防災区民組織及び小型消防ポンプ等配備状況 
 

 (令和 3 年 9 月 1 日現在） 
防災区民組織数 ポンプ配備組織数 ポンプ配備台数 スタンドパイプ配備台数 

221 組織 163 組織 229 台 209 台 
 

〔四谷地区〕全組織数 30/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 27/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 31/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 28 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

四谷一丁目防災部 1 四谷 1-12 四谷見附公園 1 
四谷二丁目町会防災部 1 四谷 2-8 よつや児童遊園 1 
四谷三丁目地域防災部 1 愛住町 20  四谷ひろば 1 

四谷四丁目地域防災部 2 四谷 4-23 
四谷 4-9 

みようが坂児童遊園 
大木戸児童遊園(球戯場） 1 

本塩町防災部 1 四谷本塩町 3-7 シオセブン敷地防災倉庫 1 
四谷三栄町町会防災部 2 四谷三栄町 24 三栄公園防災倉庫(2） 1 
四谷坂町町会防災部 1 四谷坂町 27 桝箕児童遊園 1 

若葉一丁目町会防災部 2 若葉 2-9 
若葉 1-5 

西念寺境内 
レックス四谷マンション 1 

若葉二丁目地域防災部 1 若葉 2-7 観音坂下防災倉庫 1 
若葉三丁目地域防災部 1 若葉 3-4 若葉公園防災倉庫 2 
須賀町町会防災部 1 須賀町 5 須賀神社境内 1 
左門町防災部 1 左門町 19 新左門児童遊園 1 
信濃町防災部 1 信濃町 20 信濃町児童遊園 1 

南元町防災部 2 南元町 15 
南元町 4 

防災倉庫 
もとまち公園 1 

荒木町防災部 1 荒木町 10 策の池内防災倉庫 1 
舟町防災部 1 愛住町 11 愛住公園 1 
愛住町会防災部 1 愛住町 11 愛住公園 1 
大京町会防災部 1 大京町 14 大京公園 2 
内藤町会防災部 1 内藤町 1 多武峯内藤神社 1 
片町地域防災部 1 片町 5 曙橋下防災倉庫 1 
新宿一丁目町会防災部 1 新宿 1-8-3 秋葉神社境内 1 
新宿二丁目町会防災部 1 新宿 2-9 新宿公園 1 
新宿三丁目町会防災部 1 内藤町 11 防災倉庫 1 
新宿四丁目町会防災部 1 内藤町 11 防災倉庫 1 
花園町会防災部 1 新宿 1-21 花園公園 1 
新宿園町会防災部 1 新宿 5-9-22 パロマビル 1F 1 
番衆町町会防災部 0   1 

三光町町会防災部 1 新宿 5-18-21 新宿区役所 
第２分庁舎駐車場 

1 

信濃町ハイム災害対策
本部自主防災会 0   1 

ザ・ペアシティ四谷 
管理組合防災部 0   0 
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〔箪笥町地区〕全組織数 46/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 25/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 26/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 38 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

市谷本村町防災部 0   1 
市谷八幡・田町一丁目 
町会防災部 0   0 

市谷田町二・三丁目 
町会防災部 0   1 

長延団地防災部 1 市谷長延寺町 8   2 号棟倉庫 1 
大日本印刷通町会 
防災部 0   1 

神楽坂一丁目防災部 0   0 

神楽坂二丁目防災部 1 若宮町 18  若宮公園 
ストックヤード 1 

神楽坂三丁目防災部 1 若宮町 18 若宮公園 
ストックヤード 2 

神楽坂四丁目防災部 0   1 
神楽坂五丁目防災部 1 神楽坂 5-43 寺内公園 0 
神楽坂五丁目三和会 
防災部 1 神楽坂 5-43  寺内公園 1 

神楽坂六丁目 
地域防災部 1 白銀町 3  白銀公園 1 

細工町町会防災部 1 納戸町 19  なんど児童遊園 1 

納戸町防災部 1 納戸町 26 
納戸町 35 

納戸町公園 
個人宅 1 

箪笥町町会防災部 0   1 
北町町会防災部 0   0 
矢来南町会防災部 0   1 
矢来東町会災害対策部 1 矢来町 104 神楽坂高齢者福祉施設 1 

横寺町交友会 1 横寺町 36 日本赤十字社東京都支部 
山崎記念救護活動要員宿舎 1 

若宮町防災部 1 若宮町 18 若宮公園ストックヤード 1 
袋町町会防災部 1 若宮町 18 若宮公園ストックヤード 1 
飯田橋自治会防災部 0   1 
筑戸自治会防災部 1 筑土八幡町 2-1 筑土八幡神社 1 
白銀町地域防災部 1 白銀町 3 白銀公園 1 
新小川町自治会防災部 1 新小川町 3 新小川公園 1 
東五軒町会防災部 1 東五軒町 3 東五軒町公園 1 
西五軒町町会防災部 1 西五軒町 5-12 ライオンズマンション内 1 
赤城元町会地域防災部 0   1 
岩戸町町会 1 岩戸町 7 繁栄稲荷神社内 1 
加賀町親和会防災部 0 市谷加賀町 2-4 加賀公園 1 
南町町会防災区民組織 0 南町 28  2 
南山伏町会防災部 1 北山伏町 1 山伏公園 0 
北山伏町会防災部 1 北山伏町 1 山伏公園 1 
市谷山伏町防災部 1 南榎町 57 南榎公園 1 
市谷左内町防災部 0 市谷左内町 31 個人宅 0 

南榎町自治会防災部 1 南榎町 5-1 神楽坂パークハウス 
町会倉庫 2 

市谷船河原町地区 
防災部 1 市谷船河原町 12 市谷船河原町公園 1 

中町防災・防犯部 2 中町 36 
中町 25 

個人宅防災倉庫 
中町児童館 1 

鷹匠町防災組織 0   0 
払方町防災部 1 払方町 1 個人宅駐車場 1 
ｱﾄﾗｽ江戸川ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ 
自主防災会 0   0 
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防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

二十騎町会防災部 0   0 
甲良町町会防災部 0   1 
THE CENTER TOKYO 
自主防災組織 0   1 

パークハウス牛込神楽
坂防災区民組織 0   0 

パークハウス飯田橋レ
ジデンス防災区民組織 0   0 

 
 
〔榎町地区〕全組織数 28/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 27/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 34/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 30 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

薬王寺町会 
防災対策委員会 3 市谷薬王寺町 46 トミンハイム薬王寺 

防災倉庫(3) 1 

柳町防災部 1 市谷柳町 20 公園内防災倉庫 1 
原一地域防災部 1 原町 1-42  天祖神社 1 
原二地域防災部 1 原町 3-74  原町公園 1 
原町三丁目防災部 1 原町 3-74  原町公園 1 
牛込弁天町防災部 1 弁天町 84  牛込弁天公園 1 
喜久井町防災部 1 喜久井町 20  しらゆり児童遊園 1 
早稲田町防災部 1 早稲田町 68  早稲田町備蓄倉庫 1 
早稲田南町会防災部 1 早稲田南町 36  早稲田南保育園分園 2 

馬場下町会防災部 1 馬場下町 11-1  みずほ銀行早稲田支店 
駐車場 1 

牛込高田町会防災部 1 西早稲田 2-1-11  穴八幡神社 1 

鶴巻東町会防災部 1 早 稲 田 鶴 巻 町
568  元赤城神社 1 

鶴巻西町会防災部 1 早稲田町 78  鶴巻南公園 1 
鶴巻南防災部 1 早稲田町 78  鶴巻南公園 1 

鶴巻北町会防災部 1 早 稲 田 鶴 巻 町
107  早稲田荘内 1 

榎町地域防災部 1 榎町 50  町会事務所 1 
東榎町地域防災部 1 東榎町 11  榎町公園 1 
中里町地域防災部 1 中里町 20 町会倉庫 1 
天神町会防災部 1 東榎町 11 榎町公園 1 
天神東町会防災部 1 東榎町 11 榎町公園 1 
山吹町会防災部 2 山吹町 35  やまぶき児童遊園(2) 1 
東山吹町会防災部 1 山吹町 35 やまぶき児童遊園 1 

赤城下町防災部 3 
赤城下町 47-5 
赤城下町 13 
赤城下町 68 

個人宅 
個人宅 
個人宅 

2 

築地町町会防災部 2 築地町 1 築地町神酒所前(2） 1 
水道町会地域防災部 1 水道町 4  さくら児童遊園 1 
改代町防災部 2 改代町 43 町会会館倉庫(2） 1 
市谷仲之町会 
防災対策部 1 市谷仲之町 2  仲之公園 1 

パティオ神楽坂 
管理組合防災隊 0   1 
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〔若松町地区〕全組織数 23/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 18/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 21/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 20 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

余丁町防災部 1 余丁町 12-18  出世稲荷神社駐車場 1 
東富久町防災部 1 富久町 7-24  富久小学校 1 
富久町北町会防災部 1 富久町 21 富久さくら公園 1 
富久町中町会防災部 1 富久町 27-3  地域消防センター町会倉庫 1 
西富久町会防災会議 1 富久町 21  富久さくら公園 1 
市谷台町町会防災部 1 市谷台町 15 すみれ公園 1 
住吉町町会防災部 1 住吉町 13 住吉公園防災倉庫 1 
住吉町共栄会防災部 1 住吉町 6-2  町会倉庫 1 

河田町町会防災部 1 河田町 3-24  都営河田町第三ｱﾊﾟｰﾄ内 
防災倉庫 1 

若松町町会防災部 1 若松町 27  わかまつ児童遊園 1 
戸山一丁目町会防災部 2 戸山 1-20-1  若松住宅防災倉庫 1 
戸山三丁目南町会 
防災部 1 戸山 3-6-7 町会防災倉庫 1 

戸山ハイツ東地区 
自治会防災部 2 戸山 2 丁目 

戸山 2 丁目  
5 号棟倉庫 
8 号棟倉庫 1 

戸山ハイツ西地区 
自治会防災部 1 戸山 2 丁目  27 号棟集会所 1 

戸山ハイツ南地区 
自治会防災部 1 戸山 2 丁目  14 号棟倉庫 1 

戸山ハイツ北地区 
自治会防災部 2 戸山 2 丁目 

戸山 2 丁目  
35 号棟防災倉庫 
広場内倉庫 2 

都営若松町アパート 
自治会防災部 1 若松町 1  3 号棟倉庫 1 

戸山ハイツ 22 号棟 
自治会防災部 0   0 

戸山ハイツ 19 号棟 
自治会防災部 0   0 

ハイホーム本陣 
防災委員会 0   1 

プリンスハイツ曙橋 
防災自治会 1 住吉町 1-13 プリンスハイツ曙橋 1 

市ヶ谷ホームズ 
自主防災組織 0   0 

富久クロス全体管理 
組合防災委員会 0   0 

 

 
〔大久保地区〕全組織数 22/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 17/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 25/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 21 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

東一町会防災部 2 新宿 6-14 東大久保公園(2） 1 
東二町会防災部 3 新宿 7-18-1 消防団器具置場(3) 1 
歌舞伎町二丁目町会 
防災部 1 歌舞伎町 2-43  大久保公園 1 

新宿六丁目一新会 0   0 
いぶき町会防災部 1 大久保 1-7  小泉八雲記念公園 1 
大久保二丁目町会 
防災部 2 戸山 2-28 大久保北公園(2) 1 

区営大久保三丁目 
自治会防災部 1 大久保 3-11-1  ３号棟南側倉庫 1 

都営西大久保アパート
防災部 1 大久保 3-13  ４号棟前防災倉庫 1 
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防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

百人町西町会 
地域防災部 1 百人町 1-25  中央線線路脇倉庫 1 

百人町東町会防災部 0 百人町 1-7  東町会防災倉庫 1 
百人町南町会防災部 1 百人町 1-13-21  日本電子学校内 1 

百人町中央町会防災部 3 
百人町 2-24 
百人町 2-17 
百人町 2-1-38 

百二公園 
つつじの里児童遊園 
戸山小学校 

1 

百人町三丁目 
町会防災部 3 

百人町 3-6-2 
百人町 3-25-2 
百人町 4-1 

防災倉庫 
区立住宅 
西戸山公園 

1 

都営百人町３丁目 
アパート連絡会 0   1 

都営西大久保五号棟 
自治会防災部 1 大久保 3-9-5  5 号棟敷地内 1 

トーア早稲田 
マンション防災部 1 大久保 3-14-3  マンション倉庫 1 

西大久保四丁目 
アパート自治会防災部 1 戸山 3-18-1 倉庫 1 

ニュータウンオークボ
防災部 1 大久保 3-10-1  ニュータウンオークボ 

敷地内 1 

新宿ホテル旅館組合 
防災部 1 大久保 1-17  西大久保公園 1 

明和会防災部 1 大久保 2-8-23  西大久保児童遊園 
明和会倉庫 1 

西戸山住宅自治会 
防災部 0   1 

西戸山タワーホウムズ 
自治会防災委員会 0   1 

 
 

〔戸塚地区〕全組織数 28/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 20/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 27/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 25 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

和敬会防災部 2 馬場下町 62 
西早稲田 1-6-1  

早稲田中学・高校 
早稲田大学 1 

町友会防災部 1 西早稲田 1-13 防災倉庫 1 
早稲田早栄会防災部 1 西早稲田 3-4-29 水稲荷参道防災倉庫 1 
稲穂会防災部 2 西早稲田 1-9-30  2 号館玄関横(2) 1 
豊睦会地区防災部 1 西早稲田1-14-23  神田川脇 0 
早稲田親和会 1 西早稲田 1-15-8  神田川側防災倉庫 1 
ときわ町会防災部 1 西早稲田 2-3  荒井山公園 1 
西早稲田二丁目 
協和町会防災部 1 西早稲田 2-12  みずき児童遊園 1 
睦町会防災部 1 西早稲田 3-4-29  水稲荷参道防災倉庫 1 
三島町会防災部 0   1 
西早稲田文化町会 
防災部 2 西早稲田3-17-36 

西早稲田 3-20-2 
天祖神社境内 
西早稲田児童遊園 2 

諏訪町会防災部 3 
高田馬場 1-12 
西早稲田 2-16 
 

諏訪の森公園 
西早稲田多目的環境 
防災広場(2) 

1 

高田馬場町会 
地域防災部 1 高田馬場 2-4  まつ川公園倉庫 1 
高田馬場銀座商店街 
振興組合 0   1 
高田馬場清和会防災部 0   1 
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防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

高田馬場三丁目宮田会
地域防災部 1 高田馬場 3-8  宮田橋公園 1 
高田馬場三丁目 
戸三親和会 2 高田馬場 3-40 戸塚公園(2) 1 
高田馬場三丁目 
光和会防災部 1 高田馬場 3-40 戸塚公園 2 
高田馬場三丁目 
北町会防災部 1 高田馬場 3-40 戸塚公園 1 
高田馬場西商 
地域防災部 0   1 
高田馬場南 
親睦会地域防災部 1 高田馬場 4-22 高田馬場公園 1 
戸塚町四丁目 
南町会防災部 2 高田馬場 4-30 

高田馬場4-36-12 
高田馬場第一児童遊園 
ＮＰＯセンター 1 

百人町四丁目連絡会 1 百人町 4-6-12 防災倉庫 1 
親栄会防災部 1 高田馬場4-36-12 NPO センター 1 
早稲田大学周辺商店 
連合会 0   0 
高田馬場コーポラス 
自治会防災部 0   0 
甘泉園住宅自主防災会 0   0 
レジェンド西早稲田フ
ォレストタワー防災区
民組織 

0   0 

 

 
〔落合第一地区〕全組織数 8/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 8/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 22/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 11 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

下落合東町会防災部 4 下落合 2-10 
下落合 3-5 

おとめ山公園(2) 
下落合東公園(2) 2 

知久会防災部 4 下落合 1-11 下落合第二自転車保管場
所(4) 2 

下四防災部 3 下落合 4-18 下落合公園(4) 1 
上落合東部町会防災部 4 上落合 2-10 

上落合 1-7-1 
落合第 2 小学校(3) 
八幡公園防災倉庫 2 

中落合二丁目町会 
防災部 2 中落合 2-7 西坂公園(2) 1 
中落合三丁目やよい町会 2 中落合 3-14 やよい児童遊園 (2） 1 
中落合一丁目みどり 
町会防災部 2 中落合 1-14-37 個人宅 (2） 1 
高田馬場住宅 
自主防災組織 1 下落合 2-2-2 １階倉庫  1 
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〔落合第二地区〕全組織数 6/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 4/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 16/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 8 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

西落合町会防災部 6 

西落合 2-17-17 
西落合 4-3 
西落合 1-16 
西落合 1-31 
西落合 1-11-23 
西落合 2-21 

御霊神社 
西落合北公園防災倉庫 
町会防災倉庫 
あかね公園 
自性院 
つづみ児童遊園 

1 

落合親和町会防災組織 5 
中落合 4-21-5 
西落合 1-1-1 
中落合 4-2-11 
中落合 4-22-4 

個人宅 
個人宅(2) 
個人宅 
個人宅 

1 

中井町会 
地域災害対策部 3 

中井 1-2 
中井 2-4 
中井 2-18-2 

中井地域防災倉庫（北側） 
中井東公園 
個人宅 

1 

中落合三丁目 
辻町防災部 0   1 
上落合中央町会 
地域防災部 2 上落合 2-17-6 

上落合 2-26 
区有地 
上落合防災活動拠点 2 

上落合西町会 
地域防災部 0   2 

 
〔柏木地区〕全組織数 15/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 11/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 15/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 13 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

西新宿六丁目 
町会防災部 0   0 
西新宿七丁目 
町会防災部 3 西新宿 7-14 

西新宿 7-12 
柏木公園 
常泉院倉庫(2） 1 

西新宿八丁目 
町会地域防災部 1 西新宿 8-16-1 西新宿多目的環境防災広

場 1 
西新宿八丁目 
成子町会防災部 0 西新宿 8-16-1 西新宿多目的環境防災広

場 0 
北新宿一丁目 
南町会防災部 1 北新宿 1-17-20 モンテ・オーロ 1 
北新宿一丁目 
仲町会防災部 1 北新宿 1-36-8 北新宿住宅横 1 
北新宿蜀山町会防災部 1 北新宿 1-24-11 ロイヤルパーク 2 
柏木三和会防災部 1 北新宿 1-13  さつき児童遊園 1 
北新宿二丁目 
町会防災部 1 北新宿 2-19  どんぐり公園 1 
北新宿二丁目 
新和会防災部 1 北新宿 2-9 防災倉庫 1 
北新宿三丁目 
町会防災部 2 北新宿 3-16-18 

北新宿 3-30 
鎧神社 
しんかいばし児童遊園 1 

北新宿三丁目 
町会柏親会防災部 1 北新宿 3-20 北新宿公園 1 
北新宿四丁目 
町会防災部 2 北新宿 4-12 

北新宿 4-32 
北柏木公園 
大東橋公園 2 

ザ・パークハウス 
新宿タワー防災組織 0   0 
リビオ新宿ザ・レジデ
ンス防災組織    0 

 
  



(2-1) 防災区民組織及び小型消防ポンプ等配備状況 

 

64 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

〔角筈地区〕全組織数 9/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 4/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 10/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 6 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

新宿西口商店街 
振興組合 0   1 
西新宿商興会防災部 0   1 
西新宿一丁目 
町会防災部 2 西新宿 1-24-1 防災倉庫(2） 1 

角三町会防災部 3 西新宿 3-9-28 
西新宿 4-35-5 

角三会館(2) 
西新宿小学校 1 

西四防災部 2 西新宿 4-9 十二社児童遊園(2） 1 
淀橋町会防火防災部 3 西新宿 6-12-30 芸能花伝舎(3) 1 
ＳＫＫ防災部 0   0 
角筈ビル自主防災組織 0   0 
西新宿タワー60 
防災区民組織 0   0 

 
 

〔区役所地区〕全組織数 6/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備組織数 2/ ﾎﾟﾝﾌﾟ配備台数 2/ ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ配備台数 6 

防災区民組織名 
ポンプ 

配備台数 
ポンプ配置場所 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

配備台数 

歌舞伎町地域防災部 1 歌舞伎町 1-13 歌舞伎町公園 1 
新宿駅前商店街 
振興組合 0   1 
新宿東口商店街防災部 0   1 
新宿大道商店街振興組合
環境防災委員会 0   1 
新宿三光商店街 
振興組合防災部 1 歌舞伎町 1-1 新宿遊歩道公園 1 
新宿ゴールデン街防災団 0   1 

 

 
 



(2-2) 防火貯水槽等設置箇所一覧 

65 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

(2-2) 

防火貯水槽等設置箇所一覧 
 
「1 四谷消防署管内」 

四谷消防署管内－１                          (令和 3 年 9 月現在） 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

1 防火水槽 四谷 1 ＪＲ四谷駅構内西側 40 その他 

2 地中ばり水槽 四谷 1-6 コモレ四谷北側歩道上 40 その他 

3 防火水槽 四谷 1-12 四谷見附公園内 40 消防 

4 防火水槽 四谷 1-23 協立四谷ビル前 40 消防 

5 地中ばり水槽 四谷 2-4 新菱冷熱工業株式会社 80 その他 

6 防火水槽 四谷 2-8 四谷児童遊園内 40 区 

7 地中ばり水槽 四谷 3-10 四谷消防署 40 消防 

8 地中ばり水槽 四谷 3-12 フロンティア四谷 40 その他 

9 地中ばり水槽 四谷 3-13 ラ・コピエ四谷三丁目 40 その他 

10 地中ばり水槽 四谷 3-14 ホテルＷＩＮＧ 53 その他 

11 地中ばり水槽 四谷 4-4-1 四谷国際ビル 40 その他 

12 防火水槽 四谷 4-7 広瀬ビル前 40 消防 

13 地中ばり水槽 四谷 4-8-1 ライオンズ四谷タワーゲート 40 その他 

14 防火水槽 四谷 4-13 個人宅前 40 消防 

15 防火水槽 四谷 4-15 丸久ビル前 40 消防 

16 地中ばり水槽 四谷 4-15 パークアシスト四谷ステーション 60 その他 

17 防火水槽 四谷 4-16 日本生命新宿御苑ビル西側 40 消防 

18 防火水槽 四谷 4-20-2 警視庁四谷愛住寮 40 その他 

19 防火水槽 四谷 4-23 みょうが坂児童公園内 40 区 

20 地中ばり水槽 四谷 4-27 ＭＪＳ本社屋ビル 40 その他 

21 地中ばり水槽 四谷本塩町 8 本塩町区民福祉会館 40 区 

22 防火水槽 四谷本塩町 14-3 帝国データーバンク 40 その他 

23 地中ばり水槽 三栄町 15-11 ボンルイズ四谷 40 その他 

24 防火水槽 三栄町 14-3 個人宅前 40 消防 

25 防火水槽 三栄町 12-16 新宿区歴史博物館 40 区 

26 防火水槽 三栄町 7 三栄公園内 100 消防 

27 地中ばり水槽 三栄町 10-16 四谷保健センター 40 区 

28 地中ばり水槽 四谷坂町 1-11 四谷クリエイトビル 40 その他 

29 地中ばり水槽 四谷坂町 10-14 プレミール市ヶ谷 40 その他 

30 地中ばり水槽 四谷坂町 12-17 マンションビップ第２四谷 70 その他 

31 地中ばり水槽 若葉 1-1 ＹＴビル 40 その他 

32 地中ばり水槽 若葉 1-5 ランテンヌ四谷 40 その他 

33 地中ばり水槽 若葉 1-21-4 パークハウス四谷 40 その他 

34 防火水槽 若葉 2-9 西念寺境内 100 消防 

35 地中ばり水槽 若葉 2-11-3 ザ・パークハウス四谷若葉 40 その他 

36 地中ばり水槽 若葉 2-12 モンヴェール四谷 40 その他 

37 地中ばり水槽 若葉 3-2 ライトコート四谷 40 その他 

38 防火水槽 若葉 3-4 若葉公園内 40 区 

39 地中ばり水槽 若葉 3-6-2 若葉高齢者在宅サービスセンター 40 その他 

40 防火水槽 須賀町 1 個人宅前 40 消防 

41 防火水槽 須賀町 8 勝興寺境内 40 消防 

42 防火水槽 須賀町 9 戒行寺境内 40 消防 

43 地中ばり水槽 須賀町 10 ウェリス四谷 40 その他 

44 地中ばり水槽 左門町 14-6 創価学会戸田記念国際会館 40 その他 
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四谷消防署管内－２ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

45 防火水槽 左門町 19 新左門児童遊園 40 区 

46 防火水槽 信濃町 5 慶応大学病院 1 号館 40 その他 

47 地中ばり水槽 信濃町 6 慶応大学病院研究棟 60 その他 

48 地中ばり水槽 信濃町 8 民音文化センター 40 その他 

49 地中ばり水槽 信濃町 15 創価学会創価世界女性会館 100 その他 

50 地中ばり水槽 信濃町 24 ドミサイルマンション 40 その他 

51 地中ばり水槽 信濃町 26 創価学会前 40 消防 

52 地中ばり水槽 信濃町 27 創価学会 第三別館 46 その他 

53 地中ばり水槽 信濃町 32 創価学会広宣流布大誓堂 40 その他 

54 防火水槽 信濃町 34 信濃町駅前広場 32 消防 

55 防火水槽 信濃町 35 慶応病院正門 100 消防 

56 地中ばり水槽 信濃町 35 慶応病院新棟南側 100 その他 

57 防火水槽 南元町 4 元町公園内 40 区 

58 防火水槽 南元町 4-50 警視庁南元町住宅 40 その他 

59 地中ばり水槽 南元町 6 創価学会本部第二別館 40 その他 

60 地中ばり水槽 南元町 6 創価文化センター 45 その他 

61 地中ばり水槽 南元町 10 ライオンズ外苑の杜 40 その他 

62 防火水槽 南元町 13 外苑レジデンス前 40 消防 

63 防火水槽 南元町 19 一行院正門北側 40 消防 

64 地中ばり水槽 南元町 26 四谷消防署公舎 40 消防 

65 地中ばり水槽 荒木町 4 解脱会本部 55 その他 

66 地中ばり水槽 荒木町 5 ＯＡＫビル 40 その他 

67 防火水槽 荒木町 10 荒木公園 40 区 

68 防火水槽 荒木町 13-4 住友不動産ビル 40 その他 

69 地中ばり水槽 荒木町 20 フリーディオ四谷三丁目 40 その他 

70 地中ばり水槽 荒木町 21 タワーレジデンス四谷 40 
その他 
・消防 

71 地中ばり水槽 舟町 2 ＡＸＡＳ－ＷＩＬＬ四谷三丁目Ｓta 40 その他 

72 防火水槽 舟町 11 全勝寺境内 100 消防 

73 防火水槽 愛住町 9 安禅寺境内 40 その他 

74 防火水槽 愛住町 21 養国寺境内 40 消防 

75 防火水槽 大京町 14 大京公園 40 区 

76 地中ばり水槽 大京町 20 スターロワイアル四谷大京 40 その他 

77 地中ばり水槽 大京町 28-1 プラウド新宿御苑エンパイア 40 その他 

78 防火水槽 大京町 30 慶応病院予防医学部前 40 消防 

79 防火水槽 大京町 30-3 慶応病院３号館南棟東側 40 消防 

80 防火水槽 霞ヶ丘町 2 神宮第二球場入口 80 その他 

81 防火水槽 霞ヶ丘町 4-1 日本青年館 40 その他 

82 防火水槽 霞ヶ丘町 5 かすみ児童公園内 40 区 

83 防火水槽 霞ヶ丘町 7-1 日本青年館南側 40 消防 

84 地中ばり水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

85 地中ばり水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

86 地中ばり水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

87 防火水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

88 防火水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

89 地中ばり水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

90 地中ばり水槽 霞ヶ丘町 10-1 国立競技場 40 その他 

91 地中ばり水槽 内藤町 1-2 フォルム内藤町 40 その他 

92 防火水槽 内藤町 1-7 グローリオ駐車場 40 その他 

93 地中ばり水槽 内藤町 1-7 ジェイパーク内藤町 40 その他 

94 防火水槽 内藤町 1-8 多武峰神社 40 消防 

95 地中ばり水槽 内藤町 1-50 朝日新宿御苑マンション 40 その他 

96 防火水槽 内藤町 87 四谷区民センター 100 区 

97 防火水槽 片町 5 青木自動車整備工場横 40 消防 
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四谷消防署管内－３ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

98 地中ばり水槽 新宿 1-6-3 アデランス本社ビル 60 その他 

99 地中ばり水槽 新宿 1-8-3 四谷消防署御苑出張所 170 消防 

100 防火水槽 新宿 1-21 花園公園内 40 消防 

101 地中ばり水槽 新宿 1-22 花園小学校 100 区 

102 地中ばり水槽 新宿 1-23-1 新宿マルネビル 47 その他 

103 地中ばり水槽 新宿 1-24-1 藤和ハイタウン新宿内 40 その他 

104 防火水槽 新宿 1-25 花園東公園内 40 消防 

105 地中ばり水槽 新宿 1-31-12 日本ハウズイング正面玄関 41 その他 

106 防火水槽 新宿 1-32 花園西公園 40 区 

107 防火水槽 新宿 2-3-8 新宿御苑ビル側 40 消防 

108 地中ばり水槽 新宿 2-4-3 フォーシーズンビル 52 その他 

109 防火水槽 新宿 2-9 区立新宿公園 40 区 

110 防火水槽 新宿 2-9-2 大宗寺境内 100 消防 

111 防火水槽 新宿 2-18-8 栗原ビル前 40 消防 

112 地中ばり水槽 新宿 2-19-1 ビックス新宿ビル内 50 その他 

113 地中ばり水槽 新宿 3-1-29 株式会社世界堂南側 40 その他 

114 防火水槽 新宿 3-2-5 M&E スクエア西側 40 消防 

115 防火水槽 新宿 3-9-5 ゴールドビル前 40 消防 

116 地中ばり水槽 新宿 3-14-1 伊勢丹西側 300 その他 

117 防火水槽 新宿 3-15-16 新宿ピカデリー前 40 消防 

118 防火水槽 新宿 4-2-18 新宿光風ビルディング 40 その他 

119 地中ばり水槽 新宿 4-2-23 新四ｃｒｕｍｕビル 40 その他 

120 地中ばり水槽 新宿 4-3-17 FORECASUT 新宿 100 その他 

121 地中ばり水槽 新宿 4-4 プレシス新宿御苑 40 その他 

122 防火水槽 新宿 4-4-1 サテライト新宿 50 
その他 
・消防 

123 地中ばり水槽 新宿 5-4-9 東電東京西支店新宿支店 40 その他 

124 防火水槽 新宿 5-8-13 内藤コーポ前 40 消防 

125 地中ばり水槽 新宿 5-11-5 伊勢丹シティーパーク 40 その他 

126 地中ばり水槽 新宿 5-16-8 北豊ビル 40 その他 

127 地中ばり水槽 新宿 5-16-10 パークシティ伊勢丹２東側 40 その他 

128 防火水槽 新宿 5-17-13 花園神社境内 100 消防 

129 地中ばり水槽 新宿 5-18 新宿区役所第二分庁舎 40 区 

130 防火水槽 新宿 5-11-4 龍王堂駐車場入口 40 消防 
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「2 牛込消防署管内」 

牛込消防署管内－１                           (令和 3年 9月現在） 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

1 地中ばり水槽 市谷田町 2-35-1 ローレルコート市ヶ谷 40 その他 

2 地中ばり水槽 市谷田町 3-21-8 東京理科大学１０号館 40 その他 

3 地中ばり水槽 市谷本村町 2-15 アトラス四谷レジデンス 40 その他 

4 地中ばり水槽 市谷本村町 4 グランドヒル市ヶ谷 40 その他 

5 地中ばり水槽 市谷本村町 5-1 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 121 その他 

6 地中ばり水槽 市谷本村町 5-1 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 120 その他 

7 地中ばり水槽 市谷本村町 5-1 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 160 その他 

8 地中ばり水槽 市谷本村町 5-1 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 120 その他 

9 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 正門東側 40 その他 

10 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 Ｅ２棟東側 100 その他 

11 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 左内門南側 40 その他 

12 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 Ａ棟南側 40 その他 

13 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省正門トンネル西側 40 その他 

14 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 記念館南側 40 その他 

15 防火水槽 市谷本村町 5-1 防衛省 薬王寺門南側 100 その他 

16 防火水槽 市谷本村町 5 防衛省 グラウンド東側 40 その他 

17 地中ばり水槽 市谷本村町 6 警視庁第五機動隊 40 その他 

18 地中ばり水槽 市谷本村町 7-19 市谷本村町レジデンス 40 その他 

19 防火水槽 市谷本村町 9 防衛省 体育館西側 40 その他 

20 防火水槽 市谷本村町 10-5 ＪＩＣＡ研究所 40 その他 

21 地中ばり水槽 市谷砂土原町 2-1 市谷パークハウス 40 その他 

22 防火水槽 
市谷砂土原町
2-1-4 

クレストコート砂土原 40 その他 

23 地中ばり水槽 市谷左内町 29-36 ロクヴェール市ヶ谷左内坂 40 その他 

24 地中ばり水槽 市谷左内町 29 コート市ヶ谷 40 その他 

25 防火水槽 市谷左内町 31-2 DNP 市谷左内町ビル 100 その他 

26 防火水槽 市谷加賀町 1-1-1 日本学生支援機構 40 消防 

27 防火水槽 市谷加賀町 1-1-1 大日本印刷工場南側 40 消防 

28 防火水槽 
市谷加賀町
2-4-11 

区立加賀公園 40 
その他 

29 防火水槽 市谷加賀町 2-5-1 城下宅 40 消防 

30 防火水槽 
市谷加賀町
2-5-23 

裏千家 100 
消防 

31 地中ばり水槽 市谷加賀町 2-6-3 日本銀行市谷加賀家族寮 80 その他 

32 地中ばり水槽 市谷加賀町 2-7-2 中国銀行市谷寮 50 その他 

33 防火水槽 市谷甲良町 2-6 ソアールタワー市ヶ谷の丘 40 その他 

34 防火水槽 市谷甲良町 2-25 太陽堂成晃社建物東側隣接 40 消防 

35 防火水槽 市谷船河原町 12 区立市谷船河原公園 40 消防 

36 防火水槽 市谷長延寺町 8 都営長延寺アパート 40 消防 

37 防火水槽 市谷山伏町 2-1 牛込消防団第２分団本部 40 消防 

38 地中ばり水槽 市谷山伏町 2-19 エルスタンザ神楽坂玄関左 40 その他 

39 防火水槽 市谷山伏町 10 区立市谷小学校 100 区 

40 防火水槽 市谷八幡町 15 駿台予備校 40 その他 

41 地中ばり水槽 神楽坂 1-3 東京理科大学６号館 40 その他 

42 防火水槽 神楽坂 3-2 成田屋 40 消防 

43 防火水槽 神楽坂 5-20-5 神楽坂アインスタワー 100 その他 

44 防火水槽 神楽坂 5-36 毘沙門天         25 その他 

45 防火水槽 神楽坂 6-35 引埜宅前 40 消防 

46 防火水槽 神楽坂 6-54 正蔵院          40 消防 

47 地中ばり水槽 細工町 1-3 細工町高齢者在宅サービス 40 その他 

48 地中ばり水槽 揚場町 2-1 軽子坂ＭＮビル      40 消防 

49 防火水槽 津久戸町 1 あずさセンタービル    40 その他 
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牛込消防署管内－２ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

50 地中ばり水槽 津久戸町 5-1 東京新宿メディカルセンター 60 その他 

51 地中ばり水槽 東五軒町 2-2 神楽坂ハイライズ 40 その他 

52 防火水槽 東五軒町 2-9 ゼブラ本社ビル      40 消防 

53 地中ばり水槽 東五軒町 5-16 アリビオーレ神楽坂 100 その他 

54 地中ばり水槽 西五軒町 3-14 熊和荘 40 その他 

55 防火水槽 西五軒町 5-13 ライオンズシティ神楽坂 40 その他 

56 地中ばり水槽 西五軒町 8 サンセール神楽坂 40 その他 

57 防火水槽 西五軒町 13 住友不動産東側 100 その他 

58 地中ばり水槽 赤城元町 1-10 赤城神社境内 100 その他 

59 防火水槽 南榎町 5-1 神楽坂パークハウス 40 その他 

60 防火水槽 南榎町 57 区立南榎公園 40 区 

61 防火水槽 袋町 8 株式会社アーク向い 40 消防 

62 防火水槽 払方町 9-20 警察庁払方町宿舎 40 その他 

63 地中ばり水槽 払方町 12 ドウェリング払方 40 その他 

64 地中ばり水槽 払方町 25 アーバンコート市谷 40 その他 

65 防火水槽 北町 12 北町志賀荘 40 その他 

66 地中ばり水槽 北町 24-1 シャリエ神楽坂 40 その他 

67 防火水槽 納戸町 19 区立なんど児童遊園 40 区 

68 防火水槽 納戸町 26 納戸町公園        40 区 

69 防火水槽 納戸町 33 升竹ビル 40 その他 

70 地中ばり水槽 納戸町 37 カルパティア市ヶ谷 40 その他 

71 防火水槽 北山伏町 1 区立山伏公園       40 区 

72 地中ばり水槽 北山伏町 1-16 牛込食料ビル       40 その他 

73 防火水槽 北山伏町 2-12 養護老人ホームあかね苑  40 区 

74 防火水槽 白銀町 5-7 ヴィークコート神楽坂北側 40 消防 

75 防火水槽 白銀町 3 白銀公園北側       40 消防 

76 防火水槽 白銀町 6-4 ヒルサイドレジデンス 40 その他 

77 地中ばり水槽 白銀町 19-2 ブリリア神楽坂 id 40 その他 

78 地中ばり水槽 下宮比町 2-26 共同ビル飯田橋      60 その他 

79 転用水槽 矢来町 1 興銀矢来寮        50 その他 

80 地中ばり水槽 矢来町 1 興銀矢来寮Ｇ棟      40 その他 

81 防火水槽 矢来町 6 東京都立総合芸術高等学校 72 消防 

82 地中ばり水槽 矢来町 18-1 区立矢来町第一区民住宅  40 区 

83 防火水槽 矢来町 38 区立矢来公園内      40 区 

84 防火水槽 矢来町 57 キャップス神楽坂前 40 消防 

85 防火水槽 矢来町 74 コインパーキング 100 消防 

86 地中ばり水槽 矢来町 120-1 ビューロー神楽坂 40 その他 

87 地中ばり水槽 若宮町 25-5 ジ・オークヒルズ 40 その他 

88 防火水槽 若宮町 20 若宮公園         40 その他 

89 防火水槽 中町 5 区立中町公園 40 区 

90 地中ばり水槽 中町 23 パレ神楽坂 40 その他 

91 地中ばり水槽 箪笥町 15 区立箪笥特別出張所    40 区 

92 地中ばり水槽 箪笥町 18-3 コスモシティ市ヶ谷 40 その他 

93 地中ばり水槽 箪笥町 39 ルネ神楽坂 40 その他 

94 防火水槽 横寺町 20 長源寺          40 消防 

95 防火水槽 横寺町 33 龍門禅寺         40 消防 

96 防火水槽 横寺町 52 区立朝日児童公園 40 区 
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牛込消防署管内－３ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

97 防火水槽 筑土八幡町 4-17 ナースプラザ北 40 消防 

98 地中ばり水槽 筑土八幡町 5-16 牛込消防署前 75 消防 

99 地中ばり水槽 新小川町 1-1 飯田橋ＭＦビル 40 その他 

100 防火水槽 新小川町 2-2 臼井マンション 40 消防 

101 防火水槽 新小川町 3-11 新小川公園 40 その他 

102 地中ばり水槽 新小川町 3-26 フレックステイイン 40 その他 

103 防火水槽 新小川町 6-18 アトラス江戸川アパート 40 その他 

104 防火水槽 新小川町 3-12 ベルマンション 40 消防 

105 地中ばり水槽 神楽河岸 1-1 セントラルプラザ事務棟  300 その他 

106 地中ばり水槽 市谷薬王寺町 4 シティハウス市谷薬王寺 40 その他 

107 防火水槽 市谷薬王寺町 22 蓮秀寺境内        40 消防 

108 防火水槽 市谷薬王寺町 46 トミンハイム薬王寺 40 消防 

109 地中ばり水槽 
市谷薬王寺町
69-1 

ガーラ薬王寺 40 その他 

110 防火水槽 市谷薬王寺町 71 牛込台マンション南 40 消防 

111 防火水槽 市谷薬王寺町 81 東京コカコーラ新宿営業所 40 消防 

112 地中ばり水槽 市谷柳町 1-4 パークハウス市谷柳町 40 その他 

113 防火水槽 市谷柳町 3 柳町派出所裏       40 消防 

114 地中ばり水槽 市谷柳町 15-1 プラウド市谷柳町 40 その他 

115 地中ばり水槽 市谷柳町 37 マージュ市谷柳町 40 その他 

116 地中ばり水槽 市谷仲之町 1-7 パークコート市谷仲之町 40 その他 

117 地中ばり水槽 市谷仲之町 2-13 ＵＦＪ銀行市ヶ谷研修所 40 その他 

118 防火水槽 市谷仲之町 2-42 区立防災センター 40 区 

119 防火水槽 市谷仲之町 4-16 コロネード市ヶ谷 40 その他 

120 地中ばり水槽 市谷仲之町 4-39 リエール市ヶ谷 40 その他 

121 防火水槽 榎町 75-7 榎町大仁ビル 40 消防 

122 防火水槽 東榎町 11 区立榎町公園内      40 区 

123 地中ばり水槽 早稲田町 68-5 早稲田備蓄倉庫      40 区 

124 防火水槽 早稲田町 77 小堀畳店前        40 消防 

125 防火水槽 早稲田町 78 鶴巻南公園西側 40 区 

126 防火水槽 早稲田町 78 鶴巻南公園南側      40 区 

127 地中ばり水槽 早稲田町 85 新宿区榎町特別出張所   100 区 

128 防火水槽 早稲田南町 7 新宿区立漱石山房 40 区 

129 防火水槽 早稲田南町 16 早稲田南町児童遊園 40 消防 

130 地中ばり水槽 早稲田南町 21 早稲田南町コーポラス 40 その他 

131 防火水槽 早稲田南町 37 区立早稲田公園内     40 区 

132 防火水槽 早稲田南町 56 丸喜屋 40 消防 

133 防火水槽 馬場下町 1 早稲田ＳＩＡビル駐車場内 40 その他 

134 防火水槽 馬場下町 14 天丼てん屋 40 消防 

135 防火水槽 馬場下町 61 杉田屋前         40 消防 

136 防火水槽 原町 2-14 幸国寺          40 消防 

137 防火水槽 原町 2-71 三井住友銀行原町社宅   40 その他 

138 防火水槽 原町 3-8 原町ホーム        40 その他 

139 地中ばり水槽 原町 3-21-1 リエトコート夏目坂 100 その他 

140 地中ばり水槽 原町 3-60-1 原町寮          40 その他 

141 防火水槽 原町 3-74 区立原町公園       40 その他 

142 地中ばり水槽 原町 3-84-33 ライオンズマンション新宿 40 その他 

143 防火水槽 原町 3-87 成城高校         100 消防 

144 防火水槽 原町 3-87 成城高校         100 消防 

145 防火水槽 喜久井町 17 早稲田大学理工学研究所  100 消防 

146 防火水槽 喜久井町 37 金井米店         40 消防 
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No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

147 防火水槽 喜久井町 61 誓閑寺          40 消防 

148 防火水槽 弁天町 1 宗参寺前         100 消防 

149 地中ばり水槽 弁天町 32 弁天町コーポラス 40 その他 

150 地中ばり水槽 弁天町 32-6 シャロームみなみ風 40 その他 

151 防火水槽 弁天町 84 区立牛込弁天公園内        100 消防 

152 地中ばり水槽 弁天町 139 ライオンズガーデンヒルズ 40 その他 

153 地中ばり水槽 中里町 28 パークハイム神楽坂 40 その他 

154 防火水槽 中里町 30 渡辺歯科医院 40 消防 

155 地中ばり水槽 山吹町 4-4 プラウドプラット神楽坂Ⅱ 40 その他 

156 地中ばり水槽 山吹町 10-1 ラポ―ル日教済      40 その他 

157 防火水槽 山吹町 11-1 測量年金会館 40 消防 

158 地中ばり水槽 山吹町 315 グリーンキャピタル神楽坂 40 その他 

159 防火水槽 山吹町 130-11 イトーピア飯田橋     40 消防 

160 防火水槽 山吹町 335 安井ビル         40 消防 

161 地中ばり水槽 山吹町 347-1 藤和江戸川橋ビル     40 その他 

162 防火水槽 山吹町 353 区立やまぶき児童遊園 40 その他 

163 防火水槽 水道町 4 区立さくら児童遊園    40 その他 

164 防火水槽 早稲田鶴巻町 516 早稲田大学バスロータリー 100 消防 

165 防火水槽 早稲田鶴巻町 516 早稲田大学２６号館    40 その他 

166 防火水槽 早稲田鶴巻町 520 渡辺牛乳店斜め前 40 消防 

167 地中ばり水槽 早稲田鶴巻町 523 パレスデュディオ早稲田 29 その他 

168 防火水槽 早稲田鶴巻町 530 天祖神社内        40 消防 

169 防火水槽 早稲田鶴巻町 540 鶴巻ハウス 40 消防 

170 防火水槽 早稲田鶴巻町 574 パークホームズ早稲田鶴巻 40 消防 

171 防火水槽 住吉町 7-5 コスモ石油西側        40 消防 

172 地中ばり水槽 住吉町 8-13 サンワタス四谷曙橋 40 その他 

173 防火水槽 住吉町 13 区立住吉公園内      40 その他 

174 防火水槽 住吉町 15-1 住吉町コーポラス路上 40 消防 

175 防火水槽 住吉町 15-1 住吉町コーポラス     40 その他 

176 防火水槽 市谷台町 1 モデラート市谷町住宅 40 その他 

177 地中ばり水槽 市谷台町 6 市谷大東ビル 40 その他 

178 防火水槽 河田町 3-16 施設Ｃ棟脇 60 その他 

179 防火水槽 河田町 3-52 コンフォガーデン２号棟 100 その他 

180 防火水槽 河田町 3-54 コンフォガーデン４号棟 60 その他 

181 地中ばり水槽 河田町 8-1 東京女子医大教育・研究棟 40 その他 

182 地中ばり水槽 河田町 8-1 東京女子医大病院中央病棟 40 その他 

183 防火水槽 河田町 10-10 小笠原伯爵邸敷地内 40 消防 

184 防火水槽 河田町 11-11 ミキ薬局         40 消防 

185 防火水槽 若松町 1-1 都営若松町アパート１号棟 100 その他 

186 防火水槽 若松町 1-3 都営若松町アパート３号棟 40 その他 

187 地中ばり水槽 若松町 2-2 東京女子医大早大連携施設 40 その他 

188 地中ばり水槽 若松町 4 東京女子医大総合外来棟  280 その他 

189 防火水槽 若松町 4 東京女子医科大学総合外来 100 その他 

190 防火水槽 若松町 4 東京女子医大外来棟北側 60 その他 

191 防火水槽 若松町 5 水野原児童遊園地内 40 消防 

192 地中ばり水槽 若松町 5 月神テュオステジ新宿若松 40 その他 

193 地中ばり水槽 若松町 9-13 パークハウス新宿若松町 40 その他 

194 地中ばり水槽 若松町 12-6 若松区民センター 45 区 
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No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

195 防火水槽 若松町 19-1 総務省統計局内      50 その他 

196 地中ばり水槽 若松町 25 ウイン新宿若松町 40 その他 

197 地中ばり水槽 若松町 31 メイツ新宿なつめ坂 40 その他 

198 地中ばり水槽 若松町 33-8 アールビル新宿      40 その他 

199 地中ばり水槽 若松町 36-25 エクラン早稲田夏目坂 40 その他 

200 防火水槽 若松町 36-26 個人宅東 40 消防 

201 地中ばり水槽 余丁町 6-19 旧丸正食品 100 その他 

202 地中ばり水槽 余丁町 10-10 新宿余丁町ビル      40 その他 

203 防火水槽 余丁町 11-5 ライオンズマンション余丁 40 消防 

204 防火水槽 余丁町 12-18 出世稲荷神社内      40 消防 

205 地中ばり水槽 余丁町 13 クオリア新宿余丁町 40 その他 

206 地中ばり水槽 余丁町 13-4 余丁町 NS ビル 40 その他 

207 防火水槽 余丁町 13-5 個人宅前路上 40 消防 

208 防火水槽 余丁町 13-27 三井住建道路株式会社   40 消防 

209 防火水槽 戸山 1-9-8 個人宅脇空地 40 消防 

210 地中ばり水槽 戸山 1-15-15 ルーブル早稲田六番館   27 その他 

211 防火水槽 戸山 1-19-24 区立戸山東公園      42 その他 

212 防火水槽 戸山 1-21-1 国立国際医療情報センター 40 その他 

213 地中ばり水槽 戸山 1-21-1 国際医療新中央棟駐車場 100 その他 

214 防火水槽 戸山 1-21-5 国立医療センターうづき寮 60 その他 

215 防火水槽 戸山 1-22-2 区立障害者福祉センター 40 その他 

216 防火水槽 戸山 1-24-1 早稲田大学学生会館西側  60 その他 

217 防火水槽 戸山 2-7 戸山公園         100 消防 

218 防火水槽 戸山 2-7 東小学校北側戸山公園   100 消防 

219 防火水槽 戸山 2-30 戸山ハイツ３０号棟南側  40 消防 

220 防火水槽 戸山 2-33 戸山ハイツ３３号棟西側  40 消防 

221 防火水槽 戸山 3-2 戸山運動公園グランド   100 消防 

222 防火水槽 戸山 3-6-7 都立戸山公園 40 消防 

223 防火水槽 戸山 3-20-1 学習院戸山校 100 消防 

224 防火水槽 富久町 4-10 福井ハイツ 100 消防 

225 地中ばり水槽 富久町 8-26 四谷コーエイマンション 70 その他 

226 防火水槽 富久町 9 ハイホーム本陣南側 40 消防 

227 地中ばり水槽 富久町 9-11 ハイホーム本陣北側 40 その他 

228 防火水槽 富久町 13 ローレルコート新宿タワー 60 その他 

229 防火水槽 富久町 14 富久クロス北東側 40 その他 

230 防火水槽 富久町 15 富久クロス南東側 40 その他 

231 防火水槽 富久町 17 富久クロス北西側 60 その他 

232 防火水槽 富久町 21 富久さくら公園 100 区 

233 防火水槽 富久町 22-1 都立総合芸術高校富久校舎 40 消防 

234 防火水槽 富久町 22-1 都立総合芸術高校富久校舎 40 消防 

235 防火水槽 富久町 22-22 中富久児童遊園      40 区 

236 防火水槽 富久町 27-3 第四分団資材庫敷地内   40 消防 

237 防火水槽 富久町 37-12 Ｔフラック富久町 40 消防 

238 地中ばり水槽 市谷仲之町 1-10 パークコート市谷ノーブルヒルズ 40 その他 

239 防火水槽 納戸町 40 DNP 市谷の森緑地 40 その他 

240 防火水槽 市谷加賀町 1-1-1 DNP 東側駐車場入口 60 その他 

241 防火水槽 市谷加賀町 1-1-1 DNP 西側歩道上北西側 60 その他 

242 防火水槽 市谷加賀町 1-1-1 DNP 東側歩道上時計台前 60 その他 
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「3 新宿消防署管内」 

新宿消防署管内－１                          (令和３年 9 月現在） 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

1 地中ばり水槽 新宿 3-33-1 ＩＤＣ大塚家具 100 その他 

2 防火水槽 新宿 6-1-1 東京医科大学内 100 消防 

3 地中ばり水槽 新宿 6-7-1 エルプリメント新宿 40 その他 

4 防火水槽 新宿 6-14 東大久保公園 40 区 

5 地中ばり水槽 新宿 6-14-1 区立新宿文化センター 40 区 

6 防火水槽 新宿 6-21-15 個人宅 40 消防 

7 地中ばり水槽 新宿 6-24-20 ＷＥＬＳＨＩＰ東新宿南側 45 その他 

8 地中ばり水槽 新宿 6-27-29 イーストサイドタワー 40 その他 

9 地中ばり水槽 新宿 6-27-30 イーストサイドスクエア 40 その他 

10 防火水槽 新宿 6-27-30 イーストサイドスクエア北 40 その他 

11 地中ばり水槽 新宿 6-27-30 イースドサイドスクエア南 80 その他 

12 地中ばり水槽 新宿 6-27-30 イーストサイドスクエア東 80 その他 

13 地中ばり水槽 新宿 6-27-43 大久保出張所 40 消防 

14 地中ばり水槽 新宿 6-28-1 日清食品東京本社ビル 100 その他 

15 防火水槽 新宿 7-3 抜弁天北公園 40 区 

16 防火水槽 新宿 7-26 東大久保児童遊園 40 区 

17 地中ばり水槽 新宿 7-26-7 ビクセル新宿 40 その他 

18 地中ばり水槽 新宿 7-26-11 新宿アインスタワー 40 その他 

19 地中ばり水槽 新宿 7-27-3 クリオ東新宿壱番館 40 その他 

20 防火水槽 新宿 7-27-15 明治通り内回り歩道植栽内 40 消防 

21 防火水槽 歌舞伎町 1-20-1 四季の路入口脇 南側 40 その他 

22 防火水槽 歌舞伎町 1-1-10 シネシティ広場 40 消防 

23 防火水槽 歌舞伎町 1-2-1 ミスタードーナッツ 65 消防 

24 地中ばり水槽 歌舞伎町 1-6-7 三経 38 ビル 40 その他 

25 防火水槽 歌舞伎町 1-14-1 どうとんぼり神座横 40 消防 

26 地中ばり水槽 歌舞伎町 1-19-1 新宿東宝ビル北側 100 その他 

27 地中ばり水槽 歌舞伎町 1-20-3 アパホテル南側 40 その他 

28 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-3-21 明治通りビル 40 その他 

29 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-16-9 新宿ＴＫビル 40 その他 

30 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-18-5 プラーズタワー東新宿 40 その他 

31 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-21-5 三経 20 ビル 40 その他 

32 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-31-12 アパホテル歌舞伎町タワー 40 その他 

33 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-33-1 第６トーアビル 50 その他 

34 地中ばり水槽 歌舞伎町 2-40-3 ホテルＣＡＢＩＮ新宿 90 その他 

35 防火水槽 歌舞伎町 2-43 大久保公園 40 消防 

36 防火水槽 歌舞伎町 2-43 区立大久保公園内東側 100 消防 

37 防火水槽 歌舞伎町 2-44-1 東京都健康プラザ東側 100 その他 

38 防火水槽 歌舞伎町 2-44-1 東京都健康プラザ西側 40 その他 

39 防火水槽 歌舞伎町 2-44-1 東京都健康プラザ北側 40 その他 

40 防火水槽 百人町 1-11-16 皆中稲荷 40 消防 

41 地中ばり水槽 百人町 1-18-3 ヤマト運輸北新宿１丁目センター 40 その他 

42 地中ばり水槽 百人町 2-8-15 ダヴィンチ北新宿 40 その他 

43 防火水槽 百人町 2-17 区立つつじの里児童遊園 40 区 

44 防火水槽 百人町 2-24 百二公園 40 区 

45 地中ばり水槽 百人町 2-26-10 東京眼鏡専門学校 40 その他 

46 防火水槽 百人町 2-27-1 ハンドレットサーカス 100 その他 

47 防火水槽 百人町 3-1 西戸山公園野球場 100 消防 

48 防火水槽 百人町 3-1-3 西戸山タワーホウムズ西側 130 その他 

49 防火水槽 百人町 3-1-5 西戸山タワーホウムズ東側 130 その他 

50 防火水槽 百人町 3-2-8 個人宅 40 消防 

51 防火水槽 百人町 3-5-12 個人宅西側 80 その他 

52 防火水槽 百人町 3-6 百人町三丁目公園 40 その他 
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新宿消防署管内－２ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

53 防火水槽 百人町 3-18 防災施設広場 40 消防 

54 防火水槽 百人町 3-19-1 関東財務局西戸山住宅 40 その他 

55 防火水槽 百人町 3-22 東京山手メディカルセンター 40 その他 

56 防火水槽 百人町 3-22 東京山手メディカルセンター 100 その他 

57 防火水槽 百人町 3-22-1 東京山手メディカルセンター前 40 その他 

58 防火水槽 百人町 3-24-1 東京都健康安全研究センター 40 区 

59 地中ばり水槽 百人町 3-29-1 警視庁大久保住宅 40 その他 

60 地中ばり水槽 百人町 3-29-4 東京消防庁新宿消防署 100 消防 

61 防火水槽 百人町 3-30 都営百人町三丁目住宅西側 100 消防 

62 防火水槽 百人町 3-30 都営百人町三丁目住宅東側 100 その他 

63 防火水槽 百人町 4-1 西戸山公園北側 40 消防 

64 防火水槽 百人町 4-2 区立西戸山公園 100 消防 

65 防火水槽 百人町 4-4 都営アパート１６号棟北側 100 消防 

66 地中ばり水槽 百人町 4-6-12 都営住宅１２号棟 78   

67 防火水槽 百人町 4-7-11 ４丁目ＡＰ１１号棟東側 40 消防 

68 地中ばり水槽 大久保 1-7-18 アサヒニューシティビル 40 その他 

69 防火水槽 大久保 1-9-27 八雲記念公園 40 区 

70 防火水槽 大久保 1-17 西大久保公園 40 消防 

71 防火水槽 大久保 2-1 明治通り外回り上中央部 40 消防 

72 地中ばり水槽 大久保 2-3-4 シティハウス西大久保 40 その他 

73 地中ばり水槽 大久保 2-5-23 辻ビル 40 その他 

74 防火水槽 大久保 2-12-1 日本年金機構 60 区 

75 防火水槽 大久保 2-12-7 区立大久保図書館 40 区 

76 防火水槽 大久保 2-28 大久保北公園 40 区 

77 地中ばり水槽 大久保 2-29-9 プレジール新宿大久保 40 その他 

78 地中ばり水槽 大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター 40 その他 

79 地中ばり水槽 大久保 3-3-1 財務局西大久保住宅 60 その他 

80 地中ばり水槽 大久保 3-4-1 早大理工学部５５号館南側 60 その他 

81 防火水槽 大久保 3-6-2 保善高校グランド北側 40 消防 

82 地中ばり水槽 大久保 3-7-42 東京都清掃局 40 その他 

83 防火水槽 大久保 3-9 大久保三角公園 40 区 

84 防火水槽 大久保 3-10-1 ニュータウン大久保 A 棟北 60 その他 

85 地中ばり水槽 大久保 3-14-26 戸塚出張所内 100 消防 

86 防火水槽 戸塚町 1-104-19 早大大隈会館北側駐車場内 100 その他 

87 防火水槽 西早稲田 1-3-8 早稲田大学研究室 40 消防 

88 防火水槽 西早稲田 1-6-1 早大生協北側 40 消防 

89 防火水槽 西早稲田 1-6-1 早稲田大学体育館南側 60 その他 

90 地中ばり水槽 西早稲田 1-6-1 早大１４号館 80 その他 

91 地中ばり水槽 西早稲田 1-9-19 アーバンヒルズ早稲田 70 その他 

92 防火水槽 西早稲田 1-20 早稲田大学情報センター 100 消防 

93 地中ばり水槽 西早稲田 1-21-2 アス西早稲田二街区 40 その他 

94 地中ばり水槽 西早稲田 1-22-2 西早稲田東ウィング 100 その他 

95 地中ばり水槽 西早稲田 1-22-3 西早稲田パークタワー 100 その他 

96 防火水槽 西早稲田 2-3-1 早稲田奉仕園駐車場 100 消防 

97 防火水槽 西早稲田 2-8-26 早稲田大学鋳物研究所 40 消防 

98 地中ばり水槽 西早稲田 2-11-15 レイシャトル西早稲田 40 その他 

99 防火水槽 西早稲田 2-12 みづき児童遊園 40 区 

100 地中ばり水槽 西早稲田 2-16-1 西早稲田あひた作業所 40 区 

101 地中ばり水槽 西早稲田 2-16-24 西早稲田授産場 40 区 

102 地中ばり水槽 西早稲田 2-17-10 ヴォアラクテ西早稲田 40 その他 

103 地中ばり水槽 西早稲田 2-17-23 西早稲田職員防災住宅 45 区 

104 防火水槽 西早稲田 2-18-18 ＴＣＫビル 40 消防 
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新宿消防署管内－３ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

105 地中ばり水槽 西早稲田 2-18-23 スカイエスタ 65 その他 

106 防火水槽 西早稲田 2-18-26 子育不動尊前 40 消防 

107 地中ばり水槽 西早稲田 2-21-8 レガーロ西早稲田 40 その他 

108 防火水槽 西早稲田 3-4-1 甘泉園住宅南側 40 消防 

109 地中ばり水槽 西早稲田 3-4-29 甘泉園公務員住宅 40 その他 

110 防火水槽 西早稲田 3-8-1 パストラルハイム面影橋 80 その他 

111 防火水槽 西早稲田 3-12-4 西北診療所 40 消防 

112 地中ばり水槽 西早稲田 3-17-19 グランドフェニックス 40 その他 

113 地中ばり水槽 西早稲田 3-18-9 西早稲田クレセントマンション 40 その他 

114 地中ばり水槽 西早稲田 3-20-21 ルナパルコ 40 その他 

115 防火水槽 西早稲田 3-27-3 アーバン西早稲田 40 消防 

116 防火水槽 西早稲田 3-30-13 戸塚警察署 40 その他 

117 地中ばり水槽 西早稲田 3-30-16 ホリゾンワンビル 40 その他 

118 防火水槽 高田馬場 1-12-10 玄国寺入口 40 消防 

119 地中ばり水槽 高田馬場 1-16-17 千代田ビル 100 その他 

120 防火水槽 高田馬場 1-17-20 高田馬場一丁目事務所 40 その他 

121 防火水槽 高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル 40 その他 

122 地中ばり水槽 高田馬場 1-35-3 西武ビックボックス 40 その他 

123 地中ばり水槽 高田馬場 2-1-1 センテニアルタワー 40 その他 

124 防火水槽 高田馬場 2-4 松川公園 40 その他 

125 防火水槽 高田馬場 2-8-5 個人宅 40 その他 

126 防火水槽 高田馬場 2-14-6 スワンビル 40 消防 

127 防火水槽 高田馬場 2-14-11 パチンコ日拓南側 40 消防 

128 地中ばり水槽 高田馬場 3-8-1 富士短期大学本館 40 その他 

129 防火水槽 高田馬場 3-8-32 宮田橋公園内 40 その他 

130 防火水槽 高田馬場 3-12-5 セブンビル前車上 40 消防 

131 地中ばり水槽 高田馬場 3-12-6 エスパス高田馬場２号店 40 その他 

132 防火水槽 高田馬場 3-15-2 鈴木木工店 40 消防 

133 地中ばり水槽 高田馬場 3-18-13 サクセス高田馬場ビル 40 その他 

134 防火水槽 高田馬場 3-21 藤兵衛公園 40 その他 

135 防火水槽 高田馬場 3-22-3 あいらくてい東側 40 消防 

136 防火水槽 高田馬場 3-40 戸塚公園内 40 その他 

137 地中ばり水槽 高田馬場 3-42-1 高田馬場コーポラス 40 その他 

138 地中ばり水槽 高田馬場 4-2-38 日本通信教育連盟 60 その他 

139 地中ばり水槽 高田馬場 4-4-32 天理教牛込大教会 40 その他 

140 防火水槽 高田馬場 4-15-2 コーシャハイム高田馬場 40 消防 

141 防火水槽 高田馬場 4-22 区立高田馬場公園 40 区 

142 防火水槽 高田馬場 4-29-27 シチズンプラザ駐車場入口 100 消防 

143 防火水槽 高田馬場 4-30 高田馬場第１児童遊園 40 区 

144 防火水槽 高田馬場 4-35-3 個人宅 40 消防 

145 地中ばり水槽 高田馬場 4-38-13 宗教法人 幸福の科学 50 その他 

146 地中ばり水槽 高田馬場 4-40-2 高田馬場パークホームズ 40 その他 

147 防火水槽 下落合 1-1 清水川橋公園 40 その他 

148 地中ばり水槽 下落合 1-3-16 ジョリーメゾンヌビル下落 40 その他 

149 地中ばり水槽 下落合 1-16-1 エミリブ下落合 40 その他 

150 地中ばり水槽 下落合 2-3-18 ＳＫビル 100 その他 

151 地中ばり水槽 下落合 2-4-19 エルコート高田馬場 50 その他 

152 防火水槽 下落合 2-11-6 おとめ山公園 40 消防 

153 防火水槽 下落合 2-13-3 高田馬場住宅駐車場 75 消防 

154 防火水槽 下落合 2-24-11 落合中学校南西空地 40 消防 
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新宿消防署管内－４ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

155 地中ばり水槽 下落合 3-2-11 下落合パーク・マンション 40 その他 

156 防火水槽 下落合 3-5 下落合東公園 40 その他 

157 防火水槽 下落合 3-10-25 目白シティハウス 40 その他 

158 防火水槽 下落合 3-14-21 目白ビル前 40 消防 

159 防火水槽 下落合 3-15-30 NHK 第 2 目白寮 40 消防 

160 地中ばり水槽 下落合 3-22-20 テラス目白 100 その他 

161 地中ばり水槽 下落合 4-3-12 紀陽銀行東京寮 40 その他 

162 地中ばり水槽 下落合 4-6-7 落合第一区民センター 60 区 

163 防火水槽 下落合 4-8-2 薬王院入口 40 消防 

164 防火水槽 下落合 4-10-15 平尾方北側入口 40 消防 

165 防火水槽 下落合 4-18 区立下落合公園 40 区 

166 地中ばり水槽 下落合 4-20-18 ベネッセレ目白 40 その他 

167 防火水槽 下落合 4-26-2 いしはら歯科 40 その他 

168 地中ばり水槽 中落合 1-5-2 グレンパーク中落合 Ｃ棟 40 その他 

169 地中ばり水槽 中落合 1-5-3 グレンパーク中落合 Ｂ棟 40 その他 

170 地中ばり水槽 中落合 1-5-5 グレンパーク中落合 Ａ棟 40 その他 

171 防火水槽 中落合 1-5-12 中落合公園内 40 区 

172 防火水槽 中落合 1-7-26 高齢者いこいの家 40 消防 

173 防火水槽 中落合 2-5-1 聖母病院駐車場北側 40 その他 

174 防火水槽 中落合 2-7 西坂公園 40 区 

175 地中ばり水槽 中落合 2-12-26 グランスイート中落合 40 その他 

176 防火水槽 中落合 2-16 区立かば公園北東側 40 区 

177 防火水槽 中落合 2-16-2 UFJ 銀行下落合寮南東側 40 消防 

178 防火水槽 中落合 2-19-16 稲木方敷地内 40 消防 

179 防火水槽 中落合 2-25 みつば児童遊園 40 区 

180 防火水槽 中落合 3-7-1 落合出張所裏 40 消防 

181 地中ばり水槽 中落合 3-7-1 落合出張所内 100 消防 

182 防火水槽 中落合 3-14-17 区立やよい児童遊園 40 区 

183 防火水槽 中落合 3-15-2 個人宅前 40 消防 

184 防火水槽 中落合 3-15-3 郵政省中落合 2 号宿舎 40 消防 

185 防火水槽 中落合 3-28-8 浜砂歯科院内 40 消防 

186 地中ばり水槽 中落合 4-3-12 区立中落合住宅 40 区 

187 地中ばり水槽 中落合 4-17 新宿区落合第２特別出張所 45 区 

188 防火水槽 中落合 4-18-16 中井出世不動尊内 40 消防 

189 地中ばり水槽 中落合 4-23-17 エスポア中落合 40 その他 

190 防火水槽 中落合 4-27-20 大城建設中井独身寮 40 その他 

191 防火水槽 中落合 4-31-1 目白学園正門 40 消防 

192 防火水槽 上落合 1-1-4 落合水再生センター北側 40 消防 

193 防火水槽 上落合 1-7 区立八幡公園 40 区 

194 地中ばり水槽 上落合 1-22-6 エコロジー落合レジデンス１ 40 その他 

195 防火水槽 上落合 2-13-2 川上自動車前 40 消防 

196 防火水槽 上落合 2-16 上落合公園 40 区 

197 地中ばり水槽 上落合 2-22-8 グランドメゾン落合 70 その他 

198 防火水槽 上落合 2-26-4 新宿区防災活動拠点 100 消防 

199 地中ばり水槽 上落合 2-26-4 新宿区防災活動拠点 20 区 

200 地中ばり水槽 上落合 2-27-12 アドリーム落合 40 その他 

201 地中ばり水槽 上落合 3-8-22 落合シティタワー 40 その他 

202 防火水槽 上落合 3-11 上落合西公園 40 区 

203 防火水槽 上落合 3-16-5 みなか児童遊園 40 区 

204 防火水槽 上落合 3-24-6 落合斎場別館 40 消防 

205 防火水槽 西落合 1-2-11 あおぎり児童遊園 40 
消防 
・区 
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新宿消防署管内－５ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

206 防火水槽 西落合 1-6-5 落合第二中学校 40 消防 

207 防火水槽 西落合 1-11-23 自性院入口西側駐車場内 40 消防 

208 防火水槽 西落合 1-18-2 西落合家族寮 40 消防 

209 防火水槽 西落合 1-18-18 けやき荘 40 その他 

210 防火水槽 西落合 1-23-2 西落合東公園内 100 消防 

211 地中ばり水槽 西落合 1-28-10 東京消防庁西落合寮 40 消防 

212 防火水槽 西落合 1-30 あゆみの家 40 消防 

213 防火水槽 西落合 2-1 葛ヶ谷公園 40 その他 

214 地中ばり水槽 西落合 2-11-11 ハイネス哲学堂 40 その他 

215 防火水槽 西落合 2-18-20 ナレッジパーク落合ビル内 40 消防 

216 防火水槽 西落合 2-19 西落合公園 100 消防 

217 地中ばり水槽 西落合 2-19-11 ランドワーク哲学堂公園 40 その他 

218 地中ばり水槽 西落合 2-20-1 哲学堂公園ハイツ 40 その他 

219 防火水槽 西落合 3-17 ひばり児童遊園 40 区 

220 防火水槽 西落合 4-11-21 落合第六小学校 40 消防 

221 防火水槽 西落合 4-13-3 西落合北公園 100 消防 

222 防火水槽 西落合 4-25 末日聖徒イエスキリ 40 消防 

223 防火水槽 中井 1-14 落合公園 40 区 

224 防火水槽 中井 2-3 中井東公園 100 区 

225 防火水槽 中井 2-14-1 獅子孔会本部 100 消防 

226 防火水槽 北新宿 1-5-1 ＮＴＴ新宿ビル 40 その他 

227 防火水槽 北新宿 1-13 さつき児童遊園 40 区 

228 防火水槽 北新宿 1-19-3 新宿税務署 40 消防 

229 地中ばり水槽 北新宿 1-24-11 ロイヤルパークス北側 40 その他 

230 地中ばり水槽 北新宿 1-36-8 警視庁北新宿住宅 80 その他 

231 防火水槽 北新宿 2-3 蜀江坂公園 40 その他 

232 地中ばり水槽 北新宿 2-4-25 蜀江坂ハウス 40 その他 

233 地中ばり水槽 北新宿 2-6-29 It`s 東京フォーサイトスクエア 70 その他 

234 防火水槽 北新宿 2-11-1 柏木小学校 100 消防 

235 地中ばり水槽 北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー 160 その他 

236 防火水槽 北新宿 2-21-2 パークハウス新宿タワー 100 その他 

237 地中ばり水槽 北新宿 3-2-1 レゲノ・セレー 100 その他 

238 防火水槽 北新宿 3-16-18 鎧神社境内 100 消防 

239 防火水槽 北新宿 3-20 北新宿公園 100 消防 

240 地中ばり水槽 北新宿 3-20-1 北新宿パークハイツ 136 その他 

241 防火水槽 北新宿 3-27-6 かしわ苑 40 その他 

242 防火水槽 北新宿 3-30 しんかいばし児童遊園内 40 その他 

243 防火水槽 北新宿 4-2-1 淀橋市場内 100 消防 

244 地中ばり水槽 北新宿 4-2-1 淀橋市場内北西側 64 その他 

245 地中ばり水槽 北新宿 4-2-1 淀橋市場内南側 33 その他 

246 防火水槽 北新宿 4-6 空地東側 23 消防 

247 地中ばり水槽 北新宿 4-6-1 子ども家庭総合センター 40 区 

248 地中ばり水槽 北新宿 4-6-4 東京都柏木住宅 40 消防 

249 防火水槽 北新宿 4-12 北柏木公園西側 100 区 

250 地中ばり水槽 北新宿 4-30-2 ヨハンキリスト教会 80 その他 

251 防火水槽 北新宿 4-32 大東橋公園内 40 その他 

252 地中ばり水槽 北新宿 4-36-6 ファミーユ北新宿 40 その他 

253 防火水槽 北新宿 4-37 神田上水公園南側 40 その他 

254 防火水槽 西新宿 1-1-4 京王百貨店西側歩道 40 その他 

255 防火水槽 西新宿 1-5-1 小田急ハルク東側歩道上 40 消防 

256 防火水槽 西新宿 1-6-1 新宿エルタワー 48 その他 
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新宿消防署管内－６ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

257 地中ばり水槽 西新宿 1-6-1 新宿エルタワー 100 その他 

258 地中ばり水槽 西新宿 1-7-3 モード学園コクーンタワー 140 その他 

259 地中ばり水槽 西新宿 1-8-8 新宿郵便局 100 その他 

260 地中ばり水槽 西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 60 その他 

261 地中ばり水槽 西新宿 1-23-3 新宿ファーストウエスト 148 その他 

262 防火水槽 西新宿 1-24-2 エステック 40 その他 

263 地中ばり水槽 西新宿 1-24-2 エステック 80 その他 

264 地中ばり水槽 西新宿 1-24-8 エステック街区ビル 100 その他 

265 防火水槽 西新宿 2-2-1 京王プラザホテル南館 40 その他 

266 防火水槽 西新宿 2-3 ＫＤＤビル西側 40 その他 

267 地中ばり水槽 西新宿 2-3 ＫＤＤビル東側 160 その他 

268 防火水槽 西新宿 2-3-1 新宿モノリス北側 120 その他 

269 防火水槽 西新宿 2-3-1 新宿モノリス東側 40 その他 

270 防火水槽 西新宿 2-4-1 新宿ＮＳビル株式会社 40 その他 

271 地中ばり水槽 西新宿 2-6-8 住友ビル 829 その他 

272 防火水槽 西新宿 2-7-1 第一生命ビル北側 40 その他 

273 地中ばり水槽 西新宿 2-8-1 東京都庁本庁舎 2320 その他 

274 防火水槽 西新宿 2-11 新宿中央公園区民ギャラリ 100 消防 

275 防火水槽 西新宿 2-11 新宿中央公園東入口 100 消防 

276 地中ばり水槽 西新宿 3-2-7 ＫＤＸ新宿ビル 40 その他 

277 地中ばり水槽 西新宿 3-2-8 佐鳴ビルヂング 80 その他 

278 防火水槽 西新宿 3-2-11 新宿三井ビル２号館 40 その他 

279 地中ばり水槽 西新宿 3-7-1 東京ガス地冷センター 200 その他 

280 地中ばり水槽 西新宿 3-7-1 新宿パークタワー 460 その他 

281 地中ばり水槽 西新宿 3-7-38 新宿消防署西新宿出張所 40 消防 

282 地中ばり水槽 西新宿 3-19 ＮＴＴ新宿ビル 220 その他 

283 地中ばり水槽 西新宿 3-20-2 東京オペラシティＣ棟 140 その他 

284 地中ばり水槽 西新宿 3-20-2 東京オペラシティＴ棟 130 その他 

285 地中ばり水槽 西新宿 3-20-2 東京オペラシティＡ棟 50 その他 

286 地中ばり水槽 西新宿 4-2-1 シティタワー新宿新都心北 80 その他 

287 地中ばり水槽 西新宿 4-2-1 シティタワー新宿新都心南 40 その他 

288 防火水槽 西新宿 4-9-5 十二社児童遊園 40 区 

289 地中ばり水槽 西新宿 4-15-3 住友不動産西新宿ビル 60 その他 

290 地中ばり水槽 西新宿 4-15-7 後楽園新宿ビル 60 その他 

291 防火水槽 西新宿 4-20-11 新宿養護学校 100 消防 

292 地中ばり水槽 西新宿 4-22-24 メゾンカルム西新宿 40 その他 

293 地中ばり水槽 西新宿 4-33-7 区立角筈区民センター 40 区 

294 防火水槽 西新宿 4-36 こばと児童遊園 40 消防 

295 防火水槽 西新宿 4-38 角筈公園 40 区 

296 防火水槽 西新宿 5-3 印刷局 淀橋宿舎 100 消防 

297 地中ばり水槽 西新宿 5-5-1 駐車場入口付近 160 その他 

298 防火水槽 西新宿 5-10-13 グランドガーラ西新宿南側 40 消防 

299 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＡ１ 40 その他 

300 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＡ２ 40 その他 

301 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＢ 40 その他 

302 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＣ 40 その他 

303 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＤ 60 その他 

304 防火水槽 西新宿 6-1 新宿アイランドタワーＥ 40 その他 

305 防火水槽 西新宿 6-1-1 新宿警察署北側 40 その他 

306 防火水槽 西新宿 6-5-1 新宿学園東側歩道上 40 消防 

307 防火水槽 西新宿 6-5-1 新宿学園北側歩道上 40 消防 

308 防火水槽 西新宿 6-5-2 新宿アイランドレジデンス 60 その他 
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新宿消防署管内－７ 

No. 水利種別 所 在 地 目 標 容量(㎥) 管理者 

309 防火水槽 西新宿 6-6-2 新宿国際ビル 40 その他 

310 防火水槽 西新宿 6-7-1 東京医科大学病院南 60 その他 

311 地中ばり水槽 西新宿 6-7-1 東京医科大学病院教育研究棟 60 その他 

312 地中ばり水槽 西新宿 6-7-1 東京医科大学病院東側 120 その他 

313 地中ばり水槽 西新宿 6-8-1 新宿オークシティ北西側 120 その他 

314 防火水槽 西新宿 6-8-1 新宿オークシティ南東側 120 その他 

315 地中ばり水槽 西新宿 6-12-1 パークウエスト 40 その他 

316 防火水槽 西新宿 6-13 新宿セントラルパークビル 80 その他 

317 防火水槽 西新宿 6-14 新宿グリーンビル西側 100 その他 

318 地中ばり水槽 西新宿 6-14 新宿グリーンビル 80 その他 

319 防火水槽 西新宿 6-15 セントラルパークタワー西 80 その他 

320 防火水槽 西新宿 6-15 セントラルパークタワー東 80 その他 

321 地中ばり水槽 西新宿 6-18-1 セントラルパークタワー 120 その他 

322 地中ばり水槽 西新宿 6-20-7 コンシェリア西新宿 80 その他 

323 地中ばり水槽 西新宿 6-21-1 アイ・タウン 200 その他 

324 地中ばり水槽 西新宿 7-5 アクス・ザ・タワー新宿 59 その他 

325 地中ばり水槽 西新宿 7-5-6 新宿ダイカンプラザ７５６ 46 その他 

326 防火水槽 西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビルディング 100 消防 

327 防火水槽 西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビルディング 60 その他 

328 地中ばり水槽 西新宿 7-7-19 新宿シティタワー 60 その他 

329 防火水槽 西新宿 7-12-5 常円寺境内 100 消防 

330 防火水槽 西新宿 7-14 柏木公園内 40 消防 

331 防火水槽 西新宿 7-20-4 第二太平ビル 45 その他 

332 地中ばり水槽 西新宿 7-22-36 三井花桐ビル 100 その他 

333 防火水槽 西新宿 7-22-44 西新宿パーキング入口 40 消防 

334 防火水槽 西新宿 8-2-37 西新宿コーポラス 40 その他 

335 防火水槽 西新宿 8-2-44 区立西新宿中学校 100 消防 

336 地中ばり水槽 西新宿 8-2-44 区立西新宿中学校内 40 区 

337 地中ばり水槽 西新宿 8-15-6 西新宿８丁目ビル 100 その他 

338 地中ばり水槽 西新宿 8-16 新宿グランドプラザ 78 その他 

339 地中ばり水槽 西新宿 8-17-1 新宿グランドタワー 244 その他 

340 防火水槽 戸塚町 1-104-19 早大大隈会館北側駐車場内 100 その他 
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(2-3) 

区設小型防火貯水槽(5t)設置箇所一覧 
 
 

小型防火貯水槽設置数 

196 箇所 
※ 多目的防火貯水槽(トイレ機能を兼ねるもの) 

 
(令和 3 年 9 月現在） 

1 四谷特別出張所管内(21 箇所） 
No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 愛住公園 愛住町 11 12 旧新宿第二保育園（上記と
は別） 新宿 5-3-13 

2 あらき児童遊園 荒木町 11 13 須賀公園 須賀町 8 
3 桝箕児童遊園 四谷坂町 6 14 法恩寺 須賀町 13-1 
4 左門公園 左門町 5 15 大京公園 大京町 14 
5 三栄公園 四谷三栄町 7 16 もとまち公園 南元町 4 
6 信濃町児童遊園 信濃町 20 17 四谷中学校 四谷 1-12 
7 都営花園町アパート 新宿 1-15 18 四谷中学校（上記とは別） 四谷 1-12 
8 花園公園 新宿 1-21 19 四谷ひろば 四谷 4-20 
9 花園東公園 新宿 1-25 20 若葉多目的環境防災広場 若葉 2-5 

10 花園西公園 新宿 1-32 21 若葉公園 若葉 3-4 
11 旧新宿第二保育園 新宿 5-3-13    

 
2 箪笥町特別出張所管内(19 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 牛込第三中学校 市谷加賀町1-3-1 11 中根坂東公園 納戸町 44 
2 加賀公園 市谷加賀町 2-4 12 中根坂東公園（上記とは

別） 
納戸町 44 

3 法正寺 岩戸町 8 13 個人宅 払方町 1 
4 寺内公園 神楽坂 5-43 14 ジオ市ヶ谷払方町 払方町 9 
5 個人宅 細工町 1-12 15 東五軒公園 東五軒町 3 
6 白銀町多目的環境防災広場  白銀町 1-7 16 東五軒町保育園 東五軒町 5-24 
7 白銀公園 白銀町 3 17 大信寺 横寺町 43 
8 白銀公園（上記とは別） 白銀町 3 18 正定院(宝国寺） 横寺町 40 
9 中町児童館 中町 25 19 若宮公園 若宮町 20 

10 個人宅 中町 36    
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3  榎町特別出張所管内(33 箇所） 
No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 あかぎ児童遊園 赤城下町 21 18 瑞光寺 原町 2-34 
2 仲之公園 市谷仲之町 2 19 常立寺 原町 2-57 
3 牛込仲之小学校※ 市谷仲之町

4-33 
20 大龍寺 原町 2-62 

4 個人宅 市谷薬王寺町17-34 21 原町公園 原町 3-74 
5 ランデン市谷 市谷薬王寺町20-7 22 原町ホーム 原町 3-84 
6 日東紡ユニオンプラザ 市谷薬王寺町30-2 23 ＮＴビル 原町 3-87-4 
7 トミンハイム薬王寺 市谷薬王寺町

46 
24 牛込弁天公園 弁天町 84 

8 トミンハイム薬王寺（上

記とは別） 
市谷薬王寺町

46 
25 浄輪寺 弁天町 95 

9 宗圓寺 市谷柳町 50 26 山吹町会神輿庫前 山吹町 15 
10 傳久寺 改代町 9 27 やまぶき児童遊園 山吹町 35 
11 改代町会館前 改代町 43 28 早稲田住宅 早稲田鶴巻町 

107 
12 牛込第二中学校 喜久井町 20 29 鶴巻小学校 早稲田鶴巻町

140 
13 池立神社境内 喜久井町 20 30 元赤城神社境内 早稲田鶴巻町

568 
14 個人宅 築地町 6 31 漱石公園 早稲田南町 7 
15 神楽坂ココハイツ駐車場 築地町 10 32 早稲田南町児童遊園 早稲田南町 16 
16 個人宅 築地町 21 33 早稲田公園 早稲田南町 37 
17 穴八幡宮 西早稲田 2-1-11    

 
4 若松町特別出張所管内(20 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 台町すみれ公園 市谷台町 15 11 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 16 号棟西 戸山 2-16 
2 かわだ児童遊園 河田町 3 12 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 16 号棟東 戸山 2-16 
3 東洋美術学校 富久町 2-6 13 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 21 号棟 戸山 2-21 
4 日本上下水道設計(株） 富久町 6-6 14 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 24 号棟 戸山 2-24 
5 富久さくら公園 富久町 21 15 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 26 号棟 戸山 2-26 
6 中富久児童遊園 富久町 22 16 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 31 号棟 戸山 2-31 
7 戸山一丁目アパート 戸山 1-6-15 17 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 34 号棟前公園  戸山 2-34 
8 戸山東公園 戸山 1-19 18 富久町児童遊園 余丁町 4 

9 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 6 号棟 戸山 2-6 19 わかまつ児童遊園 若松町 27 
10 戸山ﾊｲﾂｱﾊﾟｰﾄ 8 号棟 戸山 2-8 20 旧若松町特別出張所 若松町 28-27 

 
5 大久保特別出張所管内(19 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 大久保小学校 大久保 1-1-21 11 トーア早稲田マンション
前歩道 

大久保 3-14-3 

2 小泉八雲記念公園 大久保 1-7 12 大久保公園 歌舞伎町 2-43 
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No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

3 小泉八雲記念公園（上記

とは別） 
大久保 1-7 13 東大久保公園 新宿 6-14 

4 西大久保公園 大久保 1-17 14 旧百人町作業宿泊所 百人町 1-25-19 
5 西大久保児童遊園 大久保 2-8 15 百人町児童館 百人町 2-18-21 
6 大久保北公園 大久保 2-28 16 百二公園 百人町 2-24 
7 中央図書館 大久保 3-1-1 17 百人町三丁目ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ

18b 
百人町 3-5-15 

8 中央図書館 （上記とは別） 大久保 3-1-1 18 百人町三丁目ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ

17b 
百人町 3-11 

9 都営西大久保ｱﾊﾟｰﾄ 1 号棟  大久保 3-13 19 百人町三丁目ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 6 百人町 3-13 
10 都営西大久保ｱﾊﾟｰﾄ 3 号棟  大久保 3-13    

 
6 戸塚特別出張所管内(23 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 高田馬場第二児童遊園 高田馬場 1-4 13 荒井山公園 西早稲田 2-3 
2 諏訪の森公園 高田馬場 1-12 14 みずき児童遊園 西早稲田 2-12 
3 諏訪公園 高田馬場 1-16 15 西早稲田多目的環境防災広場  西早稲田2-16-10 
4 宮田橋公園 高田馬場 3-8 16 友愛コーポ 西早稲田2-17-24 
5 高田馬場シニア活動館 高田馬場

3-39-29 
17 甘泉園公園 西早稲田 3-5 

6 戸塚公園 高田馬場 3-40 18 甘泉園公園（上記とは別） 西早稲田 3-5 
7 小滝公園 高田馬場 3-46 19 西早稲田ﾘｻｲｸﾙ活動ｾﾝﾀｰ 西早稲田

3-19-5 
8 高田馬場公園 高田馬場 4-22 20 西早稲田児童遊園 西早稲田 3-20 
9 高田馬場駅西児童遊園 高田馬場 4-28 21 西戸山公園野球場脇 百人町 4-1 

10 個人宅 高田馬場4-29-6 22 西戸山公園 百人町 4-2 
11 高田馬場第一児童遊園 高田馬場 4-30 23 ひまわり児童遊園 百人町 4-4 
12 新宿 NPO 協働推進ｾﾝﾀｰ 高田馬場4-36-12    

 
7 落合第一特別出張所管内(12 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 光徳寺 上落合 1-23-4 7 下落合地域交流館 下 落 合

3-12-33 
2 個人宅 上落合 2-14-5 8 下落合公園 下落合 4-18 
3 上落合公園 上落合 2-16 9 中落合公園 中落合 1-5 
4 日本外国語専門学校 下落合 1-5-16 10 西坂公園 中落合 2-7 
5 下落合東公園 下落合 3-5 11 かば公園 中落合 2-16 
6 新宿区下落合職員防災

住宅 
下落合 3-9-5 12 やよい児童遊園 中落合 3-14 
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8 落合第二特別出張所管内(28 箇所） 
No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 個人宅 上落合 2-16-23 15 個人宅 中落合 4-19-2 
2 上落合防災活動拠点 上落合 2-26-4 16 個人宅 中落合 4-20-7 
3 上落合防災活動拠点（上

記とは別） 
上落合 2-26-4 

17 
個人宅 中落合 4-21-5 

4 上落合西公園 上落合 3-11 18 個人宅 中落合 4-23-22 
5 みなか児童遊園 上落合 3-16 19 柴田工務店 中落合 4-25-9 
6 第一ノーブルマンション  

駐車場 上落合 3-25-6 20 個人宅 西落合 1-1-1 

7 第二ノーブルマンション  
駐車場 上落合 3-25-11 21 あかね公園 西落合 1-31 

8 落合公園 中井 1-14 22 日通西落合社宅 西落合 2-7 
9 中井東公園 中井 2-4 23 西落合公園 西落合 2-19 

10 個人宅 中井 2-18-2 24 西落合公園（上記とは別） 西落合 2-19 
11 個人宅 中井 2-20 25 つづみ児童遊園 西落合 2-21 
12 個人宅 中落合 3-19-3 26 ひばり児童遊園 西落合 3-17 
13 中落合西児童遊園 中落合 3-26 27 西落合北公園 西落合 4-13 
14 個人宅 中落合 4-2-11 28 西落合図書館※(9.5t） 西落合 4-13-17 

 
9 柏木特別出張所管内(17 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 さつき児童遊園 北新宿 1-13 10 北新宿四丁目町会事務所 北新宿 4-18-10 
2 北新宿多目的環境防災広場  北新宿 1-25-22 11 北新宿四丁目町会事務所

（上記とは別） 
北新宿

4-18-10 
3 すえひろ児童遊園 北新宿 2-9 12 大東橋公園 北新宿 4-32 
4 柏木小学校 北新宿 2-11-1 13 神田上水公園 北新宿 4-37 
5 個人宅 北新宿 3-6-4 14 常泉院 西新宿 7-12-5 
6 淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 15 柏木公園 西新宿 7-14 
7 北新宿公園 北新宿 3-20 16 なるこ児童遊園 西新宿 8-15 
8 北新宿子ども家庭支援

センター 
北新宿 3-20-2 17 柏木どんぐり公園 北新宿 2-19 

9 北柏木公園 北新宿 4-12    
 
10  角筈特別出張所管内(3 箇所） 

No. 設置施設 所在地 No. 設置施設 所在地 

1 新宿養護学校 西新宿 4-20-11 3 芸能花伝舎（左記とは別） 西新宿 6-12-30 
2 芸能花伝舎  西新宿 6-12-30    

 
11  区役所管内(1 箇所） 

No. 設置施設 所在地 

1 歌舞伎町公園 歌舞伎町 1-13 
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(2-4) 

災害時用協定浅井戸一覧 
 
出張所管内別設置数 
(数字は箇所数・カッコ内数は小型ポンプ接続口設置井戸内数) 

(令和３年９月現在） 
四谷特別出張所 18 (15) 大久保特別出張所 7 (6） 柏木特別出張所 6 (6） 
箪笥町特別出張所 10 (4） 戸塚特別出張所 4 (2） 角筈特別出張所 2 (1） 
榎町特別出張所 16 (14) 落合第一特別出張所 8 (4) 区役所管内 0 (0） 
若松町特別出張所 2 (1） 落合第二特別出張所 18 (16） 地域合計 91 (69) 

 
※「◎」は、小型ポンプ用採水口(40mm）のある井戸 
[四谷地域]18 基 

所  在  地 所  在  地 

◎愛住町 15 (個人宅） 大京町 6-6 (個人宅) 
四谷 2-5-3 (個人宅） ◎大京町 27-6 (個人宅) 

◎左門町 8-2 (個人宅） ◎内藤町 1-3 (個人宅） 
◎新宿 5-3-12 (個人宅） ◎内藤町 1-7 (個人宅） 
◎新宿 5-8-13 (個人宅) ◎内藤町 1-9 (個人宅） 
◎新宿 5-8-15 (エクセルシオール新宿） ◎内藤町 1-10 (個人宅） 

新宿 5-17-3 (花園神社) ◎若葉 1-3-4 (個人宅) 
◎須賀町 2 (個人宅） ◎若葉 1-6 (個人宅） 
◎須賀町 4 (個人宅） ◎若葉 1-18-3 (個人宅) 

 
[箪笥町地域]10 基 

所  在  地 所  在  地 

◎市谷船河原町 9 (個人宅） 矢来町 147 (個人宅） 
岩戸町 8 (法正寺） ◎横寺町 15 (個人宅） 

◎二十騎町 1-28 (個人宅） ◎若宮町 18 (若宮八幡神社） 
払方町 9 (個人宅）  袋町 15 (光照寺) 

矢来町 26 (個人宅）  赤城元町 1-10 (赤城神社) 
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[榎町地域]16 基 
所  在  地 所  在  地 

◎赤城下町 14 (個人宅) ◎原町 1-42 (個人宅) 
◎赤城下町 17 (個人宅) ◎原町 2-57 (常立寺) 
◎赤城下町 51 (個人宅) ◎原町 2-63 (常泉寺) 
◎赤城下町 72 (個人宅) ◎原町 2-71 (個人宅)  
◎赤城下町 81 (個人宅) ◎山吹町 303 (個人宅) 
◎市谷薬王寺町 74-2 (個人宅) ◎市谷薬王寺町 74 (個人宅) 
◎喜久井町 20 (個人宅)  市谷柳町 21 (個人宅) 
◎喜久井町 62 (個人宅)  市谷柳町 20 (個人宅) 

 
[若松町地域]2 基 

所  在  地 所  在  地 

◎若松町 28-29 (個人宅)  住吉町 5-4 (個人宅) 

 
[大久保地域]7 基 

所  在  地 所  在  地 

◎大久保 1-6-9 (個人宅) ◎百人町 1-9-10 (個人宅)  
◎大久保 1-15-26 (個人宅)  ◎百人町 1-12-6 (個人宅) 
 新宿 6-7-9 (個人宅) ◎百人町 1-25-4 (日本電子専門学校) 
◎新宿 6-21-1 (西向天神)    

  
[戸塚地域]4 基 

所  在  地 所  在  地 

◎西早稲田 1-1-12 (龍泉院)  ◎西早稲田 3-17-13 (個人宅) 
西早稲田 2-16-14 (個人宅)  西早稲田 3-17-30 (個人宅) 

 
[落合第一地域]８基 

所  在  地 所  在  地 

◎上落合 1-4-3 (個人宅） 下落合 3-17-7 (個人宅） 
◎上落合 1-9-12 (個人宅） 下落合 4-24-2 (個人宅) 
◎上落合 1-10-13 (個人宅）  中落合 2-4-17 (個人宅) 
◎下落合 2-25-13 (個人宅） ◎中落合 2-26-17 (個人宅) 
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[落合第二地域]18 基 
所  在  地 所  在  地 

◎上落合 2-22-27 (個人宅） ◎中落合 3-26-10 (個人宅） 

◎中井 1-11-1 (個人宅） ◎中落合 3-29-11 (個人宅） 

◎中井 2-1-23 (個人宅） ◎中落合 4-21-11 (個人宅） 

◎中井 2-11-18 (個人宅） ◎中落合 4-22-4 (個人宅） 

◎中井 2-17-13 (個人宅） ◎西落合 1-11-23 (自性院) 

◎中落合 3-16-11 (個人宅） ◎西落合 2-17-17 (御霊神社) 

◎中落合 3-21-14 (個人宅） 西落合 3-23-16 (個人宅） 

◎中落合 3-21-19 (個人宅） ◎西落合 4-14-23 (個人宅） 

◎中落合 3-22-6 (個人宅） 西落合 4-14-16 (個人宅) 

 
[柏木地域]６基 

所  在  地 所  在  地 

◎北新宿 2-4-13 (個人宅） ◎西新宿 8-2-17 (個人宅）  

◎西新宿 7-19-2 (個人宅） ◎西新宿 8-3-26 (個人宅）  

◎西新宿 7-21-18 (天理教中央大教会)  ◎西新宿 8-6-17 (個人宅）  
 
[角筈地域]２基 

所  在  地 所  在  地 

◎西新宿 3-17-10 (個人宅） 西新宿 4-27-7 (個人宅）  
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(2-5) 

公衆浴場の揚水施設設置一覧 
 

生活用水及び初期消火用の水利として、区内公衆浴場に既存する深井戸に揚水施設を設置してい

る。 
（令和 3 年 9 月現在） 

年度 名  称 所 在 地 備  考 

8 世界湯 高田馬場 3-8-31 雑用水 
8 松の湯 上落合 3-9-10 雑用水 
9 第三玉の湯 白銀町 1-4 雑用水 

11 弁天湯 余丁町 5-1 雑用水 
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(2-6) 

ヘリサイン設置施設一覧[43 施設] 
(平成 29 年９月現在） 

No. 設  置  施  設 所  在  地 標 示 名 標 示 場 所 

1 四谷小学校 四谷 2-6 四谷小 プール更衣室屋上 
2 花園小学校 新宿 1-22-1 花園小 屋上 
3 津久戸小学校 津久戸町 2-2 津久戸小 屋上 
4 市谷小学校 市谷山伏町 1-3 市谷小 屋上 
5 愛日小学校 北町 26 愛日小 体育館屋根 
6 牛込第一中学校 北山伏町 4-1 牛込一中 東校舎屋上 
7 牛込第三中学校 市谷加賀町 1-3-1 牛込三中 屋上 
8 早稲田小学校 早稲田南町 25 早稲田小 南校舎屋上 
9 牛込第二中学校 喜久井町 20 牛込二中 新校舎２階屋根 

10 富久小学校 富久町 7-24 富久小 屋上 
11 余丁町小学校 若松町 13-1 余丁小 屋上 
12 大久保小学校 大久保 1-1-21 大久保小 屋上 
13 戸山小学校 百人町 2-1-38 戸山小 体育館屋上 
14 西戸山小学校 百人町 4-2-1 西戸山小 屋上 
15 新宿中学校 新宿 6-15-22 新宿中 北棟３階屋上 
16 戸塚第一小学校 西早稲田 3-10-12 戸塚一小 １号館屋上 
17 西早稲田中学校 戸山 3-20-2 西早稲田中 ５階屋根 
18 落合第一小学校 中落合 2-13-27 落一小 屋上 
19 落合第二小学校 上落合 2-10-23 落二小 北校舎屋上 
20 落合中学校 下落合 2-24-6 落合中 屋上 
21 落合第三小学校 西落合 1-12-20 落三小 屋上 
22 落合第五小学校 上落合 3-1-6 落五小 屋上 
23 淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 淀四小 屋上 
24 柏木小学校 北新宿 2-11-1 柏木小 屋上 
25 四谷ひろば 四谷 4-20 四谷ひろば 屋上 
26 成城学校 原町 3-87 成城学校 屋上 
27 東京富士大学 高田馬場 3-8-1 東京富士大学 屋上 
28 東京医科大学 新宿 6-1-1 東京医科大 記念会館屋上 
29 早稲田大学早稲田キャンパス 西早稲田 1-6-1 早稲田大学 10 号館屋上 
30 早稲田大学戸山キャンパス 戸山 1-24 早稲田大学 34 号館屋上 
31 新宿区役所 歌舞伎町 1-4-1 新宿区役所 屋上 
32 戸塚第二小学校 高田馬場 1-25-21 戸塚二小 体育館屋上 
33 落合第二中学校 西落合 1-6-5 落二中 屋上 
34 四谷第六小学校 大京町 30 四六小 屋上 
35 四谷中学校 四谷 1-12 四谷中 屋上 
36 鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140 鶴巻小 屋上 
37 天神小学校 新宿 6-14-2 天神小 屋上 
38 落合第四小学校 下落合 2-9-34 落四小 屋上 
39 西新宿小学校 西新宿 4-35-5 西新宿小 屋上 
40 東戸山小学校 戸山 2-34-2 東戸山小 屋上 
41 新宿 NPO 協働推進センター 高田馬場 4-36-12 NPO センター 屋上 
42 落合第六小学校 西落合 4-11-21 落六小 屋上 
43 江戸川小学校 水道町 1-28 江戸川小 屋上 
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(2-7) 

新宿区の区域内の飲食店における防火・防災上の安全性の確保に係る覚書 
 

新宿区（以下「甲」という。）、東京消防庁四谷消防署、同牛込消防署及び同新宿消防署（以下「乙」

という。）、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会新宿区支部（以下「丙」という。）並びに公益社

団法人全日本不動産協会東京都本部新宿支部（以下「丁」という。）は、甲の区域内の飲食店におけ

る防火・防災上の安全性を確保すべく、次のとおり合意し、ここに覚書を締結する。 
（指導及び訓練） 
第１条 甲及び乙は、飲食を営む事業所が密集する地域に対する次に掲げる事項について、必要に

応じて相互に連携して取り組むものとする。 
(1） 防火指導 
(2） 防火・防災訓練 

（情報の提供） 
第２条 甲、乙、丙及び丁は、相互に飲食を営む事業所の防火・防災上の安全性の確保に係る情報

を積極的に提供するように努めるものとする。 
（情報の周知） 
第３条 丙及び丁は、前条の規定による提供を受けた甲及び乙からの情報について、各協会員を通

じて、新たに賃借契約を締結しようとするものに対して積極的に周知するように努めるものとす

る。 
（協議） 
第４条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書で生じた疑義への対応要領等は、必要の都度甲、

乙、丙及び丁が協議の上定めるものとする。 
 
この覚書の成立を証するため、本書６通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、各１通を

保有する。 
 

平成２９年３月２４日 
 
甲  新宿区 

区 長  吉 住 健 一 
 
乙   東京消防庁四谷消防署 

署 長  新 藤   博 
 
東京消防庁牛込消防署 

署 長  小 川 弘 行 
 
東京消防庁新宿消防署 

署 長  湯 浅 達 也 
 

丙   公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 新宿区支部 
支部長  桑 原 弘 光 

 
丁   公益社団法人全日本不動産協会 東京都本部新宿支部 

支部長  中 村 裕 昌 
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(2-8) 

新宿区消火器の薬剤の詰め替え等助成要綱 
 
 
（目 的） 

第１条 この要綱は、区長が、使用した消火器を所有するものに対し、当該消火器に係る薬剤の詰

め替え又は当該消火器の廃棄を行うことにより、区内の消火器の普及を図り、もって震災及び火

災における地域の消火活動を促進することを目的とする。 

 

（助成を行う場合） 

第２条 この要綱に基づく助成は、次の各号にいずれかに該当する場合に、行うものとする。 

(1） 区内の消防署の指導に基づき区内の防災区民組織、町会、自治会等が実施する初期消火

訓練に参加したものが、当該初期消火訓練を行うに当たり、自ら所有する消火器を使用した

場合 

(2） 区内において震災又は火災が発生した場合において、自ら居住する建物以外の建物等の

消火活動を、消火協力として行うものが、自ら所有する消火器を使用した場合（当該火災が、

消火活動を行うものの故意又は過失に基づく場合を除く。） 

 

（申 請） 

第３条 前条第１号に該当するものは、同号の消火器に係る薬剤の詰め替えを希望する場合には、

前条第1号の初期消火訓練を指導した消防署から当該消火器が当該初期消火言訓練に使用された

旨の確認を受け、当該確認を受けた旨が記載されている初期消火訓練消火器薬剤詰め替え申請書

（第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 前条第２号に該当するものは、同号の消火器に係る薬剤の詰め替え等を希する場合には、前条

第２号の消火活動を行った消防署から当該消火器が当該消火活動に使用された旨の確認を受け、

当該確認を受けた旨が記載されている火災消火協力消火器薬剤詰め替え等申請（第２号様式）を

区長に提出しなければならない。 

 

 （助成の方法） 

第４条 区長は、次の各号にいずれかに該当する場合には、随時、消火器に係る薬剤を詰め替える

ものとする。 

(1） 前条第 1 項の規定により提出された初期消火訓練消火器薬剤詰め替え申請書の内容を確

認することができた場合 

(2） 前条第２項の規定により提出された火災消火協力消火器薬剤詰め替え等申請書の内容を

確認することができた場合 

２ 区長は、前項第２号に該当する場合において、使用した消火器が腐食、破損、耐用年数の経過

等により薬剤の詰め替えができないときには、当該消火器を廃棄するものとする。 

 
附  則 

この要綱は、昭和 63 年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成 10 年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成 16 年 10 月 14 日から施行し、平成 16 年４月１日から適用する。 
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(3-1) 

防災無線番号表 
 (令和３年９月現在） 

設 置 箇 所 無線電話番号 備 考 

新
宿
区
役
所 

本庁舎、 
第一分庁舎、第二分庁舎 

防災無線室 １０２～１０９・ 
１１９ 

無線制御電話
機 

防災無線室 ８０１～８１７ 携帯機 
 危機管理課 １１０ 無線制御電話

機 
 第一分庁舎（東口現地

本部） 
１２０ 半固定局 

 みどり土木部（道路課） １２１ 無線制御電話
機 

 建築指導課 ８１８ 携帯機 
 健康部（健康政策課） ８１９ 携帯機 
 地域振興部（地域コミ

ュニティ課） 
８２０ 携帯機 

 健康部（保健予防課） ８２３ 携帯機 
 健康部（健康づくり推

進係） 
８７６ 携帯機 

 福祉部（地域福祉課） ８９０ 携帯機 
新宿区防災センター １１１～１１５ 半固定局 
 ８２１・８２２ 携帯機 

危機管理課防災連絡車 ７０１ 車載型 
区長車 ７０２ 車載型 
区長車 ７０３ 車載型 
教育長車 ７０４ 車載型 
議長車 ７０５ 車載型 
広報車 ７０６ 車載型 

特
別
出
張
所 

四谷特別出張所 ２０１ 半固定局 
 ８２９・８３０ 携帯機 
箪笥町特別出張所 ２０２ 半固定局 
 ８３１・８３２ 携帯機 
榎町特別出張所 ２０３ 半固定局 
 ８３３・８３４ 携帯機 
若松町特別出張所 ２０４ 半固定局 
 ８３５・８３６ 携帯機 
大久保特別出張所 ２０５ 半固定局 
 ８３７・８３８ 携帯機 
戸塚特別出張所 ２０６ 半固定局 
 ８３９・８４０ 携帯機 
落合第一特別出張所 ２０７ 半固定局 
 ８４１・８４２ 携帯機 
落合第二特別出張所 ２０８ 半固定局 
 ８４３・８４４ 携帯機 
柏木特別出張所 ２０９ 半固定局 
 ８４５・８４６ 携帯機 
角筈特別出張所 ２１０ 半固定局 
 ８４７・８４８ 携帯機 

区
施
設 

東部工事事務所 ５３０ 半固定局 
 ８６０～８６３ 携帯機 
西部工事事務所 ５３１ 半固定局 
 ８６８～８７１ 携帯機 
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設 置 箇 所 無線電話番号 備 考 

新宿中央公園管理事務所 ５３２ 半固定局 
新宿清掃事務所 ５３３ 半固定局 
牛込保健センター ５３４ 半固定局 
四谷保健センター ５３５ 半固定局 
東新宿保健センター ５３６ 半固定局 
落合保健センター ５３７ 半固定局 
災害医療救護支援センター ５３８ 半固定局 
レガス新宿 ５４３ 半固定局 
四谷ひろば ５４４ 半固定局 
新宿東清掃センター ５４７ 半固定局 
歌舞伎町清掃センター ５４８ 半固定局 
新宿中継・資源センター ５４９ 半固定局 
新宿スポーツセンター ５５０ 半固定局 
大久保スポーツプラザ ５５１ 半固定局 
障害者生活支援センター ５５２ 半固定局 
新宿ＮＰＯ協働推進センター ４４１ 半固定局 

区
立
小
学
校 

津久戸小学校 ４０１ 半固定局 
江戸川小学校 ４０２ 半固定局 
市谷小学校 ４０３ 半固定局 
愛日小学校 ４０４ 半固定局 
早稲田小学校 ４０５ 半固定局 
鶴巻小学校 ４０６ 半固定局 
牛込仲之小学校 ４０７ 半固定局 
富久小学校 ４０８ 半固定局 
余丁町小学校 ４０９ 半固定局 
東戸山小学校 ４１０ 半固定局 
四谷小学校 ４１１ 半固定局 
四谷第六小学校 ４１２ 半固定局 
花園小学校 ４１３ 半固定局 
大久保小学校 ４１４ 半固定局 
天神小学校 ４１５ 半固定局 
戸山小学校 ４１６ 半固定局 
戸塚第一小学校 ４１７ 半固定局 
戸塚第二小学校 ４１８ 半固定局 
戸塚第三小学校 ４１９ 半固定局 
落合第一小学校 ４２０ 半固定局 
落合第二小学校 ４２１ 半固定局 
落合第三小学校 ４２２ 半固定局 
落合第四小学校 ４２３ 半固定局 
落合第五小学校 ４２４ 半固定局 
落合第六小学校 ４２５ 半固定局 
淀橋第四小学校 ４２６ 半固定局 
柏木小学校 ４２７ 半固定局 
西新宿小学校 ４２８ 半固定局 
西戸山小学校 ４２９ 半固定局 

区
立
中
学
校
・ 

養
護
学
校 

牛込第一中学校 ４３０ 半固定局 
牛込第二中学校 ４３１ 半固定局 
牛込第三中学校 ４３２ 半固定局 
四谷中学校 ４３３ 半固定局 
西早稲田中学校 ４３４ 半固定局 
落合中学校 ４３５ 半固定局 
落合第二中学校 ４３６ 半固定局 
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警
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宣
言

設 置 箇 所 無線電話番号 備 考 

西新宿中学校 ４３７ 半固定局

新宿中学校 ４３９ 半固定局

新宿西戸山中学校 ４４０ 半固定局

新宿養護学校 ５４０ 半固定局

都
立
・
私
立
学
校
等

都立新宿高校 ４４２ 半固定局

都立新宿山吹高校 ４４４ 半固定局

都立総合芸術高校 ４４５ 半固定局

都立戸山高校 ４４６ 半固定局

成城中・高等学校 ４４７ 半固定局

学習院女子中高等科 ４４８ 半固定局

東京医科大学 ４４９ 半固定局

東京富士大学 ４５０ 半固定局

早稲田大学戸山キャンパス ４５１ 半固定局

早稲田大学理工学部 ４５２ 半固定局

早稲田大学早稲田キャンパス ４５３ 半固定局

工学院大学（西口現地本部） ４５４ 半固定局

東京理科大学 ６０７ 半固定局

児
童
館
・
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
・
シ
ニ
ア
活
動
館
・
地
域
交
流
館
等

子ども総合センター ４３８ 半固定局

本塩町児童館・地域交流館 ５０１ 半固定局

信濃町子ども家庭支援センター ５０２ 半固定局

東五軒町児童館・地域交流館 ５０３ 半固定局

北山伏児童館・地域交流館 ５０４ 半固定局

中町児童館・地域交流館 ５０５ 半固定局

薬王寺児童館・地域ささえあい館 ５０６ 半固定局

早稲田南町児童館・地域交流館 ５０７ 半固定局

富久町児童館 ５０８ 半固定局

戸山シニア活動館 ５０９ 半固定局

百人町児童館・地域交流館 ５１１ 半固定局

高田馬場第一児童館 ５１２ 半固定局

高田馬場第二児童館・地域交流館 ５１３ 半固定局

中落合子ども家庭支援センター ５１４ 半固定局

上落合児童館・地域交流館 ５１５ 半固定局

西落合児童館 ５１６ 半固定局

北新宿第一児童館 ５１７ 半固定局

北新宿子ども家庭支援センター・第二地域交流館 ５１８ 半固定局

中井児童館 ５１９ 半固定局

榎町子ども家庭支援センター ５２０ 半固定局

新宿地域交流館 ５２１ 半固定局

山吹町地域交流館 ５２２ 半固定局

下落合地域交流館 ５２３ 半固定局

清風園 ５２４ 半固定局

西早稲田地域交流館 ５２５ 半固定局

西新宿シニア活動館 ５２６ 半固定局

新宿リサイクル活動センター ５４１ 半固定局

障害者福祉センター（新宿福祉作業所） ５４２ 半固定局

あゆみの家 ５４５ 半固定局

警
察
・
消
防

警視庁第四方面本部

牛込警察署 ３０１ 半固定局

新宿警察署 ３０２ 半固定局

戸塚警察署 ３０３ 半固定局

四谷警察署 ３０４ 半固定局

東京消防庁第四消防方面本部 ３０９ 半固定局
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設 置 箇 所 無線電話番号 備 考 

四谷消防署 ３０５ 半固定局 
牛込消防署 ３０６ 半固定局 
新宿消防署 
 

３０７ 半固定局 

病
院
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等 

東日本旅客鉄道㈱ 新宿駅 ６０１ 半固定局 
西武鉄道㈱ 西武新宿駅 ６０５ 半固定局 
小田急電鉄㈱ 新宿駅 ６０６ 半固定局 
京王電鉄㈱ 新宿駅 ８４９ 携帯機 
東京地下鉄㈱ 高田馬場駅 ８５０ 携帯機 
㈱ＮＴＴ東日本－南関東 東京事業部  
東京北支店 設備部 中杉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ（運営）  

６０２ 半固定局 

東京電力パワーグリッド（株） 東京総支社 ６０３ 半固定局 
東京ガス㈱ 中央ガスライト２４ ６０４ 半固定局 
新宿区医師会事務局 ５４６ 半固定局 
 ８２４・８２５ 携帯機 
新宿区歯科医師会事務局 ８２６ 携帯機 
新宿区四谷牛込歯科医師会事務局 ８２７ 携帯機 
大久保病院 ６０８ 半固定局 
東京医科大学病院 ６０９ 半固定局 
慶応義塾大学病院 ６１０ 半固定局 
国立国際医療研究センター病院 ６１１ 半固定局 
東京女子医科大学 ６１２ 半固定局 
東京山手メディカルセンター ６１３ 半固定局 
東京新宿メディカルセンター ６１４ 半固定局 

そ
の
他 

新宿御苑事務所 ５５３ 半固定局 
多文化共生プラザ ４４３ 半固定局 
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(3-2) 

同報系(屋外拡声子局)設置一覧 
 (令和 3 年 9 月末現在） 

四谷特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

男女共同参画推進センター 荒木町 16 区施設 
新宿医療専門学校（旧四谷第二中学校） 左門町 5 その他 
四谷保健センター 四谷三栄町 10-6 区施設 
信濃町子ども家庭支援センター 信濃町 20 区施設 
東京電力パワーグリッド（株）東京総支社 新宿 5-4-9 民間施設 
須賀公園 須賀町 8 公園・児童遊園 
大京公園 大京町 14 公園・児童遊園 
四谷第六小学校 大京町 30 小中学校 
四谷特別出張所 内藤町 87 区施設 
コモレ四谷（旧四谷第三小学校） 四谷 1-6 民間施設 
南元町区道 南元町 24 区道 
四谷中学校 四谷 1-12 小中学校 
四谷消防署 四谷 3-10 消防署 
四谷ひろば（旧四谷第四小学校） 四谷 4-20 区施設 
若葉高齢者在宅サービスセンター 若葉 3-6 区施設 
内藤町自転車保管所（新宿御苑前） 内藤町 11 区施設 

 

箪笥町特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

牛込第三中学校 市谷加賀町 1-3-1 小中学校 
加賀公園 市谷加賀町 2-4 公園・児童遊園 
都営長延寺団地 市谷長延寺町 都営アパート 
牛込第一中学校 北山伏町 4-1 小中学校 
白銀公園 白銀町 3 公園・児童遊園 
津久戸小学校 津久戸町 2-2 小中学校 
中町児童館・地域交流館 中町 25 区施設 
東五軒町保育園 東五軒町 5-24 区施設 
若宮公園 若宮町 20 公園・児童遊園 
矢来公園 矢来町 38 公園・児童遊園 
箪笥町特別出張所 箪笥町 15 区施設 

 

榎町特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

あかぎ児童遊園 赤城下町 21 公園・児童遊園 
牛込仲之小学校 市谷仲之町 4-33 小中学校 
牛込第二中学校 喜久井町 20 小中学校 
江戸川小学校 水道町 1-28 小中学校 
牛込保健センター（一時撤去中） 弁天町 50 区施設 
藤和江戸川橋ビル 山吹町 347 民間施設 
鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140 小中学校 
佐藤商店前区道 山吹町 350-10 区道 
榎町特別出張所 早稲田町 85 区施設 

 

若松町特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

住吉町生涯学習館 住吉町 13-3 区施設 
都営市ヶ谷富久町アパート 1 号 富久町 22-24 都営アパート 
障害者福祉センター 戸山 1-22-2 区施設 
戸山シニア活動館 戸山 2-27-2 区施設 
都営戸山ハイツ 10 号棟 戸山 2-10 都営アパート 
都営戸山ハイツ 34 号棟 戸山 2-34 都営アパート 
余丁東児童遊園 余丁町 12 公園・児童遊園 
余丁町小学校 若松町 13-1 小中学校 
オーシャンプラザ 若松町 29-7 民間施設 
富久さくら公園 富久町 21 公園・児童施設 
新宿ここ・から広場 新宿 7-3-29 区施設 
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大久保特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

西大久保公園 大久保 1-17 公園・児童遊園 
大久保特別出張所 大久保 2-12-7 区施設 
中央図書館 大久保 3-1-1 図書館 ※簡易子局 
新宿スポーツセンター 大久保 3-5-1 区施設 
新宿中学校 新宿 6-15-22 小中学校 
ホテルエンパイアイン新宿 百人町 1-15-33 民間施設 
戸山小学校 百人町 2-1-38 小中学校 
百人町児童館・地域交流館 百人町 2-18-21 区施設 
百人町ふれあい公園 百人町 3-28 公園・児童遊園 

 

戸塚特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

諏訪公園 高田馬場 1-16 公園・児童遊園 
高田馬場駅西児童遊園 高田馬場 4-28 公園・児童遊園 
西早稲田中学校 戸山 3-20-2 小中学校 
都営早稲田アパート 西早稲田 1-9 都営アパート 
荒井山公園 西早稲田 2-3 公園・児童遊園 
西早稲田あした作業所（旧西早稲田高齢者作業所） 西早稲田 2-16-1 区施設 
戸塚第一小学校 西早稲田 3-10-12 小中学校 
西戸山生涯学習館 百人町 4-7-1 区施設 
戸塚特別出張所 高田馬場 2-18-1 区施設 
新宿西戸山中学校 百人町 4-3-1 小中学校 
戸塚公園 高田馬場 3-40 公園・児童遊園 

 

落合第一特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

落合第二小学校 上落合 2-10-23 小中学校 
エステー前区道 下落合 1-4-10 区道 
下落合図書館 下落合 1-9-8 区施設 
下落合地域交流館 下落合 3-12-33 区施設 
落合第一特別出張所 下落合 4-6-7 区施設 
中井東公園 中井 2-4 公園・児童遊園 
落合橋脇区道 中落合 1-1 区道 
落合第一小学校 中落合 2-13-27 小中学校 
やよい児童遊園 中落合 3-14 公園・児童遊園 
落合中学校 下落合 2-24-6 小中学校 

 

落合第二特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

上落合西公園 上落合 3-11 公園・児童遊園 
おちごなかい子ども園（乳児園舎） 中井 1-8-12 区施設 
落合第二特別出張所 中落合 4-17-13 区施設 
あおぎり児童遊園 西落合 1-2 公園・児童遊園 
西落合東公園 西落合 1-23 公園・児童遊園 
葛ヶ谷公園 西落合 2-1 公園・児童遊園 
西落合公園歩道橋脇 西落合 2-19 公園・児童遊園 
落合第六小学校 西落合 4-11-21 小中学校 
落合公園 中井 1-14 公園・児童遊園 

 

柏木特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

城北信用金庫 北新宿 1-8-18 民間施設 
北新宿多目的環境防災広場 北新宿 1-25-22 区施設 
柏木特別出張所 北新宿 2-3-7 区施設 
淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 小中学校 
北新宿子ども家庭支援センター 北新宿 3-20-2 区施設 
北柏木公園 北新宿 4-12 公園・児童遊園 
大東橋公園 北新宿 4-32 公園・児童遊園 
西新宿中学校 西新宿 8-2-44 小中学校 
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角筈特別出張所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

新宿中央公園 西新宿 2-11 公園・児童遊園 
西新宿シニア活動館 西新宿 4-8-35 区施設 
はごろも児童遊園 西新宿 5-18 公園・児童遊園 
芸能花伝舎（旧淀橋第三小学校） 西新宿 6-12-30 その他 
角筈特別出張所 西新宿 4-33-7 区施設 
エステック広場（工学院大学） 西新宿 1-24 民間施設 

 

区役所管内 
設 置 場 所 所 在 地 区   分 

新宿区役所 歌舞伎町 1-4-1 区施設 
新宿東口駅前 新宿 3-38-1 区道 
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(3-3) 

新宿区デジタル移動系防災無線局設置等に関する協定書 
 
 

新宿区（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、災害時に相互に緊密な連絡

を図るため、新宿区デジタル移動系防災無線局の設置及び管理運用等に関して次のとおり協定を締

結する。 
 

（無線局の設置） 
第１条 甲は、乙の施設内に無線局を設置する。 
 
 （無線設備の経費負担） 
第２条 無線設備の設置に要する費用は、甲の負担とする。 
 
 （設置場所等の無償使用） 
第３条 乙は、無線設備を設置するために必要な設置場所等を甲に無償で使用させるものとする。 
 
 （設置場所等の変更等） 
第４条 乙は、自己の都合により、無線設備の設置場所等を変更しようとするときは、甲にその理

由及び新たに設置する場所を提示のうえ、協議するものとする。 
２ 甲が、自己の都合により乙の無線設備の設置場所等を変更しようとするときは、乙にその理由

を提示し、乙と協議のうえ、新たなる設置場所等を確保するものとする。 
３ 前二項により設置場所等を変更しようとするために必要な費用については、甲の負担とする。 
４ 甲、乙どちらかの都合により、撤去が必要となった場合は、協議のうえ、撤去を行うものとす

る。撤去の費用については甲の負担とする。 
 
 （設置機器） 
第５条 無線局の無線設備は、次のとおりとする。 

（1） 半固定型無線機（260MHz 帯・○W）一式 
（2） 空中線設備一式 
（3） 配管配線一式 

２ 設置に係る費用は甲の負担とする。 
 
 （無線局管理者） 
第６条 乙の施設内に設置された無線局に無線局管理者を置く。 
２ 無線局管理者は、乙の○○○をもって充てる。 
 
 （光熱水費等の負担） 
第７条 乙の施設内に設置された無線設備の運用に要する電力及びその他消耗品は、乙の負担とす

る。 
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 （定期点検等） 
第８条 甲は、無線設備を常に確実かつ安全に作動させるために、定期点検を行うものとする。 

２ 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して、乙は、作業に要する範囲において便

宜を供するものとする。 
３ 無線設備の点検及び修理等に要する費用は、甲の負担とする。 

 
 （通信の原則） 
第９条 通信は、原則として新宿区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関するものでなけ

ればならない。 
 
 （管理及び運用） 
第 10 条 乙は、甲の設置した無線設備を常に良好な状態で管理・運用するよう努めるものとする。 
 
 （有効期間） 
第 11 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年 月 日までとする。なお、期間満了の

日の３ヶ月前までに、甲と乙とのいずれからもなんら申出がないときは、この協定はさらに１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 
 
 （疑義の決定等） 
第 12 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項につ

いては、甲・乙協議のうえ定めるものとする。 
 

甲と乙とは、本書を２通作成しそれぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 
 
 

平成 年 月 日 
 
 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
      新宿区長  
 

乙    ○ ○ ○ 
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(3-4) 

防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）設置に関する覚書 
 
 

株式会社スタジオアルタを「甲」とし、新宿区を「乙」とし、甲・乙の間において、次の条項に

より覚書を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、災害に関する緊急かつ必要な情報を駅前滞留者に提供するため、防災行政無

線設備（帰宅困難者対策機器）を設置し、その設置・管理及び運用に関して必要な事項を定める

ものとする。 
 
（設置） 
第２条 乙は、甲の施設内に防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）を設置する。設置場所は、

別添図面のとおりとする。 
所在地 新宿区新宿三丁目２４番３号 
施設名 株式会社スタジオアルタ 

 
２ 設置に要する費用は、乙の負担とする。 
 
３ 設置機器は、次の機器類とし、必要に応じて関連する装置を含むものとする。 

(1)25Ｇ小電力データ通信装置     １台 
(2)25Ｇ小電力データ通信装置用ポール １本 
(3)PoE インジェクタ          １台 
(4)ＬＡＮ避雷器           １台 
(5)積層信号灯            １台 
(6)電源コンセント          １個 
(7)映像データ受信装置        １台 
(8)ＨＵＢ              １台 
(9)映像デコーダ           １台 

 
４ 甲又は乙の都合により前項の設置機器の設置位置を変更する必要が生じたときは、相手方にそ

の理由及び新たに設置する場所を明示し、甲乙協議の上決定する。 
 
（設置場の変更に要する費用） 
第３条 第２条第４項により設置場所を変更するために要する費用の負担については、乙の都合に

よる場合は乙の負担とし、甲の都合による場合は甲乙協議の上決定する。 
 
（設置場所等の無償使用） 
第４条 甲は、防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）設置に必要な設置場所及び附属設備、そ

の他の工作物を乙に無償で使用させるものとする。 
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（撤去及び現状回復） 
第５条 乙は、設置期間が満了した場合、又は本覚書が解除された場合は、速やかに防災行政無線

設備（帰宅困難者対策機器）を撤去及び現状回復を行うものとする。 
 
２ 前項に基づく防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）の撤去及び現状回復に要する費用は、

乙の負担とする。 
 
（維持管理・電気料金） 
第６条 防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）の維持管理は、乙が行うものとする。 
 
２ 防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）に使用する電気料金は、乙が負担するものとし、乙

は、１年間分の電気料金を一括して、甲の請求に基づき支払うものとする。 
 
３ 電気料金は、月額１，２００円とし、消費税相当分を含むものとする。 
 
４ 前項の電気料金の見直しは２年毎に行い、甲乙協議の上決定する。 
 
（定期点検等） 
第７条 乙は、防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）を常に確実かつ安全に作動させるため、

定期点検又は修理等を行うものとする。 
 
２ 前項の定期点検又は修理等の作業に際しては、甲は乙からの事前の申し入れに基づき、作業に

要する範囲において甲の施設への出入り及びエレベーターの使用を認めるものとする。 
 
３ 甲は、甲の都合により乙の作業日の変更を要求することができるものとする。 
 
４ 定期点検又は修理等に要する費用は、乙の負担とする。 
 
（連絡の責務） 
第８条 乙は、定期点検又は修理等で甲の施設に立ち入る場合は、あらかじめ甲に連絡の上行うも

のとする。 
 
２ 甲は、防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）の故障又は異常を発見したときは、速やかに

乙に連絡するものとする。 
 
（損害賠償） 
第９条 防災行政無線設備（帰宅困難者対策機器）の管理運用等に瑕疵があるために甲に損害をあ

たえたときは、乙が損害の賠償を行うものとする。 
 
（有効期限） 
第１０条 この覚書の有効期限は、覚書締結の日から平成２８年３月末日までとする。ただし、期

間満了の日の３箇月前までに、甲乙とのいずれからもなんら申出がないときは、この協定はさら

に２年間延長されたものとみなし、以後この例による。 
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（協議） 
第１１条 この覚書の条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの覚書に定めのない事項につい

ては、甲・乙協議の上定めるものとする。 
 
平成２６年１２月１８日 
 
 
 

甲 新宿区新宿三丁目２４番３号 
株式会社スタジオアルタ 
代表取締役社長  西田 雅一 

 
 

乙 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
新宿区長      吉住 健一 
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(4-1) 

区内災害拠点病院及び災害拠点連携病院 
災害拠点病院  ：令和 2 年 10 月 1 日現在 
災害拠点連携病院：令和 2 年 10 月 1 日現在 

 
  

区
分 

No
. 

施設名 所在地 電話 
一般病床

数 

災
害
拠
点
病
院 

1 東京医科大学病院 新宿区西新宿 6-7-1 3342－6111 1,015 

2 慶應義塾大学病院 新宿区信濃町 35 3353－1211 960 

3 東京女子医科大学病院 新宿区河田町 8-1 3353－8111 1,379 

4 東京都保健医療公社大久保病院 新 宿 区 歌 舞 伎 町
2-44-1 5273－7711 304 

5 国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山 1-21-1 3202－7181 763 

6 
ＪＣＨＯ東京山手メディカルセン
ター 新宿区百人町 3-22-1 3364－0251 418 

7 
ＪＣＨＯ東京新宿メディカルセン
ター 新宿区津久戸町 5-1 3269－8111 520 

災
害
拠
点
連
携
病
院 

1 目白病院 新 宿 区 下 落 合
3-22-23 3953－9909 100 

2 春山記念病院 新宿区百人町 1-24-5 3363－1661 99 

3 林外科病院 新宿区大京町 27 3357－3161 42 

4 聖母病院 新宿区中落合 2-5-1 3951－1111 154 
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(4-2) 

医療救護所一覧 
 

（令和 3 年 11 月現在） 
施 設 名 

住    所 電 話 備 考 
 番号 管轄地域本部 学 校 名 

医療救護所 

(10 か所) 

1 四谷 四谷中学校 四谷 1-12 3358-3771  
2 箪笥町 津久戸小学校 津久戸町 2-2 3266-1601  
3 榎町 鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140 3205-9502  
4 若松町 余丁町小学校 若松町 13-1 3205-9503  
5 大久保 大久保小学校 大久保 1-1-21 3205-9506  
6 戸塚 新宿西戸山中学校 百人町 4-3-1 3227-2110  
7 落合第一 落合第二小学校 上落合 2-10-23 3227-2102  
8 落合第二 落合第三小学校 西落合 1-12-20 3565-0941  
9 柏木 西新宿中学校 西新宿 8-2-44 5330-0661  

10 角筈 西新宿小学校 西新宿 4-35-5 3373-6031  
その他甲が指定する場所    
※各医療救護所には、災害時医療資材セット（医師用）及び災害時歯科医療資材セット（歯科医師

用）を配備している。 
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(4-3) 

災害時医療資材セット(医師用)内訳 
 
 

(令和 3 年 11 月現在) 
箱 № 品名 規格 数量 単位 

1 号 1 聴診器 W ﾍｯﾄﾞ ｹｰｽ付 8 個 

1 号 2 ｱﾈﾛｲﾄﾞ血圧計   4 個 

1 号 3 ｱﾈﾛｲﾄﾞ血圧計小児用ｶﾌ   2 個 

1 号 4 ﾃｰﾗｰ式打診器   2 本 

1 号 5 ﾍﾟﾝﾗｲﾄ(瞳孔ｹﾞｰｼﾞ付)   4 本 

1 号 6 電子体温計 ｵﾑﾛﾝ MC-680 4 本 

1 号 7 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌ無 3mm 5 本 

1 号 8 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌ無 5mm 4 本 

1 号 9 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌ付 7mm 5 本 

1 号 10 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌ付 8mm 5 本 

1 号 11 ｻｸｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 10Fr 8 本 

1 号 12 ｻｸｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 12Fr 10 本 

1 号 13 ｻｸｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 14Fr 10 本 

1 号 14 経鼻ｴｱｳｪｲ 6mm 2 本 

1 号 15 経鼻ｴｱｳｪｲ 7mm 2 本 

1 号 16 経鼻ｴｱｳｪｲ 8mm 2 本 

1 号 17 経口ｴｱｴｪｲ 大 100mm 2 個 

1 号 18 経口ｴｱｴｪｲ 中 70mm 2 個 

1 号 19 経口ｴｱｴｪｲ 小 40mm 2 個 

1 号 20 ﾊﾞｲﾄｽﾃｨｯｸ   4 個 

1 号 21 舌鉗子 ｺﾗﾝ式 2 個 

1 号 22 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ ﾊﾟﾙｽﾌｨｯﾄ BD-650 2 台 

1 号 23 喉頭鏡 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ [ 柄付 大･中･小･極小 ]各 1 2 組 

1 号 24 ｽﾀｲﾚｯﾄ 大 2 本 

1 号 25 ｽﾀｲﾚｯﾄ 小 2 本 

1 号 26 開口器 ｴｽﾏﾙﾋ ｴﾎﾞﾅｲﾄ製 2 個 

1 号 27 ﾊﾞｲﾄﾌﾞﾛｯｸ 大 2 個 

1 号 28 ﾊﾞｲﾄﾌﾞﾛｯｸ 小 2 個 

1 号 29 ﾏｷﾞﾙ鉗子 大 2 本 

1 号 30 ﾏｷﾞﾙ鉗子 小 2 本 

1 号 31 ｶﾌﾎﾟﾝﾌﾟ 30ml ｼﾘﾝｼﾞ 2 本 

1 号 32 ﾄﾗﾍﾙﾊﾟｰ 10Fr 5 本 

1 号 33 救急箱 63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

2 号 1 LSP ﾊﾞｯｸﾏｽｸﾚｻｼﾃｰﾀｰ 小児用 1 個 

2 号 2 手動式人工蘇生器 ｼﾘｺﾝﾚｻｼﾃ-ﾃ-[ﾌｪｲｽﾏｽｸ(2) ﾘｻﾞ-ﾊﾞ-付] 2 組 

2 号 3 ｱﾝﾌﾞﾚｽｷｭｰﾏｽｸ ｱﾝﾌﾞﾚｽｷｭｰﾏｽｸ(ｹｰｽ入) 1 個 

2 号 4 足踏式吸引器   3 個 

2 号 5 持針器ﾏﾁｭｰ 16cm 9 本 

2 号 6 持針器ﾏﾁｭｰ 19cm 1 本 

2 号 7 臍帯剪刀   2 本 

2 号 8 外科剪刀(両鈍反) 14cmSS 10 本 

2 号 9 有鈎消息子ﾛｰｾﾞﾙ   2 本 

2 号 10 ｹｰｽ(ﾄﾚｰ付)  24×18×4cm 2 個 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

2 号 11 ﾋﾟﾝｾｯﾄ(無鈎) 13cm 40 本 

2 号 12 ﾋﾟﾝｾｯﾄ(有鈎) 13cm 10 本 

2 号 13 止血帯 ﾌﾟﾗﾒﾀ 5 個 

2 号 14 ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ 20Fr 2 本 

2 号 15 ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ 28Fr 3 本 

2 号 16 気胸セット MD-86135(5 個) 1 式 

2 号 17 止血鉗子ﾓｽｷｰﾄ 無鈎 10 本 

2 号 18 止血鉗子ﾓｽｷｰﾄ 有鈎 10 本 

2 号 19 救急箱 63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

3 号 1 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾒｽ(ｽｶﾙﾍﾟﾙ) (柄付)No.10 20 本/箱 5 箱 

3 号 2 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾒｽ(ｽｶﾙﾍﾟﾙ) (柄付)No.11 20 本/箱 5 箱 

3 号 3 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾒｽ(ｽｶﾙﾍﾟﾙ) (柄付)No.20 20 本/箱 5 箱 

3 号 4 膿盆 20cm 10 個 

3 号 5 鉗子立 9cm 2 個 

3 号 6 綿球 10 個入 10 袋 

3 号 7 綿棒 10 本入 10 袋 

3 号 8 開瞼器 ﾃﾞｽﾏﾙｸ 1 組 

3 号 9 固定ﾋﾟﾝｾｯﾄ 11cm 1 本 

3 号 10 尋常ﾋﾟﾝｾｯﾄ 11cm 1 本 

3 号 11 異物針 13cm 1 本 

3 号 12 尖刃刀 13cm 1 個 

3 号 13 点眼ﾋﾞﾝ   3 本 

3 号 14 点眼棒 13cm 3 本 

3 号 15 咽頭捲綿子   1 本 

3 号 16 咽頭鏡(喉頭鏡) ﾐﾗｰﾄｯﾌﾟ 1 本 

3 号 17 咽頭鏡(喉頭鏡) ﾐﾗｰ №2  1 組 

3 号 18 咽頭鏡(喉頭鏡) ﾐﾗｰ №5 1 組 

3 号 19 耳用消息子 21cm 1 個 

3 号 20 鼻鏡 和辻式 大 1 個 

3 号 21 鼻鏡 和辻式 中 1 個 

3 号 22 鼻用消息子   1 個 

3 号 23 ｹｰｽ(ﾄﾚｰ付)  24×18×4cm 2 個 

3 号 24 耳鏡 ﾊﾝﾄﾞﾙ&ﾍｯﾄﾞ部［大・中・小］各 1 1 組 

3 号 25 止血鉗子 有鉤 14cm SS 10 本 

3 号 26 止血鉗子 無鉤 14cm SS 10 本 

3 号 27 救急箱 63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

4 号 1 舌圧子 木製ﾃﾞｨｽﾎﾟ 100 枚/箱 2 箱 

4 号 2 雑剪刀               24cmSS 2 本 

4 号 3 注射器 10ml 22G 付 100 本 

4 号 4 注射器 2.5ml 22G 付 100 本 

4 号 5 注射器 20ml 針無 50 本 

4 号 6 注射針 19G 100 本 

4 号 7 ﾋﾟﾝｾｯﾄ 有鈎         13cm SS 10 本 

4 号 8 ﾋﾟﾝｾｯﾄ 無鈎         13cm SS 10 本 

4 号 9 外科剪刀(片尖直) 14cm SS 10 本 

4 号 10 消息子              18cmSS 2 本 

4 号 11 ｹ-ｽ(ﾄﾚ-)    24×18×4cm 2 個 

4 号 12 扁平鈎      10mm×25mm×210mm 4 組 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

4 号 13 扁平鈎    巾 5mm 深さ 12mm ss 6 組 

4 号 14 針付縫合糸 2-0 10 本/箱 10 箱 

4 号 15 針付縫合糸 3-0 10 本/箱 10 箱 

4 号 16 針付縫合糸 5-0 10 本/箱 10 箱 

4 号 17 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

5 号 1 伸縮包帯 5cm×4.5m 38 本 

5 号 2 伸縮包帯 7.5cm×4.5m 38 本 

5 号 3 ﾈｯﾄ包帯 1 号 指用 0.7cm×25m 2 箱 

5 号 4 ﾈｯﾄ包帯 7 号 体幹用  7.5cm×25m 2 箱 

5 号 5 ﾈｯﾄ包帯 3 号 手･足用 1.6cm×25m 2 箱 

5 号 6 救急包帯 大 ﾀﾞｰﾏｹｱ 30 本 

5 号 7 救急包帯 小 ﾀﾞｰﾏｹｱ 30 本 

5 号 8 救急包帯 多頭帯型 中 10 個 

5 号 9 救急包帯 多頭帯型 小 10 個 

5 号 10 局方ｶﾞｰｾﾞ 30cm×10m 2 本 

5 号 11 絆創膏(ｻｰｼﾞｶﾙﾃｰﾌﾟ) 12mm×9m 50 個 

5 号 12 軟膏ﾍﾞﾗ               ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 2 本 

5 号 13 雑剪刀             24cm 2 本 

5 号 14 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

6 号 1 緩衝ﾊﾟｯﾄﾞ  L 20 個 

6 号 2 緩衝ﾊﾟｯﾄﾞ M 20 個 

6 号 3 緩衝ﾊﾟｯﾄﾞ S 20 個 

6 号 4 滅菌ﾀｵﾙ包帯 大 10 個 

6 号 5 滅菌ﾀｵﾙ包帯 小 10 個 

6 号 6 絆創膏(ｻｰｼﾞｶﾙﾃｰﾌﾟ) 50mm×9m×6 巻 1 箱 

6 号 7 救急絆創膏 4 ｻｲｽﾞ 50 枚入 10 個 

6 号 8 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

7 号 1 洗浄ﾎﾟﾘﾋﾞﾝ 500cc 5 個 

7 号 2 紙ｺｯﾌﾟ 200cc 40 個 

7 号 3 石鹸   18 個 

7 号 4 液体石鹸 ﾐｭｰｽﾞ 250ml 4 個 

7 号 5 安全ｶﾐｿﾘ   50 個 

7 号 6 万能剪刀   10 個 

7 号 7 ﾋﾞﾆｰﾙ袋 15 号 30×40cm 50 個 

7 号 8 ﾀｵﾙ 白無地/手拭ｻｲｽﾞ 5 個 

7 号 9 救急ｼｰﾄ 保温用 ﾒﾃﾞｨﾗｯﾌﾟ MW1002 20 個 

7 号 10 片面吸水ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 90×90cm 20 枚 

7 号 11 ｱﾙﾌｪﾝｽ 2 号 6 枚入り 1 箱 

7 号 12 ｱﾙﾌｪﾝｽ 8 号 12 枚入り 1 箱 

7 号 13 ｱﾙﾌｪﾝｽ 10 号 24 枚入り 1 箱 

7 号 14 伸縮包帯 5cm×4.5m 12 本 

7 号 15 伸縮包帯 7.5cm×4.5m 12 本 

7 号 16 絆創膏(ﾃﾞｭﾗﾎﾟｱ) 50mm×9m×6 巻  1 箱 

7 号 17 雑剪刀               24cmSS 2 本 

7 号 18 金切ﾊｻﾐ        ｱﾙﾌｪﾝｽ等切断用 1 本 

7 号 19 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

8 号 1 延長ﾁｭｰﾌﾞ付三方活栓 TS-WR1725L 50 本 

8 号 2 清浄綿 100 包入 2 箱 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

8 号 3 駆血帯 ｱﾒｺﾞﾑ径 6mm 長さ 50cm 5 本 

8 号 4 折たたみ式ｶﾞ-ﾄﾞﾙ         ｱﾙﾐ 製 担架取付式 2 個 

8 号 5 ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 12Fr 5 本 

8 号 6 ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 14Fr 5 本 

8 号 7 ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 16Fr 5 本 

8 号 8 蓄尿袋   15 個 

8 号 9 翼状針 18G 20 本 

8 号 10 翼状針 21G 20 本 

8 号 11 翼状針 23G 70 本 

8 号 12 静脈留置針 18G 20 本 

8 号 13 静脈留置針 22G 20 本 

8 号 14 静脈留置針 24G 20 本 

8 号 15 点滴用ﾛｰﾌﾟ ﾌｯｸ付) 5 本 

8 号 16 輸液ｾｯﾄ(針無) TI-U250P07 50 個 

8 号 17 小児用輸液ｾｯﾄ  TK-J251PK027 20 個 

8 号 18 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

9 号 1 滅菌三角巾(ﾛｰﾙﾀｲﾌﾟ) 105×105×150cm 50 個 

9 号 2 三角巾 (滅菌済)              105×105×150cm 50 枚 

9 号 3 ﾀｵﾙ(滅菌済)              白色 (無地) 10 枚 

9 号 4 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

10 号 1 万能副子｢ｻﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ｣   5 個 

10 号 2 ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾞｹﾂ 10L 4 個 

10 号 3 ﾎﾟﾘ袋 J-4 大 100 枚 

10 号 4 ﾎﾟﾘ袋 G-4 小 100 枚 

10 号 5 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾏｽｸ 100 枚入 2 箱 

10 号 6 T ｼｬﾂ 大 10 枚 

10 号 7 T ｼｬﾂ  中 10 枚 

10 号 8 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

11 号 1 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ注射液 100mg 1ml×10A/箱 1 箱 

11 号 2 ｾﾙｼﾝ注射液 10mg 2ml×10A/箱 1 箱 

11 号 3 ﾛｷｿﾆﾝ錠 60mg  PTP100T/箱 6 箱 

11 号 4 ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ 1% 10mL×10A/箱 1 箱 

11 号 5 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ 2% 30mL 2 本 

11 号 6 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ 8% 80g 1 本 

11 号 7 ﾆﾄﾛｰﾙ錠 5mg･100 錠/箱 1 箱 

11 号 8 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg･5V/箱 1 箱 

11 号 9 ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 20% 20mL 5 管 

11 号 10 ﾗｸﾃｯｸ注 500mL 2 袋 

11 号 11 生理食塩液 20mL 5 本 

11 号 12 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠 100mg PTP100T/箱 1 箱 

11 号 13 ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ点滴静注用 1g 10V/箱 1 箱 

11 号 14 ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏/ｸﾘｰﾑ 0.1% 10g×10 本/箱 2 箱 

11 号 15 ｿﾌﾗﾁｭｰﾙ貼付剤 10cm×10 枚/袋 5 袋 

11 号 16 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-VG 軟膏/ｸﾘｰﾑ 0.12%(5g×10 本) 1 箱 

11 号 17 ｱｽﾞﾉｰﾙ軟膏 0.033%(20g×10 本) 1 箱 

11 号 18 ﾛｷｿﾆﾝﾃｰﾌﾟ 100mg 10×14cm×7 枚×10 袋/箱 2 箱 

11 号 19 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｸﾘｰﾑ 1% (25g×10 本/箱) 1 箱 

11 号 20 消毒用ｴﾀﾉｰﾙ  500mL 1 本 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

11 号 21 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 0.05%･500ml 1 本 

11 号 22 ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ液 10%･250ml 5 本 

11 号 23 ｱｸﾘﾉｰﾙ液 0.10%･500ml 1 本 

11 号 24 ﾎﾞｽﾐﾝ注 1mg 10A/箱 1 箱 

11 号 25 ｴﾋﾟﾍﾟﾝ注射液 0.3mg(自己注射用ｷｯﾄ) 1 本 

11 号 26 ﾕﾆﾌｨﾙ LA 錠 200mg PTP100T 1 箱 

11 号 27 ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗｰ 100μg0.16% 13.5ml×1V 10 箱 

11 号 28 ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ 0.5mg×70 枚 1 箱 

11 号 29 ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ 2mg×70 枚 1 箱 

11 号 30 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 30 吸入×1 本 10 箱 

11 号 31 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠 2mg PTP100T 10 箱 

11 号 32 ｱﾚｸﾞﾗ OD 錠 60mg PTP100T 1 箱 

11 号 33 ﾌﾛﾓｯｸｽ小児用細粒 100mg(分包 0.5g)SP120 包 1 箱 

11 号 34 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠 200mg PTP100T 1 箱 

11 号 35 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ細粒小児用 10%(分包 1g)60 包 1 箱 

11 号 36 ﾋﾞｸｼﾘﾝ S 配合錠 250mg 100T 1 箱 

11 号 37 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 500mg PTP50T 2 箱 

11 号 38 ﾊﾟﾀﾉｰﾙ点眼液 0.1%(5mL×10 本) 1 箱 

11 号 39 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液 0.5%(5mL×5 本) 2 箱 

11 号 40 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注 20mg 20mg 10A 1 箱 

11 号 41 ｿｾｺﾞﾝ注射液 15mg 15mg 10A 1 箱 

11 号 42 生理食塩水(点滴用) 100ml/10 本 / 箱 1 箱 

11 号 43 救急箱   1 箱 

12 号 1 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ D 錠 0.25mg PTP100T 1 箱 

12 号 2 ｶﾛﾅｰﾙ錠 200mg PTP1000T 4 箱 

12 号 3 PL 配合顆粒 分包 1g SP100 包/箱 10 箱 

12 号 4 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 10mg PTP100T 1 箱 

12 号 5 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ R 錠 6mg PTP100T 12 箱 

12 号 6 ﾑｺｽﾀ錠 100mg PTP100T 10 箱 

12 号 7 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠 5mg PTP100T 4 箱 

12 号 8 ﾅｳｾﾞﾘﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 1%(分包 1g) 600 包 1 箱 

12 号 9 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠 8mg PTP100T 1 箱 

12 号 10 ｱﾑﾛｼﾞﾝ OD 錠  5mg PTP100T 1 箱 

12 号 11 ﾒｼﾞｺﾝ錠 15mg PTP100T 2 箱 

12 号 12 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 15mg PTP100T 1 箱 

12 号 13 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠 10mg PTP100T 1 箱 

12 号 14 SP ﾄﾛｰﾁ 0.25mg 錠 12T×100 1 箱 

12 号 15 救急箱   1 箱 

13 号 1 ﾃﾞﾊﾟｽ錠 0.5mg PTP10T×10/箱 3 箱 

13 号 2 ﾗｼｯｸｽ注 20mg 2ml×50A/箱 1 箱 

13 号 3 ｾﾙｼﾝ錠 2mg PTP100T 6 箱 

13 号 4 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ OD 錠 1mg PTP100T 1 箱 

13 号 5 ﾀｹﾌﾟﾛﾝ OD 錠 15mg PTP100T 1 箱 

13 号 6 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 12mg PTP100T 1 箱 

13 号 7 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内容液 0.75% 10mL×10A 1 箱 

13 号 8 ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液 50% 60mL×10 本 1 箱 

13 号 9 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠 0.125mg PTP100T 1 箱 

13 号 10 ﾗｼｯｸｽ錠 20mg PTP100T 1 箱 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

13 号 11 ｱｰﾁｽﾄ錠 10mg PTP100T 1 箱 

13 号 12 ﾐﾘｽﾃｰﾌﾟ 5mg 4.05×4.5cm×140 枚 1 箱 

13 号 13 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 5mg PTP100T 2 箱 

13 号 14 ｱｸﾄｽ OD 錠 15mg PTP100T 1 箱 

13 号 15 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠 1mg PTP100T 1 箱 

13 号 16 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠 100mg 10T×50 1 箱 

13 号 17 ｻﾝﾋﾟﾛ点眼液 2%(5mL×10 本) 1 箱 

13 号 18 白色ﾜｾﾘﾝ 500g 2 個 

13 号 19 ﾐﾘｵﾍﾟﾝ用針 ﾅﾉﾊﾟｽﾆｰﾄﾞﾙⅡﾅﾉﾊﾟｽ 34G×14 個 1 袋 

13 号 20 自己検査用ｸﾞﾙｺｰｽｷｯﾄ ﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾁｯﾌﾟ MS-FC30 30 個入り 1 箱 

13 号 21 ｱﾏﾘｰﾙ OD 錠 1mg 100 錠 

13 号 22 血糖測定器 ﾃﾙﾓﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾌｨｯﾄ血糖測定ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ 1 組 

13 号 23 生理食塩液 100mL×10 袋 3 箱 

13 号 24 手指消毒液 0.2% 500ml 3 本 

13 号 25 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ 6% 600mL  1 本 

13 号 26 ｽﾜﾌﾞｽﾃｨｯｸﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ 60 包/箱 1 箱 

13 号 27 救急箱   1 箱 

14 号 1 水桶 6 ﾘｯﾄﾙ             布ﾊﾞｹﾂ 4 個 

14 号 2 ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 10L 2 個 

14 号 3 ﾎﾟﾘﾀﾝｸ             2 ﾘｯﾄﾙ入 2 個 

14 号 4 ｻ-ﾁﾗｲﾄ   2 個 

14 号 5 ﾋﾞﾆ-ﾙｼ-ﾄ         1m 2 枚 

14 号 6 寝袋                   1 人用 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ 1 個 

14 号 7 ﾗﾝﾀﾝ   1 個 

14 号 8 ﾀｵﾙ(未滅菌)            白無地 5 枚 

14 号 9 ﾍﾟﾝﾗｲﾄ               2 本 

14 号 10 ﾋｼｬｸ               ｱﾙﾐ製 1 個 

14 号 11 紙ｺｯﾌﾟ               200 ㏄ 10 個 

14 号 12 眼帯                   ｶﾞｰｾﾞ付 20 個 

14 号 13 手洗いﾌﾞﾗｼ           ﾅｲﾛﾝ毛 2 個 

14 号 14 石けん                 薬用石鹸 2 個 

14 号 15 ﾍﾟﾝﾁ                 長さ 175 ㎜ 1 本 

14 号 16 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-             ﾏｲﾅｽ型 150 ㎜ 1 本 

14 号 17 ｻｲﾝﾍﾟﾝ             赤･黒 各 1 2 本 

14 号 18 救急箱        63×43×22cm ｱﾙﾐ 1 箱 

15 号 1 感染性廃棄物用ｺﾞﾐ箱 20 ㍑ 3 個 

16 号 1 脱脂綿 100g 20 包 

16 号 2 画板   6 枚 

16 号 3 大人用紙ｵﾑﾂ(L) 30 枚入 2 袋 

16 号 4 ｺﾞﾐ袋 大 90L 50 個 

17 号 1 頚部固定ｶﾗｰ ｽﾃｯﾌﾈｯｸｾﾚｸﾄ 成人用 4 個 

17 号 2 頚部固定ｶﾗｰ ｽﾃｯﾌﾈｯｸｾﾚｸﾄ 小児用 4 個 

17 号 3 副木 ｽﾎﾟﾝｼﾞ付針金ｼｰﾈ 大 8 本 

17 号 4 副木 ｽﾎﾟﾝｼﾞ付針金ｼｰﾈ 中 8 本 

17 号 5 副木 ｽﾎﾟﾝｼﾞ付針金ｼｰﾈ 小 10 本 

17 号 6 尿器 男性用 1 個 

17 号 7 尿器 女性用 1 個 

17 号 8 差込便器 ﾌﾀ付 1 個 
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箱 № 品名 規格 数量 単位 

17 号 9 洗面器 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ340×110mm 4 個 

17 号 10 ﾛｰﾙ状救急絆    ﾌﾘｰｻｲｽﾞ 55mm×2.5m 2 枚入り 1 箱 

18 号 1 手術用手袋 No.6.5 50 双 

18 号 2 手術用手袋 No.7.5 100 双 

18 号 3 手術用手袋 No.8.0 50 双 

18 号 4 ﾄｲﾚｯﾄぺｰﾊﾟｰ   24 個 

19 号 1 ｻｰｼﾞｶﾙｶﾞｳﾝｾｯﾄ(滅菌済) ﾃﾞｨｽﾎﾟ不織布製 (ﾏｽｸ･ｷｬｯﾌﾟ･ｶﾞｳﾝ/組) 15 組 

19 号 2 患者用検査着 ガウン型 10 着 

19 号 3 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾙｴﾌﾟﾛﾝ 袖付 ｺﾞﾑ袖ﾀｲﾌﾟ 40 枚 

20 号 1 CPR ﾎﾞｰﾄﾞ 心肺蘇生用背板 1 個 

20 号 2 滅菌ｶﾞｰｾﾞ 8 つ折り  5 枚入 100 袋 

20 号 3 滅菌ｶﾞｰｾﾞ 4 つ折り 10 枚入 100 袋 

蘇生器 1 ﾎﾞﾝﾍﾞ 2L 1 本 

蘇生器 2 ﾎﾞﾝﾍﾞ 10L 1 本 

蘇生器 3 ｻｸｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 18Fr 1 本 

蘇生器 4 
中濃度酸素ﾏｽｸ 成人用酸素ﾁｭｰ

ﾌﾞ付 
  1 個 

箱外① 1 ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ ﾌﾘｰｻｲｽﾞ (50 枚入り) 2 箱 

箱外② 1 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾗﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ S 100 枚入り  15 箱 

箱外② 2 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾗﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ M 100 枚入り  15 箱 

箱外② 3 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾗﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ L 100 枚入り 10 箱 

箱外③ 1 ﾒｲﾛﾝ静注 7%･250ml×10 袋 1 箱 

箱外④ 1 生理食塩水 500ml×20 袋 1 箱 

箱外⑤ 1 不織布 ﾐｼﾝ目:90cm×100m 5 本 

冷蔵庫 1 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ(坐剤) 50 個/箱 3 箱 

冷蔵庫 2 ｱﾝﾋﾊﾞ坐剤小児用 100mg･50 個/箱 6 箱 

冷蔵庫 3 ﾋｭｰﾏﾘﾝ R 注 100 単位/mL(10mL) 1 管 

冷蔵庫 4 ﾋｭｰﾏﾘﾝ 3/7 注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 2 ｷｯﾄ/箱 1 箱 

冷蔵庫 5 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ注 瓶 2 本 

冷蔵庫 6 ｱｲｼﾝｸﾞ ｺｰﾙﾄﾞ･ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ 2 個/箱 2 瓶 

冷蔵庫 7 冷却剤 DI-200  95×170mm･200g 7 個 
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(4-4) 

災害時歯科医療資材セット（歯科医師用）内訳 
 

(令和 3 年 11 月現在) 
No.1 
No. 品名 規格 数量 単位 
1 除菌ｽﾌﾟﾚｰ ﾀｲﾌﾚｼｭﾐｽﾄﾌﾟﾗｽ 350ml 1 本 
2 ﾊｲｶｯﾄｶﾞｰｾﾞ 40×40mm×100枚/箱 1 箱 
3 ﾃﾞﾝﾀﾙﾏｽｸｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ 50入 1 箱 
4 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰ 100枚/箱 1 箱 
5 歯科検診器具ｾｯﾄ ﾐﾗｰ/ｴｷｽﾌﾟﾛﾗｰ/ﾋﾟﾝｾｯﾄ 50組 1 箱 
6 ﾃﾞﾝﾀﾙｳｪｯﾄ 60枚入 1 個 
7 ﾍﾟﾝﾗｲﾄ LED単Ⅳ電池2本型 1 本 
8 ﾓﾝﾀﾞﾐﾝｾﾝｼﾃｨﾌﾞ 700ml 1 本 
9 両頭ｾﾒﾝﾄﾍﾗ #1 3 本 

10 持針器 ﾏﾁｭｰ型 超鋼付 170mm 1 本 
11 雑用ﾊｻﾐ ｽﾃﾝﾚｽ製 200mm 1 本 
12 歯肉切開ﾊｻﾐ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝﾌｫｯｸｽ #1 1 本 
13 技巧ﾌﾟﾗｲﾔｰ 3枚 ﾔﾝｸﾞ 1 本 
14 三角ﾌﾟﾗｲﾔｰ 新ﾀｲﾌﾟ 三嘴の事 1 本 
15 技巧ﾌﾟﾗｲﾔｰ #118 3枚 1 本 
16 金冠ﾊｻﾐ #210 直 1 本 
17 ﾜｲﾔｰﾆｯﾊﾟｰ KI型 1 本 
18 ﾗﾊﾞｰｶｯﾌﾟ 小･ 15ml 2 個 
19 筆 11cm 2 本 

 
No.2 
No. 品名 規格 数量 単位 
1 ｶｸﾒﾝ 40×40mm 500g 1 箱 
2 ﾛｰﾗｺｯﾄﾝS S Φ8.5×25mm･160本×10箱 1 組 
3 ﾈｵﾀﾞｲﾝ 粉末50g 1 箱 
4 ﾈｵﾀﾞｲﾝ 液10ml 1 箱 
5 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 500P(10P×50) 1 箱 
6 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg 100P(10P×10) 5 箱 
7 L-ｹﾌﾚｯｸｽ小児用顆粒 200mg･100包(1g×100包) 1 箱 
8 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg 500錠(PTP) 1 箱 
9 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg 100P(PTP) 5 箱 

10 ﾕﾆﾌｧｰｽﾄⅡ 3-1ｾｯﾄ粉35g･液100ml 1 箱 
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(4-5) 

災害救助用医療品セット内訳 
 

(令和 3 年 11 月現在) 
№ 品   名  規     格 単位 数量 

1 三角巾 105×105×150cm 枚 100 

2 副木(木製) (大･中･小   各 3 本) 1 組 組 5 

3 ｿﾌﾄｼｰﾈ S ｻｲｽﾞ 20×80×630cm 本 2 

4 眼帯 ｶﾞｰｾﾞ付 個 25 

5 ｻﾗｼ 綿 100% 巾 33cm×1 反 反 5 

6 油紙 (2 枚入り) 1 組 組 100 

7 外傷ﾎﾙｽﾀｰｾｯﾄ 

外科剪刀(14cm ｽﾃﾝﾚｽ製･1 本) 本 

2 

ﾋﾟﾝｾｯﾄ(13cm ｽﾃﾝﾚｽ製･1 本) 本 

とげ抜きﾋﾟﾝｾｯﾄ(13cm ｽﾃﾝﾚｽ製･1 本) 本 

ｻｰｼﾞｶﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(小 2 枚) 組 

綿棒  (50 本入り) 袋 

収納ﾎﾙｽﾀｰ(布製ﾎｯｸ付･1 個) 個 

8 ﾍﾟﾝﾗｲﾄ (瞳孔ｹﾞｰｼﾞ付･1 本)  本 2 

9 電子体温計 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示 本 2 

10 救急剪刀 19cm  ｽﾃﾝﾚｽ製 本 5 

11 救急ｼｰﾄ 保温用 枚 5 

12 包帯 6 裂  反巻､耳付 個 20 

13 包帯 8 裂  反巻､耳付 個 20 

14 ﾎｳ酸末 洗眼用､3g   12 包入り 箱 3 

15 消毒用ｴﾀﾉｰﾙ 500ml 本 2 

16 希ﾖｰﾄﾞﾁﾝｷ 100ml 本 5 

17 逆性石鹸 500ml 本 1 

18 ｱｸﾘﾉｰﾙｶﾞｰｾﾞ 8×5cm  50 枚入り 個 6 

19 絆創膏 ｻｰｼﾞｶﾙﾃｰﾌﾟ 12mm×9m 個 10 

20 冷却ｼｰﾄ 熱さまｼｰﾄ 50×110mm 12 枚入 個 2 

21 ｶｯﾄ綿 50g 個 300 

22 滅菌ｶﾞｰｾﾞ 300×300mm2 枚入り､EOG 滅菌 包 200 

※ 上記セットを、避難所及び備蓄倉庫に合計で 57 組配備している。 
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(4-6) 

新宿区災害医療運営連絡会設置要綱 

 

（趣 旨） 

第１条  この要綱は、災害時の医療救護活動の円滑な運営態勢の確立を図るため、「災害時の医

療救護活動についての協定書（昭和51年11月18日協定）第13条に基づき、新宿区災害医療運営連

絡会（以下「運営連絡会」という。）を設置する。 
 

（所掌事務） 

第２条 運営連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 災害時における医療救護活動に関すること。 

(2) 災害時における関係各機関との情報連絡及び調整方法に関すること。 

(3) 傷病者等の搬送に関すること。 

(4) 災害医療訓練に関すること。 

(5) 医薬品等の備蓄に関すること。 

(6) その他運営連絡会が必要と認めること。 

 

（構 成） 

第３条 運営連絡会は、会長及び委員をもって構成し、会長は副区長があたり、委員は次に掲げる

者を充てる。 

新宿区医師会        会長、副会長(1)、理事(1)   ３人 

新宿区歯科医師会      会長     １人 

四谷牛込歯科医師会     会長     １人 

新宿区薬剤師会       会長     １人 

東京都柔道接骨師会新宿支部 支部長     １人 

区内病院関係者             ３人 

警察署   区内警察署長        ４人 

消防署   区内消防署長        ３人 

新宿区   健康部長、新宿区保健所長、健康副部長、危機管理担当部長 ４人 

２ 会長は必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。 
 

（会 議） 

第４条 会長は、必要に応じて運営連絡会を招集し会議を主宰する。 
 

（幹事会） 

第５条 運営連絡会に附属して幹事会を置く。 

２ 幹事会は、委員の意見を聴いて会長が指名する幹事をもって構成し、運営連絡会の会議事項を

整理する。 
 

（代 理） 

第６条 会長、委員及び幹事は、代理者を出席させることができる。 
 

（検討会） 

第７条 会長は必要があると認めるときは、別に検討会を設置することができる。 

 

（事務局） 

第８条 運営連絡会及び幹事会の事務局は、健康部健康政策課に置く。 
 

（補 則） 

第９条 本要綱に定めるもののほか運営連絡会の運営に関し必要な事項は、運営連絡会で定める。 
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附 則 

この要綱は、昭和52年12月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成８年６月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成11年10月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成23年５月２日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成25年３月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 
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(4-7) 

新宿区災害医療検討会設置要領 
 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、新宿区災害医療運営連絡会設置要綱(昭和 52 年 12 月１日設置)第７条に基づ

いて設置される新宿区災害医療検討会（以下「検討会」という。）の運営に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

  

 (検討事項) 

第２条 検討会の検討事項は、次のとおりとする。 

 （1） 災害医療救護活動及び医療救護所運営に関すること 

  (2)  その他新宿区災害医療運営連絡会が必要と認める事項 

 

（構 成） 

第３条 検討会は、会長及び委員をもって構成し、会長は健康部長があたり、委員は別表のとおり

とする。 

 ２ 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

 
（会 議） 

第４条 会長は、必要に応じて、検討会を招集し会議を主宰する。 

 

（検討会プロジェクトチーム） 

第５条 会長は、災害医療救護活動のより具体的な内容の検討や研修会の開催のために、検討会プ

ロジェクトチームを置くことができる。 

 

（庶 務） 

第６条 検討会及び検討会プロジェクトチームの庶務は、健康部健康政策課において処理する。 

 

（補 足） 

第７条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則（平成 23 年５月２日 23 新区危危第 154 号） 

この要領は、決定の日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 28 日 29 新健政健第 1859 号） 

この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 
構  成  員 

 区医師会 １名 
 区内歯科医師会 ２名 
 区薬剤師会 １名 
 区内柔道整復師会 １名 
 区内災害拠点病院及び救急告示病院関係者  
  慶應義塾大学病院 １名 
  林外科医院 １名 
  ＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンター １名 
  柳町病院 １名 

  国立国際医療研究センター病院 １名 

東京女子医科大学病院 １名 

  春山記念病院 １名 

  ＪＣＨＯ東京山手メディカルセンター １名 

  (財)東京都保健医療公社大久保病院 １名 

  聖母病院 １名 

  目白病院 １名 

  東京医科大学病院 １名 

 区内警察署 各１名 

 区内消防署 各１名 

 東京都 １名 
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(4-8) 

災害時の医療救護活動についての協定書 

 

新宿区を「甲」とし、社団法人新宿区医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締

結する。 
 

（総 則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 
 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対

し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に

基づき、医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 
 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護班活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、こ

れを甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(1) 医師  若干名 

(2) 看護婦  若干名 

(3) その他補助事務 若干名 

 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において、医療救護

活動を実施するものとする。 
 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

(4) 死亡の確認 

 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。 
 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 
 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、

東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入れを要請することができる。 
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（医療費） 

第10条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 
 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練

の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ、担当するものとする。 
 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費 
(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1）に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 
 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成

する新宿区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 
 

（細  目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
 

（協  議） 

第15条 各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 
 
 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

昭和51年11月18日 

 

甲  新宿区長      山本 克忠 

 

乙  社団法人 

新宿区医師会長  大野 憲吉 
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(4-9) 

災害時の歯科医療救護活動についての協定書 
 
 

新宿区を「甲」とし、社団法人東京都歯科医師会牛込支部、社団法人東京都歯科医師会四谷支部

及び社団法人新宿区歯科医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 
 

（総  則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し必要な事項を定めるものとする。 
 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙

に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に

基づき歯科医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 
 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(1) 歯科医師 若干名 

(2) 歯科衛生士    若干名 

(3) その他補助事務  若干名 
 

（歯科医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において歯科医療救護活動を

実施するものとする。 
 

（歯科医療救護班の業務） 

第５条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導 

(4) 検死・検案に際しての法歯学上の協力 
 

（指揮命令） 

第６条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲の指定する者が行うも

のとする。 
 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 
 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の歯科医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用

するものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 
 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練
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の一般参加者中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せて担当するものとする。 
 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負

担するものとする。 

(1) 歯科医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 歯科医療救護班の編成・派遣に要する経費 
イ 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 
ウ 歯科医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 
(2) 合同訓練時における歯科医療救護活動の前(1）にかかる経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 
 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する新

宿区災害医療運営連絡会に参画するものとする。 
 

（細  目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
 

（協  議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 
 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

平成８年７月31日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区 

代表者 東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  東京都新宿区袋町10番地 

社団法人東京都歯科医師会牛込支部 

東京都新宿区新宿二丁目18番5号 

社団法人東京都歯科医師会四谷支部 

東京都新宿区大久保一丁目2番18号 

社団法人新宿区歯科医師会 

 

代表者 社団法人東京都歯科医師会 

四谷支部長    池田 作 
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(4-10) 

災害時の救護活動についての協定書 
 
 

新宿区を「甲」とし、新宿区薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 
 

（総  則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し必要な事項を定めるものとする。 
 

（薬剤師班の派遣） 

第２条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を実

施する必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に

基づき薬剤師班を編成し、現地の救護所及び医薬品の集積場所等に派遣するものとする。 
 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これ

を甲に提出するものとする。 
 

（薬剤師班の活動場所） 

第４条 薬剤師班は、救護所及び医薬品の集積場所において、医療救護活動を実施するものとする。 
 

（薬剤師班の業務） 

第５条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

(2) 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 
 

（指揮命令） 

第６条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲の指定する者が行うものとす

る。 
 

（薬剤師班の輸送） 

第７条 乙所属の薬剤師班の輸送は、原則として甲が行う。 
 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の薬剤師班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するも

のとする。 

２ 救護所等において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
 

（調剤費） 

第９条 救護所等における調剤費は、無料とする。 
 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練

の一般参加者中、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導を併せて担当するものとする。 
 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 薬剤師班の編成・派遣に伴うもの 

ア 薬剤師班の編成・派遣に要する経費 
イ 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 
ウ 薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費 
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(2） 合同訓練時における医療救護活動の前(1）にかかる経費 

２  前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 
 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第12条  乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する新

宿区災害医療運営連絡会に参画するものとする。 
 

（細 目） 

第13条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
 

（協 議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 
 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 
 

平成８年７月31日 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区 

代表者 東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  東京都新宿区西新宿一丁目2番9号 

新宿区薬剤師会 

代表者 会長  木原 芳男 
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(4-11) 

災害時の応急救護活動についての協定書 
 

 

新宿区を「甲」とし、社団法人東京都柔道接骨師会新宿支部を「乙」とし、甲乙間において次の

とおり協定を締結する。 
 

（総  則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し必要な事項を定めるものとする。 
 

（協力の内容） 

第２条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。 

ア 傷病者に対する応急救護（柔道整復師法「昭和 45 年法律第 19 号」に規定された業務の範

囲）の実施 
イ 傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

２ 乙が救護所において行う応急救護は、救護所の医師の指示により実施するものとする。 
 

（費用弁償） 

第３条 甲は、乙の協力に係る衛生材料等の提供使用について、その実費を弁償するものとする。 
 

（損害補償） 

第４条 甲の要請に基づき、乙が行った救護活動に係る従事者の損害補償については、「災害に際

し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和41年東京都新宿区条例第12号）

の例による。 
 

（合同訓練への参加） 

第５条 乙は、甲が行う合同訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。 
 

（応急救護計画の策定） 

第６条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するため、災害応急計画を策定し、これを甲に提出

するものとする。 

２ 乙は、前項の災害応急計画を策定するに当たっては、社団法人新宿区医師会との密接な連携の

もとに行うものとする。 
 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第７条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する新

宿区災害医療運営連絡会に参画するものとする。 
 

（協 議） 

第８条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項に

ついては、その都度甲・乙協議のうえ定めるものとする。 
 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

平成８年７月 31 日 
甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区 

代表者 東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  東京都新宿区中落合4丁目28番8号 

社団法人東京都柔道接骨師会新宿支部 

代表者 支部長  宇佐美 進三  
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(4-12) 

災害時における緊急医療救護所用の敷地の提供に関する協定 
 

 新宿区（以下「甲」という。）と株式会社熊谷組（以下「乙」という。）との間において、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、大規模な災害が発生し、多数の傷病者が発生した場合（以下「災害時」という。）

において、甲が、乙の所有する敷地の一部（以下「対象敷地」という。）を緊急医療救護所として

使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（緊急医療救護所） 

第２条 本協定における緊急医療救護所は、災害時において、甲が、傷病者に対するトリアージ及

び軽症者に対する応急処置等を実施するために設置する。 

 

（対象敷地） 

第３条 本協定の対象敷地は、次のとおりとする。 

 所在地 新宿区津久戸町２番１号 

 名 称 株式会社熊谷組 

 

（提供の要請） 

第４条 甲は、対象敷地に緊急医療救護所を設置する必要が生じたときは、事前に、乙に対しその

旨を文書又は口頭で要請する。 

 

（敷地の提供） 

第５条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特別の理由がない限り、甲に対し対象敷地

を提供することとし、文書又は口頭で回答する。ただし、災害の状況等やむを得ない事情がある

場合、乙は、甲に対し断ることができる。 

 

（管理運営） 

第６条 乙が前条の規定に基づいて提供した対象敷地の管理運営は、甲の責任において行うものと

する。 

 

（使用期間） 

第７条 対象敷地の使用期間は、原則として要請を受けたときから３日間とする。ただし、状況に

より期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議のうえ、使用期間の延長を乙に要請するもの

とする。 

 

（現状復帰） 

第８条 甲は、第４条及び第５条の規定に基づく対象敷地の使用を終了するときは、当該敷地を現

状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
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（費用負担） 

第９条 対象敷地の使用は無償とする。なお、緊急医療救護所の運営にかかる費用は、甲が負担す

るものとする。 

 

（訓練の実施等による敷地の提供） 

第１０条 平時において、乙は、甲から医療救護所運営訓練等を行うため敷地提供の要請があった

場合は、可能な範囲において要請に応えるものとする。 

 

（連絡体制等の通知） 

第１１条 甲及び乙は、連絡体制及び連絡方法について、本協定締結後直ちに相互に通知するもの

とする。 

２ 甲及び乙は、連絡体制等に変更があった場合は、その都度相手方に通知するものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成３１年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の３か月前までに甲乙いずれかから協定の解除の申出がないときは、期間満了の翌日から

１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定めのある事項でその解釈に疑義が生じたも

のについては、その都度甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙署名押印のうえ各１通を保有する。 

 

 平成３０年４月１日 

 

 甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

   新宿区長  吉住 健一 

 

 

 乙 東京都新宿区津久戸町２番１号 

   株式会社熊谷組 

   取締役社長 櫻野 泰則 
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５．応援・供給協定 
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(5-1) 

 
東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書 

 
 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく災害時等（災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合をいう。以下同じ。）の地方公共団体相互間での協力に関し、東京都（以下「都」

という。）及び都内の区市町村（以下「区市町村」という。）は、次のとおりこの協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、都と区市町村が、災害時等において、被災し、又は被災するおそれのある区市

町村（以下「被災区市町村等」という。）に対する災害対策基本法に基づく協力（以下「協力」

という。）を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 この協定に基づく協力の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援 

（２）居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん 

（３）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（４）前各号に定めるもののほか、被災区市町村等の長から特に要求のあった事項 

 

（協力の要求等） 

第３条 被災区市町村等の長は、東京都知事（以下「知事」という。）及び他の区市町村の長に対し、

次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力の要求又は協議（以下「要求等」という。）をできる

ものとする。 

（１）災害時等の状況 

（２）協力の内容 

（３）協力の期間 

（４）協力の場所 

（５）その他必要な事項 

２ 被災区市町村等の長は、前項の規定により個別に要求等するいとまがないときは、知事に対して

一括して協力の要求等を行うことができるものとする。この場合において、知事は、特別区長会

会長（特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定第２条第１項に基づく特別区支援対策本

部が設置されている場合にあっては、特別区支援対策本部長である区長）、東京都市長会会長及

び東京都町村会会長と協議の上、速やかに要求等の相手先の区市町村の長に対し、要求等の内容

を伝達するものとする。 

３ 前２項の規定による要求等は、電話等により行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 

（協力の実施） 

第４条 前条第１項の規定により要求等を受けた知事及び区市町村の長は、被災区市町村等の長に対

し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。 

２ 前条第２項の規定により要求等の内容の伝達を受けた区市町村の長は、知事に対し、協力内容を

電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。 
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３ 知事は、前項の連絡を受けたときは、協力内容を取りまとめ、被災区市町村等の長に通知するも

のとする。 

 

（自主協力） 

第５条 知事及び区市町村の長は、災害時等の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災区市町村等の

長が第３条に規定する要求等を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要求

等を待たず、協力を実施することができるものとする。この場合には、同条の要求等があったも

のとみなす。 

 

（協力費用の負担区分） 

第６条 第４条及び前条の規定により行われた協力に要した費用は、被災区市町村等が負担するもの

とする。ただし、法令並びに都又は区市町村が締結している他の協定に別段の定めがある場合は、

その定めるところによる。 

２ 協力を行う都又は区市町村が実施する被災区市町村等に関する情報収集に要する費用は、当該地

方公共団体が負担するものとする。 

３ 第１項の費用は、被災区市町村等の長の求めがあったときは、協力を実施した都及び区市町村が

一時繰替え支弁するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたい場合は、被災区市町村等と協力を実施した都及び区市町村の間で協議

して定めるものとする。 

 

（都の役割） 

第７条 都は、被災区市町村等が災害応急対策及び災害復旧を円滑に実施できるようにするため、都

及び区市町村相互間の災害時等の協力に係る総合調整を行うものとする。 

２ 都は、災害時等において、都及び区市町村相互間の災害時等の協力のみによっては被災区市町村

等の実施する災害応急対策及び災害復旧が円滑に実施されないと認めるときは、法律並びに都が

締結している道府県及び指定都市等との協定に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、災害対策基本法、消防組織法（昭和22年法律第226号）等に基づき締結してい

る、その他の災害時等における地方公共団体相互間での協力協定を排除するものではない。 

 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、都及び区市町村が協議して別に定めるものと

する。 

 

（適 用） 

第10条 この協定は、令和３年12月27日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、協定書には東京都知事及び特別区長会会長、東京都市長会会長、

東京都町村会会長が記名して、本書４通を作成し、各１通を保有するものとする。 
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令和３年12月27日 

 

東京都 

代表者 東京都知事 

 

都内 23 特別区（別表のとおり） 

代表者 江東区長（特別区長会会長） 

 

都内 26 市（別表のとおり） 

代表者 町田市長（東京都市長会会長） 

 

都内 13 町村（別表のとおり） 

代表者 瑞穂町長（東京都町村会会長） 
 
 
 

（別表） 

都内２３特別区 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、

北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 

都内２６市 

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調

布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国

立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、

多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 

都内１３町村 
瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津

島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
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(5-2) 

 
新宿区と高遠町との相互援助協定 

（※協定書の内容については、平成 18 年３月の伊那市の合併により、伊那市が承継している。） 
 

東京都新宿区（以下「甲」という。）と長野県高遠町（以下「乙」という。）とは、友好提携の精

神に基づき、災害時における相互援助について、次のとおり協定する。 
 

（目  的） 

第１条 この協定は、甲及び乙の地域において、災害が発生した場合の応急対策及び復旧対策に関

し、甲及び乙は相互に援助協力を行うことにより、災害による被害を最少限度に防止することを

目的とする。 

 

（援助の内容） 

第２条 甲及び乙が相互に行う援助について、協力要請があった時は、積極的に協力するものとする。 

２ 前項の協力の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 食糧品 

(2) 生活必需品 

(3) 応急対策資器材. 

(4) 復旧に要する職員の派遣 

(5) 被災者の一時受入れ 

(6) その他 

３ 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲、乙協議のうえ援助内容を追加することができる。 

 

（輸  送） 

第３条 前条に定める物資等の輸送については、援助を要請した側が行うものとする。ただし、要

請した側において特別の理由により輸送が困難な状況にある場合は、甲、乙協議のうえ、その輸

送の一部又は全部を援助する側に依頼することができる。 

（経費の負担） 

第４条 第２条に定める援助に要する経費（輸送料を含む。）は当該援助を要請した側が負担する

ものとし、その額については、甲、乙協議のうえ定める。 

 

（協  議） 

第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲、乙が協

議して定める。 

 

この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有する。 

 

 

平成７年７月２日 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  長野県上伊那郡高遠町西高遠1806番地 

長野県高遠町長  北原 三平 
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(5-3) 

合併に伴う相互援助協定確認書 
 

平成７年７月２日、新宿区と高速町は、災害による被害を最小眼度に防止することを目的として、

相互の地域に災害が発生した場合の応急対策及び複旧対策について、「新橋区と高遠町との相互援

動協定」を締結しました。 

平成18年３月31日、高遠町は、伊那市及び長谷村と合併し、伊那市となりましたが、新宿区と伊

那市は、相互の地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とし、相互援助協定

について、その内容を相互に確認し、これを引き続き継続することに合意し、ここに合併に伴う相

互援助協定確認書を取り交わします。 

 

平成18年７月２日 

 

新宿区         伊那市 
区長 中山 弘子    市長 小坂 樫男 
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(5-4) 

新宿区と長坂町との相互援助協定 

（※協定書の内容については、平成16年11月の明野村・須玉村・高根町・長坂町・大泉村・白洲町・

武川村の合併により、北杜市が承継している。） 

 
 

東京都新宿区（以下「甲」という。）と山梨県長坂町（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る相互援助について、次のとおり協定する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の地域において、災害が発生した場合の応急対策及び復旧対策に関し、甲

及び乙は相互に援助協力を行うことにより、災害による被害を最少限度に防止することを目的とする。 

 

（連絡の窓口） 

第２条 甲と乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは速や

かに必要な情報を相互に伝達するものとする。 

 

（援助の内容） 

第３条 甲及び乙が相互に行う援助について、協力要請があったときは、積極的に協力するものとする。 

２ 前項の協力の範囲は、次のとおりとする。 

1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材 

2) 応急対策に必要な資器材 

3) 救助及び救助活動に必要な車両等 

4) 復旧に要する職員の派遣 

5) ボランティアのあっ旋 

6) 被災者の一時受入れ 

7) その他 

３ 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲、乙協議の上援助内容を追加することができる。 

 

（輸 送） 

第４条 前条に定める物資等の輸送については、援助を要請した側が行うものとする。ただし、要

請した側において特別の理由により輸送が困難な状況にある場合は、甲、乙協議の上、その輸送

の一部又は全部を援助する側に依頼することができる。 

 

（経費の負担） 

第５条 第３条に定める援助に要する経費（輸送料を含む。）は当該援助を要請した側が負担する

ものとし、その額については、甲、乙協議の上定める。 

 

（災害補償） 

第６条 派遣職員等がその業務により、負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害

補償については、応援した区、町の負担とする。 

２ 派遣職員等が業務上第三者に損害を与えた場合においては、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては要請した区、町が、要請した区、町への往復の途中において生じたものにつ

いては応援した区、町が補償の責めを負うものとする。 

 

（協 議） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲、乙が協

議して定める。 
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この協定の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。 
平成 11 年３月 29 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条2575番19 

山梨県長坂町長  小沢 澄夫 

 

合併に伴う相互援助協定確認書 

 
平成 11 年３月 29 日、長坂町と新宿区は災害による被害を最小限度に防止することを目的として、

相互の地域に災害が発生した場合の応急対策及び復旧対策について「新宿区と長坂町の相互援助協

定」を締結した。 
この協定により、協力要請が行なわれた場合の援助内容等を定めたことは、災害対策基本法の趣

旨に沿って地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するうえで重要なものである。 
平成 16 年 11 月１日、明野村・須玉町・高根町・長坂町・大泉村・白州町・武川村は合併し、北

杜市となったが、北杜市と新宿区は相互援助協定について引き続き確認するものである。 
 
平成 17 年３月 25 日 

北杜市長 白倉 政司     新宿区長 中山 弘子 
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(5-5) 

新宿区と沼田市との災害時における相互援助に関する協定 
 
 

新宿区（以下「甲」という。）及び群馬県沼田市（以下「乙」という。）は、災害時における相互

援助について、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域において災害が発生した場合における応急・復旧対応について、相

互に、物資の供給、職員の派遣その他の援助協力を行うことにより、災害による被害の拡散の防止及び

災害からの早期復旧に資することを目的とする。 

 

（相互援助） 

第２条 前条に規定する相互の援助協力（以下「相互援助」という。）の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需品の供給 

(2) 前号の供給に必要な資器材その他応急・復旧対応に必要な資器材の供給 

(3) 救助及び救援活動に必要な車両等の貸与 

(4) 職員の派遣 

(5) ボランティア等のあっせん 

(6) 被災者の一時受入れ 

(7) その他応急・復旧対応のために必要と認められる援助 

２ 甲及び乙は、自らの区域において災害が発生した場合において、相互援助を必要と認めるときは、

その相手方に対し、その旨を要請することができる。 

３ 甲及び乙は、その相手方から前項の規定に要請（以下「支援要請」という。）を受けたときは、

特別の理由がない限り、積極的に相互援助を行うものとする。 

 

（輸送） 

第３条 相互援助を行うに当たって必要な物資等の輸送は、支援要請を行う側（以下「要請側」と

いう。）が行うものとする。ただし、特別の理由により要請側が当該輸送を行うことが困難な状

況にあるときは、甲乙協議の上、当該相互援助を行う側（以下「援助側」という。）がその全部

又は一部を行うことができる。 

 

（経費負担） 

第４条 相互援助に要する費用（前条に規定する輸送に要する費用を含む。）は、要請側が負担す

るものとし、その額は、甲乙協議の上定める。 

 

（災害補償） 

第５条 相互援助のために派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合における公務災害補償については、援助側の負担とする。 

２ 前項に規定する職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、その損害が相互応援の業

務への従事中に生じたものであるときは要請側が、その損害が要請側の区域との往復の移動中に

おいて生じたものであるときは援助側が、それぞれその補償の責めを負うものとする。 

 

（連絡担当部署の設定等） 

第６条 甲及び乙は、相互援助に関する連絡を円滑に行うため、あらかじめ、それぞれ担当部署を

定め、相互に報告するものとする。 

２ 甲及び乙は、災害発生時において、前項に規定する連絡担当部署を通じて、支援要請、必要な

情報の伝達等を行うものとする。 
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（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項で疑義が生じたものについては、甲

乙協議の上定める。 

 

 

この協定の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。 
 
平成 24 年 10 月 30 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

東京都新宿区長  中山 弘子 

 

乙  群馬県沼田市西倉内町７８０番地 

群馬県沼田市長  星野 巳喜男 
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(5-6) 

特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 
 
 
（目 的） 

第１条 この協定は、特別区（以下、「区」という。）の区域において大規模な地震等の災害が発

生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、

災害を受けた区（以下、「被災区」という。）独自では、十分な対策等が実施できない場合にお

いて、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区（以下、「支

援区」という。）が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とする。 
 

（支援対策本部の設置） 

第２条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するため、

災害発生後直ちに特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

２ 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。 

３ 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。 

４ 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が出

ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及び支

援区相互の活動に必要な調整を行う。 

５ 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に必

要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。 

６ 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。 
 

（支援各区の体制） 

第３条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体制

を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。 

２ 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。 

３ 支援区は、前２項のほか、本部の活動に協力するものとする。 
 

（支援の要請） 

第４条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援活

動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

第４条の２ 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部へ

の報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 
 

（相互協力及び相互支援の内容） 

第５条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への応援職員の派遣 
ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 
ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

(2) 救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への救援物資の提供 
ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供 
ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

(3) 避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必

要な事項 

(4) 被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区へのボランティアの斡旋 
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ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供 
ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項 

(5) 被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項 

(6) 動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

(7) 被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区の

負担を軽減するために必要な事項 

(8) ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他

区間協力、区間支援に必要な事項 

(9) 災害時要援護者の救援支援に関する次の事項 

イ 被災区への専門職員等の派遣 
ロ支援区での二次避難場所の提供等災害時要援護者の受入れ 
ハ その他災害時要援護者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するため

に必要な事項 
(10) 遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、

区間支援に必要な事項 

(11) 道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被

災区の負担を軽減するために必要な事項 

(12) 応急危険度判定、り災証明発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関し、職

員、資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項 

(13) 仮設住宅の提供に関する次の事項 

イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供 
ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保 
ハ その他、仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項 

(14) 帰宅困難者への対応に関し、情報提供、一時滞在施設への受入れ、物資提供その他の区

間協力、区間支援に必要な事項 

(15) 児童・生徒の受入れ、応急教育の実施に関し、必要な事項 

(16) 被災区の被災区外での業務継続に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項 

(17) 前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項 

 

（支援経費の負担） 

第６条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。 

２ 支援を受けた区が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から要

請があった場合には、支援する区は当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の措置

その他については、本部が調整する。 
 

（連絡担当部署） 

第７条  各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とする。 
 

（平常時の措置） 

第８条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情報

交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。 
 

（実施細目の作成） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。 
 

（協定内容等の見直し） 

第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを行
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い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。 
 

（その他） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して定める。 
 

（附 則） 

１ この協定は、平成 26 年４月１日から適用する。 
２ 平成８年２月 16 日締結の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書及び実施細目

は廃止する。 
３ この協定の締結を証するため、本協定書を 23 通作成し、各区長は記名押印のうえ、各１通

を保有する。 
平成 26 年３月 14 日 

 
千代田区長 石 川 雅 己     新宿区長  中 山 弘 子 
中央区長  矢 田 美 英   文京区長  成 澤 廣 修 
港区長   武 井 雅 昭   台東区長  吉  住   弘 
墨田区長  山  﨑   昇   豊島区長  高 野 之 夫 
江東区長  山 﨑 孝 明    北区長   花川 與惣太 
品川区長  濱  野   健   荒川区長  西川 太一郎 
目黒区長  青 木 英 二   板橋区長  坂  本   健 

  練馬区長 
大田区長  松 原 忠 義    職務代理者  琴 尾 隆 明 

                              副区長 
世田谷区長 保 坂 展 人   足立区長  近 藤 弥 生 
渋谷区長 桑 原 敏 武    葛飾区長  青 木 克 德 
中野区長  田 中 大 輔   江戸川区長  多 田 正 見 
杉並区長  田  中   良 
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(5-7) 

特別区支援対策本部の設置等に関する実施細目 
（協定第２条・３条・４条関係） 

 
１ 本部の設置 

特別区において大規模な地震等の災害が発生した場合、発災後直ちに被災を免れた区あるいは

被災の軽微な区（以下、「支援区」という。）のうち一区に「特別区支援対策本部」（以下、「本部」

という。）を設置し（以下、本部が設置された区を「本部設置区」という。）、支援区は相互に協

力して被災区の支援にあたることとする。 
２ 本部設置区の決定 

発災時に本部設置区を決定する場合、迅速に支援体制を確立するため、支援区間で協議するこ

となく、以下に定める順位に従って、支援区のうち一区を本部設置区とする。 
(1) 本部設置区は次の順位に従って決定する。 

① 第１順位 区長会会長区 
② 第２順位 区長会副会長区のうち、23 区行政順位が先の区 
③ 第３順位 区長会副会長区のうち、23 区行政順位が後の区 

(2) 支援区の中に第１順位から第３順位までの該当区がなかった場合は、次の順により本部設置

区を決定する。 
① 支援区の中から、区長会幹事区で、行政ブロック順が先の区を本部設置区とする。 
② ①による該当区がなかった場合は、支援区の中から、行政順が先の区を本部設置区とする。 

３ 本部設置区の変更 
(1) 本部設置区となった区が２次災害の発生等の事情により本部としての機能を果たせなくなっ

た場合は、支援区の中の直近後順位の区にその旨を通知することとし、この通知をもって当該

後順位の区を本部設置区とする。 
(2) 本部設置区が本部機能を果たせなくなったと判断できる場合は、本部設置区からの連絡を待

たずに、支援区の中の直近後順位の区を本部設置区とする。 
(3) 本部機能を果たせなくなったと判断される場合とは、以下の場合である。 

① 本部設置区において２次災害が発生し、支援区と本部設置区との連絡手段が途絶えた場合 
② ①に準ずる状況で、本部設置区が被災したことが明らかな場合 

４ 被災区及び支援区等への連絡 
本部設置区となった区は、その旨を各区並びに東京都等の関係団体に連絡する。 

５ 本部の組織及び運営 
(1) 本部には本部長を置くこととし、本部長は、本部設置区の区長とする。 
(2) 本部長は、本部設置区の職員を本部従事職員に指定し、本部の運営にあたらせる。 
(3) 本部長は、本部の運営に必要な場合、支援区その他の関係団体に対し、応援職員の派遣を要

請することができる。 
(4) (3) の要請を受けた区は、速やかに応援職員を本部設置区に派遣することとし、本部派遣に要

する費用は、派遣する支援区の負担とする。 
６ 被災区からの支援要請 

被災区からの支援要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、

電話その他の手段で要請し、後日文書で提出する。 
７ 本部の役割と支援区の協力体制 

(1) 本部は、被災区への支援活動が円滑、効果的に行われるよう、協定第５条に基づく支援活動

に関する連絡調整を行う。 
(2) 本部は、各支援区が支援活動を行うにあたり、被災区に負担をかけない、効率的、効果的な

支援活動が展開できるよう、必要に応じて各支援区に支援活動に関する要請を行うことができ

る。 



(5-8) 職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目 

 146 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

(3) 各支援区は本部の要請に従って、一体となって被災区の支援にあたることとする。 
８ 支援対策会議 

本部は、以下の事項について、支援活動等に関して各区に協議する必要がある場合、被災区並

びに支援区による支援対策会議を招集することができる。 
(1) 国、都、他の地方公共団体等との調整が必要で、各区に協議する必要がある場合 
(2) 支援経費の負担等、経費負担に関する協議が必要な場合 
(3) 本部を解散する場合 
(4) その他協議が必要な場合 

９ 本部の解散 
本部は、８の(3) の決定により解散する。 

（附 則） 
この実施細目は、平成 26 年４月１日から適用する。 
 

 
(5-8) 

職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目 
（協定第５条第１号関係） 

１ 被災区への応援職員の派遣 
① 被災区は応援職員の派遣が必要な場合、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）若

しくは連絡可能な区に速やかに派遣要請を行うこととし、被災区から応援職員の派遣要請を

受けた区は、速やかにその旨を本部に連絡することとする。 
② 本部は、被災区からの要請を受けた場合、早急に応援職員の派遣について支援区間の調整

を行い、各支援区に職員の派遣を要請する。 
③ 本部は、被災区からの要請を待たずに、応援職員の派遣先・規模等を調整し、各支援区に

応援職員の派遣を要請することができる。 
④ 各支援区は、本部から応援職員の派遣について要請を受けた場合、速やかに応援職員を派

遣することとし、派遣先、規模等についても本部の要請にできる限り応えるよう努める。 
２ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

① 各支援区が応援職員を派遣する場合は、原則として、職員宿舎、食料等支援活動に必要な

設備、装備等は支援区で用意し、被災区に負担をかけることがないよう努める。 
② 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供については、被災区近隣

の支援区が中心となって、支援区相互が協力して対応することとする。 
③ 宿舎、食料等の提供に関して必要がある場合は、本部において支援区間の連絡調整を行う

こととする。 
３ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

発災直後に各区が応援職員を自主的に緊急派遣する場合においても、原則として、応援職員は

自らの食料・飲料水・野営用具等を装備のうえ被災地に向かうこととする。 
（附 則） 

この実施細目は、平成 26 年４月１日から適用する。 
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(5-9) 

救援物資の区間相互支援及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する実施細目  
（協定第５条第２号関係） 

 
１ 被災区は、特別支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、救援物資の品目、数量、

搬入場所などを極力明確にしたうえで、救援物資の提供を要請することができる。 

なお、被災区は、被災区内に搬入場所を確保することが困難な場合には、本部に対して、支援

区内において搬入場所を確保するよう要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもっ

て、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。 

３ 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものと

する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 
(5-10) 

避難場所を共同する区間における共同の現地本部の設置 
その他避難場所の運営協力上必要な事項に関する実施細目 

（協定第５条第３号関係） 
 

１ 避難場所を共用する区（以下、「関係区」という。）は、共同で現地本部（以下、「現地共同

本部」という。）を設置して避難場所の運営を行うものとする。 

２ 関係区の災害対策本部は、次の場合、相互に連絡のうえ、現地共同本部を設置し派遣人数を通

報する。 

(1) 避難勧告を発令した場合 

(2) その他、関係区の災害対策本部が必要と認めた場合 

３ 現地共同本部の統轄は、当該避難場所の所在区がこれを行う。 

なお、避難場所が複数の区にまたがる場合は、関係区間で事前に協議して定める。 

４ 現地共同本部の業務は、次のとおりとする。 

(1) 避難場所の状況にかかる次の情報を収集し、災害対策本部に連絡すること。 

① 避難者数 

② 傷病者、乳幼児等緊急に支援が必要な者の数及び状況 

③ その他緊急に対応する必要がある事項 

(2) 災害対策本部からの情報に基づき、避難者に対して次の情報提供を行うこと。 

なお、情報の提供にあたっては、関係区が有する手段を共同で利用して、相互に連携・協力

して行う。 

① 避難場所周辺の被災の状況 

② 避難所に関する情報 

③ 交通機関の状況 

④ その他被災者に必要な情報 

(3) 避難場所の避難者に対する応急救護を行うこと。 

(4) その他、避難場所において給食・給水等を行う必要があるときは、関係区は共同で必要な処

置をとる。 

５ 避難場所の運営に関して経費の負担が生じたときは、当該関係区間で協議する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。  
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(5-11) 

被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する実施細目 
（協定第５条第４号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、必要とするボランティ

アの種類、人数、活動場所などを極力明確にしたうえで、ボランティアの斡旋を要請することが

できる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、ボランティア希望者に対して、

ボランティア関連情報の提供、相談、募集及び受付業務を実施するとともに、被災区におけるボ

ランティア活動に従事することを要請するものとする。 

３ 支援区は、ボランティアに対し、活動拠点の確保等支援体制の整備に努めるものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 
 
(5-12) 

被災住民の受入れに関する実施細目 
（協定第５条第５号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区外での避難生活

が必要な被災住民の人数、健康等の状態、受入希望施設などを極力明確にしたうえで、支援区へ

の受入れを要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区外での避難生活が必要な

被災住民の状況に応じて、受入施設及び移送手段を確保するとともに、被災住民に対する支援を

行う。 

なお、支援区は、被災区において福祉措置等を受けていた被災住民が避難した支援区で引き続

き措置等を受ける場合には、被災区の措置基準に準じた措置等を行うものとする。 

 

３ 本項は、ペットの同行避難にも配意するものであり、支援区は、支援を行う。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 
 

(5-13) 

動物の保護に関する実施細目 
（協定第５条第６号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に動物の保護・収容に必要な食料、

資機材の救援物資の品目、数量、搬入場所等を極力明確にしたうえで、要請することができる。 
２ 支援区は、本部と連携のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもっ

て、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。 
３ 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものと

する。 
（附 則） 
この実施細目は、平成 26 年４月１日から適用する。 



(5-14) 医療救護活動に関する実施細目 
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(5-14) 

医療救護活動に関する実施細目 
（協定第５条第７号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対し、必要とする医療救護班の

内容・班数・救護活動の場所などを極力明確にしたうえで、必要な医療救護班の派遣を要請する

ことができる。 

なお、支援区は23区内での被災を知ったときは、支援要請の有無に関わらず、直ちに区内の医

療資源（医師・医療品・ベッド等）の把握や医療機材の確保に努めるとともに、医療救護班（保

健師等を含む）を編成し、支援体制を整えるものとする。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び医療機材・物資・

運送車両をもって、指定された場所で医療救護活動を実施するものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 
 

(5-15) 

ごみ、し尿、がれきの処理に関する実施細目 
（協定第５条第８号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、ごみ、し尿、がれきの

処理に要する資機材、物資等の品目、搬入場所などを極力明確にしたうえで、資機材、物資等の

提供を要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもっ

て、指定された搬入場所まで、要請を受けた資機材、物資等を搬送するものとする。 

３ 支援区は、資機材、物資等を搬入場所に搬入後、被災区の要請に基づき、仕分・配送・組立作

業等について支援するものとする。 

４ 被災区は、本部に対して、がれきの処理に関する事務に要する職員の人員、期間などを極力明

確にしたうえで、職員の派遣を要請することができる。 

５ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、職員に必要な装備、物資を携行

させ、自らの運送車両をもって、指定された場所まで、要請を受けた職員を派遣するものとする。 

６ 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づいて、被災区の指示に従って、がれきの

処理に関する事務に従事する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

  



(5-16) 災害時要援護者の救護支援に関する実施細目 
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(5-16) 

災害時要援護者の救護支援に関する実施細目 
（協定第５条第９号関係） 

 
１ 被災区への専門職員等の派遣 

(1) 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、災害時要援護者の救

援活動に関する専門職員等の派遣を要請することができる。 

要請の要領は、次のとおりとする。 

① 応援を要請する職員の職種と人員数 

② 応援を必要とする期間 

③ その他必要な事項 

(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な専門職員等の

派遣を行うものとする。 

２ 支援区での二次避難所の提供 

(1) 被災区は、災害時要援護者の避難のため、区の設置した二次避難所では避難者を収容できな

いとき、あるいは災害の状況、その他の理由で避難者を区外の施設等に移す必要のあるときは、

本部に対して、二次避難所の提供を要請することができる。 

要請の要領は次のとおりとする。 

① 災害時要援護者の態様と人員 

② 開設を希望する施設の種類 

③ 開設を希望する期間 

④ 避難者の移送方法 

⑤ その他必要な事項 

(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自区内に二次避難所を開設し、

被災区の避難者を受入れ、災害時要援護者に必要な物資や情報の提供を行い、介護等に必要な

要員を配置するものとする。 

３ 被災区への資機材の提供 

(1) 被災区は、災害時要援護者の救援に関し、車椅子、紙おむつ等、必要な物資の支援を要請す

ることができる。 

(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な支援を行うも

のとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 



(5-17) 遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目 
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(5-17) 

遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目 
（協定第５条第 10 号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、遺体の保管に要するド

ライアイス、棺、その他必要な資機材及び車両を区独自で調達することが困難な場合には、その

提供を要請することができる。 

この場合、被災区は提供を必要とする資機材の種類、数量及び搬入場所等を極力明確に示すも

のとする。 

２ 被災区は、遺体の搬送等の人的作業を区独自で処理することが困難な場合には、本部に対して、

応援職員を要請することができる。 

この場合、被災区は応援を必要とする職員の人数、派遣期間等について、極力明確に示すもの

とする。 

３ 応援職員を派遣する場合、応援職員の装備及び被災区までの運送車両の手配については、支援

区が行うものとする。 

４ 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づき、被災区の指示に従って業務に従事す

るものとする。 

５ 資機材の輸送に要する車両の手配については、支援区が行うものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 
 

(5-18) 

道路の早期復旧に関する実施細目 
（協定第５条第 11 号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、道路の被害状況調査並

びに資機材の提供、障害物の除去、仮復旧工事等に関する応援要請をすることができる。 

なお、被災区は、可能なかぎり道路の被害状況を把握し、本部に報告するものとする。 

２ 本部は、被災区の要請を待たずに、本部の判断により支援体制を決定することができる。 

３ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び資機材をもって、

指定された場所で道路復旧活動を実施するものとする。 

４ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 



(5-19) 応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査 

及びり災証明発行に関する実施細目 
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(5-19) 

応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査 
及びり災証明発行に関する実施細目 

（協定第５条第 12 号関係） 
 

１ 支援区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）の要請に基づき、速やかに被災区

に対し応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明の発行（以下「建

物の被害調査等」という。）に必要な職員の派遣及び資機材等の提供を行う。 

２ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

３ 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、建物の被害調査等に必要な職員及び資機

材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 
(5-20) 

仮設住宅の提供に関する実施細目 
（協定第５条第 13 号関係） 

 
１ 支援区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）の要請に基づき、指定された場所

に必要物資等を搬送するほか、応援職員を派遣するものとする。 

２ 被災区は、被災区内に仮設住宅建設用地を確保することが困難なときは、本部に仮設住宅建設

用地の提供を要請することができる。 

３ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

４ 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、仮設住宅建設に必要な職員及び資機材等

が不足する場合は、その確保に努めるものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 

 

 
(5-21) 

帰宅困難者対策に関する実施細目 
（協定第５条第 14 号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、帰宅困難者への情

報提供、帰宅困難者の一時滞在施設への受入れ及び水、食料等の提供、帰宅困難者の避難誘

導等に必要な協力等、必要な援助を極力明確にしたうえで、職員の派遣、資機材の提供、施

設の提供等を要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、対応可能な範囲において、

職員の派遣、資機材の提供、施設の提供等、必要な支援を行うものとする。 

３ その他、区界に存するターミナル駅等に滞留した帰宅困難者による混乱や事故の発生等の

危険性がある場合は、関係区が連携及び協力し、必要な措置を講じることとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成26年４月１日から適用する。 



(5-22) 児童・生徒の受入れ、応急教育の実施等に関する実施細目 
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(5-22) 

児童・生徒の受入れ、応急教育の実施等に関する実施細目 
（協定第５条第 15 号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区の児童・生徒の受

入れ、応急教育等に関し、要請することができる。 
  要請の要領は、次のとおりとする。 

(1) 受入れを要請する児童・生徒の人数 
(2) 受入れを必要とする期間 
(3) その他必要な事項 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の児童・生徒を受入れ、

教材や文具等の必要な物資や情報の提供を行なうものとする。 
（附 則） 

この実施細目は、平成 26 年４月１日から適用する。 
 

 
(5-23) 

被災区の業務継続のための支援区における施設等の提供に関する実施細目 
（協定第５条第 16 号関係） 

 
１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区外で実施する業務

に必要な資機材、応援職員などを極力明確にしたうえで、施設等の提供を要請することができる。 
２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の業務継続のために必要

な施設及び資機材等の確保に努めるものとする。 
 
３ 被災区の業務への支援区職員の応援に関しては、「職員の区間相互支援及び被災区における応援

職員の受入れ支援に関する実施細目（第５条第１号関係）」に準ずるものとする。 
（附 則） 

この実施細目は、平成 26 年４月１日から適用する。 
 
 
 
 



(5-24) 災害応急対策活動の相互応援に関する協定書 
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(5-24) 

災害応急対策活動の相互応援に関する協定書 
 

災害応急対策活動の相互応援に関し、北海道砂川市、岩手県一関市、茨城県笠間市、茨城県桜川

市、栃木県大田原市、群馬県藤岡市、東京都千代田区、東京都港区、東京都新宿区、東京都墨田区、

新潟県新発田市、長野県諏訪市、愛知県西尾市、滋賀県大津市、滋賀県野洲市、兵庫県相生市、兵

庫県豊岡市、兵庫県赤穂市、兵庫県加西市、兵庫県篠山市、兵庫県加東市、広島県三次市、熊本県

山鹿市（以下「協定市区」という。）との間に次のとおり協定する。 
（目的） 
第１条 この協定は、協定市区の区域内において災害が発生した場合において、協定市区が相互に

応援し、その応急対策活動の万全を期すことを目的とする。 
（災害の範囲） 
第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１

号に規定する災害をいう。 
（相互応援） 
第３条 協定市区は、その区域に災害が発生した場合、相互に応援し、被災した協定市区の応急対

策及び復旧対策を円滑に遂行するものとする。 
（連絡担当部局） 
第４条 協定市区は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにし

ておくものとする。 
（応援の要請及び方法） 
第５条 協定市区は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他別に定める場合を

除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請

するものとする。 
（1） 非常災害時における食糧、飲料水、生活必需品、資器材等の提供 
（2） 被災者援護に係る職員の応援及び施設の利用 
（3） 被災者の医療・防疫活動における職員の応援、医療品等の提供 
（4） その他応急対策活動に必要な措置 

（応援措置の履行） 
第６条 応援を行う協定市区は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。 
（応援経費の負担） 
第７条 応援に要した経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、原則と

して被応援市区が負担するものとする。 
（地域防災計画その他資料等の交換） 
第８条 協定市区は、非常の災害に備え地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資

料情報等を相互に交換するものとする。 
（効力発生の日） 
第９条 この協定は、平成 25 年４月１日からその効力を生ずる。 
（実施の細目） 
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市区が協議のうえ別に定めるものとする。 
 
   附 則 

平成 24 年３月１日付けで締結した災害応急対策活動の相互応援に関する協定は、廃止する。 
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 この協定の成立を証するため本書 23 通を作成し、協定市区記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

平成 25 年４月１日 
北海道砂川市長   善 岡 雅 文 
岩手県一関市長   勝 部   修 
茨城県笠間市長   山 口 伸 樹 
茨城県桜川市長   中 田   裕 
栃木県大田原市長  津久井 富 雄 
群馬県藤岡市長   新 井 利 明 
東京都千代田区長  石 川 雅 己 
東京都港区長    武 井 雅 昭 
東京都新宿区長   中 山 弘 子 
東京都墨田区長   山 﨑   昇 
新潟県新発田市長  二階堂   馨 
長野県諏訪市長   山 田 勝 文 
愛知県西尾市長   榊 原 康 正 
滋賀県大津市長   越   直 美 
滋賀県野洲市長   山 仲 善 彰 
兵庫県相生市長   谷 口 芳 紀 
兵庫県豊岡市長   中 貝 宗 治 
兵庫県赤穂市長   豆 田 正 明 
兵庫県加西市長   西 村 和 平 
兵庫県篠山市長   酒 井 隆 明 
兵庫県加東市長   安 田 正 義 
広島県三次市長   増 田 和 俊 
熊本県山鹿市長   中 嶋 憲 正 
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(5-25) 

災害時におけるボランティア支援に関する協定書  
 
新宿区（以下「甲」という。）と社会福祉法人新宿区社会福祉協議会（以下「乙」という。）との

間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、新宿区内に地震、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）に

おいて甲と乙が、効率的・効果的なボランティア活動支援が行えるように相互に連携し、もって

被災者等の生活の早期安定を図ることを目的とする。 
 

（情報の収集・提供） 
第２条 甲と乙は、災害時において、連携してボランティアに関する情報を収集し、区民等に対し

て迅速かつ的確な情報を提供することとする。 
２ 甲と乙は、連携して区民及び関係機関等からのボランティア活動に関する問い合わせ及び相談

に応ずることとする。 
３ 甲と乙は、平常時からボランティア活動についての情報交換を行うなど、災害時に迅速かつ円

滑な連携・強力体制がとれるよう努めるものとする。 
 

（災害ボランティアセンターの開設・運営） 
第３条 甲は、災害時において、新宿区防災計画に基づき、災害ボランティアセンターを開設する。 
２ 乙は、甲の要請に基づき、甲が開設する災害ボランティアセンターに、ボランティアの受入れ

や紹介等の調整を行うコーディネーターを派遣する。 
 

（人材育成） 
第４条 乙は、コーディネーターとなる人材を養成し、その質の向上に努め、甲は、乙に対し必要

な協力をすることとする。 
２ 乙は、甲の実施する災害対策訓練等に積極的に参加するとともに、職員等の防災意識の向上に

努めることとする。 
 
（関係機関等との協力体制） 

第５条 乙は、東京ボランティア・市民活動センターや区市町村ボランティアセンターとのネット

ワークを構築するとともに、他のボランティア活動を支援する組織や関係機関等との連携を強化

し、災害時における協力体制の整備に努めるものとする。 
２ 甲は前項の体制づくりに関し、必要な範囲で支援するものとする。 
 

（資機材等の確保） 
第６条 甲は、災害時に必要な資機材等を乙と協議のうえ、準備するものとする。 
 

（費用負担） 
第７条 甲の要請に基づき乙が実施した協力業務の費用については、甲が負担するものとする。 
２ 乙は、業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 
 

 (損害補償) 
第８条 ボランティア活動にかかわるボランティアへの損害補償は、災害ボランティア保険による
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ものとする。 
２ 前項の災害ボランティア保険の加入金については、甲が負担するものとする。 
 

（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項並びにこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の

上決定する。 
 

（有効期限） 
第 10 条 この協定の有効期間は、平成 17 年３月 28 日から平成 18 年３月 31 日までとする。 

ただし、期限終了の日の３ヶ月前までに、甲乙になんらかの意思表示がないときは、１年間延

長されたものとみなし、以降、この例によるものとする。 
 

上記、協定締結の証として、本協定善を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有

するものとする。 
 
平成 17 年３月 28 日 

         甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
              新宿区 
              代表者 新宿区長 中山 弘子 
 
         乙 東京都新宿区新宿五丁目１８番２１号 
              社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 
              代表者 会長 北中 誠 
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(5-26) 

災害時の情報交換に関する協定 
 

国土交通省関東地方整備局（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）とは、災害時

における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（目 的） 
第１条 この協定は、新宿区の区域内（以下「新宿区内」という。）で災害が発生し、又は、災害が

発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交換」

という。）について定め、もって、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。 
 
（情報交換の開始時期） 
第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

(1) 新宿区内で重大な被害が発生し、又は、発生するおそれがある場合 
(2) 新宿区災害対策本部が設置された場合 
(3) その他甲又は乙が必要とする場合 

 
（情報交換の内容） 
第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

(1) 一般被害状況に関すること。 
(2) 公共土木施設（道路、河川、都市施設等）の被害状況に関すること。 
(3) その他甲又は乙が必要な事項 

 
（情報連絡員の派遣） 
第４条 第２条各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、

甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。 
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとす

る。 
 
（平素の協力） 
第５条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備

に協力するものとする。 
 
（協議） 

第６条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 
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本協定は、２通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する。 

 

 

平成25年４月25日 

 

甲  埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

    さいたま新都心合同庁舎２号館 

国土交通省 

関東地方整備局長 森 北 佳 昭 

 

 

乙  東京都新宿区歌舞伎町１丁目４番１号 

新宿区 

新宿区長     中 山 弘 子 
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(5-27) 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定 
 
 

東京都を甲とし、新宿区を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及び

運用に関する協定を締結する。 
 

〈目 的〉 
第１条 この協定は、甲が東京都震災予防条例(昭和46年東京都条例121号)に基づき新宿区立鶴巻南

公園内に設置した給水施設(以下「給水施設」という。)の維持管理及び運用に関して必要な基本

的事項を定めることを目的とする。 
 

(協 力) 
第２条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互

に協力するものとする。 
 

〈維持管理〉 
第３条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとする。 

２ 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。 
 

 (応急給水) 
第４条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目

的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 
 

(費用負担) 
第５条 甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。 

２ 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外

のものに係る経費を負担するものとする。 
 

(関連区) 
第６条 乙は給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別区と

別途協議するものとする。 
 

(実施細目) 
第７条 乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議すうものとする。 
 

(適用期日) 
第８条 この協定は、昭和59年８月13日から適用する。 
 

甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その

１通を保有する。 
 

昭和 59 年８月 13 日 
甲  東京都 

代表者 東京都知事   鈴木 俊一 

 

乙  新宿区 

代表者 新宿区長    山本 克忠 
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(5-28) 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定書 
 
 

東京都知事を甲とし、東京都新宿区長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の

維持管理及び運用に関する協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、甲が東京都震災予防条例（昭和46年東京都条例121号）に基づき（仮称）百人

町三丁目公園内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）の維持管理及び運用に関して

必要な基本的事項を定めることを目的とする。 
 

 （協 力） 
第２条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互

に協力するものとする。 
 

 （維持管理） 

第３条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとす

る。 

２ 前項の維持管理は、東京都水道局が実施するものとする。 
 

 （応急給水） 

第４条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目

的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 
 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。 

２ 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外

のものに係る経費を負担するものとする。 
 

 （関連区） 

第６条 乙は給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別区と

別途協議するものとする。 
 

 （実施細目） 

第７条 乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。 
 

 （適用期日） 

第８条 この協定は、平成３年７月24日から適用する。 
 

甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その

１通を保有する。 
 

平成３年７月 24 日 
 

甲   

東京都知事    鈴木 俊一 

 

乙   

東京都新宿区長  小野田 隆  
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(5-29) 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 
 

東京都（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）とは指定給水拠点の応急給水区画

における初動応急給水活動について、次のとおり覚書を締結する。 
（目的） 
第１条 この覚書は、東京都地域防災計画、東京都水道局震災応急対策計画及び新宿区地域防災計

画の趣旨に基づき、住民への速やかな初動応急給水活動を実施するに当たり、必要な事項を定め

ることを目的とする。 
（用語の定義） 
第２条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
一 指定給水拠点 給水拠点（応急給水槽を除く。）のうち、甲が指定する給水拠点をいう。 
二 初動応急給水活動 応急給水用資器材を設置し、水質検査を行った後、応急給水を行うこと

をいう。 
三 応急給水区画 指定給水拠点の敷地のうち、応急給水活動に使用するために甲が指定する区

画をいう。 
（初動応急給水活動体制） 
第３条 甲及び乙は、東京都地域防災計画に規定する役割分担に基づき、連携協力して初動応急給

水活動を実施するものとする。 
（乙による初動応急給水活動の実施） 
第４条  住民への速やかな応急給水の実施のために必要がある場合において、乙は、当該指定給水

拠点の応急給水区画において、初動応急給水活動を実施することができるものとする。 
（初動応急給水活動に従事する者の指定） 
第５条 乙は、乙が指定する者（以下「指定従事者」という。）により指定給水拠点の応急給水区画

における初動応急給水活動を行わせることができる。 
２ 前項の場合には、乙は、あらかじめ指定従事者について甲に通知するものとする。 
（当事者等の責務） 
第６条 甲は、乙が指定給水拠点の応急給水区画における初動応急給水活動（指定従事者により行

う場合を含む。以下同じ。）を円滑に実施できるよう、応急給水訓練の実施に努めるものとする。 
２ 乙は、甲が実施する応急給水訓練に積極的に参加し、乙の職員又は指定従事者が初動応急給水

活動に習熟するよう努めるものとする。 
３ 乙は、必要に応じて応急給水訓練を実施することができる。この場合において、乙は、応急給

水区画の使用等について事前に甲の承諾を得るものとする。 
４  甲は、応急給水用資器材の維持管理など、乙の初動応急給水活動の実施に必要な措置を講じる

ものとする。 
（指定給水拠点の通知） 
第７条 甲は、第２条第１号に規定する指定給水拠点を指定したときは、乙に文書により通知する

ものとする。 
（鍵の管理） 
第８条 甲は、乙に対し、応急給水区画に出入りするための門扉、応急給水用資器材を保管する倉

庫その他の初動応急給水活動を行うために錠を開ける必要がある施設に係る鍵又は錠がダイヤル

式の場合にあっては鍵となる番号（以下これらを「鍵等」という。）を貸与するものとする。 
２  乙は、前項の規定により貸与された鍵等を、乙が初動応急給水活動又は応急給水訓練を行うた

めに使用することができるものとする。ただし、非常時以外の場合において、使用しようとする

ときは、事前に甲の承諾を得なければならないものとする。 
３ 乙は、鍵等について、紛失、盗難及び外部への漏えいを予防する措置を乙の責任において講じ
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るものとする。 
４ 乙は、鍵等の紛失、盗難又は外部への漏えいが生じたときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲

の指示に従って対応するものとする。 
（費用の補償） 
第９条 乙は、乙の職員又は指定従事者が、故意又は過失により応急給水区画内の施設、応急給水

用資器材等を破損した場合には、その修繕費用を甲に補償するものとする。 
（相互の連絡調整） 
第１０条 甲及び乙は、必要に応じて連絡調整を行うものとする。 
（実施細目） 
第１１条 この覚書の具体的な運用について必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 
（疑義等に関する協議） 
第１２条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と乙とが

協議して決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本覚書締結の証として本覚書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保

管するものとする。 
  
  平成２７年３月１６日 

 
                  甲 東京都 
                     代表者 公営企業管理者 
                     東京都水道局長  吉田  永 
 
 
                  乙 新宿区 
                     新宿区長    吉住  健一 
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(5-30) 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 
 
 東京都（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）とは、指定給水拠点の応急給水区

画における初動応急給水活動に関する覚書（以下「覚書」という。）第１１条の規定に基づき、次の

とおり実施細目を定める。 
（用語の定義） 
第１条  この実施細目で使用する用語の意義は、覚書で使用する用語の例による。 
（初動応急給水活動の実施） 
第２条 乙は、覚書第３条、第４条及び第８条の規定により、指定給水拠点の応急給水区画におい

て初動応急給水活動（覚書第５条の規定により指定従事者により行う場合を含む。以下同じ。）を

行うときは、甲が作成し、配付する手順書に従って、初動応急給水活動を実施するものとする。 
２ 前項の規定は、覚書第６条第１項から第３項までの規定により訓練を実施する場合に準用する。 
（応急給水訓練） 
第３条 乙は、覚書第３条、第４条及び第８条の規定により指定給水拠点の応急給水区画において

初動応急給水活動を行うため、応急給水区画及び同区画内の施設に出入りする方法、門扉等の解

錠方法、応急給水用資器材の設置方法、応急給水の方法その他の指定給水拠点の応急給水区画に

おける初動応急給水活動に必要な事項について、甲が実施する応急給水訓練等に参加し、一連の

作業の習熟を図るものとする。 
２ 乙は、覚書第６条第３項の規定により応急給水訓練を実施しようとするときは、あらかじめ甲

に届け出て、応急給水区画の使用等について、その承諾を得なければならない。 
３ 甲は、乙が実施する応急給水訓練に協力し、必要に応じて参加するものとする。 
（初動応急給水活動の運用） 
第４条 乙は、指定従事者により初動応急給水活動を行おうとする場合において、覚書第５条の規

定により指定従事者について甲に通知するときは、指定給水拠点別に、その名称及び代表者（住

所、氏名及び連絡先）等をあらかじめ甲に通知するものとする。 
（疑義等に関する協議） 
第５条 この実施細目に定めのない事項及びこの実施細目の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と

乙とが協議して決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本覚書締結の証として本覚書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保

管するものとする。 
 
  平成２７年３月１６日 
 

甲 東京都 
   代表者 公営企業管理者 
   東京都水道局長  吉田  永 
 
乙 新宿区 
   新宿区長    吉住  健一  
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(5-31) 

消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 
 

東京都（東京都水道局）（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）とは、消火栓等か

らの応急給水用資器材及び消火用資器材（以下「資器材」という。）の貸借並びに資器材を使用した

防災訓練並びに災害時における消火栓等からの応急給水及び初期消火活動（以下「応急給水等」と

いう。）の実施に関し、次の条項により覚書を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この覚書は、避難所等又はその周辺の消火栓等を活用し、給水拠点での応急給水を補完す

る応急給水や初期消火活動を行うに当たり、甲と乙との間において資器材の貸借、防災訓練の実

施等について必要な事項を定めることにより、災害発生時において、乙が地域等の協力を得て、

速やかに応急給水等を実施することを目的とする。 
 
（用語の定義） 
第２条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
（１）避難所等 

地震等の自然災害による家屋の倒壊、焼失等により被害を受けた者又は現に被害を受ける

おそれのある者を一時的に受け入れ、保護するための場所及び大地震時等に発生する延焼火

災その他の危険から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する避難場所をいう。 
（２）消火栓等 

消火活動に必要な水を供給するために配水管に設置された消火栓又は水質保全等を目的

として排水作業に使用するために配水管に設置された排水栓をいう。 
 
（資器材の貸与等） 
第３条  甲は、乙に対し、第５条に規定する基準を満たす場合において、次条第１項から第３項ま

でに規定する手続により（１）アからエまで及び（２）に掲げる資器材を貸与し、並びに（１）

オに掲げる資器材を譲渡するものとする。この場合において、譲渡する資器材の所有権は、引渡

しと同時に甲から乙に移転するものとし、甲は、当該資器材を乙に引き渡した後は、当該資器材

に隠れたかしがあっても、その責めを負わないものとする。 
（１）応急給水用資器材 

路上の消火栓等に接続して応急給水を実施するため及び安全確保のための次に掲げる器

材 
ア 応急給水用仮設給水器材（スタンドパイプ、仮設給水栓セット及び接続ホース） 
イ ホース（２０ｍ×２本） 
ウ 差込式異径媒介金具（２個） 
エ 開栓器、鉄蓋開閉用バール、鉄蓋用蓋鍵及び鉄蓋転倒防止器具 
オ カラーコーン（４本）、コーンウエイト（４個）、コーンバー（４本）、残留塩素検査キ

ット、バケツ（２個）及びホーローカップ 
（２）消火用資器材 

応急給水用資器材と併せて使用することにより初期消火活動に活用するための次に掲げ

る器材 
ア 管そう（噴霧ノズル一体型） 
イ ホース（２０ｍ×３本） 

２  甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、前項に規定する資器材を一組として、甲が乙

の希望を考慮して決定した組数を貸与及び譲渡するものとする。 
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（資器材の貸借等の手続） 
第４条 乙は、甲から資器材を借り受けようとする場合には、甲が指定する申込書により、甲に申

し込むものとする。 
２  前項の場合において、乙は、甲から借り受けようとする資器材の保管場所として、安全かつ継

続的に資器材を保管することが可能な避難所、防災倉庫等を甲に届け出るものとする。 
３  甲は、第１項の規定により乙から資器材貸与の申込みがあった場合には、次条の基準に照らし、

乙にその結果を通知するものとする。 
４ 乙は、第２項の規定により甲に届け出ている資器材の保管場所を変更しようとする場合には、

甲に対し、保管場所の変更を届け出るものとする。 
 
（資器材の貸与等の基準） 
第５条 甲が乙に資器材を貸与及び譲渡する場合の基準は、次のとおりとする。 

（１）資器材の保管場所（倉庫等、風雨の影響を受けない施錠可能な場所）が確保されているこ

と。 
（２）資器材の保管場所ごとに年に１回以上応急給水等の訓練が行われること。この場合におい

て、複数の保管場所での訓練を合同で一つの訓練として行ってもよいものとする。 
 
（資器材の配送及び受領） 
第６条 甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、乙が指定する納品場所に当該資器材を一

括して配送するものとし、配送に係る費用は甲が負担する。 
２  前項の規定により一括して配送された資器材の各保管場所への配布は、乙が行うものとする。 
３ 乙は、甲から資器材を受領した場合には、甲が別途指定する様式により、受領報告を行うもの

とする。 
 
（資器材の保管及び管理） 
第７条 乙は、甲から借り受け、及び譲り受けた資器材について、災害発生時及び訓練時において

直ちに使用することができるよう適切に保管及び管理を行うものとする。 
２ 乙が前項の規定による保管及び管理を怠ったことを起因として、紛失又は損傷した場合の修繕

又は交換に係る費用は、乙が負担する。 
３ 乙は、年に１回、甲が求める時期に資器材の棚卸しを行い、甲が指定する様式をもって保管状

況の報告を行うこと。 
 
（災害発生時の応急給水に使用する消火栓等の選定） 
第８条 甲は、乙が指定する災害発生時に応急給水を行う予定の場所において、応急給水に使用す

る消火栓等を乙と協議の上選定し、乙に通知するものとする。 
２  乙は、災害発生時において消火栓等から応急給水を行う場合には、前項の規定により甲が通知

した消火栓等を使用するものとする。 
 
（区職員への訓練等） 
第９条 乙が次条第１項の規定により応急給水の訓練を実施するため、甲が必要と認める間、甲は、

乙の防災担当職員等に対し、消火栓等及び第３条第１項に規定する資器材を使用した応急給水の

訓練等を行うものとする。 
 
（消火栓等からの応急給水等の訓練の実施） 
第１０条 乙は、自ら又は自治会、町会等が実施する防災訓練において、住民に対し、年に１回以

上消火栓等からの応急給水等の訓練を実施するものとする。 
２ 乙は、前項の訓練を実施しようとする場合には、あらかじめ甲と協議の上、甲に対し、必要に
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応じて訓練への応援を要請することができるものとする。 
３ 乙は、第１項の規定により応急給水の訓練を実施する場合には、第８条第１項の規定により甲

が通知した消火栓等を使用するものとする。 
４  前項の規定にかかわらず、乙は、甲が通知した消火栓等以外の消火栓等を使用して応急給水の

訓練を実施しようとする場合には、別途甲と協議するものとする。 
 
（訓練参加者の損害に対する補償） 
第１１条 乙が前条第１項の規定により訓練を行う場合において、当該訓練の実施中に、当該訓練

の参加者が負傷したときは、その補償に係る費用は、甲に責めのある場合を除き乙が負担するも

のとする。 
 
（消火栓等からの応急給水等の実施） 
第１２条  乙は、災害発生時において、住民への速やかな応急給水を行うために必要があると認め

る場合には、水道管の通水状況等を甲に確認した上で、第８条第１項の規定により甲が通知した

消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。ただし、当該消火栓等を使用

することができない場合には、乙は、甲と協議の上、避難所等又はその周辺の消火栓等のうち使

用可能な消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。 
２  乙は、初期消火活動を行う場合には、甲から借り受けた資器材及び使用可能な全ての消火栓等

を使用することができるものとする。 
 
（相互の連絡調整） 
第１３条 甲及び乙は、必要に応じて連絡調整を行うものとする。 
 
（疑義等に関する協議） 
第１４条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と乙とが

協議して決定するものとする。 
 
甲及び乙は、本覚書締結の証として本覚書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保

管するものとする。 
  
  平成２５年７月１０日 
 

                  甲 東京都 
                     水道局長  増子  敦 
 
 
                  乙 新宿区 
                     新宿区長  中山 弘子  



(5-32) 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書 

 168 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

(5-32) 

避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書 
 

東京都（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）とは、次の条項により覚書を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害発生時等における配水管及び給水管の洗浄排水作業並びに災害発生時に

おける応急給水活動を実施するために設置する設備（以下「応急給水栓」という。）の取扱いにつ

いて、設置、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（応急給水栓の構成及び設置場所） 

第２条 応急給水栓は、給水装置の一部として、配水管の取付口から量水器（水道メータ）までの

間の給水管から分岐させた配管、止水栓及び排水栓で構成する。 

２ 応急給水栓は、避難所（二次避難所（福祉避難所）を除く。以下同じ。）の敷地内に設置する。 

 

（応急給水栓の設置に係る協議） 

第３条 甲乙は、協議の上、個別の応急給水栓の設置について、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

（１） 乙が避難所に指定しているもののうち応急給水栓を設置する避難所 

（２） 避難所の敷地内に応急給水栓を設置する工事（以下「設置工事」という。）の施行時 

 期及びその方法 

（３） 応急給水栓の設置位置 

２ 甲乙は、乙が指定する避難所に応急給水栓が設置されるように誠実に協議する義務を負う。た

だし、甲乙は、個別の応急給水栓の設置に係る合意を成立させる義務は負わない。 

 

（設置工事の施行等） 

第４条 甲は、設置工事を施行し、及び設置工事に係る費用を全額負担し、並びに応急給水栓の設

置に必要な事務手続を行う。 

２ 乙は、設置工事の施行に当たり、甲に当該避難所の敷地使用料を求めないものとする。 

３ 乙は、甲が設置工事を円滑に施行できるよう誠実に協力するものとする。 

４ 乙は、設置工事の施行に係る事故・トラブル等の責任に関して、明らかにその責めが乙に帰す

る場合を除いて、負わないものとする。 

 

（応急給水栓の引渡し） 

第５条 応急給水栓は、設置工事の完了検査の合格により特定されたものとする。 

２ 設置工事完了検査の合格後、甲乙は遅滞なく立ち会い、甲乙立会いの下で応急給水栓を甲から

乙へ無償で引き渡す。 

３ 前項の規定による引渡しをもって、応急給水栓の所有権は乙に帰属する。 

４ 甲は、応急給水栓のかし担保責任を負わない。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げな

かったときは、この限りでない。 

５ 前項の規定にかかわらず、乙は、応急給水栓に隠れたかしを認めたときは、甲に対して、その

修補を求めることができる。ただし、甲が設置工事の請負者に対するかし修補請求権を持たない

ときは、この限りでない。 

６ 甲は、前項に規定する請求を受けたときは、遅滞なく当該応急給水栓の設置工事の請負者に対

して当該かしの修補を請求しなければならない。 

７ 甲は、請負工事の遅滞、災害等の不可抗力その他のやむを得ない事由により、第３条第１項第
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２号の時期までに設置工事が終わらないと認められるときは、速やかに乙と協議を行い、新たな

期間を定めるものとする。 

 

（応急給水栓の維持管理） 

第６条 乙は、応急給水栓について、善良な管理者の注意をもって維持管理を行うものとする。 

２ 乙は、応急給水栓の使用に支障とならないよう、重量物を積載しないなど、応急給水栓の周辺

環境に注意を払うものとする。 

３ 乙は、老朽化等の理由により応急給水栓の補修又は更新が必要であると判断したときは、速や

かに甲に通知するとともに、応急給水栓を補修し、又は更新するように努めるものとする。この

場合において、当該応急給水栓の補修又は更新に係る費用は乙が負担するものとする。 

４ 乙は、前項前段の応急給水栓の補修又は更新を完了したときは、甲にその旨を速やかに報告す

るものとする。 

 

（応急給水栓の機能維持） 

第７条 乙は、応急給水栓の適正な機能維持のために、少なくとも年１回は弁の開閉操作による機

能及び出水の確認を行うよう努めなければならない。ただし、乙は関係者（乙の申請に基づき、

甲が認めたものをいう。以下同じ。）に代行させることができる。 

２ 乙は、応急給水栓に異常を認めたときは、遅滞なく甲へ通知するとともに、補修又は更新を行

うように努めなければならない。なお、これに係る費用は乙が負担するものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（不可抗力に伴う調整） 

第８条 引渡しの前に災害等の不可抗力により応急給水栓が滅失又は損傷したときは、甲乙は、第

３条から第５条までに規定する義務を再度負うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、乙は甲に対してその滅失又は損傷に係る損害賠償を求めること

はできない。 

 

（開栓器等の引渡し） 

第９条 応急給水栓の維持管理に必要な器具（以下「開栓器等」という。）は、次に掲げる器具等と

し、設置工事完了後、甲乙立会いの下で、甲から乙へ無償で引き渡す。 

（１） 開栓器 

（２） 蓋鍵 

（３） スタンドパイプ 

（４） 蛇口アダプター 

（５） 排水用ホース 

（６） ホーローカップ 

（７） 残留塩素キット 

（８） 収納バッグ 

２ 前項の規定による引渡しをもって、開栓器等は乙の財産とする。 

３ 甲は、開栓器等を乙に引き渡した後は、当該開栓器等に隠れたかしがあったとしても、その責

めを負わないものとする。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げなかったときは、この限

りでない。 

４ 乙は、第１項の規定による引渡しの後、開栓器等を善良な管理者の注意をもって管理するもの

とする。 

 

（操作方法及び機能維持の説明） 

第 10 条 甲は、前条第１項に規定する開栓器等の引渡し時に、乙に対し、応急給水栓及び開栓器等

（以下「応急給水栓等」という。）の操作方法及び機能維持の説明を行うものとする。 
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（甲の応急給水栓の使用） 

第 11 条 甲は、甲が必要と認めた場合は、配水管等の洗浄排水作業及び応急給水栓の調査を行うた

めに、応急給水栓を使用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による応急給水栓の使用に当たり、無償で乙の敷地内に立ち入ることができ

るものとする。 

３ 甲が乙の敷地内に立ち入るために必要となる手続については、別途協議して定めるものとする。 

 

（乙の応急給水栓の使用） 

第 12 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、応急給水栓を使用することができるものと

する。 

（１） 災害発生時において応急給水活動を行う場合 

（２） 応急給水栓の機能維持を行う場合 

２ 乙は、前項に規定する場合を除くほかは、応急給水栓を使用してはならない。 

３ 乙は、第１項の場合、関係者に応急給水栓を使用させることができるものとする。 

４ 乙は、関係者が前項の規定により応急給水栓を使用するときは、やむを得ないときを除き、こ

れに立ち会わなければならない。 

５ 乙は、第１項第１号に規定する場合において、応急給水栓を使用しようとするときは、あらか

じめ配水管の通水状況等を甲に確認しなければならない。 

 

（避難所の指定解除による応急給水栓の撤去） 

第 13 条 乙は、応急給水栓を設置した避難所について、避難所の指定を解除する場合は、遅滞なく

応急給水栓を撤去しなければならない。この場合において、撤去に要する費用は、所有者である

乙が全額負担する。 

２ 乙は、避難所の指定を解除したときは、甲に遅滞なく通知するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する場合を除き、応急給水栓の撤去をしてはならない。 

４ 乙は、当該応急給水栓の撤去により不要となる開栓器等について、乙の責任において適正に処

分するよう努めるものとする。 

 

（乙の理由による応急給水栓の移設） 

第 14 条 乙は、乙の理由により応急給水栓を移設する場合は、移設時期、移設場所その他の必要な

事項について、事前に甲に対し協議を行うこととする。この場合において、応急給水栓の移設に

要する費用は、乙が全額負担するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による移設を完了したときは、遅滞なく甲に移設が完了したことを通知する

ものとする。 

３ 乙が、甲に無断で移設を行った場合は、甲乙にて協議を行うこととする。ただし、協議の結果、

再度移設が必要な場合は、乙が移設に係る費用を全額負担するものとする。 

 

（覚書の解除） 

第 15 条 甲乙は、協議の上で、覚書を解除すること、応急給水栓の撤去をすること、および撤去の

費用を負担するものを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、不要となる開栓器等について、協議の上、甲又は乙の責任において適正

に処分するものとする。 

 

（有効期間） 

第 16 条 この覚書は、締結日から１年間その効力を有する。 

２ 甲又は乙のいずれかから、前項の期間満了の６か月前までに、甲又は乙に書面による不更新の

意思表示がない場合には、この覚書は同一の条件で当該期間の満了の日の翌日から更に１年間効



(5-32) 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書 

171 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

力を有するものとし、その後も同様とする。 

３ 甲又は乙のいずれかが前項に定める不更新の意思表示をするには、何らの理由も要しない。 

４ 甲又は乙から第２項に定める不更新の意思表示があった場合には、前条の規定を準用する。 

 

（解釈に疑義を生じた場合等） 

第 17 条 この覚書の解釈について、疑義を生じたとき又はこの覚書に定めのない事項について定め

る必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（記載事項の変更） 

第 18 条 この覚書に定める事項を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

この覚書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

平成２９年６月２８日 

 

                          東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲    東京都 

                            代表者 東京都公営企業管理者 

                                水道局長        醍醐 勇司 

 

 

                         東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

乙    新宿区 

                                  新宿区長     吉住 健一 
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(5-33) 

災害時における生活用水確保のための協定 
 

 

新宿区（以下「甲」という。）と学校法人学習院（以下「乙」という。）とは、災害時における生

活用水確保のため、下記のとおり協定する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、災害時における生活用水の確保に係る乙の協

力に関し、必要な事項を定める。 
 

（協力の内容） 

第２条 甲は、乙の所有する次の位置に所在する井戸（以下「井戸」という。）を災害時の生活用

水の設備として使用できることとし、乙はこれに協力するものとする。 

位置  東京都新宿区戸山三丁目 20 番 1 号 
      学校法人 学習院戸山校地内 

 

（利用方法） 

第３条 甲は、前条の井戸に係る取水設備の利用に当たっては、乙に連絡の上行うものとし、乙の学

校業務に差し支えある利用方法は行わず、かつ、その利用方法につき、乙から申出がある時は、こ

れに従うものとする。 
 

（維持管理） 

第４条 井戸の本体及び乙の設置した井戸の給水装置の維持管理は、乙の費用負担により乙が行な

う。 

２ 甲は、災害に備え、第２条の位置に格納庫（床面積18平方メートル）及び取水設備等を別紙配

置図のとおりに配置する。 

３ 甲は、災害に備え、前項の格納庫内に非常用発電装置及び取水に必要な資器材を設置する。 

４ 前２項の規定により設置した設備等の維持管理は、甲の費用負担により甲が行う。 

５ 甲及び乙は、その管理する設備に異常を発見した場合は、直ちに各管理者に連絡するものとす

る。 
 

（費用負担） 

第５条  

１ 甲は、井戸の使用（修繕点検を含む。）により乙に損害を加えたときは、直ちにこれを賠償す

る。 

２ 乙は、前条第２項及び第３項の規定により設置する設備等に必要な敷地を甲に無償で使用させ

るものとする。 

３ 甲は、前条第２項及び第３項の規定により設置した設備等が、乙の校地校舎等の整備計画によ

り支障を生じた場合は、甲の費用負担により移設又は変更するものとする。 

４ 甲は、乙が第２項の敷地に対し、賃借権等の権限を取得するものでないことを確認する。 

５ 甲は、本協定が終了したときは、その責任と負担において、甲の設置した設備を撤収し、原状

に復するものとする。 
 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。 

２ 前項に規定する期間満了３か月前までに、甲又は乙のいずれかから本協定を変更する意思表示

がない場合は、さらにこの協定を更新する。 

３ 前項の規定により更新したときは、新たな協定が締結されるまでは、本協定の例による。 
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（疑義の決定） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙

誠意をもって協議の上定めるものとする。 
 
 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。 
 

平成23年４月１日 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区 

区長      中山 弘子 

 

乙  東京都豊島区目白一丁目5番1号 

学校法人 学習院 

理事長学習院長  波多野 敬雄 
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(5-34) 

災害時における生活用水確保のための協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社東京支店（以下「乙」という。）とは、

災害時における生活用水確保のため下記のとおり協定する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、災害時における生活用水の確保に係る乙の協

力に関し、必要な事項を定める。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲は、乙の所有する次の位置に所在する井戸（以下「井戸」という。）を非常時の生活用

水の設備として使用できることとし、乙はこれに協力するものとする。 

位置  新宿区大久保一丁目 4 番 17 号 
NTT 東日本大久保ビル内 

 

（利用方法） 

第３条 甲は、前条の井戸の利用に当たっては、乙に連絡の上行うものとし、乙の通信業務に差支

えのある利用方法は行わず、かつ、その利用方法につき、乙から申出がある時は、これに従うも

のとする。 

２ 井戸の利用方法について必要がある場合には別に定めることができるものとする。 

 

（維持管理） 

第４条 井戸の本体及び井戸に係わる給水装置の維持管理は、乙の費用負担により乙が行なう。 

 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙の協力の下井戸を使用した場合は、実費を弁償するものとする。 

２ 甲は、井戸の利用により井戸本体及び井戸に係わる給水装置に損害を加えたときは、直ちにこ

れを賠償する。 

 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。 

２ 前項に規定する期間満了３か月前までに、甲又は乙のいずれから本協定を変更する意思表示が

ない場合は、さらにこの協定を更新する。 

３ 前項の規定により更新したときは、新たな協定が締結されるまでは、本協定の例による。 

 

（疑義の決定） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意を

もって協議の上定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。 

 

平成23年４月１日 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 

新宿区長   中山 弘子 

 

乙  東京都港区一丁目9番1号 

東日本電信電話株式会社 東京支店 

常務取締役東京支店長 安田 雅美
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(5-35) 

災害時における生活用水確保のための協定 
 
 

新宿区を甲とし、社団法人日本家族計画協会を乙とし、甲乙間に次のとおり「災害時における生

活用水確保のための協定」を締結する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、災害時における生活用水の確保に係る乙の協

力に関し、必要な事項を定める。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲は、乙の所有する次の非常災害用井戸を災害時に周辺住民への生活用水として使用でき

るものとし、乙はこれに協力するものとする。 

井戸の所在地  東京都新宿区市谷田町一丁目 10 番地 
保健会館新館内 

 

（利用方法） 

第３条 本協定に基づき、甲が非常災害用井戸を利用するときは、乙に連絡の上行うものとし、乙

の業務に支障のある利用方法は行わず、かつ、その利用方法について乙から申出があったときは

これに従うものとする。 

 

（維持管理） 

第４条 井戸本体・非常用電源・給水装置の維持管理は乙の費用負担により乙が行う。 

 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙の協力の下非常災害用井戸を使用した場合は、その実費を負担するものとする。 

 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とし、期間満了３箇月前までに甲、乙い

ずれからも変更の意思表示がない場合は、自動的に同一の内容で更新するものとする。 

 

（疑義の決定） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について生じた疑義については、甲乙誠意

をもって協議の上定めるものとする。 

 

上記を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各１通を有するものとする。 

 
平成 15 年４月１日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 

新宿区長 中山 弘子 

 

乙  東京都新宿区市谷田町1丁目10番地 

社団法人 日本家族計画協会 

理事長 近 泰男 
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(5-36) 

災害時の応急給水等の確保に関する協定 
 
 

災害時において応急給水等の確保が必要となった場合の協力関係について、東京都新宿区（以下

「甲」という。）と東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新宿支部（以下「乙」という。）との間にお

いて、次のとおり協定を締結する。 
 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、乙の組合員が所有する井戸を使用し、甲が行う応急給水活動のための水及び

防災区民組織等が行う消火活動に必要な水の確保を目的とする。 
 

（甲の協力要請） 

第２条 災害が発生し、区民への応急給水又は消火活動が必要となったとき、甲は、乙の組合員に

対して協力を要請する。 
 

（甲の要請手続等） 

第３条 甲は、乙の組合員に給水を要請するときは、原則として日時等、必要事項を明らかにした

文書をもって要請する。ただし、緊急やむを得ないときには、甲は口頭等による給水の要請がで

きるものとし、後日、緊急使用した旨の文書を乙の組合員に提出する。 
 

（乙の協力内容） 

第４条 大地震等の災害時において、乙の組合員は、甲が行う応急給水活動に必要な水及び防災区

民組織等が行う消火活動に必要な水の確保に協力する。 

２ 通常の火災時において、乙の組合員は、営業に支障のない範囲で、防災区民組織等が行う消火

活動に必要な水の確保に協力する。 
 

（乙の緊急使用） 

第５条 甲の要請を待つことができない緊急時には、乙の組合員の判断により、応急給水活動及び

消火活動のための給水を行うことができるものとし、乙の組合員は、緊急に給水した旨を口頭等

により甲に連絡する。 
 

（乙の報告） 

第６条 乙の組合員がこの協定に基づいて水を供給した時は、給水状況を文書により甲に報告する。 
 

（給水の謝礼） 

第７条 前条の報告を受けたときは、甲は、１施設につき、使用量にかかわらず、１日あたり2,200

円の謝礼金を支払う。 
 

（井戸の改修） 

第８条 甲は、災害時における応急給水を円滑に行うとともに区内の消火体制の充実を期するため、

乙の組合員が所有する井戸水揚水施設に対して、家庭用水栓及び消火用ホース取付口等を甲の負

担により設置する。 

２ 前項の設備を設置するために必要な用地は、乙の組合員が無償で甲に提供する。 

３ 甲が設置した当該施設の改修及び修理等が必要となった場合の経費は、原則として、甲の負担

とする。 
 

（原状回復） 

第９条 この協定が終了したとき、または甲が設置した設備の撤去の申し出が乙の組合員よりあっ

た場合には、甲は当該設備を撤去し原状に復する。これに要する経費は原則として甲が負担する。 

２ 乙の組合員の甲に対する当該設備の撤去の申し出は、原則として６箇月前とする。 
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（協力店の表示） 

第10条 甲は、乙の組合員の承諾を得て、各浴場に災害時給水協力浴場である旨の表示を行い、地

域住民に周知する。 
 

（有効期限及び更新） 

第11条 この協定の有効期限は協定締結の翌日から３年間とし、期間満了の３箇月前までに甲・乙

いずれからも変更の意思表示がない場合には、同一の内容で３年間自動更新し、以後も同様とす

る。 
 

（協 議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲・乙協議の上定

める。 
 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲・乙双方記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

平成８年 11 月７日 
 

甲  東京都新宿区 
代表者 東京都新宿区長 小野田 隆 

 
乙  東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新宿支部 

代表者 新宿支部長   笠原 五夫 
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(5-37) 

災害時における応急給水に関する協定 
 
 

新宿区（以下「甲」という。）及び学校法人早稲田大学（以下「乙」という。）は、この協定に基

づき、「災害時における応急給水に関する協定」を締結する。 
 

（目 的） 
第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、災害時において甲が実施する応急給水に係る

乙の協力に関し、必要な事項を定める。 
 

（協 力） 

第２条 甲は、乙の所有する次の非常災害用井戸を災害時に周辺住民への応急給水のために使用で

きるものとし、乙はこれに協力するものとする。 

井戸の所在地 早稲田防災井戸 東京都新宿区西早稲田 1 丁目 6 番 1 号 
戸山防災井戸 東京都新宿区戸山 1 丁目 24 番 1 号 
大久保防災井戸 東京都新宿区大久保 3 丁目 4 番 1 号 

 

（利用方法） 

第３条 本協定に基づき、甲が非常災害用井戸を利用するときは、乙に連絡のうえ行うものとし、

乙の業務に支障のある利用方法は行わず、かつ、その利用方法について乙から申し出があったと

きはこれに従うものとする。 
 

（維持管理） 

第４条 井戸本体・非常用電源・給水措置の維持管理は乙の費用負担により乙が行う。 
 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙の協力のもと、非常災害用井戸を使用した場合は、その実費を負担するものとする。 
 

（協定期間） 

第６条 この協定の期間は協定締結の日から３年間とし、期間満了３箇月前までに甲、乙いずれか

らも変更の意思表示がない場合は、自動的に同一の内容で更新するものとする。 
 

（補 則） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について生じた疑義については、甲乙誠意

をもって協議のうえ、定める。 
 

上記を証するため本書を２通作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

平成 15 年８月１日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番１号 

新宿区長  中山 弘子 

 

乙  東京都新宿区戸塚町1丁目104番地 

学校法人  早稲田大学 

理事長  白井 克彦 
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(5-38) 

災害時における下水道施設へのし尿搬入及び受け入れに関する覚書 
 

新宿区（以下「甲」という。）及び東京都下水道局西部第一下水道事務所（以下「乙」という。）

は、「東京都地域防災計画」及び「東京都国民保護計画」に基づき、災害時に避難場所等から発生す

るし尿の下水道施設（落合水再生センター及び管路）への搬入及び受け入れに関し、次のとおり覚

書を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本覚書は、災害時に避難所等から発生するし尿を甲が下水道施設に搬入し、乙が受入れる

に当たり必要な事項を定めることにより、避難所等の衛生環境を確保することを目的とする。 
 

（年度協議） 

第２条 甲は、毎年度、避難所の一覧表を乙に提出する。 

２  乙は、前項の一覧表に基づき、甲にし尿を搬入する水再生センター及び管路の受入れ人孔を提

示し、甲乙協議の上これを決定する。 
 

（役割分担） 

第３条 平常時における役割分担は、次のとおりとする。 

（1） 乙は、甲が実施する下水道施設へのし尿搬送訓練において人孔蓋開閉の実地訓練を指導す

る。 

（2） 甲は、前項の実地訓練の実施に必要となる道路使用許可等の申請及び安全管理を行う。 

（3） 甲は、独自にし尿の搬送訓練を実施する場合は、事前に乙に届出の上、承認を得る。 

２ 災害時における役割分担は、次のとおりとする。 

（1） 甲は、落合水再生センターへし尿を搬送する場合は、事前に乙に連絡するものとする。 

（2） 甲は、管路の受入れ人孔へし尿を搬送する場合は、事前に乙に連絡するものとする。ただ

し、事前連絡が困難な場合は、事後、速やかに連絡するものとする。 

（3） 甲は、管路の受入れ人孔へし尿を搬入する場合は、その人孔蓋の開閉を行うとともに十分

な安全管理を行う。 

（4） 甲は、し尿受入れ人孔の管路が閉塞等により使用不能となった場合は、直ちに使用を中止

し、速やかに乙に連絡する。 

（5） 乙は、甲から前号の規定による連絡を受けた場合は、その管路の調査及び復旧を行う。 
 

（費用負担） 

第４条 甲は、人孔蓋の開閉に必要な物品を確保する費用を負担する。 
 

（清掃及び確認） 

第５条 甲は、受入れ人孔にし尿を搬入した場合は、その都度、周辺及び人孔内の清掃を行う。 

２ 乙は、受入れ人孔へのし尿搬入終了後に、前項の清掃の状況等について甲の立会いのもと確認

する。ただし、立会いが困難な場合は、乙は甲に書面をもって報告するものとする。 
 

（その他） 

第６条  本覚書に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、双方の協議により定める。 
 

本覚書締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各々その１通を保有する。 

 

平成25年１月22日 

 

（甲） 新宿区区長室長 

橋 口 敏 男 

（乙） 東京都下水道局西部第一下水道事務所長 

廣 木 健 司 
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(5-39) 

災害時における物流業務等の協力に関する協定 
 
 
 災害時における物流業務等に関し、新宿区（以下「甲」という。）と一般社団法人東京都トラック

協会新宿支部（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲が乙に対して協力を要請する物流業務等を円滑に実施す

るため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 災害時 災害対策基本法（昭和 36 年法律 223 号）第２条第１号に規定する災害が発生した場

合その他同号に規定する災害に準ずるものが発生した場合として区長が認めた場合をいう。 

⑵ 物資等 救援物資、資機材等をいう。 

⑶ 物資輸送拠点 新宿区地域防災計画に定める地域内輸送拠点又は救援物資集積所のほか、災

害時において区長が指定する施設をいう。 

⑷ 災害時物流コーディネーター 災害時に乙が新宿区災害対策本部へ派遣する物流業務に関す

る実務の見識や経験を有する専門家をいう。 

⑸ 物流業務等 次に掲げる業務をいう。 

ア 物資等の輸送 

イ 物資輸送拠点における物資等の受入れ、荷役、仕分け、一時保管、出庫等 

ウ 物流業務に必要となる車両、荷役機械又は資機材等の供給 

エ 災害時物流コーディネーターの派遣 

オ アからエまでに掲げる業務のほか、区長が必要と認める業務 

⑹ 災害時供給車両 乙の会員が所有する車両で、災害時にこの協定に基づき甲に供給すること

が可能な車両をいう。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において、乙の協力が必要なときは、乙に対して文書により協力を要請する

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が文書により協力を要請することができないときは、甲の指定す

る区の運営責任者（総務部契約管財課長の職にある者をいう。以下同じ。）が乙に対して、口頭に

より協力を要請した後、速やかに文書を交付するものとする。 

 

（災害時物流コーディネーター） 

第４条 乙は、平常時において、乙の会員たる事業者の中から災害時物流コーディネーターを指名

し、文書その他適当な方法により甲に報告するものとする。 

２ 災害時物流コーディネーターは、甲の区域内で震度５強以上の地震が発生したときは、速やか

に災害対策本部等、あらかじめ甲及び乙で協議して指定した場所に出動するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、災害時物流コーディネーターは、自己に重大な事故等が発生したた

め災害対策本部に出動できないときは、速やかに運営責任者に連絡し、その後の対応については

甲及び乙間で協議するものとする。 
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４ 災害時物流コーディネーターは、災害時において次の職務を行う。 

⑴ 物流業務全般に関する助言及び調整 

⑵ 物資等の輸送ルート策定の立案、輸送手段の確保及び調整その他輸送に関する助言及び調整 

⑶ 物資等保管に関する助言及び調整 

⑷ 物資輸送拠点の設置及び運営並びに物資等の保管場所の確保に関する助言及び調整 

⑸ 物資等の配分計画の立案及び在庫管理に関する助言及び調整 

⑹ その他区長が必要と認めること。 

 

（報告等） 

第５条 乙は、物流業務等を完了したときは、甲に対して、遅滞なく、次に掲げる事項を報告する

ものとする。 

⑴ 物資等の輸送に従事した事業者名、車両数、車種及び人員数 

⑵ 物資等の輸送の期間、輸送区間及び走行距離 

⑶ 輸送した物資等の品目、内容及び数量 

⑷ 災害時物流コーディネーターが災害対策本部等に従事した期間及び人員数 

⑸ その他区長が必要と認める事項 

２ 甲及び乙は、災害時において各々が知り得た災害に関する情報を相互に提供するものとする。 

 

（費用負担等） 

第６条 第３条の規定による協力の要請による物流業務等に要した費用は、原則として甲が負担す

る。 

２ 前項に規定する費用のうち、災害時供給車両に係るものについては、災害時において一般社団

法人東京都トラック協会が定める統一運賃に基づき定めるものとする。 

３ 第１項に規定する費用のうち、災害時供給車両に係る費用以外のものについては、内閣府が定

める災害救助事務取扱要綱又は災害時における国等からの通知等を踏まえ、甲及び乙が協議の上

定めるものとする。 

４ 乙は、第１項の規定により甲が負担する費用について、当該費用に係る実績を取りまとめ、甲

の確認を受けた後に請求するものとする。 

５ 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の日から起算して 30 日以内に、乙に対

して費用を支払うものとする。 

 

（事故等） 

第７条 乙は、物流業務等の実施に当たって、事故等が発生したときは、甲に対して、速やかに事

故等の状況を報告するものとする。 

２ 乙は、災害時供給車両が事故や故障等によって運行できなくなったときは、速やかに代替の車

両を確保する等の必要な措置を講じ、物資等の輸送に係る業務を継続するものとする。 

３ 乙は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお物資等の輸送に係る業務の継続が困

難なときは、速やかに甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 

４ 乙は、事故等によって物資等の保管に係る業務を継続できなくなったときは、速やかに代替の

施設を確保する等の必要な措置を講じ、物資等保管に係る業務を継続するものとする。 

５ 乙は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお物資等の保管に係る業務の継続が困

難なときは、速やかに甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 
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（補償等） 

第８条 甲は、この協定に基づき物流業務等に従事した者が、それらの業務に起因して死亡し、負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に

従事した者の損害補償に関する条例（昭和４１年新宿区条例第１２号）の規定に基づき、補償す

るものとする。 

２ 甲又は乙が、この協定に基づく物流業務等の実施に当たって、各々の責めに帰すべき事由によ

り甲若しくは乙又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。 

 

（緊急通行車両の事前届出） 

第９条 乙は、平常時において、災害時供給車両を決定したときは、甲に対して、当該車両の自動

車検査証の写しを提出するものとする。 

２ 甲は、乙から前項の自動車検査証の写しの提出があったときは、当該車両に係る緊急通行車両

等事前届出の申請を公安委員会に行うものとする。 

３ 甲は、公安委員会から緊急通行車両等事前届出済証が交付されたときは、遅滞なく乙に引き渡

すものとする。 

 

（燃料の確保） 

第 10 条 甲は、平常時から災害時供給車両に係る燃料の確保に努めるものとする。 

 

（連絡体制等） 

第 11 条 甲及び乙は、それぞれの連絡の体制及びその手段を毎年度当初に相互に通知するものとす

る。 

２ 乙は、乙の会員の名簿及び災害時供給車両の内訳について、毎年度当初に甲へ提出すものとす

る。 

 

（防災訓練への参加） 

第 12 条 乙は、甲が実施する防災訓練等へ参加するよう努めるものとする。 

 

（被災自治体支援への協力） 

第 13 条 乙は、甲が行う被災自治体への支援活動に協力するものとする。 

 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の

上定めるものとする。 

 

（期間） 

第 15 条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定の締結の日から平成 31 年

３月 31 日までとする。 

２ 協定期間が満了する日の３か月前までに、甲又は乙から何らの申出もないときは、協定期間を

１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（旧協定の取扱い） 

第 16 条 この協定の締結に伴い、昭和 60 年７月 25 日に締結した「大地震等災害時における応急対
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策用貨物自動車の供給協力に関する協定」は、廃止する。 

 

この協定の締結の証として、本書を２通作成し、甲乙それぞれが記名押印して、その１通を保有

する。 

 

平成３０年６月１日 

 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

   新宿区 

    新宿区長 吉 住  健 一 

 

乙 東京都新宿区新宿四丁目３番１５号 

レイフラット新宿Ａ－１０２ 

   一般社団法人東京都トラック協会新宿支部 

    支部長  大 島  弥 一 
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(5-40) 

災害時における軽自動車輸送の協力に関する協定 
 
（協定の目的） 

第１条 東京都新宿区(以下「甲」という。)と赤帽首都圏軽自動車運送協同組合東京支部(以下「乙」

という。)とは、新宿区の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある場合及び他の区

市町村で災害が発生し、物資等の供給応援を求められた場合(以下「災害時」という。)における

軽自動車による輸送(以下「軽自動車輸送」という。)の協力を目的として次のとおり協定する。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時に軽自動車輸送車両が必要なときは、乙に対し軽自動車輸送の協力を要請する

ものとする。 

 

（要請手続） 

第３条 甲が協力要請をするときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等で行うこととし、後日、文

書をもって処理するものとする。 

(1) 要請理由 

(2) 要請車両台数 

(3) 要請期間及び輸送物資 

(4) その他必要事項 

２  乙は、甲から前項の規定による協力要請がない場合でも、新宿区内に甚大な被害が発生したこ

とを知ったときは、自主的に新宿区役所に参集するものとする。 

 

（輸送業務） 

第４条 軽自動車輸送に従事する乙の組合員は、甲の指示に従い、新宿区内及び他の区市町村への

物資輸送業務等に従事するものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙より提供された輸送業務に要した費用について、乙の通常価格により算出した額

を請求に基づき負担するものとする。 

 

（損害賠償） 

第６条 乙は、輸送業務に際し、乙の責に帰する理由により車両の使用者(同乗者を含む。)又は第三

者に損害を与えたときは、甲に対し速やかにその状況を報告し、その賠償の責を負うものとする。 

２ 甲は、その責に帰する理由により使用中の車両を損傷し、又は滅失したときは、乙に対しその

損害を賠償するものとする。 

 

（報告等） 

第７条 甲は、乙に対して備蓄倉庫等防災関係資料を提出するものとする。 

２ 乙は、甲に対して毎年４月末日までに組合員名簿及び車両台数等を報告するものとする。 

 

（協 議） 

第８条 この協定に定めない事項又はこの協定に疑義を生じた事項については、甲、乙が協議して定

めるものとする。 

 

この協定の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。 
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令和３年９月８日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

東京都新宿区長  吉住 健一 

 

乙  東京都台東区浅草橋三丁目８番５号 

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 東京支部 

支部長  砂川 泰弘 

 

※本協定は、平成８年３月28日に赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城西支部と締結したものであるが、当支部

の組織変更に伴い、令和３年９月８日に赤帽首都圏軽自動車運送協同組合東京支部と改めて締結手続きを行

ったものである。 
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(5-41) 

災害時における霊枢自動車輸送の協力に関する協定 
 

東京都新宿区（以下「甲」という。）と、社団法人全国霊枢自動車協会（以下「乙」という。）は、

災害時における霊枢自動車等輸送の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣  旨） 
第１条 この協定は、新宿区内に災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第２条第１項に定める地

震、風水害、その他の災害が発生し（以下「災害時」という。）、その災害により多数の死者が

集中的に発生した場合における遺体の搬送について、甲が乙に対して霊枢自動車等による応急救

助に必要な輸送（以下「輸送」という。）の協力を要請することができること及びその場合の手

続きを定めるものとする。 
 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の遺体搬送のための車両を必要とするときは、乙に対して輸送の協力を要請

することができる。 
 

（要請手段） 

第３条 前条の規定による甲の要請は、新宿区災害対策本部長が行う。ただし、災害の状況により

副本部長、本部員又はこれに相当する者からも要請を行うことができる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、

事後、甲は実施細目で定める様式の文章を乙に提出するものとする。 

(1) 要請を行った者の職氏名と、担当者名 

(2) 要請の理由 

(3) 要請する車両台数 

(4) 履行の期日及び場所 

(5) その他必要な事項 
 

（輸送業務） 

第４条 甲の要請により、輸送に従事する乙の協会員は、要請者の指示に従い、斎場等への遺体の

輸送業務に従事するものとする。 

２ 乙の協会員は、要請に基づき、実施細目で定める参集場所へ参集するものとする。 
 

（報 告） 

第５条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲

に報告するものとし、事後、実施細目で定める様式の文書を提出するものとする。 

(1) 従事した車両および従事者 

(2) 従事日数および走行距離 

(3) その他必要な事項 
 

（経費の負担） 

第６条 輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。 
 

（経費の請求） 

第７条 乙は、甲の要請事項に係る協会員の輸送協力実績を集計し、甲に一括して請求するものとす

る。 

２ 甲の要請事項に加え、乙が遺族等の要請により応急救助の範囲を超える協力を行った場合、こ

の部分に相当する経費は乙が当該要請を行った遺族等に請求する。 
 

（経費の支払い） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があったときは、乙に対して速やかに

これを支払うものとする。 
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（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生の直前における関東運輸局長への届出運賃を基準と

して、甲乙協議のうえで決定するものとする。 
 

（支援体制の整備） 

第10条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、関東各支部のほか、広域応援体

制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。 
 

（連絡責任者） 

第11条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては東京都

支部長とする。 
 

（災害時の情報提供） 

第12条 乙は、輸送活動中に現認した災害情報を、積極的に災害対策本部長等に提供するものとする。 
 

（職員の同乗等） 

第13条 災害対策本部長は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同乗させることができるものとする。 

２ 乙は、輸送業務を実施しようとするときは、必要に応じ、災害対策本部長に職員の同乗を要請

することができる。 
 

（通 知） 

第14条 甲は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、参集場所等に関して重要な変更

が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。 
 

（協定実施の円滑化） 

第15条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、また協定の実効性を高めるため、

定期的に協議を実施するものとする。 
 

（実施細目） 

第16条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、甲乙協議の上実施細目で定めるもの

とする。 
 

（実施日） 

第17条 この協定は、協定締結の日から実施する。 
 

（有効期間） 

第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成11年３月31日までとする。 

ただし、期間満了の２箇月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、な

お１年間効力を有するものとし、以降も同様とする。 
 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有る。 
 

平成 10 年３月 20 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田隆 
 

乙  東京都新宿区四谷三丁目2番地 

トラック会館 

社団法人全国霊枢自動車協会 

会 長     岡 康夫 
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(5-42) 

災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定 
 

東京都新宿区（以下「甲」という。）と、全東京葬祭業連合会（以下「乙」という。）は、災害時

における棺等葬祭用品の供給協力等に関し、次のとおり協定する。 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、新宿区内に災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第２条第１項に定める地

震、風水害、その他の災害が発生し（以下「災害時」という。）、その災害により多数の死者が

集中的に発生した場合における遺体の応急的処理に要する棺等葬祭用品の供給等について、甲が

乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。 
 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対し供給等の協力を要請すること

ができることとし、乙は実施細目で定める棺等葬祭用品の供給等の協力を甲に対して実施するも

のとする。 
 

（要請手続） 

第３条 前条の規定による甲の要請は、新宿区災害対策本部長が行う。ただし、災害の状況により

副本部長、本部員又はこれに相当する者からも要請を行うことができる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、

事後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。 

(1) 要請を行った者の職氏名と、担当者名 

(2) 要請の理由 

(3) 要請する棺等葬祭用品の供給等の数 

(4) 履行の期日及び場所 

(5) その他必要な事項 
 

（供給等業務） 

第４条 甲の要請により、棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の組合員は、要請者の指示に従い、

甲が設置する遺体収容所等への供給等に従事するものとする。 
 

（報 告） 

第５条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもつて甲

に報告するものとし、事後、実施細目で定める様式の文章を提出するものとする。 

(1) 供給した棺等葬祭用品の数等 

(2) 従事者の氏名 

(3) その他必要な事項 
 

（経費の負担） 

第６条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。 
 

（経費の請求） 

第７条 乙は、甲の要請事項に係る組合員の棺等葬祭用品の供給等実績を集計し、甲に一括して請

求するものとする。 

２ 甲の要請事項に加え、乙が遺族等の要請により応急的な処理の範囲を超える協力を行った場合、

この部分に相当する経費は乙が当該要請を行った遺族等に請求する。 
 

（経費の支払い） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があったときは、乙に対して速やか

にこれを支払うものとする。 
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（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生の直前における災害救助法に基づく基準額を参考に

して、甲乙協議のうえで決定するものとする。 
 

（支援体制の整備） 

第10条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図られるよう、関東ブロック

各組合のほか、広域応援体制及び情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。 
 

（連絡責任者） 

第11条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては全東京

葬祭業連合会会長とする。 
 

（災害時の情報提供） 

第12条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に災害対策本部長等

に提供するものとする。 
 

（通 知） 

第13条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図られるよう、供給場所等に

関して重要な変更が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。 
 

（協定実施の円滑化） 

第14条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、また協定の実効性を高めるため、

定期的に協議を実施するものとする。 
 

（実施細目） 

第15条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、甲乙協議のうえ実施細目で定めるも

のとする。 
 

（実施日） 

第16条 この協定は、協定締結の日から実施する。 
 

（有効期間） 

第17条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成11年３月31日までとする。 

ただし、期間満了の２箇月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、な

お１年間効力を有するものとし、以降も同様とする。 
 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成 10 年３月 20 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長            小野田隆 
 

乙  東京都文京区本駒込三丁目30番3号 

全東京葬祭業連合会会長    神谷忠明 

東京都葬祭業協同組合理事長  神谷忠明 

山手葬祭業協同組合理事長    佐久間登 

東武葬祭業協同組合理事長    鹿島弘善 

東都聖典協同組合理事長    井上晴雄 

 
※なお、現在の乙の構成団体は、東京都葬祭業協同組合、山手葬祭協同組合、東都聖典協同組合、東京多摩葬

祭業協同組合、八王子葬祭業協同組合となっている。 
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(5-43) 

災害時における資機材及び施設等の提供に関する協定 
 
 

新宿区（以下「甲」という。）と、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という。）は、

新宿区内に災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める地震、風水害その他

の災害が発生した時（以下「災害時」という。）における協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣  旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者又は帰宅困難者が新宿区内に集申的に発生した場合にお

いて。甲の要請に対する乙の協力その他必要な事項を定めるものとする。 
 

（協力業務の内容） 

第２条 乙の協力業務の内容は次のとおりとする。 

(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供 

(2) 遺体の安置に必要な施設の提供 

(3) 帰宅困難者のための施設の提供 

(4) 前３号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項 

 

（要請手続） 

第３条 甲の要請は、新宿区災害対策本部長が行う。ただし、災害の状況により副本部長、本部員

又はこれに相当する者からも要請を行うことができる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、

その後速やかに、協力要請書（第１号様式）を乙に送付するものとする。 

(1) 要請を行った者の職氏名及び担当者氏名 

(2) 要請理由 

(3) 要請内容 

(4) 履行の期日(又は期間)及び場所 

(5) その他必要な事項 

 

（要請業務の実施） 

第４条 乙は、甲の指示に従い、第２条の業務を実施するものとする。 
 

（報  告） 

第５条 乙は、第２条の業務を実施したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告

するものとし、その後速やかに、災害時要請業務実施報告書（第２号様式）を送付するものとする。 

(1) 実施業務内容 

(2) 従事者の氏名 

(3) その他必要な事項 

 

（経費の負担） 

第６条 第２条第１号に規定する業務に使用した資機材及び消耗品に要した経費は、甲が負担する。 
 

（経費の請求） 

第７条 前条の規定により甲が負担すべき経費については、乙は甲に一括して請求するものとする。 

２ 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その経費は、乙が

当該要請を行った遺族等に請求する。 
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（経費の支払い） 

第８条 甲は、前条第1項の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があったときは、30日以内に支

払うものとする。 
 

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生の直前における災害救助法に基づく基準額を参考に

して、甲乙協議の上、決定するものとする。 
 

（支援体制の整備） 

第10条 乙は、災害時における協力業務の円滑な実施を図るため、広域応援体制及び情報受伝達体

制等の整備に努めるものとする。 
 

（連絡責任者） 

第11条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては事務局

専務理事とする。 
 

（災害時の情報提供） 

第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。 
 

（名簿の提出） 

第13条 乙は、協力業務の円滑な実施を図るため、加盟会員名簿を毎年３月末までに甲に提出する

ものとする。 
 

（協  議） 

第14条 この協定に定めの無い事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、

決定するものとする。 
 

（実施日） 

第15条 この協定は、協定締結の日から実施する。 
 

（有効期間） 

第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成13年３月31日までとする。 

ただし、期間満了の２箇月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、な

お１年間効力を有するものとし、以降も同様とする。 
 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成 12 年８月 30 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  小野田隆 

 

乙  東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 

社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 

会長   山下宗吉 
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(5-44) 

災害時における石油類の優先供給に関する協定 
 
 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、新宿区の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合におい

て、東京都新宿区（以下「甲」という。）が行う災害応急対策業務について、東京都石油業協同

組合新宿支部（以下「乙」という。）が行う協力に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙の協力の内容は、ガソリン、軽油、灯油等石油類の優先供給とする。 
 

（要請の手続） 

第３条 甲は、乙に対して要請の理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明らかにして

要請しなければならない。 
 

（協 力） 

第４条 乙は、甲からの要請を受けた事項に関し、特別の理由がない限り、必要な業務を実施する

ものとする。 
 

（指揮命令） 

第５条 乙の協力に係わる指揮命令及び連絡調整については、甲が指定する者が行うものとする。 
 

（費用弁償） 

第６条 甲は、乙の協力に係る石油類の供給について、その実費を弁償するものとする。 
 

（損害補償） 

第７条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従業者の損害補償は、災害に際し応急措置の業務等に

従事した者の損害補償に関する条例（昭和41年７月東京都新宿区条例第12号）によるものとする。 
 

（協力店の表示） 

第８条 甲は、乙の組合員店舗に災害時協力の店である旨の表示を行い、地域住民に周知するもの

とする。 
 

（有効期限） 

第９条 この協定の有効期間は、昭和59年２月９日から昭和60年２月９日までの１年間とする。た

だし、期限満了の日の３箇前までに甲・乙からなんらかの申し出がないときは、本協定は、同一

内容をもって更新するものとする。 
 

（協定細目） 

第10条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 
 

（協 議） 

第11条 この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項又はこの協定及びこの協定に基づく

細目の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。 
 

本協定締結の証として、協定書を２通作成し、甲・乙記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

昭和 59 年２月９日 
甲  東京都新宿区歌舞伎長一丁目4番1号 

東京都新宿区代表者 

東京都新宿区長  山本克忠 
 

乙  東京都新宿区新小川町4番19号 

東京都石油業協同組合 

新宿支部長    末 博光 
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(5-45) 

災害時における住宅の応急修理の協力に関する協定 
 
 
（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、新宿区の地域に生じた災害により災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「救

助法」という。）の適用基準を超える被害が生じ、救助法第２条に基づき東京都知事が実施する

救助を東京都新宿区長（以下「甲」という。）が補助する場合の甲が行う救助について、甲は東

京都電気工事工業組合新宿地区本部（以下「乙」という。）に協力を要請できることとする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙の協力の内容は、救助法第33条第１項第６号に規定する災害にかかった住宅の応急修理

とする。 
 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事

項を明らかにして要請する。 
 

（指揮命令） 

第４条 乙の協力にかかる指揮命令及び連絡調整は、甲が指定した者が行う。 
 

（報 告） 

第５条 乙は、協力に要した資器材等の数量及び作業内容を、甲に報告する。 
 

（費 用） 

第６条 乙は、救助に要した費用について救助法第33条に基づき支弁を受ける。 
 

（協力店の表示） 

第７条 甲は、乙の会員店舗に災害時協力の店である旨の表示を行い、地域住民に周知するものと

する。 
 

（救助法が適用されない災害時の協力） 

第８条 乙が甲の要請に基づき第２条第２項の協力を行なった場合で、当該住宅の所有者等が甲の

要請を超えた修繕等を乙に求めた場合、甲の要請を超えた部分に関する修繕に当たっては、乙は

被害発生直前における価格を参考にして甲の要請を超えた修繕等を求めた者との間に契約を締結

して修繕を実施する。 

２ 救助法の適用に至らない被害が新宿区の地域に生じた場合で、区民が実施する住宅等の修繕に

当たり区民から要求のあったときは、甲は第１条の規定にかかわらず乙を区民にあっ旋すること

ができる。この場合の契約は、前項と同様とする。 
 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては建築部営繕課長とし、乙にあっては東京都

電気工事工業組合新宿地区本部長とする。 
 

（協定の期限） 

第10条 この協定の期限は、平成11年２月24日から平成12年３月31日までとする。ただし、期限の

３箇月前までに甲・乙からなんらかの申し出がないときは、本協定は、同一内容をもって自動的

に１年間更新するものとする。 
 

（協定細目） 

第11条 この協定を実施するゐめに必要な場合は、別に協定細目を定めることができる。 
 

（協 議） 

第12条 この協定及び前条に規定する協定細目に定めのない事項又はこの協定及び前条に規定する

協定細目の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。 
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本協定締結の証として、協定書を 2 通作成し、甲・乙記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

平成 11 年２月 24 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田 隆 

 

乙  東京都新宿区新宿二丁目16番11号 

サンフタミビル302号 

東京都電気工事工業組合 新宿地区本部 

代表 新宿地区本部長  中川 正則 
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(5-46) 

災害時における区立施設の電気設備復旧業務の協力に関する協定 
 
 
（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、新宿区の地域に生じた災害により、新宿区の施設等に被害が生じた場合にお

いて、東京都新宿区（以下「甲」という。）が行う災害応急対策業務について、新宿区災害対策

電設協力会（以下「乙」という。）が行う協力に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙の協力の内容は、区立施設（応急仮設住宅を含む）その他必要な施設等の電気設備の復

旧及び資器材・労力（以下「資器材等」という。）の提供とする。 
 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事

項を明らかにして要請する。 
 

（指揮命令） 

第４条 乙の協力にかかる指揮命令及び連絡調整は、甲が指定した者が行う。 
 

（報 告） 

第５条 乙は、協力に要した資器材等の数量及び作業内容を、甲に報告する。 
 

（費 用） 

第６条 甲は、乙の協力にかかる資器材等に要した費用を負担する。 
 

（協力店の表示） 

第７条 甲は、乙の組合員店舗に災害時協力の店である旨の表示を行い、地域住民に周知するものとする。 
 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては建築部営繕課長とし、乙にあっては新宿区

災害対策電設協力会会長とする。 
 

（協定の期限） 

第９条 この協定の期限は、平成11年２月24日から平成12年３月31日までとする。ただし、期限の

３箇月前までに甲・乙からなんらかの申し出がないときは、本協定は、同一内容をもって自動的

に1年間更新するものとする。 
 

（協定細目） 

第10条 この協定を実施するために必要な場合は、別に協定細目を定めることができる。 
 

（協 議） 

第11条 この協定及び前条に規定する協定細目に定めのない事項又はこの協定及び前条に規定する

協定細目の解釈について疑義が生じたどきは、甲・乙協議の上決定する。 
 

（その他） 
第12条 災害時における電気設備の復旧業務の協力に関する協定（昭和59年７月９日締結）は、廃止する。 
 

本協定締結の証として、協定書を２通作成し、甲・乙記名押印の上各１通を保有する。 
 

平成 11 年２月 24 日 
甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田 隆 
 

乙  東京都新宿区西新宿四丁目33番14号 

新宿区災害対策電設協力会 

代表 新宿区災害対策電設協力会 

会 長    青木 進 
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(5-47) 

災害時における区立施設及び住宅の応急修理等の協力に関する協定 
 
 
（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、新宿区の地域に生じた災害により新宿区の施設に被害が生じた場合、又は、

新宿区の地域に生じた災害により災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。）

の適用基準を超える被害が生じ、救助法第２条に基づき東京都知事が実施する救助を東京都新宿

区長（以下「甲」という。）が補助する場合の甲が行う救助について、甲は新宿管交会（以下「乙」

という。）に協力を要請できることとする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙の協力の内容は、次に定めるとおりとする。 

(1) 甲が要請する区立施設の修繕（以下「区立施設の修繕」という。） 

(2) 救助法第23条第１項第１号に規定する収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与及び第６

号に規定する災害にかかった住宅の応急修理（以下「救助」という。） 
 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事

項を明らかにして要請する。 
 

（指揮命令） 

第４条 乙の協力にかかる指揮命令及び連絡調整は、甲が指定した者が行う。 
 

（報 告） 

第５条 乙は、協力に要した資器材等の数量及び作業内容を、甲に報告する。 
 

（費 用） 

第６条 要請に要した費用は、次のとおりとする。 

(1) 区立施設の修繕に要した経費 契約に基づき甲が乙に支払う。 

(2) 救助に要した経費      救助法第 33 条に基づき乙が支弁を受ける。 
 

（協力店の表示） 

第７条 甲は、乙の会員店舗に災害時協力の店である旨の表示を行い、地域住民に周知するものとする。 
 

（救助法が適用されない災害時の協力） 

第８条 乙が甲の要請に基づき第２条第２項の協力を行なった場合で、当該住宅の所有者等が甲の

要請を超えた修繕等を乙に求めた場合、甲の要請を超えた部分に関する修繕に当たっては、乙は

被害発生直前における価格を参考にして甲の要請を超えた修繕等を求めた者との間に契約を締結

して修繕を実施する。 

２ 救助法の適用に至らない被害が新宿区の地域に生じた場合で、区民が実施する住宅等の修繕に

当たり区民から要求のあったときは、甲は第１条の規定にかかわらず乙を区民にあっ旋すること

ができる。この場合の契約は、前項と同様とする。 
 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては建築部営繕課長とし、乙にあっては新宿管

交会会長とする。 
 

（協定の期限） 

第10条 この協定の期限は、平成11年２月24日から平成12年３月31日までとする。ただし、期限の3

箇月前までに甲・乙からなんらかの申し出がないときは、本協定は、同一内容をもって自動的に

１年間更新するものとする。 
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（協定細目） 

第11条 この協定を実施するために必要な場合は、別に協定細目を定めることができる。 

（協 議） 

第12条 この協定及び前条に規定する協定細目に定めのない事項又はこの協定及び前条に規定する

協定細目の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。 
 

本協定締結の証として、協定書を２通作成し、甲・乙記名押印のうえ各１通を保有する。 
 

平成 11 年２月 24 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長  小野田 隆 
 

乙  東京都新宿区新宿六丁目20番9号 

新宿管交会 

代表 新宿管交会会長  渡邊 鐵太郎 
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(5-48) 

災害時における道路障害物除去等応急対策業務に関する協定書 
 
 

災害時における応急対策業務に関し、東京都新宿区（以下「甲」という。）と新宿土木防災協力会

（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、甲が災害時において、東京都新宿区地域防災計画に基づき、緊急輸送路を確

保するため、道路障害物除去作業等の応急対策を実施するに当たり、乙の積極的な協力を得て、

円滑な災害応急対策を図ることを目的とする。 
 

（協力の要請） 

第２条 甲は業務に関して、乙の出動及び必要な資機材等の供給協力を要請することができる。 

２ 甲は、「特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定」（以下「支援協定」という。）第２

条１項に基づき設置された特別区支援対策本部から、被災を受けた区（以下「被災区」という。）

の災害応急対策業務に関する支援要請を受けた場合には、乙に前項の協力を要請することができる。 
 

（業務の内容） 

第３条 前条の災害応急対策業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 甲が指定した緊急指定道路を優先に、道路施設の点検を実施すること。 

(2) 落下物及び倒壊家屋等の路上障害物の除去に関すること。 

(3) 道路及び橋りょうの亀裂、陥没等の応急補修に関すること。 

(4) 資機材、重機及び労務(以下「建設資機材等」という。)の提供に関すること。 

(5) その他甲が必要と認めること。 
 

（会 員） 

第４条 乙に属し、本業務に従事する会社を本協定の会員（以下「会員」という。）という。 

２ 乙は年度当初に会員の名簿を、甲に文書にて報告するものとする。また、会員に変更があった

場合には、同様とする。 
 

（業務実施区間） 

第５条 会員の業務実施区間は、別に定める「災害時における道路障害物除去等応急対策業務マニ

ュアル」及び「業務実施表」のとおりとする。 

２ 前項の業務実施区間を変更する場合は、あらかじめ甲と乙が協議して行うものとする。 
 

（建設資機材等の報告） 

第６条 乙は、あらかじめ災害時に備え、業務に関し使用可能な建設資機材等の数量を把握し、甲

に文書にて報告するものとする。 

２ 前項の建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲からの求めがあった場合には、乙は速や

かに甲に文書にて報告するものとする。 
 

（出動の要請） 

第７条 甲は、乙に対し、災害の状況に応じて、業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明ら

かにして、文書又は電話等の方法により会員の出動を要請するものとする。 

２ 東京23区内に震度５弱以上（気象庁発表）の地震が発生し、被害甚大のため、甲が乙に対して

出動の要請が不可能な場合は、乙及び会員は、甲からの要請があったものとみなし自主的に出動

するものとする。 
 

（会員の出動） 

第８条 乙は、前条の要請があった場合には、会員を、本協定で指定した業務実施区間へ出動させ

るものとする。 
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（業務の指示） 

第９条 業務の指示は災対土木部長が行うものとし、会員はその指示に従うものとする。 

２ 第２条第２項により被災区で業務を実施する会員は、特別区支援対策本部からの指示に従うも

のとする。 

３ 第７条第２項により出動した会員は、あらかじめ指定された業務実施区間の被害状況を把握し、

業務を実施するものとする。 
 

（業務実施の報告） 

第10条 乙は、各会員の出動を確認した後、全員の出動状況、各現場責任者、建設資機材の数量及

び作業状況、作業内容等を取りまとめ、業務着手後速やかに甲に報告するものとする。 
 

（業務完了の報告） 

第11条 乙は、会員の業務が完了した後に、電話等の方法により直ちに甲へ報告するとともに、文

書により遅滞なく甲へ報告するものとする。 
 

（費用の請求及び支払） 

第12条 乙は、前条の報告後、当該業務に要した費用を書面で甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があった場合には、内容を精査確認のうえ、その費用を支払うものとする。 

３ 乙は、支援協定による場合、被災区における業務の完了後、甲及び被災区の認定を受けて、費

用を被災区へ請求するものとする。ただし、被災区が経費を支弁するいとまがなく、被災区から

甲に費用の一時繰替支弁の要請があった場合は、乙は甲に費用を請求できるものとする。 
 

（損害の負担） 

第13条 業務の実施に伴い損害が生じた場合は、その賠償の負担について、甲と乙が協議して定める。 

２ 被災区で損害が生じた場合の賠償の負担は、被災区及び特別区支援対策本部と乙が協議して定

める。 
 

（会員の災害保障） 

第14条 甲は、会員の従事員が応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しく

は障害の状態となったときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害賠償に関する

条例」（昭和41年東京都新宿区条例第12号）に基づき、これを補償する。 
 

（連絡責任者） 

第15条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては土木部管理課長とし、乙にあっては新宿土

木防災協力会会長とする。 
 

（協 議） 

第16条 この協定に定めのない事項ならびにこの協定について疑義が生じたときは、甲、乙協議の

うえ定めるものとする。 
 
 

甲と乙は、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有するものとする。 
 

平成 22 年４月１日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長     中山 弘子 
 

乙  東京都新宿区余丁町13番27号 

三井住建道路株式会社関東支店内 

新宿土木防災協力会 

会長   千田 敏明 
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(5-49) 

水防活動に関する覚書 
 
 
新宿区（以下「甲」という。）と東京消防庁牛込消防署（以下「乙」という。）は、水防活動を円

滑に行うため次のとおり覚書を交換する。 
 

（目 的） 

第１条 この覚書は、水防作業に関する手続きを確認することにより甲と乙の協力体制の強化を行

い、もって、河川の増水をはじめとする都市型水害の防止、軽減を図ることを目的とする。 
 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 防水扉等  隆慶橋、中之橋、小桜橋、西江戸橋、石切橋の右岸側に配備された防水扉及

び差蓋、土のうをいう。 

二 水防施設 甲の所管する水防倉庫及び土のう置き場をいう。 

三 土のう等 甲が、水防活動のため水防施設に保管、維持している土のう及び乙が、水防

活動上使用したゲル水のうをいう。 
 

（甲の役割） 

第３条 甲は、河川管理者及び水防管理者として防水扉等の操作、設置及び水防施設の維持管理を

主体的に行うものとする。 

２ 甲は、夜間、休祭日など甲の勤務時間外に発生する集中豪雨等で、甲の職員では防水扉等の操

作、設置など対応が間に合わない場合、乙に出動を要請するものとする。 

３ 前項の出動を要請した場合、甲はその旨を文京区に連絡するものとする。 

４ 甲は、防水扉等の設置に関して円滑かつ万全を期すため、文京区及び牛込警察署等関係機関と

必要な調整を行う。 

５ 甲は、水防施設、水防扉等について、緊急時に使用できるよう乙に鍵を配布する。 

６ 甲は、水防作業に使用した土のう等の収納、撤去及び処分を行う。 

７ 甲は、大雨洪水注意報及び警報が発令され解除されるまでの間、気象情報を迅速に乙に通報する。 
 

（乙の役割） 

第４条 乙は、甲の出動要請を受けた場合、東京消防庁で定める部隊運用計画に基づき必要な対応

を行うものとする。 
 

（防水扉等の設置作業） 

第５条 防水扉等の設置は、次の要領で設置するものとする。 

一 防水扉等の操作、設置は水位状況を的確に把握し溢水直前、もしくは、溢水の恐れがある

場合に行うものとする。 

二 防水扉等は、原則として左・右岸を同時に設置するものとし、現場においては、左岸側の

文京区職員、小石川消防署員との連携をもって実施するよう努める。 

三 甲が、防水扉等の操作、設置を行った場合は、直ちに乙にその旨の連絡を行う。 

四 乙が、防水扉等の操作、設置を行った場合は、直ちに甲にその旨の連絡を行う。 

五 前号の連絡があった場合、甲は、交通の遮断について牛込警察署に連絡を行う。 
 

（防水扉等の取扱訓練、演習） 

第６条 甲は、防水扉等の設置、操作方法について説明書等を作成し乙に配付する。また、乙の要

請により随時現地で操作の訓練、演習を実施する。 
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（窓口の設置） 

第７条 甲と乙は、相互の協力体制を確立し情報の緊密化を図るため連絡窓口を別紙の通り設置する。 
 
 

（協 議） 

第８条 この覚書について疑義が生じたとき、また、定めのない事項については、甲乙協議のうえ

定めるものとする。 
 

平成13年10月15日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長    小野田 隆 

 

乙  東京都新宿区筑土入幡町5番16号 

東京消防庁 

牛込消防署長  諸川 忠勝 

 
 
 
（別紙） 
 

連絡窓口 
 

甲  新宿区環境土木部土木計画課計画係 

TEL O3-3209-1111 内線4571～5 

TEL 03-5273-3525（ダイヤルイン） 

FAX O3-3209-5595 
 

乙  東京消防庁牛込消防署警防課消防係 

TEL O3-3267-0119  内線350 

FAX O3-3267-4655 

 
（平成 13 年 10 月） 
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(5-50) 

災害時における動物救護活動に関する協定書 
 

災害時における動物救護活動に関し、新宿区を「甲」とし、東京都獣医師会新宿支部を「乙」と

し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 
 
（総 則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき甲が行う動物救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。  
（協力の要請等） 

第２条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対

し協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに動物救護活動を行うものとする。 

３ 乙は、緊急を要すると判断した場合は、甲の要請の有無にかかわらず、動物救護活動を行うこ

とができる。 

４ 乙は、前項の規定により、動物救護活動を行った場合は、このことを甲に報告するものとする。  
（動物救護の活動場所） 

第３条 乙は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所及び東京都獣医師会新宿支部員の保有

する施設において、動物救護活動を実施するものとする。  
（乙の行う動物救護活動） 

第４条 乙の行う動物救護活動の内容は、次のとおりとする。 

(1) 負傷した動物に対する獣医療行為 

(2) 後方獣医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 動物の死亡の確認 

(4) 飼い主の不明な動物の個体識別補助 

(5) 甲の行う動物救護活動に対する指導及び公衆衛生活動 

(6) 被災した動物に関する情報の収集及び提供活動 
 
（費用弁償） 

第５条 甲の要請に基づき、乙が動物救護活動を実施した時に要する次の経費は、甲が負担するも

のとする。 

(1) 動物救護活動に伴う、獣医師の派遣等に要する経費 

(2) 動物救護活動に使用した、医薬品及びペットフード等の実費弁償 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。  
（損害補償） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が行った動物救護活動に係わる従事者の損害補償については、「災

害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年新宿区条例第12号)

の規定に基づき補償するものとする。  
（動物救護連絡協議会の設置） 

第７条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関と動物救護連

絡協議会を設置するものとする。  
（連絡調整） 

第８条 この協定に関する連絡責任者を置く。 

２ 前項の連絡責任者は、甲及び乙の指定する者とする。  
（細 目） 

第９条 この協定に関する細目は、別途定める。  
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（協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項及び、協定の解釈について疑義が生じた時は、甲乙協議の上決

定する。  
この協定の証として本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成 15 年９月 19 日 
 

甲  新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長     中山 弘子 
 

乙  新宿区中落合三丁目24番16号 

東京都獣医師会 

新宿支部長  黒田 勝 
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(5-51) 

新宿区動物救護連絡協議会設置要綱 
 
（趣 旨） 

第１条 災害時における動物救護活動に関する協定書第７条の規定に基づき、災害時の動物救護活

動の円滑な運営を図ることを目的として、新宿区動物救護連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)

を設置する。 
 

（所掌事務） 

第２条 連絡協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 災害時における動物救護活動の運営に関すること。 

(2) 災害時における関係機関との情報連絡及び調整方法に関すること。 

(3) その他連絡協議会が必要と認めること。 
 

（構  成） 

第３条 連絡協議会は、事務局長及び委員をもって構成する。 

２ 事務局長は衛生部衛生課長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は次に掲げるとおりとする。 

(1) 東京都獣医師会新宿支部 

ア 支部長  １名 
イ 担当者若干名 

(2) 衛生部衛生課 

ア 担当係長 １名 
イ 担当者  若干名 

(3) 総務部危機管理室 

ア 室長   １名 
イ 担当係長 １名 
ウ 担当者  若干名 

 

（会 議） 

第４条 連絡協議会は、必要に応じて事務局長が招集し、会務を総理する。 

２ 事務局長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 
 

（事務局） 

第５条 連絡協議会の事務局は、衛生部衛生課に置く。 
 

（補 則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会が定める。 
 

附  則 
 

この要綱は、平成15年９月19日から施行する。 
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(5-52) 

災害時における動物救護活動に関する協定細目 
 
 

「災害時における動物救護活動に関する協定書」第９条に基づく細目は、次のとおりとする。 

 

（甲の責務） 

第１条 甲は、災害発生時に「東京都動物救援本部」及び「特別区支援対策本部」と連絡調整を図

り、被災した動物に関する情報収集を行い、乙に情報提供をする。 

 

（費用弁償） 

第２条 乙は、費用弁償に際し、ボランティアの活用、寄付金の利用並びに企業、団体及び個人に

よる寄付物品を用いる等の方法で、甲の負担を最小限にするよう努める。 

 

（動物救護連絡協議会） 

第３条 甲は、東京都獣医師会新宿支部、新宿区総務部危機管理室及び新宿区衛生部衛生課の構成

員をもって組織する、動物救護連絡協議会を開催する。 

２ 甲は、動物救護連絡協議会の開催に際し、必要とする関係機関を招請することができる。 

 

（連絡責任者） 

第４条 甲の指定する連絡責任者は、新宿区衛生部衛生課長とする。 

２ 乙の指定する連絡責任者は、東京都獣医師会新宿支部長とする。 

 

この協定細目の証として本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

平成 15 年９月 19 日 
 

甲  新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長   中山 弘子 

 
乙  新宿区中落合三丁目24番16号 

東京都獣医師会 

新宿支部長  黒田 勝 
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(5-53) 

災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定 
 
 

この協定は、新宿区(以下「甲という。」が、災害時に、聴覚障害者に対し、新宿区地域防災計画

に基づき、新宿区登録手話通訳者連絡会及び新宿区手話サークル(以下「乙」という。)とともに行

う業務(以下「聴覚障害者に対する業務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 

（業務の内容） 

第１条 聴覚障害者に対する業務の内容は、次のとおりとする。 

(1) 第一次避難所又は第二次避難所への避難の誘導 

(2) 第一次避難所又は第二次避難所における避難生活を送るために必要な情報の提供 

(3) その他甲及び乙が必要と認める業務 

２ 前項第３号の業務に関しては、甲及び乙は、新宿区聴覚障害者協会(以下「丙」という。)と協

議するものとする。 
 

（協力の要請等） 

第２条 甲は、聴覚障害者に対する業務を実施する場合は、乙に対し、協力の要請を行うことがで

きる。 

２ 甲は、前項の協力の要請(以下「協力の要請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を乙

に伝達するものとする。 

(1) 協力の要請の理由 
(2) 協力の要請の内容 
(3) その他必要な事項 

３ 乙は、協力の要請を受けたときは、特別な事情がない限り、当該協力の要請に応じた聴覚障害

者に対する業務を行うものとする。 
 

（費用の負担） 

第３条 甲は、乙が前条第３項の規定により聴覚障害者に対する業務を行った場合には、当該聴覚

障害者に対する業務の実施に要した費用のうち、次に掲げるものを負担するものとする。 

(1) 交通費 
(2) その他甲が自ら負担すべきものと認めた費用 

 

（損害補償） 

第４条 第２条第３項の規定により聴覚障害者に対する業務を行った者に係る損害補償は、災害に

際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年新宿区条例第12号)の規定

によるものとする。 
 

（協定期間） 

第５条 この協定の期間は、協定締結の日から１年とする。 

２ 甲又は乙が、前項に規定する期間が満了する日の２か月前までに、この協定の解除又は変更の

申出を行わないときは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 
 

（協 議） 

第６条 この協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙で協議の上、定めるものとする。 
 
 

この協定を証するため、本書４通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その１通を保有

する。 
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令和３年９月８日 

 
甲  新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長 吉住 健一 

 

乙  新宿区登録手話通訳者連絡会 

会長 秋山 郁子  
新宿区手話サークル 

会長 坂本 葉子 

 
丙  新宿区聴覚障害者協会 

会長 秋山 潔 

 

※本協定は、平成16年11月22日に新宿区登録手話通訳者連絡会及び新宿区手話サークル並びに新宿区ろう者協

会と締結したものであるが、団体の代表者や名称の変更に伴い、令和３年９月８日に改めて締結手続きを行

ったものである。 
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(5-54) 

災害時における法律相談に関する協定 
 
 

新宿区を甲とし、新宿区法律相談担当弁護士クラブを乙とし、甲乙間において、次のとおり協定

を締結する。 
 

（総 則） 
第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき甲が行う災害時における法律相談に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定める。  
 （法律相談員の派遣） 

第２条 甲が、新宿区地域防災計画に基づき災害時における法律相談を実施する場合は、乙に対し、

法律相談員の派遣を要請するものとする。  
 （活動計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合は、速やかに法律相談員の派遣計画を策定し、これを甲に

提出するものとする。  
（特別法律相談会場） 

第４条 甲は、災害時における法律相談を実施するため、特別法律相談会場を設置する。  
（相談料） 

第５条 災害時における法律相談に係る相談料は、無料とする。  
（費用弁償等） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が災害時における法律相談の実施に要した経費については、甲が負

担するものとする。 

２ 前項の定めによる費用弁償の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。  
（損害補償） 

第７条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、災害に際し応急措置の業務

等に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年新宿区条例第12号)に規定する損害補償の例に

よるものとする。  
（協定の期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から平成15年３月31日までとする。 

２ 期間満了の３カ月前までに甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がないときは、更に１

年間延長するものとし、以後この例による。  
（細 目） 

第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。  
 （協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。  
この協定を証するため、協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 
平成14年７月31日 

 
甲  新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  小野田 隆  
乙  新宿区市谷船河原町11番地 

新宿区法律相談担当弁護士クラブ 

代表幹事  安原 正之 
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(5-55) 

災害時における応急対策活動支援に関する協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）と東京都製本工業組合新宿支部（以下「乙」という。）は、新宿区

の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害発生時等」という。）におい

て、応急対策活動のための小型特殊仕様型（ナンバープレート付）フォークリフト等作業用資機材

及び操作員等（以下「作業用資機材等」という。）を確保するため、次のとおり協定を締結する。 
（総 則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき甲が行う災害応急対策活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、災害発生時等においては、乙に対し、日時、場所その他必要な事項を指定し、作業

用資機材等の提供を要請するものとする。 

２ 甲は、緊急を要する場合において、乙に対し、あらかじめ甲が指定した災害応急対策活動を実

施する行政機関の長をもって作業用資機材等の提供の要請をさせることができる。 

（協力内容） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、作業用資機材等を指定された場所において

提供するとともに、区職員又はあらかじめ甲が指定した災害応急対策活動を実施する行政機関の

職員の指示により次に掲げる作業を行うものとする。 

(1) 緊急に人命救助活動を行うために必要な障害物の除去作業 

(2) 救援物資、調達物資等の運搬作業 

（完了報告） 

第４条 乙は、前条の作業が完了したときは、直ちにその旨を甲に報告するものとする。 

（経費の請求及び支払） 

第５条 乙は、第３条の作業に要した経費について、明細書等を付して甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求の内容を精査して、速やかにその費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第６条 甲は、乙が第２条の規定による要請に基づく作業に従事したことにより、その操作員等が

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置

の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭和41年新宿区条例第12号）の規定に基づき、

補償するものとする。 

（提供可能な作業用資機材の報告） 

第７条 乙は、この協定の締結に当たり、災害時に提供可能な作業用資機材に関し、甲が定める事

項について、甲に報告するものとする。 

２ 乙は、この協定の締結後は、毎年１回、前項に規定する事項について、甲に報告するものとする。 

（協 議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協議

の上決定するものとする。 
 

上記協定の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 
 

平成 17 年 12 月 26 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
   新宿区 
     代表者 新宿区長 中山 弘子  
乙  東京都新宿区弁天町１７７ 
   東京都製本工業組合新宿支部 
    代表者 支部長    中澤 利政  
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(5-56) 

災害時における理容活動及び資器材等の提供に関する協定 
 

新宿区（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生同業組合、同組合新宿支部（以下「乙」とい

う。）は、災害時における理容活動及び資器材等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時における理容活動及び資器材等の提供に関する協力体制を確立し、区

民の安定した生活の確保を図ることを目的とする。 
 
（衛生活動） 
第２条 乙は、甲の要請に基づき、災害時において次に掲げる衛生活動を行うものとする。 

(1) 理容 
(2) 理容に必要な資器材及び消耗品の提供 

 
(協力要請) 
第３条 甲は、前条の要請を行うときは、災害時における理容活動及び資器材等提供要請書（様式。

以下「要請書」という。）を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電

話連絡により同条の要請を行うことができる。この場合において、甲は、事後速やかに、要請書

を乙に提出するものとする。 
 
（理容師派遣対象者） 
第４条 第２条第１号の理容は、理容師法施行令第４条第１号に該当する被災者を対象とする。 
 
（理容費） 
第５条 この協定に基づき理容を行った場合において、乙は、被災者から当該理容に係る費用を徴

収しないものとする。 
 
（費用負担） 
第６条 第２条第２号の理容に必要な資器材及び消耗品の提供に係る費用については、甲が負担す

る。 
 
（担当窓口） 
第７条 乙は、甲との連絡を円滑に行うため、担当窓口を設置し、その連絡先、担当者、その他必

要事項を甲に報告するものとする。また、担当窓口に変更等があった場合も同様とする。 
 
（損害補償） 
第８条 この協定に基づく衛生活動に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又はこの協定に基づく衛生活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった者については、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に

関する条例（昭和 41 年新宿区条例第 12 号）の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 
 
（協定期間） 
第９条 この協定は、甲乙いずれか一方から解除の申出がない限り継続するものとする。 
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（協議） 
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定めのある事項で疑義が生じたものについて

は、甲乙協議の上決定するものとする。 
 

この協定の締結した証として本書３通を作成し、甲乙記名押印の上各々１通を保管する。 
 
令和３年 10 月 13 日 
 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
  新宿区 
  区長 吉住 健一 
 
乙 東京都新宿区下落合四丁目26番７号 東京理容会館２Ｆ 
  東京都理容生活衛生同業組合 
  理事長 稲葉 孝博 
 
  東京都新宿区富久町41番７号 
  東京都理容生活衛生同業組合 新宿支部 
  支部長 荒井 幹人 

 

※本協定は、平成18年８月21日に東京都理容生活衛生同業組合、同組合新宿支部、同組合四谷支部及び同組合

牛込支部と締結したものであるが、東京都理容生活衛生同業組合の組織変更に伴い、令和３年10月13日に改

めて締結手続きを行ったものである。 
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(5-57) 

災害時における電力復旧活動に関する相互支援協定 
 
 

新宿区（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社（以下「乙」とい

う。）は、災害の発生時における電力の早期復旧を目的として、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の区域内（以下「区内」という。）において大規模な災害が生じた場合、

又はまさに発生しようとしている場合における甲乙間の相互支援に関し基本的な事項を定めるこ

とにより、迅速な電力復旧活動に資することを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 この協定の対象となる災害は、区内において発生した次に掲げる災害とする。 

(1) 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害であって、甲又

は乙がその一方の当事者の支援を必要とする災害 

(2) 広範囲の長時間停電が発生、又はまさに発生しようとしている場合 

(3) 災害対策基本法第３９条第１項の規定により乙が定めた防災業務計画の規定により発令さ

れた非常態勢に係る災害 

（連絡責任者） 

第３条 この協定の円滑な遂行を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置く。 

２ 前項の連絡責任者は、甲にあっては総務部危機管理担当部危機管理課長の職にある者とし、乙

にあっては業務総括グループ課長の職にある者とする。 

（相互支援の内容） 

第４条 甲乙間における相互支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 甲は、甲が所有する建物及び土地を甲の業務に支障のない範囲において、乙に提供する。 

(2) 乙は、前号の規定により提供された建物及び土地を、電力復旧要員の待機場所、資材置場等

電力復旧活動の拠点として使用する。 

(3) 新宿区災害対策本部（以下「本部」という。）が設置された場合には、甲乙協議の上、乙は、

本部及び本部に置かれた部に情報連絡要員を派遣し、甲乙間で被災情報を共有する。 

(4) 乙は、電気の取扱いに関する注意事項、電力復旧の進捗状況等を区民に広く周知する必要が

ある場合には、甲に要請し、甲が所有する地域防災無線等を使用することができる。 

(5) 甲は、電気の契約がない避難場所等に仮設電力が必要な場合は、その旨を乙に要請する。 

(6) 乙は、前号の規定による要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲において、仮設電

力設備までの外線電力の供給を行う。この場合において、仮設電力設備からの内線工事につ

いては、甲が行うものとする。 

(7) 契約がある避難所等の甲の施設において停電が発生した場合は、次の区分に応じ、それぞれ

に定めるとおり停電の復旧作業を行う。 

ア 当該施設への外線電力が供給されていない場合、甲は乙に対し外線電力の供給を要請し、

乙は、当該要請に基づき外線電力の復旧作業を行う。 

イ 当該施設への外線電力が供給されている場合、甲は、自らにおいて内線工事を行う。 

(8) 停電復旧作業及び啓開作業の支障となる電力設備及び樹木・土砂等の障害物の除去について、

甲及び乙が相互に協力して作業を行うものとする。なお、甲及び乙の役割や具体的な実施事

項については、別に覚書等を締結し定めるものとする。 

(9) 平時においても、甲及び乙は、電力設備への被害が想定される箇所の予防伐採等について、

情報共有等の協力体制を図るものとし、甲及び乙は連携し可能な範囲において必要な措置を
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講じる。 

(10)その他甲及び乙が協議により必要と認めた事項 

（電力復旧活動に伴う要請の簡略化） 

第５条 前条に規定する相互支援を実施するに当たり必要な要請は、その緊急性に鑑み、口頭によ

りこれを行うことができる。 

（費用負担） 

第６条 第４条に規定する相互支援（同条第８号に係るものを除く。）を実施するに当たり要請に

応じて協力した者が負担した費用は、法令等に特段の定めがある場合を除き、要請を行った者が

負担する。 

２ 前項の規定により負担すべき額は、適正な方法により算出した額とし、甲乙協議の上その都度

定める。 

（秘密保持） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示し、又は漏えい

してはならない。 

（協定期間） 

第８条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、

当該期間満了の日の１ヶ月前までに、甲及び乙の一方からこの協定を終了させる旨の意思表示を

しないときは、この協定を更新するものとみなし、当該期間満了後更に１年間継続するものとす

る。以後においてもまた同様とする。 

（協 議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項で疑義が生じたものについては、甲

乙協議の上定める。 

（廃 止） 

第 10 条 この協定の締結に伴い、災害時における電力復旧活動に関する相互支援協定（平成２９年

１２月２５日締結）は、廃止する。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  令和３年 12 月 20 日 

 

                   甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

                       新宿区 

                       区長    

吉 住  健 一 

 

                   乙  東京都新宿区新宿五丁目４番９号 

                       東京電力パワーグリッド株式会社 

                       常務執行役員東京総支社長   
菊 地 康 二 
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(5-58) 

災害時等における清涼飲料水の供給等に関する協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）と株式会社八洋（以下「乙」という。）は、新宿区の区域内（以下

「区内」という。）において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号の災害その他

の災害が発生した場合又は当該災害が発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に必

要となる清涼飲料水の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（清涼飲料水等の供給） 
第１条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき災害時等に甲が実施する災害応急対策において、清涼

飲料水が必要であるときは、乙に対して清涼飲料水の供給を依頼することができるものとする。 
２ 甲は、前項の規定により清涼飲料水の供給を依頼する場合は、清涼飲料水供給協力依頼書（第

１号様式）によりその品目・品名、数量、納入日時、納入場所、その他必要な事項を明らかにし

て行うものとする。ただし、緊急の場合には、甲は乙に対して、口頭で依頼を行うとともに、当

該依頼書を後日提出することができるものとする。 
３ 乙は、前項の規定による甲からの清涼飲料水の供給の依頼に対し、当該供給を行うことを承諾

した場合は、その旨の書面を甲に提出するものとする。ただし、緊急の場合には、乙は甲に対し

て、口頭で承諾を行うとともに、当該承諾書を後日提出することができるものとする。 
４ 乙は、前項の規定による承諾をした場合は、当該承諾の時点において乙が納入し得る数量の範

囲内で甲に対して優先的に、甲の指定する場所に清涼飲料水を納入するものとする。 
 
（費用負担） 
第２条 甲は、前条第４項の規定による納入に係る代金を負担するものとする。この場合における

代金は、甲が前条第１項の規定により乙に依頼をした時点（以下「依頼時」という。）において災

害が発生していた場合にあっては当該災害の発生直前の時点における当該飲料水の製造者が設定

した希望小売価格の範囲内とし、依頼時において未だ災害が発生していない場合にあっては当該

依頼時の当該希望小売価格の範囲内とする。 
 
（代金の請求及び支払等） 
第３条 乙は、第１条第４項の規定による清涼飲料水の納入が完了したときは、納品書を提出する

とともに、納入した清涼飲料水について甲の検査を受けるものとする。 
２ 前項の検査を受けたときは、乙は前条の代金の支払いについて、甲の指定する書面により甲に

請求することができるものとする。 
３ 甲は、前項の規定により乙から代金の請求に係る書面（以下「請求書」という。）を受領した場

合において、当該請求書の内容を確認し相当と認めるときは、当該受領の日から起算して 30 日

以内に代金を支払うものとする。ただし、代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、こ

の限りではない。 
 
（災害補償） 
第４条 甲は、第１条第４項の規定による清涼飲料水の納入の業務が行われたことに伴い、当該納

入の業務を行った乙の従業員等が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害を負ったと

きは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 41 年新宿区条

例第 12 号）の規定に基づき、当該従業員等又はその遺族に対し補償するものとする。 
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（有効期間等）

第５条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成 21 年３月 31 日までとする。ただし、

当該期間満了の日の１か月前までに、甲又は乙の一方から他方に対してこの協定を終了させる旨

の意思表示をしないときは、この協定と同一の条件でその期間を１年間とする協定を更新したも

のとみなし、以後においてもまた同様とする。

（協議）

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の各条項の解釈上疑義が生じた場合は、甲乙協議

の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本協定を２通作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

平成 20 年３月 26 日 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号

新宿区

  代表者 新宿区長 中山 弘子

乙 東京都新宿区東五軒町２番１８号

株式会社八洋

  代表者 代表取締役社長 後藤 伯彦
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(5-59) 

大震災等の災害の発生時における現地情報本部の設置等に関する覚書 
 

 新宿区（以下「甲」という。）及び学校法人工学院大学（以下「乙」という。）は、大震災等の災

害の発生時において、甲が乙の管理する施設（以下「管理施設」という。）の一部を現地情報本部と

して利用することに関し、次のとおり覚書を取り交わす。 
 
（現地情報本部の設置） 
第１条 甲は、大震災等の災害の発生時において、帰宅困難者等の滞留による新宿駅周辺の混乱を

未然に防止するため必要があると認めたときは、あらかじめ乙と協議の上、管理施設の一部に現

地情報本部を設置する。 
２ 前項の協議は、文書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、文書に代えて、

ファクシミリ若しくはＥメール又は口頭により行うことができる。 
（現地情報本部の管理運営） 
第２条 現地情報本部の管理運営は、甲が行うものとし、乙はこれに協力するものとする。 
２ 甲は、乙との緊密な連絡を図るため、現地情報本部に連絡員を配置するものとする。 
（現地情報本部の設置期間） 
第３条 現地情報本部の設置期間は、大震災等の災害が発生した日から起算して７日を経過した日

までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、甲は、大震災等の災害の状況等により特に必要と認めるときは、乙

と協議の上、現地情報本部の設置期間の終期を別に定めることができるものとする。 
（現地情報本部の廃止） 
第４条 甲は、現地情報本部を廃止するときは、現地情報本部として利用した管理施設の一部につ

いて、これを原状に回復し、乙の確認を受けた後に返還するものとする。 
（経費の負担） 
第５条 現地情報本部の設置、管理運営、廃止等に係る経費は、甲が負担するものとする。 
（有効期間） 
第６条 この覚書の有効期間は、本覚書締結の日から平成 22 年３月 31 日までとする。ただし、甲

及び乙のいずれもが、当該有効期間の満了する日の３か月前までにこの覚書を解除する旨の意思

表示をしないときは、この覚書は、当該有効期間の満了する日から更に１年間、有効に存続する

ものとし、その後においてもまた同様とする。 
（協議） 
第７条 この覚書に定めがない事項及びこの覚書に定めがある事項で疑義が生じたものについては、

甲乙協議の上、別に定めるものとする。 
 
  甲及び乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保有する

ものとする。 
 
   平成 20 年 10 月 21 日 

甲  新宿区 
     代表 新宿区長  中山 弘子 
乙  学校法人工学院大学 
     代表 理事長  大橋 秀雄 



(5-60) 災害時における応急対策業務に関する協定書 

217 

２
．
火
災
防
止

１
．
総
則

４
．
災
害
医
療

３
．
防
災
行
政
無
線

６
．
避
難
場
所
・

避
難
所
等

５
．
応
援
・
供
給
協
定

７
．
備
蓄

９
．
関
係
法
令

８
．
災
害
救
助

11
．
そ
の
他

10
．
警
戒
宣
言

(5-60) 

災害時における応急対策業務に関する協定書 

新宿区（以下「甲」という。）と、日本ボーイスカウト東京連盟新宿地区（以下「乙」という。）

は、新宿区内に災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条第１号に規

定する災害（以下「災害」という。）が発生した時における協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨）

第１条 この協定は、法第 42 条第１項の規定により作成された新宿区地域防災計画（以下「計画」

という。）に基づき、甲が行う災害時の応急対策業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定め

る。

（協力内容）

第２条 甲は、計画に基づく応急対策業務を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、次に掲げる

事項について協力を要請するものとする。

（1）避難所内の清掃及び物資の仕分け等の避難所の管理に係る補助業務

（2）避難所における炊き出し業務

（3）避難所における応急救護業務

（4）救援物資等の仕分け搬送業務

（5）その他、甲が必要と認める事項

（要請手続）

第３条 甲は、乙に対して前条の規定により要請する場合、次に掲げる事項を書面で行うものとす

る。ただし書面で要請することができないときは、口頭で要請し、事後速やかに書面を送達する

ものとする。

（1）要請の理由

（2）要請の内容

（3）その他必要な事項

（災害補償）

第４条 甲は、乙が第２条の規定により要請された応急対策業務（以下「要請業務」という。）に従

事したことにより、要請業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害

の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭

和 41 年新宿区条例第 12 号）の規定に基づき、補償するものとする。 

（甲の負担）

第５条 甲は、乙が要請業務の従事のために必要とする施設及び設備等を、可能な範囲で提供する

ものとする。

（防災訓練への参加）

第６条 甲は、本協定の実効性を確保するために、乙に対し、甲が主催する防災訓練への参加を要

請することができる。
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（協定の有効期間） 
第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 22 年３月 31 日までとする。ただし、当該

期間満了の日の３か月前までに、甲及び乙の一方からこの協定を終了させる旨の意思表示をしな

いときは、この協定を更新するものとみなし、当該期間満了後更に１年間存続するものとする。

以後においてもまた同様とする。 
 
（細目） 
第８条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項で疑義が生じたものについては、甲

乙協議の上定める。 
 
 この協定の成立を証するため、本協定を２通作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。 
 
 平成 21 年２月 19 日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
   新宿区 
     代表者 新宿区長 中山 弘子 
乙  東京都新宿区高田馬場三丁目８番３２－１０１号 
   ボーイスカウト東京連盟新宿地区協議会 
     代表者 会長 大久保 金吾 

 

※なお、現在乙の組織名称は、ボーイスカウト新宿区協議会（代表者 協議会長 小室 勝実）となっている。 

 



(5-61) 災害時における災害時要援護者等に係る緊急搬送 

及び災害情報通信に係る協力に関する協定書 

219 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

 
(5-61) 

災害時における災害時要援護者等に係る緊急搬送 
及び災害情報通信に係る協力に関する協定書 

 
 新宿区（以下「甲」という。）と株式会社グリーンキャブ（以下「乙」という。）は、新宿区内に

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害（以

下「災害」という。）が発生した時等における災害時要援護者及び甲が指定する傷病者（以下「要援

護者等」という。）に係る緊急搬送及び災害情報通信に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（協定の趣旨） 
第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、法第 42 条第１項

の規定により作成された新宿区地域防災計画（以下「計画」という。）に基づき、甲が行う災害時

の応急対策業務に係る乙の要援護者等の緊急搬送及び災害情報通信に係る協力に関し、必要な事

項を定める。 
 
（協力要請） 
第２条 甲は、計画に基づく応急対策業務を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、次に掲げる

事項について協力を要請するものとする。 
(1) 要援護者等を医療機関及び避難所に避難させる必要がある場合における緊急搬送 
(2) 安全確保に寄与する有線通信を利用することが著しく困難となった場合における、甲の情

報収集体制を支援するための乙に所属する無線局及びその会員の無線通信体系による災害情

報通信 
 

（要請手続） 
第３条 甲は、乙に対して前条の規定により協力を要請する場合は、次に掲げる事項を記載した書

面により行うものとする。ただし、書面で要請することができないときは、口頭で要請し、事後

速やかに書面を送達するものとする。 
(1) 要請の理由 
(2) 要請する車両台数 
(3) 要請の期間 
(4) その他必要な事項 

2 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法等について確認し、災害時に支障をきたさないよう、日頃か

ら点検及び改善に努めるものとする。 
 
（協力の実施） 
第４条 乙は、第２条各号に掲げる事項について甲から協力の要請を受けたときは、業務に支障を

きたさない範囲で協力に努める。 
 
（連絡責任者） 
第５条 甲及び乙は、第２条各号に掲げる事項に係る業務が円滑に実施されるため、それぞれ連絡

責任者を定め、書面により相手方に通知しなければならない。 
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（費用負担）

第６条 第２条各号に掲げる事項に係る業務に要する費用（以下「費用」という。）については、甲

が負担する。

２ 費用の金額は、災害時の直前における通常価格を基礎として、甲及び乙が協議の上決定するも

のとする。

（費用の支払い）

第７条 乙は、災害が収束した時点で、書面により費用の支払いを甲に請求するものとする。

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、乙に対し速やかに当該請求に係る費用を支払う

ものとする。

（損害補償）

第８条 甲は、乙が第２条の規定により要請された応急対策業務（以下「要請業務」という。）に従

事したことにより、当該要請業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例

（昭和 41 年新宿区条例第 12 号）の規定に基づき、当該要請業務の従事により受ける損害を補償

するものとする。

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 22 年３月 31 日までとする。ただし、当該

期間満了の日の３か月前までに、甲又は乙からこの協定を終了させる旨の意思表示をしないとき

は、この協定を更新するものとみなし、当該期間満了後更に１年間存続するものとする。以後に

おいてもまた同様とする。 

（協議）

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項で疑義が生じたものについては、

甲乙協議の上定める。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。

平成 21 年５月 18 日 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号

新宿区

  代表者 新宿区長 中山 弘子

乙 東京都新宿区戸山三丁目１５番１号

株式会社 グリーンキャブ

  代表者  代表取締役社長 髙野 公秀
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(5-62) 

災害時における輸送業務に関する協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）と東京都個人タクシー協同組合新宿支部（以下「乙」という。）は、

災害時における輸送業務に関し次のとおり協定を締結する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき甲が行う災害時の輸送業務に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協 力） 

第２条 甲は、新宿区地域防災計画に基づき、災害時の輸送業務を実施する必要が生じた場合は、

乙に対し、車両及び運転者等（以下「車両等」という。）の派遣を要請することができるものと

し、乙は、特別な理由がない限り、甲に協力するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請（以下「要請」という。）があった場合は、直ちに車両等を、乙

の災害時の輸送業務組織に従い甲の指定する場所に派遣するものとする。 

（要請の方法） 

第３条 要請は、次に掲げる事項について文書又は口頭で行う。 

(1)  要請の理由 

(2)  車両の台数 

(3)  派遣場所 

(4)  その他必要な事項 

（活動業務） 

第４条 乙は、要請があったときは、甲の指定する職員の指示に従い、災害応急対策に必要な人員

及び物資等の輸送業務に従事するものとする。 

（費用負担） 

第５条 この協定により、乙が実施する業務に要した次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。 

(1)  乙が供給した車両等に係る料金 

(2)  業務の実施に係る高速道路等有料道路の通行料金及び有料駐車場の使用料金 

(3)  その他甲が負担すべき費用 

２ 要請により乙が防災訓練等に参加した場合における甲の費用負担については、別途甲乙間の協

議により決定する。 

（費用の請求） 

第６条 乙は、業務が終了した後、速やかに甲に報告し、業務に要した費用を請求する。 

２ 甲は、前項の規定による乙の請求があったときは、その内容を確認の上支払うものとする。 
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（損害補償）

第７条 甲は、乙が第２条第 1 項の規定により要請された応急対策業務（以下「要請業務」という。）

に従事したことにより、当該要請業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となった場合には、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関

する条例（昭和４１年新宿区条例第１２号）に基づき、当該要請業務の従事により受ける損害

を補償するものとする。

（派遣可能車両等の報告）

第８条 乙は、毎年４月に、災害時に供給することができる車両等について甲に報告するものとす

る。

（協定期間）

第９条 この協定の期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の日から３か月前までに甲乙いずれからもこの協定の解除又は変更の申出がないときは、さ

らに１年間延長されるものとし、以後この例による。

（協 議）

第 10 条 この協定の解釈に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項及び業務の実施に

関し必要の生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保管する。

平成２９年１２月２５日

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号

新宿区

区長  吉 住 健 一

乙 東京都新宿区百人町四丁目８番２号浅美ビル

東京都個人タクシー協同組合新宿支部

支部長 松 本 萬 盛
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(5-63) 

災害時における区立施設及び住宅の応急修理等の協力に関する覚書 
 
 災害時における復旧復興等の協力体制について、新宿区（以下「甲」という。）と○○○会社※（以

下「乙」という。）との間において、次のとおり覚書を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この覚書は、新宿区の区域内（以下「区内」という。）で災害が発生した場合、新宿区地域

防災計画に基づき、被災した区立施設等の補修及び応急仮設住宅建設に当たり、区内の建設業界

の積極的な協力を得るために必要な事項を定める。 
 
（協力の内容） 
第２条 乙の協力内容は、次のとおりとする。 

（1）甲が要請する区立施設の修繕（以下「修繕」という。） 
（2）災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 23 条第１項第１号に掲げ

る収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与及び同項第６号に掲げる災害にかかった住宅の応

急修理（以下「救助」という。） 
 
（協力要請） 
第３条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、理由、業務内容、日時、場所その他必要な事項

を明らかにして要請する。 
 
（協力） 
第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、修繕又は救助を行う。 
 
（報告） 
第５条 乙は、協力した作業内容等を、甲に報告する。 
 
（費用負担） 
第６条 甲は、乙が修繕又は救助を実施した場合において、当該修繕又は救助に要する経費を、別

に締結する契約に基づき負担する。 
 
（請求） 
第７条 乙は、修繕又は救助を行った後、甲の確認後、前条の経費を甲に請求するものとする。 
 
（経費の支払） 
第８条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその経費を支払わなければ

ならない。 
 
（協力者の損害補償） 
第９条 甲の要請に基づき、乙の従業員が修繕又は救助の業務に従事したことにより死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、甲がその損害を補償するものとす

る。 
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２ 前項の補償は、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 41
年新宿区条例第 12 号）の規定に準じて行うものとする。 

 
（有効期限） 
第 10 条 この覚書の有効期限は、平成 22 年３月 26 日から平成 23 年３月 31 日までとする。ただ

し、当該期間満了の日の３か月前までに甲及び乙の一方からなんらかの申出がないときは、この

覚書は、同一内容をもって自動的に１年間更新するものとする。以後においてもまた同様とする。 
 
（協議） 
第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の解釈について疑義が生じたものについて、甲

乙協議の上決定する。 
 
本覚書締結を証するため、この覚書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
 平成 22 年３月 26 日 
 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目 4 番 1 号 
   新宿区 
     区長  中 山 弘 子 
乙   
 

 
※ 上記の様式で、以下の各社と覚書を締結している。 

 
田中土建工業株式会社   代表取締役     田中 正和 
太陽建設株式会社     代表取締役     吉田 一雄 
株式会社片山組      代表取締役社長   星野 明夫 
株式会社第一ヒューテック 代表取締役     川端 文夫 
日新工業株式会社     代表取締役     萩原 祥治 
辻建設株式会社東京支店  常務取締役支店長  前田 澄男 
株式会社装美建工     代表取締役     内堀 文明 
関口工業株式会社     代表取締役     関口 紘 
株式会社高橋工務店    代表取締役     高橋 宏彰  
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(5-64) 

災害時における応急対策業務に関する協定書 
 
 
  災害時における応急対策業務に関し、新宿区（以下「甲」という。）と新宿区住宅リフォーム協議会（以

下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、新宿区の区域内において災害が発生した場合、新宿区地域防災計画に基づき、災害

時における救出救護活動、甲の要請する区立施設の補修、収容施設（応急仮設住宅を含む。以下同じ）

の供与及び住宅の応急修理について、区内建設業界の積極的な協力を得るために必要な事項を定める。 
 
（協力要請） 
第２条 甲は、災害発生時において、乙及び乙の会員に対し、理由、業務内容、日時、場所その他必要な

事項を明らかにして協力を要請するものとする。 
２ 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、口頭で

要請し、事後速やかに書面を送達するものとする。 
 
（協力） 
第３条 乙は、前条第 1 項の要請を受けたときは、会員を甲が指定した場所に直ちに出動させるとともに、

特別な理由がない限り資機材を供給するものとする。 
２ 乙は、被害の状況により緊急を要すると判断した場合は、前条第１項による甲の要請を待たずに、会

員を出動させることができる。 
３ 甲は、出動した会員を指導するものとする。 
 
（活動業務） 
第４条 前条の規定により出動した会員は、次の業務を行う。 

（1）倒壊建物等からの救出救助活動に関すること。 
（2）区立施設及び災害にかかった住宅の応急補修に関すること。 
（3）収容施設の建設に関すること。 
（4）その他、甲が必要と認める業務に関すること。 

２ 乙は、第 2 条の規定により、甲から協力を要請された場所（以下「指定場所」という。）に甲の職員が

派遣されているときは甲の要請内容及び甲の職員の指示に従い、指定場所に甲の職員が派遣されていな

いときは甲の要請内容に従い、応急対策活動を実施するものとする。 
３ 乙は、災害の状況により緊急を要すると判断し、甲の要請を待たずに応急対策活動を実施した場合は、

初動後、速やかに甲に応急対策活動の内容を報告するものとする。 
 
（応急活動計画書の策定及び提出） 
第５条 乙は、前条に定める業務を実施するため、応急活動計画書を策定し、甲に提出するものとする。 
２ 乙は、前項の応急活動計画書を変更した場合は、速やかに甲に通知するものとする。 
 
（費用負担） 
第６条 甲は、乙が応急対策活動を実施した場合において、次の経費を別に締結する契約に基づき負担す

るものとする。 
（1）会員の活動に要した経費 
（2）資機材の供給に要した経費 

 
（請求） 
第７条 乙は、第４条に規定する業務終了後、甲の確認を受けた後、前条の規定による経費を甲に請求す

るものとする。 
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（経費の支払） 
第８条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその経費を支払わなければならな

い。 
 
（従事者の損害補償） 
第９条 甲の要請に基づき、乙の会員が、第２条の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者の

損害補償に関する条例」（昭和 41 年新宿区条例第 12 号）の規定の例によりその損害を補償

するものとする。 
 
（有効期限） 
第 10 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から平成 23 年３月 31 日までとする。ただし、当該期間

満了の日の３ヶ月前までに甲及び乙の一方からこの協定を終了させる旨の意思表示をしないときは、こ

の協定は、同一内容をもって自動的に１年間更新するものとする。以後においてもまた同様とする。 
 

（細目） 
第 11 条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。 
 
（協議） 
第 12 条 この協定及びこの協定に基づく細目の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるもの

とする。 
 
この協定成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成 22 年８月２日 
 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
   新 宿 区 
     代表者   区長   中山 弘子 
乙  東京都新宿区北新宿四丁目３３番９号 
   新宿区住宅リフォーム協議会 
     代表者   議長   井田 征一 

 
 
新宿リフォーム協議会構成団体代表者 

東京都新宿区北新宿四丁目３３番９号  

東京土建新宿支部 支部長  井田 征一 

東京都新宿区高田馬場三丁目１０番２号 

新宿建築組合 組合長  近澤 進一 

東京都新宿区弁天町１２１番３号 

一般社団法人 早稲田建設業組合 理事長  杉嵜 守彦 

東京都新宿区大久保二丁目２３番１１号 

社団法人東京中小建築業協会新宿支部 支部長  河野 功 
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(5-65) 

災害時における公園及び道路の樹木等の 
障害物除去応急対策業務に関する協定書 

 

台風、突風及び大震災における応急対策業務に関し、新宿区（以下甲という。）と新宿区造園防災協力

会（以下「乙」という。）との間において、次の通り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が、災害時において生じた倒木、枝折れによる公園利用の妨げや道路交通の支障

に対する応急対策を実施するに当たり、乙の積極的な協力を得て、円滑な災害応急対策を図ることを目

的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時の災害応急対策業務に関して、乙に出動及び必要な資機材、労務等の供給協力を要

請することができる。  

 

（業務の内容） 

第３条 前条の災害応急対策業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 甲が指定した公園、道路等の樹木を中心に点検を実施すること。 

(2) 公園や道路の落下支障枝、倒木等の障害物の除去に関すること。 

(3) 公共施設破損等の応急補修や重要生活道路の確保に関すること。 

(4) 資機材、重機及び労務（以下「建設資機材」という。）の提供に関すること。 

(5) その他甲が必要と認めること。 

 

（会員） 

第４条 乙に属し、本業務に従事する会社を本協定の会員（以下「会員」という。）とする。 

 

（業務実施区域） 

第５条 会員の業務実施範囲は、新宿区立公園及び遊び場並びに新宿区道とする。各会員の実施範囲につ

いては、別途定めるものとする。 

２ 前項の業務範囲を変更する場合は、あらかじめ甲と乙が協議しておこなうものとする。 

 

（資機材の報告） 

第６条 乙はあらかじめ建設資機材を把握し、甲に報告するものとする。 

２ 前項の建設資機材に著しい変化があったとき、または甲からの求めがあった場合には、乙は速やかに

甲に報告するものとする。 

 

（出動要請） 

第７条 甲は乙に対し、災害の状況に応じて業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明らかにして、

文書または電話等の方法により会員の出動を要請するものとする。 

２ 東京23区内に震度５弱以上（気象庁発表）の地震が発生し、被害甚大のため、甲が乙に対して出動の

要請が不可能な場合は、乙は、甲からの要請があったものとみなし自主的に出動するものとする。 

 

（業務の指示） 

第８条 業務の指示は、通常の災害については、みどり公園課長が行い、大規模災害については、災対土

木部長が行うものとし、会員は、その指示に従うものとする。 

 

（業務実施の報告） 

第９条 乙は、各会員の出動を確認した後、全員の出動状況、各現場責任者、建設資機材の数量及び作業

状況、作業内容を取りまとめ、着手後速やかに甲に報告するものとする。 

（業務完了の報告） 
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第10条 乙は、会員の業務が完了した後に、延滞なく作業報告書により甲に報告するものとする。 

 

（費用の請求） 

第11条 乙は前条の報告後、当該業務に要した費用を書面で甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があった場合には、内容を精査確認のうえ、その費用を支払うものとする。 

 

（損害の負担） 

第12条 業務の実施に伴い損害が生じた場合は、その賠償の負担について、甲と乙が協議して定める。 

 

（会員の損害補償） 

第13条 甲は、会員の従業員が応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、または、応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の

状態になったときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害賠償に関する条例」（昭和41

年東京都新宿区条例第12号）に基づき、これを補償する。 

 

（連絡責任者） 

第14条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあってはみどり公園課長とし、乙にあっては新宿防災協力

会会長とする。 

 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項並びにこの協定に疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ定めるもの

とする。 

 

（適用） 

第16条 この協定は、協定締結の日から適用する。 

 

 甲と乙は、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有するものとする。 

 

 

 

 平成23年12月22日 

 

                    甲 新宿区 

                       区 長   中山 弘子 

          

 

                    乙 新宿区造園防災協力会 

                       会 長   卯之原 昇 
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(5-66) 

新宿区と学校法人工学院大学との防災・減災対策の 
相互連携に関する基本協定 

 

新宿区（以下「甲」という｡）と学校法人工学院大学（以下「乙」という｡）は、地域における防災・減

災対策に関し相互に連携を図ることを合意し、次のとおり協定を締結する。 
 
 （目的） 
第１条 この協定は、甲及び乙が、防災・減災対策に関する包括的かつ相互の連携協力のもと、安全で安

心して暮らせる地域社会の形成、防災・減災に係る人材の育成等を図り、災害に強く、災害から逃げな

いで済むまちづくりに寄与することを目的とする。 
 （相互連携） 
第２条 前条に規定する包括的かつ相互の連携協力（以下「相互連携」という｡）は、次に掲げる事項につ

いて行うものとする。 
 (1）防災・減災対策の推進に関する事項 
 (2）防災・減災の研究に関する事項 
 (3）新宿駅周辺の防災まちづくりに関する事項 
 (4）防災・減災に係る人材の育成に関する事項 
 (5）その他地域における防災・減災対策に関し必要な事項 
 （協議） 
第３条 相互連携の具体的な内容、相互遮携の成果の利用条件等については、甲乙協議の上定める。 
２ この協定に定めのない事項及びこの協定に定めのある事項で疑義が生じたものについては、甲乙協議

の上定める。 
 (有効期間) 
第４条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただし、期間

満了の３か月前までに甲乙いずれかから協定の解除の申出がないときは、期間満了の目の翌日から１年

間延長するものとし、以降も同様とする。 
 
この協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 
 平成 24 年 12 月 27 日 

            甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁日４番１号 
                   新宿区 
                   区 長  中山 弘子 
 
            乙 東京都新宿区西新宿一丁目 24 番２号 
                   学校法人 工学院大学 
                   理事長  高 田 貢 
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(5-67) 

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

新宿区（以下「甲」という。）と一般社団法人薬剤師会（以下「乙」という。）との間において、次のと

おり協定を締結する。 
 
（目的） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す

る乙の協力に関し、必要な事項を定めることにより、災害時における医薬品等の確保を図ることを目的

とする。 
 
（医薬品等の供給の要請） 

第２条 甲は、災害時において医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、その供給を要請する

ことができる。 

２ 前項の規定による要請（以下「供給要請」という。）は、電話等によることができるものとする。 
 
（供給要請の範囲） 

第３条 供給要請を行う医薬品等の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 医薬品 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ その他甲が必要と認めるもの 
 
（医薬品等の供給） 

第４条 乙は、供給要請を受けたときは、要請の範囲において供給可能な医薬品等の品目及び数量を甲に

連絡し、その供給を行うものとする。 
 
（医薬品等の搬送） 

第５条 医薬品等の搬送は、乙が行うものとする。 

２ 医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、別紙のとおりとする。 

３ 甲が、別紙に規定する医療救護所以外の搬送場所を指定する場合は、乙に遅滞なく文書により通知す

るものとする。 

４ 甲は、搬送場所において乙から医薬品等の搬送を受けたときは、その品目及び数量を確認の上、これ

を受領するものとする。 

５ 第１項、第２項及び第４項の規定にかかわらず、乙から甲に対し医薬品等の搬送の協力の要請があっ

たとき又は乙に特段の事情があるときは、甲は自ら医薬品等の搬送を行うことができる。 
 
（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び乙が負担した搬送に要する費用は、甲が負担す

るものとし、甲は、乙から請求を受けた後、遅滞なくその支払を行うものとする。 
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（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価格によっ

て算出する。 

 

（有効期限） 

第８条 この協定は、本協定の締結日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がな

い限り、その効力は継続するものとする。 
 
（細目） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 
 
（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたものについては、甲乙協議の上

決定するものとする。 

 

 

上記協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各、１通を保有する。 

 

平成 25 年 12 月 27 日 

 

（甲） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者 新宿区長  中山 弘子 

 

               （乙） 東京都新宿区原町三丁目 23 番 1 号 

                   シティプラザ F.K.1F 

                   一般社団法人 新宿区薬剤師会 

                    会長  伊賀 光政 
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      別紙（第５条関係） 

 施 設 名 住    所 備 考 

医療救護

所 

(10 か所) 

四谷中学校 四谷 1-12  

津久戸小学校 津久戸町 2-2  

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140  

余丁町小学校 若松町 13-1  

大久保小学校 大久保 1-1-21  

新宿西戸山中学校 百人町 4-3-1  

落合第二小学校 上落合 2-10-23  

落合第三小学校 西落合 1-12-20  

西新宿中学校 西新宿 8-2-44  

西新宿小学校 西新宿 4-35-5  

その他甲が指定する場所   
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(5-68) 

災害用医薬品の備蓄及び供給に関する協定 

 

新宿区を「甲」とし、一般社団法人新宿区薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において、次の条項により協

定を締結する。 
 
 （目的） 
第１条 この協定は、大規模な地震その他の災害（以下「大規模災害」という。）の発生に備え、乙が医薬

品を備蓄し、及びこれを大規模災害の発生時に甲に供給することにより、医薬品の安定確保を図ること

を目的とする。 
 
 （災害用医薬品の備蓄） 
第２条 乙は、別に甲乙協議により定める品目及び数量により、大規模災害の発生時に必要な医薬品（以

下「災害用医薬品」という。）を、自らの負担により備蓄するものとする。 
２ 乙は、前項の規定により備蓄する災害用医薬品の仕分及び管理その他保管庫の適正な管理を行うため、

乙のうちから、保管庫の管理責任者を定めるものとする。 
 
 （大規模災害の発生時の災害用医薬品の供給） 
第３条 乙は、大規模災害が発生した場合において、甲から要請があったときは、前条第１項の規定によ

り備蓄する災害用医薬品のうち甲が指定するものを、当該大規模災害の発生時の直前における市場価格

で甲に売り渡すものとする。 
 
 (協議) 
第４条 この協定に定めない事項及びこの協定に定めのある事項でその解釈に疑義生じたものについては、

甲乙協議の上、決定するものとする。 
 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 
 
 平成 26 年６月 26 日 

                 甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁日４番１号 
                   新宿区 
                   区 長  中山 弘子 
 
                 乙 東京都新宿区新宿七丁目 26 番４号 
                   一般社団法人 新宿区薬剤師会 
                   会 長  伊賀 光政 
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(5-69) 

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

新宿区（以下「甲」という。）と○○○※（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締

結する。 
 
（目的） 

第１条 この協定は、新宿区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す

る乙の協力に関し、必要な事項を定めることにより、災害時における医薬品等の確保を図ることを目的

とする。 
 
（医薬品等の供給の要請） 

第２条 甲は、災害時において医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、その供給を要請する

ことができる。 

２ 前項の規定による要請（以下「供給要請」という。）は、電話等によることができるものとする。 
 
（供給要請の範囲） 

第３条 供給要請を行う医薬品等の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 医薬品 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ その他甲が必要と認めるもの 
 
（医薬品等の供給） 

第４条 乙は、供給要請を受けたときは、要請の範囲において供給可能な医薬品等の品目及び数量を甲に

連絡し、その供給を行うものとする。 
 
（医薬品等の搬送） 

第５条 医薬品等の搬送は、乙が行うものとする。 

２ 医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、別紙のとおりとする。 

３ 甲が、別紙に規定する医療救護所以外の搬送場所を指定する場合は、乙に遅滞なく文書により通知す

るものとする。 

４ 甲は、搬送場所において乙から医薬品等の搬送を受けたときは、その品目及び数量を確認の上、これ

を受領するものとする。 

５ 第１項、第２項及び第４項の規定にかかわらず、乙から甲に対し医薬品等の搬送の協力の要請があっ

たとき又は乙に特段の事情があるときは、甲は自ら医薬品等の搬送を行うことができる。 
 
（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び乙が負担した搬送に要する費用は、甲が負担す
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るものとし、甲は、乙から請求を受けた後、遅滞なくその支払を行うものとする。 
 
（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価格によっ

て算出する。 

 

（有効期限） 

第８条 この協定は、本協定の締結日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がな

い限り、その効力は継続するものとする。 
 
（細目） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 
 
（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたものについては、甲乙協議の上

決定するものとする。 
 
 
上記協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各、１通を保有する。 
 
平成 25 年 12 月 27 日 
 

（甲） 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者 新宿区長  中山 弘子 
 
               （乙）  
 

※上記の様式で、以下の医薬品卸売販売業者と協定を締結している。 

アルフレッサ株式会社 

                   東邦薬品株式会社 

                   株式会社スズケン 

                   株式会社メディセオ 
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      別紙（第５条関係） 

 施 設 名 住    所 備 考 

医療救護

所 

(10 か所) 

四谷中学校 四谷 1-12  

津久戸小学校 津久戸町 2-2  

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140  

余丁町小学校 若松町 13-1  

大久保小学校 大久保 1-1-21  

新宿西戸山中学校 百人町 4-3-1  

落合第二小学校 上落合 2-10-23  

落合第三小学校 西落合 1-12-20  

西新宿中学校 西新宿 8-2-44  

西新宿小学校 西新宿 4-35-5  

その他甲が指定する場所   
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(5-70) 

災害発生時における非常放送に関する協定 

 

 

 新宿区（以下「甲」という。）及び株式会社スタジオアルタ（以下「乙」という。）は、新宿区の区域内

において災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下

同じ。）が発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報、甲が指定する

帰宅困難者等一時滞在施設への受入れ状況等、災害時において、帰宅困難者等への対応に必要な情報を

共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るものとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力（以下「協力」という。）を要請することができる。 

（１） 新宿駅周辺の路上に滞留している行き場のない者等に対し、別紙１に示す乙の施設の街頭放送設

備を用いて、次項に規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 別図１に示す乙の施設の周辺地域の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２

０２号）第４７条第 1項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が新宿御苑であること

（別紙２のとおり）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請（以下「要請」という。）に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協

定の締結によって、同項各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、
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甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 

５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるも

のとし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２９年６月１日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都新宿区新宿三丁目２４番３号 

  乙  名 称  株式会社スタジオアルタ 

     代表者  代表取締役社長  田沼 和俊 
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別紙１ 

 

 

アルタビジョン概要 

 

設置されているビル ： 新宿ダイビル（新宿アルタ館） 

所在地  ： 東京都新宿区新宿３－２４－３（下図参照） 

画面寸法 ： 幅１２，８０６ mm × 高さ７，２０４ mm 

画面面積 ： ９２．２５㎡ 

解像度  ： １，９２０ ×１，０８０本 
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別紙２ 

 

 

情報提供放送の内容 

 

（１）対応言語 

   日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語 

 

（２）手段 

 

  ○ 映像 

図①～④の映像を順番に表示する。 

 

○ 音声 

図①～④の映像に含まれる文字のうち、以下の文言を読み上げる。 

① 日本語 ： 避難場所は新宿御苑です 

② 英語  ： The evacuation site is Shinjuku Gyoen National Garden 

③ 中国語 ： 避难场所在新宿御苑 

④ 韓国語 ： 피난장소는 신주쿠교엔 입니다 

 

（３）所要時間 

   30秒（1言語あたり 7.5秒） 

   ※ 大地震等が発生して放送を実施する際は、繰り返し放送を行う。 
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① 日本語 

 

 

 

 

② 英語 
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③ 中国語 

 

 

 

 

④ 韓国語 
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(5-71) 

災害発生時における非常放送に関する協定 

 

 

 新宿区（以下「甲」という。）及び株式会社フラッグスビジョン（以下「乙」という。）は、新宿区の区

域内において災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。

以下同じ。）が発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報、甲が指定する

帰宅困難者等一時滞在施設への受入れ状況等、災害時において、帰宅困難者等への対応に必要な情報を

共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るものとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力（以下「協力」という。）を要請することができる。 

（１） 新宿駅周辺の路上に滞留している行き場のない者等に対し、別紙１に示す乙の施設の街頭放送設

備を用いて、次項に規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 別図１に示す乙の施設の周辺地域の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２

０２号）第４７条第 1項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が新宿御苑であること

（別紙２のとおり）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請（以下「要請」という。）に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協

定の締結によって、同項各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、
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甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 

５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるも

のとし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２９年６月１日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都新宿区新宿三丁目３６番５号 

  乙  名 称  株式会社フラッグスビジョン 

     代表者  代表取締役社長 藤倉 勝行 
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別紙１ 

 

 

フラッグスビジョン概要 

 

設置されているビル ： フラッグス 

所在地  ： 東京都新宿区新宿３－３７－１（下図参照） 

画面寸法 ： 幅９，６００ mm × 高さ５，４４０ mm 

画面面積 ： ５２．２２㎡ 

解像度  ： ９６０×５４４本 
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別紙２ 

情報提供放送の内容 

（１）対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語

（２）手段

○ 映像

図①～④の映像を順番に表示する。

○ 音声

図①～④の映像に含まれる文字のうち、以下の文言を読み上げる。

① 日本語 ： 避難場所は新宿御苑です

② 英語  ： The evacuation site is Shinjuku Gyoen National Garden 

③ 中国語 ： 避难场所在新宿御苑

④ 韓国語 ： 피난장소는 신주쿠교엔 입니다

（３）所要時間

30秒（1言語あたり 7.5秒）

※ 大地震等が発生して放送を実施する際は、繰り返し放送を行う。
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(5-72) 

災害発生時における非常放送に関する協定 

 

 

 新宿区（以下「甲」という。）及び株式会社ユニカ（以下「乙」という。）は、新宿区の区域内において

災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）が

発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報、甲が指定する

帰宅困難者等一時滞在施設への受入れ状況等、災害時において、帰宅困難者等への対応に必要な情報を

共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るものとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力（以下「協力」という。）を要請することができる。 

（１） 新宿駅周辺の路上に滞留している行き場のない者等に対し、別紙１に示す乙の施設の街頭放送設

備を用いて、次項に規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 別図１に示す乙の施設の周辺地域の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２

０２号）第４７条第 1項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が新宿御苑であること

（別紙２のとおり）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請（以下「要請」という。）に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協

定の締結によって、同項各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、



(5-72) 災害発生時における非常放送に関する協定 

 250 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 

５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるも

のとし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２９年６月１日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都新宿区西早稲田二丁目７番１号 

  乙  名 称  株式会社ユニカ 

     代表者  代表取締役社長  磯崎 元彦 
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別紙１ 

 

 

ユニカビジョン概要 

 

設置されているビル ： ユニカビル 

所在地  ： 東京都新宿区新宿 3-23-7（下図参照） 

画面寸法 ： 幅 13,120 mm × 高さ 7,360 mm × 3面 

画面面積 ： 96.6㎡（1画面あたり） / 289.7㎡（3面合計） 

解像度  ： 1,312 × 736本 
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別紙２ 

 

 

情報提供放送の内容 

 

（１）対応言語 

   日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語 

 

（２）手段 

 

  ○ 映像 

図①～④の映像を順番に表示する。 

 

○ 音声 

図①～④の映像に含まれる文字のうち、以下の文言を読み上げる。 

① 日本語 ： 避難場所は新宿御苑です 

② 英語  ： The evacuation site is Shinjuku Gyoen National Garden 

③ 中国語 ： 避难场所在新宿御苑 

④ 韓国語 ： 피난장소는 신주쿠교엔 입니다 

 

（３）所要時間 

   30秒（1言語あたり 7.5秒） 

   ※ 大地震等が発生して放送を実施する際は、繰り返し放送を行う。 
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(5-73) 

災害発生時における非常放送に関する協定 

 

新宿区（以下「甲」という。）及び一般社団法人新宿韓国商人連合会（以下「乙」という。）は、新宿区

の区域内において災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をい

う。以下同じ。）が発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報、甲が指定する

帰宅困難者等一時滞在施設への受入れ状況等、災害時において、帰宅困難者等への対応に必要な情報を

共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るものとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力（以下「協力」という。）を要請することができる。 

（１） 東新宿駅周辺の路上に滞留している行き場のない者等に対し、別紙１に示す乙の施設の街頭放送

設備を用いて、次項に規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 別紙１に示す乙の施設の周辺地域の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２

０２号）第４７条第 1項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が戸山公園一帯である

こと（別紙２のとおり）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請（以下「要請」という。）に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協

定の締結によって、同項各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、

甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 
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５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から平成３１年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるも

のとし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成３０年１１月１５日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都新宿区大久保一丁目８番４号 

  乙  名 称  一般社団法人 新宿韓国商人連合会 

     代表者  会長  呉 永錫 
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別紙１ 

 

K-Plus概要 

 

設置されているビル ： K-Plusビル 

所在地  ： 東京都新宿区大久保 1－8―4 

画面寸法 ： 幅 5,600 mm × 高さ 4,800 mm  

画面面積 ： 26.88㎡ 

解像度  ： 672 × 384 
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別紙２ 

 

情報提供放送の内容 

 

（１）対応言語 

   日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語 

 

（２）手段 

 

  ○ 映像 

図①～④の映像を順番に表示する。 

 

○ 音声 

図①～④の映像に含まれる文字のうち、以下の文言を読み上げる。 

① 日本語 ： 避難場所は戸山公園一帯です 

② 英語  ： The evacuation site is Toyama Park and neighboring region 

③ 中国語 ： 避难场所在 户山公园一带 

④ 韓国語 ： 피난장소는 토야마 공원 일대  입니다 

 

（３）所要時間 

   30秒（1言語あたり 7.5秒） 

   ※ 大地震等が発生して放送を実施する際は、繰り返し放送を行う。 
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(5-74) 

災害発生時における非常案内の協力に関する協定 

 

新宿区（以下「甲」という。）及び東日本旅客鉄道株式会社東京支社（以下「乙」という。）は、新宿区

の区域内において災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をい

う。以下同じ。）が発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報等、災害時にお

いて、帰宅困難者等への対応に必要な情報を共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るも

のとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力を要請することができる。 

（１） 新宿駅東西自由通路周辺に滞留している行き場のない者等に対し、乙の放映設備（別紙１）を用

いて、次項に規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 新宿駅東西自由通路周辺の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）

第４７条第 1項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が新宿中央公園であること（別

紙２）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協定の締結によって、同項

各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、

甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 



(5-74) 災害発生時における非常案内の協力に関する協定 

 262 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるもの

とし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和３年３月３１日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都北区東田端二丁目 20番 68号 

  乙  名 称  東日本旅客鉄道株式会社  

     代表者  常務執行役員東京支社長 白石 敏男 
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別紙１ 

 

【放映設備の概要】 

設置場所・設備 ： 新宿駅 東西自由通路 液晶サイネージ 

画面寸法    ： 幅約４５．６ｍ× 高さ 約１．７ｍ 

（うち情報掲載箇所は、B0縦型（5面）を想定） 
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別紙２ 

 

【情報提供放送の内容】 

対応言語  :   日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語 

手段   :   以下①～④の映像を順番に表示する 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 日本語 

   

 

③ 中国語 

   

② 英語 

   

 

④ 韓国語 
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(5-75) 

災害発生時における非常放送に関する協定 

 

 

 新宿区（以下「甲」という。）及び株式会社クロススペース（以下「乙」という。）は、新宿区の区域内

において災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下

同じ。）が発生した場合における乙の協力に関し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により交通機関が正常な機能を失い、帰宅困難者等（新宿区災害対策推進条例（平

成２５年新宿区条例第４号）第２条第９号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をいう。以下同じ。）

が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確保するため、乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における帰宅困難者等の発生、滞留及び移動状況に係る情報等、災害時にお

いて、帰宅困難者等への対応に必要な情報を共有することに努め、可能な範囲で連携及び協力を図るも

のとする。 

２ 甲及び乙は、災害時に次条第１項各号に掲げる事項を円滑に行うため、平常時から情報伝達訓練の実

施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第３条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき、乙に対し、次に掲げる事項の全部又

は一部についての協力を要請することができる。 

（１） 新宿駅周辺に滞留している行き場のない者等に対し、乙の放映設備（別紙１）を用いて、次項に

規定する情報を提供すること。 

（２） その他乙として甲に協力できる事項 

２ 前項第 1号の規定により提供する情報の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 新宿駅周辺の避難場所（東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）第４７条第 1

項の規定により指定された避難場所をいう。以下同じ。）が新宿御苑であること（別紙２）。 

（２） その他甲乙協議の上、提供することとした情報 

３ 乙は、第１項の規定による要請に対し、可能な範囲で協力すればよく、本協定の締結によって、同項

各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

４ 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した要請書により行う。ただし、

緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができる。この場合において、

甲は、事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 
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５ 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第１項各号に掲げる事項の全部又は一部を実施

することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（協議） 

第４条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限及び変更） 

第５条 本協定の有効期間は、締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるもの

とし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合は、甲乙協

議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和３年８月２日 

 

     所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

  甲  名 称  新宿区 

     代表者  区長  吉住 健一 

 

     所在地  東京都新宿区四谷 2-9-15 

  乙  名 称  株式会社クロススペース  

     代表者  代表取締役 森田 威 
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別紙１ 

 

【放映設備の概要】 

設置場所・設備 ： クロスシンジュクビジョン 屋上デジタルサイネージ 

          （新宿区新宿３－２３－１８） 

画面寸法    ： 幅約 18.96ｍ× 高さ 約 8.16ｍ 

画面面積    ： 154.7㎡ 

解像度     ： 3160×1360、1920×1080 
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別紙２ 

 

【情報提供放送の内容】 

対応言語  :   日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語 

手段   :   以下①～④の映像を順番に表示する 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

① 日本語 

  

 

③ 中国語 

 

② 英語 

 

 

④ 韓国語 
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(5-76) 

災害時等における多言語支援に関する協定 

 

新宿区（以下「甲」という。）と公益財団法人新宿区未来創造財団（以下「乙」という。）は、新宿区地

域防災計画に基づき新宿区災害対策本部が設置される災害発生時等（以下「災害時等」という。）における

日本語でのコミュニケーションが難しい住民等への外国語による支援（以下「多言語支援」という。）に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等における多言語支援を円滑に行うため、甲と乙の役割分担その他必要な事

項を定めるものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 乙は、次に掲げる業務を実施するものとする。 

（１）災害時通訳ボランティアの募集及び養成 

（２）災害時等において甲の要請に基づき行う次に掲げる業務 

  ア 災害時通訳ボランティアの甲の指定する場所への派遣 

  イ 乙が甲と連携して行う災害時通訳ボランティアの受入業務等 

 

（要請手続） 

第３条 前条第２号の要請は、業務内容、日時、場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙は、第２条第２号ア又はイに掲げる業務を実施したときは、次に掲げる事項を甲に報告するも

のとする。 

 （１）第２条第２号ア又はイに掲げる業務の別 

（２）当該業務に従事した乙の職員の氏名及び従事時間 

（３）その他必要な事項 

２ 乙は、災害時通訳ボランティアの登録名簿を備え、その写しを毎年４月末日までに甲に提出するも

のとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 甲は、第２条第２号に掲げる業務に必要な物資、機材等を乙に提供するとともに、当該業務に要

する経費を負担するものとする。 
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（損害補償） 

第６条 第２条第２号に掲げる業務に従事した乙の職員（同号イに掲げる業務において甲に派遣された災

害時通訳ボランティアを含む。）がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なったときは、甲は、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 41 年

新宿区条例第 12 号）の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって

受ける損害を補償するものとする。 

 

（体制の整備） 

第７条 甲及び乙は、第２条に規定する業務が円滑に行われるよう、新宿区地域防災計画その他必要な情

報等を適宜確認し、共有するものとする。 

 

（連絡体制） 

第８条 この協定に関し、甲及び乙は、災害時等における迅速な連絡に備え、緊急連絡網を作成し、甲乙

それぞれが保有するものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定めのある事項で疑義が生じたものは、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。ただし、当該期間の満

了の日の２か月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、さらに１年間効力を有する

ものとし、以後も同様とする。 

 

 本協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有するもの

とする。 

 

   平成 30 年 1 月 12 日 

 

                甲 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

                  新宿区 

                  区長  吉住 健一 

 

                乙 新宿区大久保三丁目１番２号 

                  公益財団法人 新宿未来創造財団 

                  理事長  永木 秀人  
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(5-77) 

災害時における施設の利用に関する覚書 

 

 

新宿区（以下「甲」という。）と新宿サブナード株式会社（以下「乙」という。）は、首都直下地震等の

大規模地震等による災害（以下「災害」という。）が発生した場合における乙の管理する施設の利用に関し、

次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害時において、甲が乙の管理する施設を利用することに関し必要な事項を定める

ことにより、甲の円滑な災害応急活動に資することを目的とする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲及び乙は、災害時における情報の共有に努め、可能な範囲で連携及び協力を図るものとする。 

 

（施設の利用） 

第３条 災害の発生により甲が災害対策活動を開始し、その活動に当たって、甲の管理する施設等以外の

施設の利用が必要と認められたときは、乙は、管理する施設の安全を確認した上で、甲に対し、その管

理する施設を提供する。 

２ 前項の規定により提供する施設（以下「提供施設」という。）の範囲は、別図に示す通り原則として地

下２階の駐車場部分とする。なお、災害の発生状況や対策活動の状況により、これに寄りがたい場合は

甲乙協議の上で決定する。 

３ 甲は、提供施設の提供を受けようとするときは、乙に対し、その旨を申し出るものとする。 

４ 乙は、施設が損壊するおそれがあるときその他提供することが適切でないと認めるときは、その旨を

甲に申し出ることにより、提供施設の提供を中止することができる。 

５ 提供施設の利用期間は、災害時の状況等を勘案して甲乙協議の上で決定するものとする。 

 

（費用負担） 

第４条 協力に要した費用は、乙が一時的に立て替え、その後乙の請求に基づいて甲が補填する。 

２ 前項の規定により甲が補填する費用は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償

の基準（平成12年厚生省告示第144号）を参考にして、甲乙協議の上で決定するものとする。 

 

（施設の共用） 

第５条 この覚書は、災害時において甲による提供施設の優先的な使用を認めるものではなく、乙の災害

応急活動、事業継続活動等を妨げるものではない。 
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（損害賠償責任） 

第６条 乙が協力を行う際に発生した損害は、甲において回復させるものとする。ただし、乙の故意又は

重過失によりその損害が生じた場合は、この限りでない。 

 

（守秘義務） 

第７条 乙は、協力の際に知り得た個人情報を、甲以外のものに漏らしてはならない。 

 

（有効期間及び変更） 

第８条 本覚書の有効期間は、締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日

の３か月前までに甲乙いずれからもこの覚書を終了させる旨の意思表示をしないときは、本覚書は更に

１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

２ 前項の有効期間内において法令等の改正等があった場合は、甲乙協議の上で、本覚書の変更をするこ

とができる。 

 

（協議） 

第９条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定めのある事項で疑義が生じたものについては、甲乙

協議の上定めるものとする。 

 

 

この覚書の証として、本覚書２通を作成し、甲・乙記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 

 

平成２９年６月２６日 

 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

区長     吉住 健一 

 

乙  東京都新宿区歌舞伎町一丁目２番２号 

新宿サブナード株式会社 

取締役社長  松田 一郎 
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(5-78) 

大規模災害時における関連行政手続きの支援活動に関する協定 

 

 大規模災害時に被災者が必要とする災害関連行政手続きの支援活動に関し、新宿区（以下「甲」という。）

と東京都行政書士会新宿支部（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、震災、広域に及ぶ火災、河川の氾濫等大規模災害が発生した場合、甲の要請により

乙が実施する災害関連行政手続きの支援活動に関して必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において甲が行う災害支援活動に必要があると認める場合は、乙に協力を要請する

ものとする。 

２ 乙は甲からの協力要請を受けた場合は、速やかに行政書士会による災害関連行政手続支援相談会実施

本部（以下「実施本部」という。）を設置し、支部会員の中から必要な要員を確保する。 

３ 実施本部は、東京都行政書士会新宿支部長（以下「支部長」という。）の指揮の下、甲と協議して定め

る場所において、行政書士による災害関連行政手続支援相談会を実施し、被災者の災害関連行政手続き

の支援活動を行う。 

（支援活動の根拠等） 

第３条 実施本部の業務は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）に規定された業務とする。 

２ 実施本部は、必要に応じ、社会保険労務士、司法書士、社会福祉士等の協力を得て支援活動の迅速な

実施を図ることができる。 

（支援活動の連絡、調整） 

第４条 実施本部と甲との連絡、調整は、支部長が行う。 

（支援活動の内容） 

第５条 実施本部は次の業務を行う。 

⑴  災害関連行政手続きに関する相談会の実施 

⑵  災害関連行政手続きの代行 

（支援活動の報酬） 

第６条 実施本部が行う支援活動については、被災者から相談料、手続き代行等の報酬は受けない。ただ

し、災害関連行政手続き費用について、実費が必要な場合は、被災者が負担するものとする。 

（費用負担） 

第７条 実施本部が行う支援活動に必要となる人件費及び物件費は、乙が負担するものとする。 

（補償等） 

第８条 甲は、実施本部が行う支援活動に従事した者が、それらの業務に起因して死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害

補償に関する条例（昭和４１年新宿区条例第１２号）の規定に基づき、補償するものとする。 
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２ 甲又は乙が、実施本部が行う支援活動の実施に当たって、各々の責めに帰すべき事由により甲若しく

は乙又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上定め

るものとする。 

（期間） 

第 10条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定の締結の日から平成 31年３月 31

日までとする。 

２ 協定期間が満了する日の３か月前までに、甲又は乙から何らの申出もないときは、協定期間を１年間

更新するものとし、その後も同様とする。 

 

 

この協定の締結の証として、本書を２通作成し、甲乙それぞれが記名押印して、その１通を保有する。 

 

平成３０年１２月１０日 

 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

   新宿区 

    新宿区長 吉 住  健 一 

 

乙 東京都新宿区住吉町６番３号 

ヤマギシコーポラス４０２ 

   東京都行政書士会新宿支部 

    支部長  河 野  正 樹 
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(5-79) 

災害時特設公衆電話設備の設置及び管理並びに災害発生時の運用に関する覚書 

 

 新宿御苑管理事務所（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）は、甲及び乙の間において、

次の条項により覚書を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1条 この覚書は、大地震等の災害発生時（以下「災害発生時」という。）における住民等の連絡手段の

確保のため、新宿御苑に設置する災害時特設公衆電話設備に関し、その設置及び管理並びに運用に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第 2条 乙は、甲の施設である新宿御苑内に、災害時特設公衆電話設備を設置する。 

２ 災害時特設公衆電話設備の設置場所は、管理事務所及び大木戸駐車場の 2カ所とする。（別紙地図参照） 

３ 災害時特設公衆電話設備の設置に要する費用は、乙の負担とする。 

４ 災害時特設公衆電話設備は、次に掲げる機器類（当該機器類に関連する装置を含む。）とする。 

⑴ 災害時特設公衆電話 10台 

⑵ ケーブル収納用プラボックス 2個 

５ 前項第 1 号に掲げる災害時特設公衆電話については、平時は甲の施設における倉庫等に保管するもの

とし、災害発生時に、設置場所に設置するものとする。 

６ 甲又は乙の都合により第 2 項の設置場所を変更する必要が生じたときは、相手方にその理由及び新た

に設置する場所を明示し、甲乙協議の上決定する。 

 

（設置場所の変更に要する費用） 

第 3 条 第 2 条第 6 項の規定により設置場所を変更するために要する費用の負担については、乙の都合に

よる場合は乙の負担とし、甲の都合による場合は甲乙協議の上決定する。 

 

（設置場所等の無償使用） 

第 4 条 甲は、災害時特設公衆電話設備に必要な設置場所、保管場所その他の工作物を乙に無償で使用さ

せるものとする。 

 

（撤去及び現状回復） 

第 5 条 乙は、設置期間が満了した場合、又は本覚書が解除された場合は、速やかに災害時特設公衆電話

設備の撤去及び現状回復を行うものとする。 

２ 前項の規定による災害時特設公衆電話設備の撤去及び現状回復に要する費用は、乙の負担とする。 
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（維持管理） 

第 6 条 甲及び乙は、災害発生時における災害時特設公衆電話設備の使用に支障が生じないように常に善

良な維持管理を行うものとする。 

 

（災害発生時における災害時特設公衆電話設備の運用） 

第 7 条 災害発生時において、甲は、乙の要請により災害時特設公衆電話設備を住民等に対し、使用させ

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害発生時の状況により、乙が前項の要請ができないときは、甲は、災害

時特設公衆電話設備を住民等に対し、自らの判断において使用させることができるものとする。 

 

（連絡の責務） 

第 8 条 甲は、災害時特設公衆電話設備の故障又は異常を発見したときは、速やかに乙に連絡するものと

する。 

 

（有効期限） 

第 9 条 この覚書の有効期限は、覚書締結の日から令和 3 年 3 月末日までとする。ただし、当該期間満了

の日の 1か月前までに、甲及び乙の一方からこの覚書を終了させる旨の意思表示をしないときは、この

覚書を更新するものとみなし、当該期間満了後更に 2年間存続するものとする。以後においてもまた同

様とする。 

 

（協議） 

第 10条 この覚書に定めのない事項又は定めのある事項で疑義が生じた事項については、甲乙協議の上定

めるものとする。 

 

 

令和２年２月４日 

 

甲 新宿区内藤町１１番地 

環境省新宿御苑管理事務所 

所 長   宇賀神 知則 

 

乙 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

区 長   吉住 健一 
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(5-80) 

新宿御苑における避難場所運営用資機材の保管
及び災害発生時の運用に関する覚書 

 
 

新宿区（以下「甲」という。）と新宿御苑管理事務所（以下「乙」という。）は、甲及び乙の間に

おいて、次の条項により覚書を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、大地震等の災害発生時（以下「災害発生時」という。）において、住民等の広

域避難場所として指定されている新宿御苑における避難住民へ対応等の運営に必要な資機材の保

管及び災害発生時の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（保管資機材及び保管場所） 

第２条 甲が乙の管理する施設に保管する避難場所運営用資機材（以下「保管資機材」という。）及

び保管場所は、別表のとおりとする。 

２ 前項の保管資機材の品名及び数量並びに保管場所は、甲乙協議の上変更することができる。 

 

（管理義務） 

第３条 乙は、善良な管理者の注意をもって、保管資機材を維持管理しなければならない。 

 

（検査等） 

第４条 乙は、保管資機材について随時に検査し、甲に対し、管理上必要な措置を求めることがで

きるものとする。 

 

（保管資機材の運用） 

第５条 甲の職員は、災害発生時において、乙の支援を受けて保管資機材を保管場所より運び出し、

避難場所の運営の用に供するものとする。 

２ 乙は、災害発生時の状況により甲の職員が参集する暇がないときは、甲の要請により、甲に代

わって保管資機材を運用するものとする。 

３ 乙は、甲が前項の要請をすることができないときは、自らの判断において保管資機材を運用で

きるものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 乙は、甲に対して保管場所を無償で提供するものとする。 

 

（損害賠償） 

第７条 乙は、乙の故意又は過失により、保管資機材を毀損し、又は滅失し、甲に損害を与えた場

合には、甲にその損害を賠償しなければならない。ただし、乙が避難者に保管資機材を使用させ

た場合における損害については、この限りではない。 

 

（保管期間） 

第８条 資機材の保管期間は、令和 2 年 3 月 6 日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。 
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２ 前項に規定する保管期間の満了の日の 1 か月前までに、甲又は乙の一方から当該保管期間を延

長しない旨の意思表示をしないときは、当該保管期間を 1 年間延長するものとみなし、以後にお

いても、また同様とする。 

 

（保管資機材の撤去） 

第９条 甲は、乙から保管資機材の保管の終了又は一時中止の申し出があったときは、直ちに保管

資機材を撤去するものとする。 

 

（覚書の失効） 

第１０条 前条の規定により保管資機材が撤去されたときは、この覚書は、効力を失うものとする。 

 

（協議） 

第１１条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定める事項で疑義が生じたものについては、

甲乙協議の上決定する。 

 

 上記の覚書の締結を証するため、本覚書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各自 1 通を保有する。 

 

 

 令和２年３月６日 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目 4 番 1 号 

    新宿区   

     区長        吉住 健一 

 

乙  東京都新宿区内藤町 11 番地 

    新宿御苑管理事務所 

     所長        宇賀神 知則 
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別表（第２条関係） 

品名 数量 保管場所 

投光機 2台  

 

新宿御苑 

千駄ヶ谷 

防災倉庫 

発電機 2台 

トイレットペーパー 48ロール 

仮設トイレ 3台 

クイックテント 5張 

椅子 5脚 

机 3個 

事務用品 1セット 
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(5-81) 

災害時における給電車両貸与に関する協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）とトヨタモビリティ東京株式会社（以下「乙」という。）とは、災

害時における給電車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の区域内(以下「区内」という。)又はその周辺において、大規模な地震災

害、風水害その他の災害により、区内で大規模停電等の電力が不足する事態が発生し、又は発生

する恐れがある場合に、甲が行う災害対応業務において円滑に電力が確保できるよう、乙が協力

することを目的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するために必要があるときは、乙に対して、給電車両貸与要請書(第

１号様式)により給電車両の貸与を要請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、甲は口頭で要請し、事後速やかに当該要請

書を提出するものとする。 

 

（給電車両の貸与） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において応ずるものとする。 

２ 当該要請に対して乙が提供できる車両の台数に不足が生ずるときは、トヨタ自動車株式会社に

対して協力を要請し、甲の要請に応えるよう努めるものとする。 

 

（給電車両及び使用用途） 

第４条 第２条の規定による要請を受け、乙が貸与する給電車両は、乙が所有する社用車両とし、

ＡＣ１００Ｖ（１５００Ｗ）のコンセント(以下「コンセント」という。)を装着している車両と

する。 

 

２ 甲が、前項に規定する給電車両の主な使用用途は、電力確保とする。ただし、人や物資の移送

等電力確保以外の災害対応業務についても使用できるものとする。 

 

（引渡し） 

第５条 乙は、第２条の規定による要請を受け、給電車両を貸与する場合は、甲の指定する場所に

運搬し、甲が指定する者の立合いの上、甲に引き渡すものとする。 

２ 乙は前項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、甲に対して貸与した給電車両の内容を

記載した書面を提出するものとする。 

３ 乙は第１項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、第８条第２項に規定する保険の契約

書の写し等保険の内容が確認できるものを甲に提出するものとする。 

 

（貸与期間） 

第６条 給電車両の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、大規模停電等が終息するまでとし、

詳細な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 
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（返却） 

第７条 貸与期間が終了した場合、甲は速やかに貸与を受けた給電車両を乙に対して返却するもの

とする。 

２ 甲が返却を行う場合の場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 給電車両の提供に係る費用については、乙が負担するものとする。ただし、貸与期間中の

給電車両の使用に係る燃料・充電スタンド使用料及び電気代については、甲が負担するものとす

る。 

２ 乙は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険（以下これらを「保険」という。）

に加入し、その費用は乙が負担する。 

３ 甲の責により保険を適用した場合、保険の契約の定めにより、甲は乙に対して免責金額を支払

うものとする。 

４ 前項の規定に基づき、乙から甲に請求があったときは、甲乙の協議によって定めた期日までに

甲は乙に支払うものとし、支払手数料は甲の負担とする。 

 

（故障対応） 

第９条 貸与期間中に提供された給電車両が故障した場合の対応は、甲の使用又は管理に明らかな

過失がある場合を除き、乙が行うものとする。ただし、当該過失の所在が不明な場合は、甲乙協

議の上、対応するものとする。 

 

（賠償） 

第 10 条 甲は甲の責に帰すべき事由により、貸与を受けた給電車両に損害を与え、又は滅失した場

合であって、その賠償額が、乙が加入する保険の賠償範囲を超えるときには、甲は乙に損害を賠

償しなければならない。 

 

（連絡体制） 

第 11 条 甲及び乙はこの協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、連絡責任者等を記載した協

定事務担当者名簿(第２号様式)を作成し、相互に確認するものとする。 当該連絡責任者等に変更

が生じた場合も、また同様とする。 

 

（平常時の取組） 

第 12 条 乙はこの協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練

等に協力するよう努める。 

２ 前項の規定により乙が協力した場合の乙の協力に要した費用は、乙の負担とする。 

３ 甲及び乙は、災害時における給電車両の有効性について、適宜、広報活動等を通じ周知するも

のとする。 

 

（締結期間及び更新等） 

第 13 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、

この協定の有効期間満了の日から１ヵ月前までに、甲又は乙のいずれかが別段の意思表示をしな

い場合は、この協定をさらに１年延長するものとし、以後も同様とする。 
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（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは甲乙協議の

上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年１０月２３日 

 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

   新宿区 

    新宿区長 吉 住  健 一 

 

乙 東京都港区芝浦四丁目８番３号 

   トヨタモビリティ東京株式会社 

    代表取締役社長 片 山  守 
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(5-82) 

災害及び防災に関する情報の放送等に関する協定 
 

新宿区(以下｢甲｣という。）と、株式会社ジェイコム東京(以下｢乙｣という。）は、災害及び防災に

関する情報(以下｢災害等情報｣という。）の放送等に関して、次のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は､新宿区の区域内で災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規

定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下｢災害時｣という。）において、区

民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害等情報の放送等について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（災害等情報の提供及び要請） 

第２条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害等情報を提供し、放送を要請することができる。 

 

（放送要請の通知） 

第３条 甲は、前条の規定により災害等情報の放送を要請する場合は、次の各号に掲げる事項につ

いて、災害等情報放送要請書（別記様式。以下「要請書」という。）により、乙に要請しなければ

ならない。 

（１）希望する放送の日時 

（２）依頼する放送の内容 

（３）放送要請の理由 

（４）その他必要な事項 

２ 前項の要請は、メール及びファックスを用いて行う。ただし、これにより難い場合は口頭、電

話等にて要請し、その後速やかに要請書を提出しなければならない。 

 

（災害等情報の放送） 

第４条 乙は、第２条の規定による要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の

形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。 

２ 本協定に基づき乙が放送を実施する地域は、乙のケーブルテレビ提供エリア内と 

する。 

 

（情報の活用） 

第５条 甲がインターネット、広報紙等で発信済の情報（コミュニティ情報、施設情報、安心安全

情報等）及び第２条の規定による乙への要請に係る情報について、乙は、自ら運営する放送、イ

ンターネット等を通じて伝えることができる。 

 

（協力体制の整備） 

第６条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において必要に応じて情報の交換を行う。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結の日から令和３年３月 31 日までとする｡ただし、期間満了の日
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の３か月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後

も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。 

 

この協定の締結の証として、本書を２通作成し、甲乙それぞれが記名押印して、その１通を保有

する。 

 

令和 2 年 11 月 1 日 

 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

   

    新宿区長  吉 住  健 一 

 

乙 東京都練馬区高野台五丁目 22 番 1 号 

   株式会社ジェイコム東京 

    代表取締役 足 立  好 久 
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(5-83) 

災害に係る情報発信等に関する協定 

新宿区（以下「甲」という。）及びヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、災害に係る情報発

信等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が必要な情報を

迅速に提供し、かつ、行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組を

行うことを目的とする。 

（本協定における取組） 

第２条 本協定における取組の内容は、次に掲げるもののうちで、甲及び乙の両者の協議により、

具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営す

るホームページのキャッシュサイトを乙のサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。

(2) 甲が、新宿区内の避難場所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時から乙

が提供するサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

(3) 甲が、新宿区内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙

が提供するサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

２ 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、互いの窓口となる連絡先及びその担当者

名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとす

る。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項のほかにも、災害に係る情報発信等について、

甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組を随時実施するものとする。

（費用） 

第３条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれ

の取組に係る通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

（情報の周知） 

第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的

を達成するため、乙が適切と判断する方法（乙の提携先への提供、乙の提供するサービス以外の

サービス上での掲載等を含む。）により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協

定の目的以外のために二次利用をしてはならない。 

（本協定の公表） 

第５条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及び内

容について、両者で別途協議の上、決定するものとする。 

（本協定の期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者

から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、
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本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第７条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、

誠実に協議して解決を図る。 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印の上、各 1 通を保有する。 

令和３年３月２２日 

甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号

新宿区 

 新宿区長 吉 住  健 一 

乙 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号

ヤフー株式会社

代表取締役 川 邊 健 太 郎
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(5-84) 

簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定書 
 

 新宿区（以下「甲」という。）及び特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワー

ク（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における乙の代表

者が考案した避難所用簡易間仕切りシステム及びハニカム製簡易ベット（以下「間仕切り等」と

いう。）の甲への供給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請等） 

第２条 甲は、災害時において避難所等に間仕切り等を設置する必要があるときは、乙に対し、そ

の供給を要請することができる。 

２ 甲は、甲が行う災害に備えた訓練等において間仕切り等が必要であるときは、乙に対し、その

供給を要請することができる。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、間仕切り等の改善を要請することができる。 

４ 前３項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、

電話等により行うことができる。 

５ 甲は、前項ただし書の規定による要請を行った場合は、事後、速やかに当該要請内容を記載し

た文書を乙に提出するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第３条 甲及び乙は、この協定に基づく間仕切りシステム等の供給の要請及び相手方への回答を円

滑に行うため、災害時における連絡先及び連絡責任者を別途定めるものとする。 

 

（協力等） 

第４条 乙は、第２条第１項の規定による要請を受けたときは、できる限り速やかに間仕切り等の

供給を行うものとする。 

２ 乙は、第２条第２項又は第３項の規定による要請を受けたときは、実施方法等について甲と協

議の上、必要な協力を行うものとする。 

 

（引渡し） 

第５条 間仕切り等の引渡場所及び日時は、甲が災害時の状況に応じて指定するものとし、当該引

渡場所までの間仕切り等の運搬は、乙又は乙が委託する者が行うものとする。ただし、乙又は乙

が委託する者が当該運搬を行うことができない場合は、甲又は甲が指定する者が当該運搬を行う

ものとする。 

 

（経費等） 

第６条 間仕切り等の経費及び間仕切り等の運搬に係る経費は、甲が負担するものとする。 

２ 間仕切り等の経費は、災害発生前における適正な価格により算出した額を基準として、甲及び

乙が協議の上、決定するものとする。 

３ 甲は、間仕切り等の引渡しを受けた後、乙の請求に基づき速やかに第１項の経費（間仕切り等
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の運搬に係る費用については、乙又は乙が委託する者が当該運搬を行った場合に生じた経費に限

る。）を乙に支払うものとする。 

 

（協定の有効期間等） 

第７条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和２年３月 31 日までとする。ただし、

当該有効期間の満了の日の１か月前までに、甲、乙のいずれかから文書によってこの協定を更新

しない旨の通知がされない場合は、当該満了の日の翌日から更に１年間有効期間を延長するもの

とし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定めのある事項で疑義が生じたものについて

は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 

 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和元年 11 月 22 日 

 

 

甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

新宿区長 吉住 健一 

 

乙  東京都世田谷区松原五丁目２番４号 

特定非営利活動法人 ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク 

代表者  坂 茂 
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(5-85) 

災害時における物資の優先的供給に関する協定書 
 

新宿区（以下「甲」という。）及びセッツカートン株式会社（以下「乙」という。）は、災害時に

おける物資の優先的な供給に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣旨） 
第１条 この協定は、甲の区域内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合（以下「災害時等」という。）において、甲が乙の協力を得て、物資の供給を迅速かつ円滑

に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 
 
（物資の供給の要請） 
第２条 甲は、災害時等において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物

資の供給を要請することができる。 
 
（物資の範囲） 
第３条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達することが可能

な物資とする。 
（１）段ボール製簡易ベッド 
（２）その他乙が取り扱っている物資 

 
（要請方法） 
第４条 第２条の要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電

話等により要請することができる。 

 

（物資の供給の協力） 
第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、優先的に物資の供給に努めるものと

する。 
２ 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、実施方法等について甲と協議の上、必要

な協力を行うものとする。 
 
（引渡し等） 
第６条 物資の引渡場所及び日時は、甲が指定するものとし、その指定場所までの運搬は、乙又は

乙が委託する者が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定め

る輸送手段により運搬するものとする。 
２ 甲は、前項の規定により乙が物資を運搬する場合は、物資の運搬に係る車両を優先車両として

通行できるよう配慮するものとする。 
 
（費用の負担） 
第７条 第５条の規定により乙が供給した物資に係る費用及び前条の規定により乙が行った運搬の

費用は、甲が負担するものとする。 
２ 前項に規定する費用は、災害発生前における小売価格等を基準とし、甲乙協議の上、速やかに

決定するものとする。 
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（費用の支払） 
第８条 前条第１項に規定する費用は、乙からの請求により、甲が支払うものとする。 
２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。 
 
（情報交換） 
第９条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等について情報交換を行い、災害

時等に備えるものとする。 

 

（協定の有効期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和２年３月３１日までとする。ただ

し、当該有効期間満了の日の３か月前までに甲又は乙のいずれかから文書によってこの協定を更

新しない旨の通知がされない場合は、更に１年間継続するものとし、以後もまた同様とする。 
 

（協議） 
第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定めのある事項で疑義が生じたものについて

は、甲乙協議の上、決定するものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
 令和元年 12 月 12 日 
 

                 甲  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 
                    新宿区 

新宿区長    吉住 健一 
 

                 乙  兵庫県伊丹市東有岡五丁目３３番地 
セッツカートン株式会社 
代表取締役社長 丹羽 俊雄 
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(6-1) 

一時集合場所(207 箇所) 
(令和 3 年 9 月 1 日現在) 

1 牛込警察署管内  83 箇所 
 
No. 名    称 所 在 地 利 用 町 会 等 名 

1 あかぎ児童遊園 赤城下町 21 赤城下町会 
2 元赤城神社及びその付近 早稲田鶴巻町 568 鶴巻東町会 

3 飯田橋交差点横断歩道橋下 
（非常用倉庫前） 下宮比町 1 飯田橋自治会 

4 牛込第三中学校 市谷加賀町 1-3-1 二十騎町町会、南山伏町町会 
5 加賀公園 市谷加賀町 2-4 加賀町親和会 
6 大日本印刷（株）F 棟集会所 市谷左内町 39 市谷左内町町会 
7 台町すみれ公園 市谷台町 15 市谷台町町会 
8 市谷田町交差点（BS ﾋﾞﾙﾊﾟｰｷﾝｸﾞ前） 市谷田町 2-5 市谷田町二・三丁目町会 
9 大日本印刷駐車場 市谷長延寺町 6 大日本印刷通町会 

10 長延団地中庭 市谷長延寺町 8 長延団地自治会 
11 仲之公園 市谷仲之町 2 市谷仲之町会 
12 牛込仲之小学校 市谷仲之町 4-33 薬王寺町会 
13 市谷亀ヶ岡八幡宮 市谷八幡町 15 市谷八幡・田町一丁目町会 
14 東京日仏学院前 市谷船河原町 15 市谷船河原町町会 
15 住友市ヶ谷ビル 市谷本村町 1-1 市谷本村町町会 

16 スカイラウンジ（中・高層階） 
キッズルーム（低層階） 市谷本村町 7-4 ザ・センター東京管理組合・自治会 

17 市谷小学校前 市谷山伏町 1-3 市谷山伏町町会 
18 済松寺（東門駐車場） 榎町 77 榎町町会 
19 改代町会館 改代町 45 改代町町会 
20 牛込橋周辺お堀端 神楽坂 1-9 神楽坂一丁目町会、神楽坂二丁目町会 
21 神楽坂仲通り入口、早稲田通り付近 神楽坂 3-2-20 先 神楽坂三丁目自治会 

22 毘沙門天境内 神楽坂 5-36 神楽坂四丁目公和会、神楽坂五丁目自治
会、神楽坂五丁目三和会 

23 早大理工学部研究所前 喜久井町 12 喜久井町町会 
24 しらゆり児童遊園 喜久井町 20 喜久井町町会 
25 愛日小学校前 北町 26 北町町会 
26 牛込第一中学校 北山伏 4-1 北山伏町町会、甲良町町会 

27 白銀公園 白銀町 3 白銀町町会、神楽坂五丁目三和会、神楽
坂六丁目町会、赤城元町町会 

28 新小川公園   新小川町 3 新小川町自治会 

29 アトラス江戸川アパート内 
社交室前 新小川町 6-18 アトラス江戸川アパートメント自治会 

30 さくら児童遊園 水道町 4 水道町町会 
31 みずも児童遊園 住吉町 6 住吉町共栄町会 
32 住吉公園 住吉町 13 住吉町町会 
33 牛込神楽坂駅 A3 出口 岩戸町 18 岩戸町町会 
34 神楽坂ココハイツ駐車場前 築地町 10 築地町町会 
35 筑土八幡神社前交差点 筑土八幡町 2-1 筑戸自治会 
36 天神郵便局前 天神町 22 天神東町会 
37 富久小学校正門 富久町 7 東富久町会 
38 西富久町交差点西側敷地 富久町 9-11 ハイホーム本陣防災委員会 
39 富久さくら公園 富久町 21 富久北町会、西富久町会 
40 中富久児童遊園 富久町 22 富久町中町会 
41 戸山東公園 戸山 1-19 戸山一丁目町会 
42 桜広場 戸山 2-10-11 号棟間 戸山ハイツ東地区自治会 
43 戸山ハイツ 17 号棟脇児童遊園 戸山 2-17 戸山ハイツ南地区自治会 
44 25 号棟前さくら広場 戸山 2-25 戸山ハイツ北地区自治会 
45 35 号棟前三角広場 戸山 2-35 戸山ハイツ北地区自治会 
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No. 名    称 所 在 地 利 用 町 会 等 名 

46 29 号棟前児童遊園 戸山 2-29 戸山ハイツ西地区自治会 
47 25 号棟前さくら広場 戸山 2-25 戸山ハイツ 19 号棟自治会 
48 南側公園 戸山 2-22 戸山ハイツ 22 号棟自治会 
49 防災資材庫前（みこし倉） 中里町 23 中里町町会 
50 中町公園 中町 5 中町町会 
51 ラ・トゥール広場 西五軒町 12-1 西五軒町町会 
52 なんど児童遊園 納戸町 19 細工町町会 
53 納戸町公園 納戸町 26 鷹匠町町会、納戸町町会 
54 みずほ銀行早稲田支店前 馬場下町 11-1 馬場下町会、牛込高田町町会 
55 JTB パブリッシング横 払方町 25 払方町町会 
56 原一天祖神社 原町 1-42 原町一丁目町会 
57 デンマークイン新宿 原町 2-43 原町二丁目町会 
58 三井住友銀行寮前 原町 2-71 原町二丁目町会 
59 成城学校（成城中学校・高等学校） 原町 3-87 柳町町会 
60 榎町公園 東榎町 11 東榎町町会、天神町町会 
61 東五軒公園 東五軒町 3 東五軒町町会 
62 光照寺前 袋町 15 袋町町会 
63 早稲田小学校 早稲田南町 25 牛込弁天町町会 
64 南榎町駐車場 南榎町 35 南榎町自治会 
65 南町 28 掲示板前 南町 28 南町町会 
66 藤和シティホームズレジデンス 山吹町 291-1 東山吹町会 
67 佐藤方前 山吹町 334 山吹町会 
68 矢来公園 矢来町 38 矢来南町会 
69 高齢者福祉施設神楽坂前 矢来町 104 矢来東町会 
70 あさひ児童遊園 横寺町 52 横寺町交友会、箪笥町町会 
71 余丁町児童遊園 余丁町 4 余丁町町会 
72 団地内広場 若松町 1 都営若松町アパート自治会防災部 
73 水野原児童遊園 若松町 5 原町三丁目町会 
74 余丁町小学校 若松町 13-1 河田町町会 
75 わかまつ児童遊園 若松町 27 若松町町会 
76 若宮公園 若宮町 20 若宮町自治会 
77 鶴巻小学校前 早稲田鶴巻町 140 鶴巻北町会 
78 鶴巻南公園 早稲田町 78 鶴巻西町会、鶴巻南町会、早稲田町町会 
79 早稲田公園 早稲田南町 37 早稲田南町町会 
80 パークハウス牛込神楽坂ロビー 箪笥町 9 パークハウス牛込神楽坂防災区民組織 

81 パークハウス飯田橋レジデンスロビー 筑土八万町 1-5 パークハウス飯田橋レジデンス防災区民
組織 

82 都立戸山公園（庁内中央広場） 戸山 3-9 戸山三丁目南町会 
83 マンション玄関前 戸山 3-18-1 都営西大久保四丁目アパート自治会 
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2 新宿警察署管内  47 箇所 
No. 名    称 所 在 地 利 用 町 会 等 名 

1 大久保小学校前 大久保 1-1-21 いぶき町会 
2 小泉八雲記念公園 大久保 1-7 いぶき町会 
3 大久保北公園 大久保 2-28 大久保二丁目町会 

4 都立戸山公園 大久保 3 都営西大久保五号棟自治会、区営大久保
三丁目自治会 

5 新宿コズミックセンター前 大久保 3-1-2 明和会 
6 都立戸山公園大久保地区 大久保 3-5-1 ニュータウンオークボ自治会 
7 敷地内公園 大久保 3-13-3 都営西大久保アパート自治会 
8 マンション玄関前 大久保 3-14-3 トーア早稲田マンション自治会 
9 歌舞伎町公園 歌舞伎町 1-13 歌舞伎町商店街振興組合 

10 大久保公園 歌舞伎町 2-43 歌舞伎町二丁目町会 
11 さつき児童遊園 北新宿 1-13 柏木三和会 
12 大智学園 北新宿 1-21-10 北新宿一丁目仲町会 
13 新宿池田文化会館 北新宿 1-32 北新宿蜀山町会 

14 柏木小学校前 北新宿 2-11-1 北新宿一丁目仲町会、北新宿二丁目町会、
北新宿二丁目新和会 

15 どんぐり公園 北新宿 2-19 北新宿二丁目町会 
16 淀橋第四小学校前 北新宿 3-17-1 北新宿三丁目町会 
17 北新宿公園 北新宿 3-20 北新宿三丁目柏親会 
18 北柏木公園 北新宿 4-12 北新宿四丁目町会 
19 新宿東南口広場（駅前広場） 新宿 3-35 新宿東口商店街振興組合 

20 新宿東口広場 新宿 3-38 新宿駅前商店街振興組合、新宿大通商店
街振興組合 

21 天神小学校 新宿 6-14-2 東一町会 
22 新宿中学校前 新宿 6-15-22 東一町会 
23 西向天神 新宿 6-21-11 新宿東二町会 
24 日清食品（株）前 新宿 6-28-1 新宿六丁目一新会 
25 各ビル内 西新宿 1-25-1 等 新宿新都心開発協議会 

26 エステック広場 西新宿 1-24 新宿西口商店街振興組合、西新宿一丁目
町会、西新宿商興会 

27 新宿中央公園 西新宿 2-11 西新宿一丁目町会 
28 新宿中央公園北入口 西新宿 2-11 西新宿六丁目町会 
29 角三会館 西新宿 3-9-28 西新宿角三町会 
30 十二社児童遊園 西新宿 4-9 西新宿四丁目町会 

31 西新宿小学校 西新宿 4-35-5 西新宿角三町会、西新宿四丁目町会、角
筈ビル自主防災組織 

32 芸能花伝社 西新宿 6-12-30 淀橋町会 
33 グランドール新宿前 北新宿 1-17-1 北新宿一丁目南町会 
34 柏木公園 西新宿 7-14 西新宿七丁目町会 
35 成子天神 西新宿 8-14-10 西新宿八丁目町会 
36 新宿グランドプラザロビー 西新宿 8-16-1 西新宿八丁目成子町会 
37 皆中稲荷神社 百人町 1-11-16 百人町中央町会 
38 東京ワールド日本語学校 百人町 1-13-25 百人町南町会 
39 日本電子専門学校前 百人町 1-25-4 百人町西町会 
40 戸山小学校前 百人町 2-1-38 百人町東町会 

41 つつじ通り 
百人町 2-3-7 から 
百人町 2-3-23 まで
の間 

百人町東町会 

42 各フロアエレベーターホール前 百人町 3-1-3 西戸山タワーホウムズ自治会 
43 中央広場 百人町 3-19 西戸山住宅自治会 
44 都営百人町 3 丁目アパート敷地内  百人町 3-28 都営百人町 3 丁目アパート連絡会 
45 百人町ふれあい公園 百人町 3-28 百人町三丁目町会 
46 角筈ビル内 西新宿 4-41-12 角筈ビル自主防災組織 
47 西新宿タワー60 内 西新宿 5-5-1 西新宿タワー60 防災区民組織 
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3  戸塚警察署管内  48 箇所 
No. 名    称 所 在 地 利 用 町 会 等 名 

1 落合中央公園 上落合 1-2 上落合東部町会 
2 落合第二小学校前 上落合 2-10-23 上落合中央町会 
3 上落合防災活動拠点 上落合 2-26-4 上落合中央町会 
4 落合第五小学校前 上落合 3-1-6 上落合中央町会､中井町会 
5 上落合西公園 上落合 3-11 上落合西町会 
6 みなか児童遊園 上落合 3-16 上落合西町会 
7 清水川橋公園 下落合 1-1 高田馬場住宅自治会、下落合町会地久会 
8 東京富士大学前 下落合 1-7-7 下落合町会知久会 
9 富士大学講堂前 下落合 1-9-7 高田馬場三丁目光和会 

10 おとめ山公園 B ゾーン 下落合 2-10 下落合東町会 
11 おとめ山公園 C ゾーン 下落合 2-10 下落合町会知久会 
12 下落合公園 下落合 4-18 下落合四丁目町会 
13 諏訪公園 高田馬場 1-16 諏訪町会 

14 戸塚第二小学校前 高田馬場 1-25-21 高田馬場銀座商店街振興組合、高田馬場
清和会 

15 明治通り歩道及び車道の一部 高田馬場 2-1-1 先から 
同 2-3-12 先までの間 高田馬場町会 

16 早稲田通り歩道及び車道の一部 
高田馬場 2-1-1 先から 
同 2-9-1 先までの間 高田馬場町会 

17 まつ川公園 高田馬場 2-4 高田馬場町会 
18 宮田橋公園 高田馬場 3-8 高田馬場三丁目宮田会 
19 戸塚第三小学校前 高田馬場 3-18-21 高田馬場三丁目光和会 
20 観音寺門前 高田馬場 3-37 高田馬場三丁目北町会 
21 戸四睦神輿倉前 高田馬場 3-37-33 高田馬場親栄会 

22 戸塚公園 高田馬場 3-40 高田馬場三丁目光和会、高田馬場三丁目
戸三親和会、高田馬場三丁目北町会 

23 高田馬場コーポラス中庭 高田馬場 3-42-1 高田馬場コーポラス自治会 

24 東陽前道路（高田馬場 4-17-15 先早稲
田通り） 高田馬場 4-17-15 先 高田馬場西商店街振興組合 

25 高田馬場公園 高田馬場 4-22 高田馬場南親睦会 
26 高田馬場第一児童遊園 高田馬場 4-30 戸塚町四丁目南町会 
27 大隈会館（大隈講堂前） 戸塚 1-68 早稲田早栄会､稲穂会 
28 早大正門前 戸塚町 1-104 和敬会 
29 落合公園 中井 1-14 中井町会 
30 法華宗獅子吼会駐車場 中井 2-13-17 中井町会 
31 中落合公園 中落合 1-5 中落合一丁目みどり町会 
32 西坂公園 中落合 2-7 中落合二丁目町会 
33 落合第一小学校前 中落合 2-13-27 中落合三丁目やよい町会 
34 中落合西児童遊園 中落合 3-26 中落合三丁目辻町会 
35 目白学園 中落合 4-31-1 落合親和町会 
36 落合第二中学校前 西落合 1-6-5 落合親和町会 
37 落合第三小学校前 西落合 1-12-20 落合親和町会 
38 早大学術情報センター前 西早稲田 1-20 早稲田親和会 
39 荒井山公園 西早稲田 2-3 西早稲田二丁目ときわ町会 
40 みずき児童遊園 西早稲田 2-12 西早稲田二丁目協和町会 
41 甘泉園公園 西早稲田 3-5 三島町会 

42 水稲荷神社前 西早稲田 3-5-43 西早稲田三丁目睦町会、豊睦会、甘泉園
住宅自治会 

43 都電通り歩道 西早稲田 3-17-28 先から 
同 3-24-8 先までの間 西早稲田文化町会 

44 天祖神社 西早稲田 3-17-34 西早稲田文化町会 
45 西早稲田児童遊園 西早稲田 3-20 西早稲田文化町会 
46 西戸山公園 百人町 4-1 百人町三丁目町会 
47 百人町四丁目アパート各ブロック中庭 百人町 4-4.5.6.7 百人町４丁目連絡会 
48 大隈会館前広場 戸塚町 1-104 町友会 
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4  四谷警察署管内  29 箇所 
No. 名    称 所 在 地 利 用 町 会 等 名 

1 愛住公園 愛住町 11 愛住町町会、舟町町会 
2 荒木公園 荒木町 10 荒木町町会 
3 外濠公園 市谷本村町 四谷一丁目町会 
4 四谷消防署前 四谷 3-10 四谷三丁目町会 
5 左門公園 左門町 5 左門町町会 
6 三栄公園 四谷三栄町 7 四谷三栄町町会、四谷坂町町会 
7 信濃町児童遊園 信濃町 20 信濃町町会 
8 秋葉神社 新宿 1-8 新宿一丁目町会 
9 花園公園 新宿 1-21 花園町町会 

10 花園小学校 新宿 1-22 新宿大通商店街振興組合 
11 花園西公園 新宿 1-32 番衆町町会 
12 新宿公園 新宿 2-9 新宿二丁目町会、新宿園町会 
13 太宗寺 新宿 2-9-2 新宿二丁目町会 
14 花園神社 新宿 5-17-3 三光町町会、新宿三光商店街振興組合 
15 須賀神社 須賀町 5 須賀町町会 
16 大京公園 大京町 14 大京町町会 
17 内藤町自転車保管場所前 内藤町 1 新宿三丁目町会、新宿四丁目町会 
18 多武峯内藤神社境内 内藤町 1-8 内藤町町会 
19 都立新宿高校 内藤町 11-4 新宿大通商店街振興組合 
20 みなみもと町公園 南元町 20 若葉三丁目町会、南元町町会 
21 四谷見附公園 四谷 1-12 四谷一丁目町会 
22 四谷小学校前 四谷 2-6 四谷二丁目町会 
23 大木戸運動公園 四谷 4-18 四谷四丁目町会 
24 津の守坂児童遊園 四谷坂町 11 片町町会 
25 司法書士会館前 四谷本塩町 4-37 本塩町町会 
26 真成院（四谷霊廟） 若葉 2-7-8 若葉二丁目町会 
27 愛染院 若葉 2-8 若葉二丁目町会 
28 西念寺 若葉 2-9 若葉一丁目町会 
29 もとまち公園 南元町 4 南元町町会 
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(6-2) 

避難場所地区割当一覧 
 

（令和 3 年 9 月現在） 

名  称 利用する町丁名 
避難計画人口

(人) 

迎 賓 館 一 帯 四谷１丁目、市谷本村町の一部、若葉１丁目、四谷本塩

町、南元町の一部 14,188 

戸 山 公 園 一 帯 

原町 1・2・3 丁目、戸山 1・2・3 丁目、高田馬場 1・2
丁目、市谷加賀町 1・2 丁目、市谷甲良町、市谷山伏町、

市谷薬王寺町、市谷柳町、若松町、新宿７丁目、新宿６

丁目の一部、西早稲田２丁目の一部、早稲田南町、大久

保 1・2・3 丁目、南榎町、南山伏町、百人町 1・2 丁目

の各一部、弁天町、北山伏町、喜久井町、馬場下町 

103,806 

明治神宮外苑地区 
荒木町、市谷本村町の一部、霞ヶ丘町、片町、四谷坂町、

左門町、四谷三栄町、信濃町、須賀町、大京町、南元町

の一部、四谷 2・3 丁目、若葉 2・3 丁目 
85,941 

新 宿 御 苑 
愛住町、市谷台町、市谷仲之町、歌舞伎町 1・2 丁目、

新宿 1・2・3・4・5 丁目、新宿 6 丁目の一部、住吉町、

内藤町、舟町、余丁町、四谷 4 丁目、富久町、河田町 
155,407 

新宿中央公園・ 
高層ビル群一帯 西新宿 4・5・8 丁目、西新宿 3 丁目の一部 65,734 

百 人 町 
三・四丁目地区 

高田馬場 3・4 丁目、百人町 3・4 丁目、百人町 1・2 丁

目の各一部、北新宿 1・2・3・4 丁目 63,512 

後 楽 園 一 帯 

横寺町、下宮比町、改代町、岩戸町、細工町、市谷左内

町、市谷砂土原町 1・2・3 丁目、市谷船河原町、市谷鷹

匠町、市谷長延寺町、市谷田町 1・2・3 丁目、市谷八幡

町、若宮町、新小川町、神楽河岸、神楽坂 1・2・3・4・
5・6 丁目、水道町、西五軒町、赤城下町、赤城元町、

袋町、箪笥町、築地町、筑土八幡町、中町、津久戸町、

東五軒町、南町、二十騎町、納戸町、白銀町、払方町、

北町、矢来町、揚場町 

141,585 

哲学堂公園一帯 上落合 3 丁目、西落合 1・2・3・4 丁目、中井 1・2 丁

目、中落合 3・4 丁目 80,419 

早稲田大学早稲田

キャンパス一帯 

馬場下町の一部、榎町、戸塚町 1 丁目、山吹町、西早稲

田 1・3 丁目、西早稲田 2 丁目の一部、早稲田町、早稲

田鶴巻町、中里町、天神町、東榎町 
52,736 

落合中央公園一帯 上落合 1・2 丁目、中落合 1 丁目 22,249 
おとめ山公園 

地区一帯 下落合 1・2・3・4 丁目、中落合 2 丁目 19,624 

地区内残留地区 
西新宿地区 西新宿 1・2・6・7 丁目、西新宿 3 丁目の一部 199,700 

地区内残留地区 
元赤坂地区 南元町の一部 10,773 

※避難計画人口には、他区からの避難者も含む。 
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(6-3) 

震災時の避難所 
 

(令和 4 年 1 月 1 日現在) 
1  一次避難所（区立小・中学校、都立高等学校等） 51 箇所 

 No. 施設名 所在地 
利用町会・自治会等名 

（避難所を運営する町会・自治会等名） 

四
谷
地
域
本
部
管
轄 

1 四谷小学校 四谷 2-6 
市谷本村町町会（箪笥町地域）、四谷坂町町会、四谷三栄町

町会、本塩町町会、四谷二丁目町会 

2 四谷ひろば 四谷 4-20 愛住町町会、荒木町町会、片町町会、舟町町会、四谷三丁目

町会、四谷四丁目町会 

3 
四谷第六小学校 
（四谷第六幼稚園

を含む） 
大京町 30 

左門町町会、信濃町町会、須賀町町会、大京町町会、内藤町

町会、南元町町会 

4 
花園小学校 
（花園幼稚園を含

む） 
新宿1-22-1 

三光町町会、新宿一丁目町会、新宿二丁目町会、新宿園町会、花園

町町会、番衆町町会、新宿東口商店街振興組合(区役所地域)、新

宿大通商店街振興組合(区役所地域) 

5 四谷中学校 

（医療救護所設置） 
四谷1-12 

若葉一丁目町会、若葉二丁目町会、若葉三丁目町会、四谷一

丁目町会 

6 都立新宿高等学校 内藤町11-4 新宿三丁目町会、新宿四丁目町会 

箪
笥
町
域
本
部
管
轄 

1 

津久戸小学校 
（津久戸幼稚園を

含む） 
（医療救護所設置） 

津久戸町2-2 

赤城元町町会、飯田橋自治会、市谷船河原町町会、神楽坂一丁目

町会、神楽坂二丁目町会、神楽坂三丁目自治会、神楽坂四丁目公

和会、神楽坂五丁目自治会、神楽坂五丁目三和会、神楽坂アイン

スタワー管理組合、神楽坂六丁目町会、白銀町町会、新小川町自

治会、筑戸自治会、アトラス江戸川アパートメント自治会 

2 
市谷小学校 
（市谷幼稚園を含

む） 
市谷山伏町1-3 市谷山伏町町会、南榎町自治会、柳町町会(榎町地域) 

3 愛日小学校 北町26 

西砂土原有志会、中町町会、払方町町会、南町町会、横寺町

交友会、若宮町自治会、市谷田町二・三丁目町会、岩戸町町

会、北町町会、細工町町会、袋町町会、箪笥町町会 

4 牛込第一中学校 北山伏町4-1 
北山伏町町会、甲良町町会、矢来東町会、矢来南町会、南榎

町自治会 

5 牛込第三中学校 市谷加賀町 

1-3-1 

市谷八幡・田町一丁目町会、市谷左内町町会、加賀町親和会、

大日本印刷通町会、長延団地自治会、納戸町町会、二十騎町

町会、南山伏町町会 

榎
町
地
域
本
部
管
轄 

1 江戸川小学校 水道町 1-28 赤城下町会、築地町町会、水道町町会、改代町町会、東五軒

町町会（箪笥町地域）、西五軒町町会（箪笥町地域） 

2 
早稲田小学校 
（早稲田幼稚園を

含む） 
早稲田南町 25 牛込弁天町町会、原町一丁目町会、早稲田町町会 

3 牛込第二中学校 喜久井町 20 
牛込高田町町会、喜久井町町会、馬場下町会、原町二丁目町

会、早稲田南町町会 

4 

鶴巻小学校 
（鶴巻幼稚園を含

む） 
(医療救護所設置) 

早稲田鶴巻町 
140 鶴巻北町会、鶴巻西町会、鶴巻東町会、鶴巻南町会 
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 No. 施設名 所在地 
利用町会・自治会等名 

（避難所を運営する町会・自治会等名） 

5 
牛込仲之小学校 
（牛込仲之幼稚園

を含む） 
市谷仲之町 4-33 薬王寺町会、市谷仲之町会、住吉町町会(若松町地域) 

6 都立新宿山吹 
高等学校 

山吹町 81 榎町町会、天神町町会、天神東町会、中里町町会、東榎町町

会、東山吹町会、山吹町会 

7 成城学校 原町 3-87 
柳町町会、原町二丁目町会、原町三丁目町会、都営若松町アパート

自治会（若松町地域） 

若
松
町
地
域
本
部
管
轄 

1 富久小学校 富久町 7-24 
市谷台町町会、住吉町共栄町会、富久北町会、 
富久町中町会、西富久町会、東富久町会 

2 
都立総合芸術高等学

校 
富久町 22-1 市谷台町町会、住吉町共栄町会、富久北町会、 

富久町中町会、西富久町会、東富久町会 

3 

余丁町小学校 

（余丁町幼稚園を

含む） 
(医療救護所設置) 

若松町 13-1 河田町町会、余丁町町会、若松町町会 

4 東戸山小学校 戸山 2-34-2 
戸山三丁目南町会、戸山ﾊｲﾂ北地区自治会、戸山ﾊｲﾂ西地区自

治会、戸山ﾊｲﾂ東地区自治会、戸山ﾊｲﾂ南地区自治会 

5 早稲田大学戸山キャ

ンパス 
戸山 1-24 戸山一丁目町会 

6 東京医科大学 新宿 6-1-1 番衆町町会（四谷地域）、富久北町会 

大
久
保
地
域
本
部
管
轄 

1 

大久保小学校 
（大久保幼稚園を

含む） 
(医療救護所設置) 

大久保1-1-21 いぶき町会、歌舞伎町二丁目町会 

2 天神小学校 新宿 6-14-2 新宿東二町会、新宿六丁目一新会、東一町会 

3 新宿中学校 新宿 6-15-22 新宿東二町会、新宿六丁目一新会、東一町会 

4 戸山小学校 百人町 2-1-38 大久保二丁目町会、百人町中央町会、百人町東町会、 
百人町南町会 

5 西戸山小学校 百人町 4-2-1 
西戸山住宅自治会、西戸山ﾀﾜｰﾎｳﾑｽﾞ自治会、 
百人町三丁目町会、都営百人町３丁目ｱﾊﾟｰﾄ連絡会 

戸
塚
地
域
本
部
管
轄 

1 
戸塚第一小学校 
（戸塚第一幼稚園

を含む） 
西早稲田3-10-12 豊睦会、西早稲田三丁目睦町会、三島町会、西早稲田文化町会 

2 
戸塚第二小学校 
（戸塚第二幼稚園

を含む） 
高田馬場 1-25-21 諏訪町会、高田馬場町会、高田馬場銀座商店街振興組合、高

田馬場清和会 

3 戸塚第三小学校 高田馬場 3-18-21 
高田馬場三丁目宮田会、高田馬場三丁目戸三親和会、高田馬

場三丁目光和会、高田馬場三丁目北町会、高田馬場西商店街

振興組合、高田馬場コーポラス自治会 

4 西早稲田中学校 戸山 3-20-2 

西早稲田二丁目ときわ町会、西早稲田二丁目協和町会、諏訪

町会、西早稲田文化町会、都営西大久保四丁目ｱﾊﾟｰﾄ自治会、

区営大久保三丁目自治会防災部、ﾄｰｱ早稲田ﾏﾝｼｮﾝ自治会、都

営西大久保ｱﾊﾟｰﾄ自治会、都営西大久保五号棟自治会、ﾆｭｰﾀ

ｳﾝｵｰｸﾎﾞ自治会、明和会 
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 No. 施設名 所在地 
利用町会・自治会等名 

（避難所を運営する町会・自治会等名） 

5 都立戸山高等学校 戸山 3-19-1 

西早稲田二丁目ときわ町会、西早稲田二丁目協和町会、諏訪

町会、西早稲田文化町会、都営西大久保四丁目ｱﾊﾟｰﾄ自治会、

区営大久保三丁目自治会防災部、ﾄｰｱ早稲田ﾏﾝｼｮﾝ自治会、都

営西大久保ｱﾊﾟｰﾄ自治会、都営西大久保五号棟自治会、ﾆｭｰﾀ

ｳﾝｵｰｸﾎﾞ自治会、明和会 

6 
学習院女子大学 
学習院女子中・高等

科 
戸山 3-20-1 西早稲田二丁目協和町会 

7 早稲田大学 
早稲田キャンパス 

西早稲田 1-6-1 町友会、早稲田親和会、早稲田早栄会、稲穂会、和敬会 

8 新宿西戸山中学校 
（医療救護所設置) 

百人町 4-3-1 百人町４丁目連絡会、高田馬場南親睦会 

9 
新宿 NPO 協働推進セ

ンター 
高田馬場 4－36－
12 

高田馬場三丁目北町会、戸塚町四丁目南町会、 
高田馬場親栄会 

落
合
第
一
地
域
本
部
管
轄 

1 落合第一小学校 中落合 2-13-27 中落合一丁目みどり町会、中落合二丁目町会、中落合三丁目

やよい町会 

2 落合第二小学校 
(医療救護所設置) 上落合 2-10-23 上落合東部町会、上落合中央町会(落二地域) 

3 
落合第四小学校 
（落合第四幼稚園

を含む） 
下落合 2-9-34 下落合東町会、下落合町会知久会、下落合四丁目町会、高田馬場

住宅自治会 

4 落合中学校 下落合 2-24-6 
下落合東町会、下落合町会知久会、下落合四丁目町会、高田馬場

住宅自治会 

5 東京富士大学 下落合 1-9-7 下落合町会知久会、高田馬場三丁目光和会（戸塚地域） 

落
合
第
二
地
域
本
部
管
轄 

1 

落合第三小学校 
（落合第三幼稚園

を含む） 
（医療救護所設置） 

西落合 1-12-20 西落合町会、落合親和町会 

2 落合第五小学校 上落合 3-1-6 中井町会、上落合中央町会、上落合西町会 

3 落合第六小学校 西落合 4-11-21 西落合町会 

4 落合第二中学校 西落合 1-6-5 落合親和町会、中落合三丁目辻町会 

柏
木
地
域
本
部
管
轄 

1 
淀橋第四小学校 
（淀橋第四幼稚園

を含む） 
北新宿 3-17-1 

北新宿三丁目町会、北新宿三丁目柏親会、北新宿四丁目町会、

柏木三和会 

2 柏木小学校 北新宿 2-11-1 北新宿二丁目町会、北新宿二丁目新和会、北新宿蜀山町会、 
北新宿一丁目仲町会 

3 西新宿中学校 
(医療救護所設置) 西新宿 8-2-44 

西新宿六丁目町会、西新宿七丁目町会、西新宿八丁目町会、

百人町西町会(大久保地域)、西新宿八丁目成子町会、 
北新宿一丁目南町会 

角
筈
地
域
本
部
管
轄 

1 
西新宿小学校 
(医療救護所設置) 西新宿 4-35-5 西新宿角三町会、西新宿四丁目町会、淀橋町会 
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2 二次避難所(福祉避難所)  68 箇所             （令和 3 年 11 月末現在） 
管轄地域本部 No. 施  設  名 所在地 電    話 

四 谷 

1 (指)本塩町児童館 
四谷本塩町 4-9 3350-1456 

2 (指)本塩町地域交流館 
3 信濃町子ども家庭支援センター 

信濃町 20 
3357-6851 

4 (指)信濃町シニア活動館 5369-6737 
5 (指)新宿地域交流館 新宿 5-3-13 3341-8955 
6 (民)マイウェイ四谷 大京町 1-3 3355-0428 

箪 笥 町 

1 (指)東五軒町児童館 
東五軒町 5-24 3269-6895 

2 (指)東五軒町地域交流館 

3 (指)北山伏児童館 
北山伏町 2-17 

3269-7196 

4 (指)北山伏地域交流館 3269-7197 

5 (指)中町児童館 
中町 25 

3267-3321 

6 (指)中町地域交流館 6265-0608 
7 (民)あかね苑 北山伏町 2-12 3266-1811 
8 (民)神楽坂 矢来町 104 3269-7555 

榎 町 

1 薬王寺児童館 
市谷薬王寺町 51 3353-6625 

2 薬王寺ささえあい館 

3 榎町子ども家庭支援センター 榎町 36 3269-7304 
4 (指)山吹町地域交流館 山吹町 342 3269-6189 
5 (指)新宿生活実習所 矢来町 6 5229-5850 
6 (指)早稲田南町児童館 

早稲田南町 50 
5287-4321 

7 (指)早稲田南町地域交流館 3208-2552 
8 (民)シャロームみなみ風 弁天町 32-6 5579-8412 
9 (民)デンマークイン新宿 原町 2-43 3341-3640 

10 (民)原町ホーム 原町 3-8 3359-5651 

若 松 町 

1 (指)障害者福祉センター 
戸山 1-22-2 

3232-3711 
2 (指)新宿福祉作業所 3232-3715 
3 (指)富久町児童館 富久町 22-21 3357-7638 
4 (指)戸山シニア活動館 戸山 2-27-2 3204-2422 
5 (民)戸山いつきの杜 戸山 2-4-101 6826-5255 
6 (民)みさよはうす富久 富久町 35-7 6822-9282 

大 久 保 

1 (指)百人町児童館 
百人町 2-18-21 3368-8156 

2 (指)百人町地域交流館 
3 子ども総合センター 新宿 7-3-29 3232-0673 
4 (民)マザアス新宿 新宿 7-3-31 5285-2530 
5 (民)グループホームあんじゅうむ大久保 大久保 1-10-8 6228-0308 
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管轄地域本部 No. 施  設  名 所在地 電    話 

戸 塚 

1 (指)高田馬場第一児童館 高田馬場 3-18-21 3368-8167 
2 (指)高田馬場シニア活動館 高田馬場 3-39-29 3362-4560 
3 (指)西早稲田地域交流館 西早稲田 1-22-2 5286-8311 
4 (指)高田馬場第二児童館 

高田馬場 1-4-17 
3200-5038 

5 (指)高田馬場地域交流館 3200-5816 

6 西戸山幼稚園 百人町 4-7-1 3362-0400 
7 (指)高田馬場福祉作業所 高田馬場 4-10-2 3367-2939 
8 (指)障害者生活支援センター 百人町 4-4-2 5937-6821 
9 (民)フォレスト西早稲田 西早稲田 3-27-22 3232-8131 

10 (民)新宿けやき園 百人町 4-5-1 3367-1601 

落合第一 

1 中落合子ども家庭支援センター 
中落合 2-7-24 

3952-7751 
2 (指)中落合地域交流館 3952-7163 
3 (指)下落合地域交流館 下落合 3-12-33 3951-0023 
4 (民)もみの樹園 上落合 1-17-8 6915-3001 
5 (民)聖母ホーム 中落合 2-5-21 3953-4028 
6 (民)ヘルスケアタウン下落合 下落合 1-9-10 3365-1331 
7 (民)リタポンテ落合上高田 上落合 2-9-16 6908-5678 
8 (民)リアンレーヴ高田馬場 下落合 1-6-9 5937-5115 
9 (民)アライブ目白 下落合 2-19-27 5988-7210 

落合第二 

1 (指)上落合児童館 
上落合 2-28-8 

3360-1413 
2 (指)上落合地域交流館 3360-1414 
3 西落合児童館 西落合 1-31-24 3954-1042 
4 (指)中井児童館 中井 1-8-12 3361-0075 
5 (指)あゆみの家 西落合 1-30-10 3953-1230 
6 (民)グループホームなごみ西落合 西落合 4-8-19 5906-0753 

柏 木 

1 (指)北新宿第一児童館 
北新宿 2-3-7 3369-5856 

2 (指)北新宿地域交流館 

3 北新宿子ども家庭支援センター 
北新宿 3-20-2 

3365-1121 

4 (指)北新宿第二地域交流館 5348-6751 

5 (民)北新宿特別養護老人ホーム 北新宿 3-27-6 3363-3291 

角 筈 
1 (指)西新宿シニア活動館 西新宿 4-8-35 3377-9380 
2 (指)西新宿児童館 西新宿 4-35-28 3377-9352 
3 新宿養護学校 西新宿 4-20-11 5351-1233 

※（指）は指定管理者施設、（民）は民間施設 
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(6-4) 

水害時の避難所 
(令和 4 年 1 月 1 日現在) 

施 設 名 所 在 地 町  丁  名 

四谷中学校 四谷 1-12 四谷一丁目、若葉一丁目、若葉二丁目、若葉三丁目、南元町 
四谷ひろば 四谷 4-20 四谷三丁目、四谷四丁目、荒木町、舟町、愛住町、片町 
四谷小学校 四谷 2-6 四谷本塩町、四谷三栄町、四谷坂町、四谷二丁目、市谷本村町の一部 
四谷第六小学校 
（四谷第六幼稚園
を含む） 

大京町 30 須賀町、左門町、信濃町、大京町、霞ヶ丘町、内藤町 

花園小学校 
（花園幼稚園を含
む） 

新宿 1-22-1 新宿一丁目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目 

新宿中学校 新宿 6-15-22 新宿五丁目、新宿六丁目 
東戸山小学校 戸山 2-34-2 新宿七丁目、戸山二丁目 
大久保小学校 
（大久保幼稚園を
含む） 

大久保 1-1-21 歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、百人町一丁目の一部、大久保一丁
目 

牛込第三中学校 市谷加賀町 1-3-1 

市谷田町一丁目、市谷本村町の一部、市谷砂土原町一丁目、市谷砂土
原町二丁目、市谷左内町、市谷加賀町一丁目、市谷加賀町二丁目、市
谷甲良町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷山伏町、市谷八幡町、細
工町、二十騎町、南山伏町、納戸町、市谷薬王寺町、市谷柳町、 

愛日小学校 北町 26 市谷田町二丁目、市谷田町三丁目、市谷砂土原町三丁目、払方町、南
町、北町、中町 

津久戸小学校 
（津久戸幼稚園を
含む） 

津久戸町 2-2 
市谷船河原町、神楽坂一丁目、神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂
四丁目、神楽坂五丁目、揚場町、津久戸町、東五軒町、袋町、白銀町、
下宮比町、若宮町、岩戸町、筑土八幡町、新小川町、神楽河岸 

牛込第一中学校 北山伏町 4-1 
神楽坂六丁目、西五軒町、赤城元町、南榎町、北山伏町、矢来町、箪
笥町、横寺町、赤城下町、天神町、中里町、築地町、改代町、水道町、
文京区関口一丁目 

牛込仲之小学校 
（牛込仲之幼稚園
を含む） 

市谷仲之町 4-33 市谷仲之町、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、河田町 

牛込第二中学校 喜久井町 20 榎町、東榎町、早稲田南町、弁天町、山吹町、早稲田町、喜久井町、
早稲田鶴巻町、馬場下町 

戸塚第一小学校 
（戸塚第一幼稚園
を含む） 

西早稲田 3-10-12 西早稲田一丁目、西早稲田三丁目、戸塚町一丁目 

富久小学校 富久町 7-24 住吉町、市谷台町、富久町、余丁町 
余丁町小学校 
（余丁町幼稚園を
含む） 

若松町 13-1 若松町、戸山一丁目 

西早稲田中学校 戸山 3-20-2 戸山三丁目、西早稲田二丁目、百人町二丁目の一部、大久保二丁目、
大久保三丁目 

西戸山小学校 百人町 4-2-1 百人町二丁目の一部、百人町三丁目、百人町四丁目、北新宿四丁目 
戸塚第二小学校 
（戸塚第二幼稚園
を含む） 

高田馬場 1-25-21 高田馬場一丁目、高田馬場二丁目 

新宿西戸山中学校 百人町 4-3-1 高田馬場三丁目、高田馬場四丁目 
落合中学校 下落合 2-24-6 下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目 
落合第一小学校 中落合 2-13-27 中落合一丁目、中落合二丁目 

落合第二中学校 西落合1-6-5 
中落合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、西落合二丁目の一部、
中井一丁目、中井二丁目、中野区上高田四丁目の一部、中野区上高田
五丁目の一部 

落合第二小学校 上落合 2-10-23 上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目 
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施 設 名 所 在 地 町  丁  名 

落合第六小学校 西落合 4-11-21 西落合三丁目、西落合四丁目 
淀橋第四小学校 
（淀橋第四幼稚園
を含む） 

北新宿 3-17-1 百人町一丁目の一部、百人町二丁目の一部、北新宿一丁目、北新宿二
丁目、北新宿三丁目 

西新宿中学校 西新宿 8-2-44 西新宿一丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目 
西新宿小学校 西新宿 4-35-5 西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目 
早稲田大学(戸山ｷｬﾝ

ﾊﾟｽ及び早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ) 
戸山1-24-1 
西早稲田 1-6-1 文京区関口一丁目 

令和小学校 中野区上高田
5-35-3 西落合二丁目（一部） 

※この他、地域センター9 箇所が水害時の避難所として指定 
（戸塚地域センターは、洪水浸水想定区域に入るため未指定） 
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(6-5) 

 
新宿御苑における緊急避難用門の設置等及び維持管理 

並びに災害発生時の開門に関する覚書 
 

新宿御苑管理事務所（以下「甲」という。）と新宿区（以下「乙」という。）は、新宿御苑が大地

震等の災害発生時（以下「災害発生時」という。）における住民等の避難場所として指定されている

ことに照らし、以下のとおり覚書を締結する。なお、昭和 56 年２月 10 日付けで締結した「緊急避

難用門の維持管理に係る覚書」、平成 10 年 11 月２日付けで締結した「災害発生時における新宿御

苑の開門等に関する覚書」、及び平成 18 年２月 17 日付けで締結した「内藤町緊急避難門の取扱い

に関する覚書」は廃止する。 
 
（指定及び設置の緊急避難用門） 
第１条 乙は、災害発生時において、住民等が円滑かつ迅速に避難ができるよう、甲の協力を得て、

新宿御苑内に、乙が指定した緊急避難用門（以下「指定門」という。）を別表第１のとおり、乙が

設置した緊急避難用門（以下「設置門」という。）を別表第２のとおり設置する。 
 
（管理責任者の届出） 
第２条 乙は、緊急避難用門ごとに地域の防災区民組織の構成員から管理責任者（正・副各１名）

を定め、別添様式１により甲に届け出るものとする。管理責任者に異動が生じた場合もまた同様

とする。 
 
（緊急避難用門の維持管理） 
第３条 甲と乙は、災害発生時における緊急避難用門の使用に支障が生じないように常に善良な維

持管理を行うものとする。 
２ 乙は、緊急避難用門及び施錠の管理状況を把握するため、緊急避難用門点検簿を作成し、別添

様式２により管理責任者に交付する。 
３ 管理責任者又は乙は、事前に甲に点検日等を連絡した上で、年１回以上、緊急避難用門の開閉

機能及び施錠を点検するとともに、その管理状況を緊急避難用門点検簿に記録する。 
４ 乙は、甲又は管理責任者からの連絡及び乙の確認により、設置門の破損を確認したときは、乙

の費用負担のもとに速やかに補修を行う。 
 
（緊急避難用門の使用中止） 
第４条 甲は、乙による緊急避難用門の維持管理がこの覚書に反すると認められる場合には、当該

緊急避難用門を使用させないことができる。 
 
（災害発生時における緊急避難用門の開門） 
第５条 災害発生時において、甲は、乙の要請により緊急避難用門について開門するものとする。 
２ 災害発生時の状況により乙が甲に速やかな要請ができないときは、甲は、自主的な判断により

緊急避難用門を開門するものとする。 
 
（合鍵の貸し出し） 
第６条 甲は、災害発生時が夜間等で自らが速やかに開門することができない場合に備えて、乙に

対し、緊急避難用門の開門に必要な合鍵を貸し出しする。 
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（防災区民組織への合鍵の貸し出し） 
第７条 乙は、前条の規定により、甲から借り受けた合鍵について、地域の防災区民組織に対し、

別表第３のとおり、貸し出すことができるものとする。 
２ 乙は、前項の規定により合鍵の貸し出しを受けた防災区民組織に対し、当該合鍵を災害発生時

及び点検時の開門以外に使用しないように指導監督するものとする。 
 
（協議） 
第８条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定めのある事項で疑義が生じたものについては、

甲乙協議の上、決定するものとする。 
 
  上記を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各１通を有するものとする。 
 
  平成 23 年５月 18 日 

甲  東京都新宿区内藤町１１番地 

新宿御苑管理事務所 

所長   三村 起一 
 

乙  東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

区長    中山 弘子 
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別表１（第１条関係） 
門の名称（指定門） 

新宿門 
旧新宿門 
臨時門 
大木戸門 

 
 

別表２（第１条関係） 
門の名称（設置門） 

内藤町緊急避難用門Ａ 
内藤町緊急避難用門Ｂ 

 
 

別表３（第６条関係） 
防災区民組織 合鍵貸与に係る門の名称 

新宿二丁目町会 新宿門 
新宿二丁目町会 旧新宿門 
新宿一丁目町会 臨時門 
新宿一丁目町会 大木戸門 
内藤町町会 内藤町緊急避難用門Ａ 
内藤町町会 内藤町緊急避難用門Ｂ 
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別紙様式１（第２条関係） 
                               平成  年  月  日 
新宿御苑管理事務所長 様 
                            新宿区長 中 山 弘 子 
               管  理  責  任  者  届  
標記について、次のとおり届出します。 

              町会 

 

管理責任者 住    所 氏    名 
連  絡  先 
電 話 番 号 

備    考 
（前管理責任者氏名） 

正     

副     

 
 
 
 
別紙様式２（第３条関係） 
  

 緊  急  避  難  用  門  点  検  簿 
 

             町会 
          

門名 年 月 日 曜日 管理責任者 事務所立会人 施錠 適用 

       

       

       

（注）「適用」には、破損状況、その他処理状況、修復日時等を記入してください。 
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(6-6) 

緊急避難用門の維持管理等に関する覚書 
 
 

東京都新宿区(以下「甲」という。)と東京都新宿区四谷地区町会連合会(以下「乙」という。)とは、

広域避難場所新宿御苑の緊急避難用門(以下「この門」という。)の維持管理等に関し、安全避難の

確保を図るため、次のとおり覚書を取り交わす。 
 

（目 的） 

第１条 この門は、震災発生時において、地域住民等が避難を要するとき、円滑かつ迅速な避難が

できるよう設置するものであり、もって災害時の被害を最少限に防ぐことを目的とする。 

 

（設置箇所） 

第２条 甲は、前条の目的を確保するため、新宿御苑の協力を得て、次の箇所へこの門を設置する。 

門の設置場所 

(1) 新宿一丁目門…別紙図面のとおり 

(2) 新宿二丁目門…   〃 

(3) 内藤町門Ａ …   〃 

(4) 内藤町門Ｂ …   〃 

 

（維持管理等） 

第３条 乙は、前条により甲が設置した、この門の点検及び緊急時の開閉に対処する等、維持管理

運用を行うことにより、甲の震災対策事業に協力するものとする。 

 

 （管理責任者の設置） 

第４条 この門の維持管理等のため、各門ごとに管理責任者(正・副)２名を置く。 

２ 前項の管理責任者(正・副)２名は、各門の所在地町会(下表のとおり。）の推せんにより、甲が

指定したものとする。 

３ 管理責任者に異動が生じた場合も同様とする。 

（表）門の所在地町会 
門の名称 所在地町会 

新宿一丁目門 新宿一丁目町会 

新宿二丁目門 新宿二丁目町会 

内藤町門Ａ 
内藤町町会 

内藤町門Ｂ 

 

（管理責任者の責務） 

第５条 管理責任者は、別に定める覚書実施細目に基づき、この門の使用に支障を生じないよう、

常に善良な維持管理等を行うものとする。 

 

（協議事項） 

第６条 以上の他、この覚書に関して、疑義を生じたときは、甲・乙協議のうえ決定するものとす

る。 

 

（付記事項） 

第７条 広域避難場所新宿御苑に隣接する旧四谷第二中学校跡地に所在する門についても、これに

準じた扱いとする。 
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昭和 56 年３月 31 日 
 

甲  新宿区歌舞伎町1-4-1 

東京都新宿区長   山本 克忠 

 

乙  新宿区内藤町87 

東京都新宿区四谷地区町会連合会 

会  長   永井 慶雄 

新宿一丁目町会長 永井 慶雄 

新宿二丁目町会長 今井 正二 

内藤町町会長   小山 芳三 
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(6-7) 

緊急避難用門の維持管理等に関する覚書実施細目 
 
 
１ 管理責任者は、震災発生時において、この門の使用に支障を生じないよう、常に適正な点検管

理を行う。 

 

２ 管理責任者は、１の場合において、区が行う避難の勧告及び指示に基づく、地域住民等の避難

に際し、関係機関と協力して、この門の開閉に努めるものとする。 

 

３ 管理責任者は、１の場合において、周囲の延焼状況を的確に判断し、急を要するときは速かに

門の開放を行うとともに、その旨を新宿御苑管理事務所あて通報するものとする。 

 

４ 管理責任者は、新宿御苑管理事務所職員立会いのもとに、隔週１回施錠及び門の開閉機能を点

検するとともに、その管理状況を別に定める「緊急避難用門点検簿」に記録するものとする。 

 

５ 管理責任者は、門及び施錠の破損を確認した場合は、直ちに甲に連絡するものとし、甲は、速

かに補修を行うものとする。 

 

６ 甲は、この門の緊急時の開放に対処するため施錠合鍵を作成し、甲及び管理責任者(正・副)２

名がそれぞれ１個を保管する他、次の関係機関に預託するものとする。 

 

関係機関 

(1) 新宿御苑管理事務所 

(2) 四谷警察署 

(3) 四谷消防署新宿御苑出張所 

(4) 新宿区役所四谷特別出張所 
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(6-8) 

避難所利用に関する覚書 
 
 

東京都新宿区(以下「甲」という。)と早稲田大学(以下「乙」という。)は、避難所としての施設利

用に関し、下記のとおり覚書を取り交わす。 
 

 （目 的） 
第１ この覚書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要な

事項を定めることを目的とする。 
 

 （避難所の開設） 

第２ 甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指示に従い、乙の指定する場所に

避難所を開設することができる。 
 

 （開設の通知） 

第３ 甲は、第２に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知し、

承諾を得るものとする。 
 

 （避難所の管理） 

第４ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 
 

 （避難所利用町会） 

第５ 避難所として利用する町会は、原則として以下のとおりとする。 

牛込高田町会、鶴巻東町会、戸山一丁目町会、都営西大久保アパート自治会、トーア早稲田マン

ション自治会、町友会、早稲田親和会、早稲田早栄会、豊睦会、西早稲田二丁目ときわ町会及び

西早稲田三丁目睦町会 
 

 （費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 

 （開設期間） 

第７ 避難所開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 
 

 （避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育研究活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消

に努めるものとする。 
 

 （避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として使用することを終了する際は、乙に避難所使用終了

届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 

 （協 議） 

第10 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成８年４月１日 
(甲)  東京都新宿区長  小野田 隆 

 

(乙)  早稲田大学総長  奥島 孝康 
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(6-9) 

避難所利用に関する覚書 
 
 

東京都新宿区(以下「甲」という。)と学校法人東京医科大学(以下「乙」という。)は、避難所とし

ての施設利用に関し、下記のとおり覚書を取り交わす。 
 

（目 的） 
第１ この覚書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要な

事項を定めることを目的とする。 
 
（避難所の開設） 

第２ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設す

ることができる。 
 
（開設の通知） 

第３ 甲は、第２に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知する

ものとする。 
 
（避難所の管理） 

第４ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 
 
（避難所利用町会） 

第５ 避難所として利用する町会は、原則として以下のとおりとする。 

(1) 番衆町町会  (2) 富久北町会 
 
（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 
（開設期間) 

第７ 避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 
 
（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努

めるものとする。 
 
（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出すると

ともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 
（協 議） 

第10 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成８年４月１日 

(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

東京都新宿区長 小野田 隆 
 

(乙)  東京都新宿区新宿六丁目1番1号 

学校法人東京医科大学 

理事長    永井 純義 
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(6-10) 

避難所利用に関する覚書 
 
 

新宿区(以下「甲」という。)と学校法人成城学校(以下「乙」という。)は、避難所としての施

設利用に関し、下記のとおり覚書を取り交わす。 
 

（目 的） 
第1 この覚書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要

な事項を定めることを目的とする。 
 

（避難所の開設） 
第2 甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指示に従い、乙の指定する場所

に避難所を開設することができる。 
 

（開設の通知） 
第3 甲は、第2に基づき避難所を開設する際に事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知し、

承諾を得るものとする。 
 

（避難所の管理） 
第4 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 

 
（避難所利用町会等） 
第5 避難所は、原則として成城学校避難所運営管理協議会を構成する町会等組織が利用するも

のとする。 
 

（費用負担） 
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 

 
（開設期間） 
第7 避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から7日以内とする。 

 
（避難所解消への努力） 
第8 甲は、乙が早期に教育研究活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解

消に努めるものとする。 
 

（避難所の終了） 
第9 甲は、乙の管理する施設を避難所として使用することを終了する際は、乙に避難所使用終

了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙 に引き渡すもの

とする。 
 

（協 議） 
第10 この覚書に定めなき事項又はこの覚書に定める事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
 
甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上1通を保有する

ものとする。 

 
平成29年12月1日 

      （甲） 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 
          新宿区長         吉 住 健 一 
      （乙） 新宿区原町三丁目87番 

学校法人成城学校理事長 関 口 令 安  
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(6-11) 

避難所施設利用に関する協定書 
 
 

東京都新宿区長(以下「甲」という。)と東京都立戸山高等学校長(以下「乙」という。)は避難所と

しての施設利用に関する協定を締結する。 
 
（目 的） 
第１ この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要

な事項を定めることを目的とする。 
 
（避難所として利用できる施設の周知） 

第２ 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよ

う必要な措置を講ずるものとする。 
 
（避難所の開設） 

第３ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設す

ることができる。 
 
（避難所の周知） 

第４ 甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知す

るものとする。 

２ 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規程に係わらず、乙の承認した施設を避難

所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に甲は、乙に対し開設

した旨通知するものとする。 
 
（避難所の管理） 

第５ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 

２ 避難所管理運営ついて、乙は甲に協力するものとする。 
 
（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 
（開設期間） 

第７ 避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要

がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 
 
（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努

めるものとする。 
 
（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出すると

ともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 
（協 議） 

第10 この協定書に定あなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 
 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成８年11月５日 

 (甲)  東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 

新宿区長        小野田 隆 
 

 (乙)  東京都新宿区戸山3-19-1 

東京都立戸山高等学校長 和田 征士 
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(6-12) 

避難所利用に関する覚書 
 
 

東京都新宿区(以下「甲」という。)と学校法人富士短期大学(以下「乙」という。)は、避難所とし

ての施設利用に関し、下記のとおり覚書を取り交わす。 
 
（目 的） 

第１ この覚書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要な

事項を定めることを目的とする。 
 
（避難所の開設） 

第２ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設す

ることができる。 
 
（開設の通知） 

第３ 甲は、第２に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知する

ものとする。 
 
（避難所の管理） 

第４ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 
 
（避難所利用町会） 

第５ 避難所として利用する町会は、原則として以下のとおりとする。 

(1) 高田馬場三丁目光和会  (2) 知久会 
 
（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 
（開設期間） 

第７ 避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 
 
（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努

めるものとする。 
 
（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出すると

ともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 
（協 議） 

第10 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成８年 12 月４日 
(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長   小野田 隆 
 

(乙)  東京都新宿区高田馬場三丁目8番1号 

学校法人富士短期大学 

理事長   二上 貞夫 
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(6-13) 

避難所施設利用に関する協定書 
 
 

東京都新宿区長(以下「甲」という。)と東京都立新宿高等学校長(以下「乙」という。)は、避難所

としての施設利用に関する協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１ この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要

な事項を定めることを目的とする。 
 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第２ 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよ

う必要な措置を講ずるものとする。 
 

（避難所の開設） 

第３ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した施設に避難所

を開設することができる。 
 

（避難所の周知） 

第４ 甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知する

ものとする。 

２ 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避

難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に甲は、乙に対し開

設した旨通知するものとする。 
 

（避難所の管理） 

第５ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 

２ 避難所管理運営ついて、乙は甲に協力するものとする。 
 

（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 

（開設期間） 

第７ 避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要

がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 
 

（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努

めるものとする。 
 

（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設について避難所としての利用を終了する際は、乙に避難所使用終了

届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 

（協 議） 

第10 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定め

るものとする。 
 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成９年２月 21 日 
(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  小野田 隆   
(乙)  東京都渋谷区千駄ヶ谷六丁目2番1号 

東京都立新宿高等学校長  住岡 明朗 
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(6-14) 

災害救助用資機材等の保管に関する覚書 
 
 

新宿区長(以下「甲」という。)と東京都立新宿高等学校長(以下「乙」という。)は、両者が平成９

年２月 21 日に締結した「避難所施設利用に関する協定」(以下「協定」という。)第 10 の規定に基

づき、避難所施設利用に伴い必要とされる災害救助用資機材等の保管に関する覚書を締結する。 
 

（目 的） 

第１ この覚書は、甲が協定に基づく避難所開設を円滑に進めるため、あらかじめ甲の所有する災

害救助用資機材等を乙の管理する施設に保管することに関して必要な事項を定めることを目的と

する。 
 

（保管資機材等及び保管場所） 

第２ 甲が乙の管理する施設に保管する災害救助用資機材等(以下「保管資機材等」という。)及び

保管場所は、別表のとおりとする。 
 

（維持管理） 

第３ 甲は、乙の業務に支障を及ぼさないように保管資機材等を管理するとともに、その機能を保

全するため必要な点検等を適宜実施するものとする。 
 

（検査等） 

第４ 乙は、保管資機材等について随時検査し、甲に対し、管理上必要な措置を求めることができ

るものとする。 
 

（保管場所の変更等） 

第５ 保管資機材等の保管場所又は品目の変更については、甲乙協議の上決定し、甲が変更に伴う

必要な作業を行うものとする。 
 

（保管資機材等の撤去） 

第６ 甲は、乙から保管資機材等の保管の終了又は一時中止の申し出があったときは、直ちに保管

資機材等を撤去するものとする。 
 

（損害賠償） 

第７ 保管資機材等の保管に起因して発生した事故については、甲が一切の責任を負うものとする。 
 

（協 議） 

第８ この覚書に定めのない事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 
 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成レそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 
 

平成 15 年５月６日 
(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  中山 弘子 
 

(乙)  東京都渋谷区千駄ヶ谷六丁目2番1号 

東京都立新宿高等学校長  小栗 洋 
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(6-15) 

避難所施設利用に関する協定書 
 

東京都新宿区長(以下「甲」という。)と東京都立新宿山吹高等学校長(以下「乙」という。)は、避

難所としての施設利用に関する協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１ この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必要

な事項を定めることを目的とする。 
 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第２ 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよ

う必要な措置を講ずるものとする。 
 

（避難所の開設） 

第３ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した施設に避難所

を開設することができる。 
 

（避難所の周知） 

第４ 甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知する

ものとする。 

２ 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避

難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に甲は、乙に対し開

設した旨通知するものとする。 
 

（避難所の管理） 

第５ 避難所の管理運営は、甲の責任において行なうものとする。 

２ 避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 
 

（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 

（開設期間） 

第７ 避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要

がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 
 

（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努

めるものとする。 
 

（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設について避難所としての利用を終了する際は、乙に避難所使用終了

届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 

（協 議） 

第10 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定め

るものとする。 
 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成９年８月６日 
(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  小野田 隆  
(乙)  東京都新宿区山吹町81番地 

東京都立新宿山吹高等学校長  安井 幸生  
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(6-16) 

避難所利用に関する覚書 
 

新宿区(以下「甲」という。)と学校法人学習院(以下「乙」という。)とは、避難所としての施設

利用に関し、下記のとおり覚書を取り交わす。 
 

（目 的） 

第１ この覚書は、甲が、乙の管理する次の施設の一部を避難所として利用することについて、必

要な事項を定めることを目的とする。 

(1) 学習院女子大学(新宿区戸山三丁目 20 番 1 号) 

(2) 学習院女子高等科及び学習院女子中等科(同上) 
 

（避難所の開設） 

第２ 甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指示に従い、乙の指定する場所に

避難所を開設することができる。 
 

（開設の通知） 

第３ 甲は、第２に基づき避難所を開設する際に、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知し、

承諾を得るものとする。 
 

（避難所の管理） 

第４ 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 
 

（避難所利用町会） 

第５ 避難所として利用する町会等は、原則として西早稲田二丁目協和会とする。 
 

（費用負担） 

第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
 

（開設期間） 

第７ 避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 
 

（避難所解消への努力） 

第８ 甲は、乙が早期に教育研究活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消

に努めるものとする。 
 

（避難所の終了） 

第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として使用することを終了するときは、乙に避難所使用終了

届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 

（協 議） 

第10 この覚書に定めなき事項又はこの覚書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成 12 年７月６日 
(甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区長  小野田 隆 
 
(乙)  東京都豊島区目白一丁目5番1号 

学校法人 学習院 

理事長学習院長  島津 久厚 
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避難所利用に関する覚書 
 

新宿区(以下「甲」という。)及び学校法人東京理科大学(以下「乙」という。)は、災害時におけ

る乙の施設の利用に関し、次のとおり覚書を取り交わす。 
 

（目 的） 

第１ この覚書は、災害時、新宿区地域防災計画において第一次避難所に指定する区立小学校及び

中学校において、施設の一部又は全部が使用不能となる被害が生じたときに、甲が、乙の管理する

施設の一部を避難所として利用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（避難所の開設） 

第２ 甲は、乙の施設を避難所として利用する必要があるときは、あらかじめ乙に対し、その旨を

文書又は口頭で通知し、承諾を得るものとする。 

２ 甲は、前項の承諾を得たときは、乙の指示に従い、乙の指定する場所に避難所を開設すること

ができる。 
 

（避難所の管理運営） 

第３ 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 
 

（避難所の開設期間） 

第４ 避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 
 

（避難所の早期解消） 

第５ 甲は、乙が早期に教育研究活動を再開できるよう配慮し、避難所の早期解消に努めるものとする。 
 

（避難所の解消） 

第６ 甲は、避難所を解消するときは、乙にその旨を通知するとともに、避難所として利用した乙

の施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
 

（費用負担） 

第７ 避難所の開設、管理運営、解消等に係る費用は、甲が負担するものとする。 
 

（有効期間） 

第８ この覚書の有効期間は、覚書締結の日から平成17年３月31日までとする。ただし、当該期間

満了の日の３か月前までに、甲及び乙の一方からこの覚書を終了させる旨の意思表示をしないとき

は、この覚書を更新するものとみなし、当該期間終了後、更に１年間存続するものとする。以後に

おいてもまた同様とする。 
 

（協 議） 

第９ この覚書に定めなき事項及びこの覚書に定める事項で疑義が生じたものについては、甲乙協

議の上定めるものとする。 
 

 甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有するも

のとする。 
 

平成16年６月17日 

 (甲)  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

新宿区 

代表者 区長  中山 弘子 
 
 (乙)  東京都新宿区神楽坂一丁目3番地 

学校法人 東京理科大学 
理事長  塚本 桓世 
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避難所施設利用に関する協定書 
 

新宿区長（以下「甲」という。）と東京都立総合芸術高等学校長（以下「乙」という。）は避難所

としての施設利用に関する協定を締結する。 
（目 的） 
第１ この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて必要

な事項を定めることを目的とする。 
（避難所として利用できる施設の周知） 
第２ 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知する

よう必要な措置を講ずるものとする。 
（避難所の開設） 
第３ 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設

することができる。 
（避難所の周知） 
第４ 甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知

するものとする。 
２ 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定に関わらず、乙の承認した施設を避

難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に甲は、乙に対し

開設した旨通知するものとする。 
（避難所の管理） 
第５ 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 
２ 避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 
（費用負担） 
第６ 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。 
（開設期間） 
第７ 避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長す

る必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をする

ものとする。 
（避難所解消への努力） 
第８ 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に

努めるものとする。 
（避難所の終了） 
第９ 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出する

とともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 
（協 議） 
第 10 この協定書に定めなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上１通を保有する

ものとする。 
 

平成 25 年７月８日       （甲）東京都新宿区歌舞伎町１－４－１ 
新宿区長          中山 弘子 

（乙）東京都新宿区富久町２２－１ 
東京都立総合芸術高等学校長 佐藤 清親  



(6-19) 災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定 

 324 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

(6-19) 

災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定 
 

新宿区(以下｢甲｣という。)と○○ホテル・旅館(以下｢乙｣という。)は、地震・風水害その他の災

害又は武力攻撃事態等(以下｢災害等｣という。)の発生時における宿泊施設、入浴及び食事の提供等

(以下｢宿泊施設の提供等｣という。)に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害等発生時又は水害に備えた早期避難時において、高齢者等特段の配慮が必

要な方の避難を甲が速やかに実施するため、乙の甲に対する協力に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害等発生時において、特段の配慮が必要な方の避難所の確保及び速やかな避難につ

いて、乙に対し、協力を要請することができる。 

２ 甲の要請の方法は、乙に対し、次に掲げる事項を記載した協力要請書(様式１)をもって行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ＦＡＸ等により要請し、事後速やかに文書を送付

するものとする。 

（１）要請を行った者の職・氏名及び担当者の職・氏名・連絡先電話番号 

（２）要請理由 

（３）要請内容 

（４）履行の場所 

（５）履行の期日又は期間 

（６）その他必要な事項 

 

（要請する業務の範囲） 

第３条 前条の規定による要請に基づき、乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものとする。

ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上別途定めるものとする。 

（１）乙が所有する宿泊施設への宿泊、入浴及び食事の提供 

（２）前号の業務を実施するにあたっての空室等の状況の把握及び調整 

（３）その他必要とする事項 

２ 宿泊施設等への入所者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症状が出た方へ

の対応等は、甲が行うものとする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるもの

とする。 

 

（実施） 

第４条 乙は、甲から第２条の規定による協力の要請を受けたときは、要請事項を実施するための措

置を速やかにとるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により業務を実施した場合は、甲に対し、その状況を次に掲げる事項を記載し

た業務実施報告書(様式２)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、Ｆ

ＡＸ等により報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（１）履行の場所 

（２）受入人数、提供部屋数、食事その他の履行内容 

（３）履行の期日及び期間 
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（４）その他必要な事項 

 

（受入対象期間） 

第５条 宿泊施設等への受入対象期間は、原則として、甲による避難準備・高齢者等避難開始の指示

を契機として、宿泊施設等へ受入対象者が入所した日から退所する日までの間とする。ただし、

これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。 

 

（宿泊施設等への対象者の割振り） 

第６条 宿泊施設等への対象者の割振りは甲が行うものとする。 

２ 甲は、前項の割振りを災害等発生後速やかに行えるよう、受入施設、受入可能人数、受入手順等

について、事前に乙との連絡調整を行うものとする。 

 

（経費） 

第７条 甲は、第３条の規定により乙が実施した業務に係る経費(以下｢経費｣という。)を負担するも

のとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費は、次のとおりとする。 

（１）１泊○食の場合 

１人あたり○○○○円(消費税・入湯税別) 

（２）食事提供を行わない場合 

１人あたり○○○○円(消費税・入湯税別) 

 

（受入実績の報告と経費の請求） 

第８条 乙は、業務が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した受入実績報告書(様式３)

を甲に提出するとともに、請求書により甲に対して経費を請求するものとする。 

（１）氏名、性別及び年齢 

（２）住所 

（３）宿泊期間及び泊数 

（４）部屋名称 

（５）金額 

（６）特記事項 

 

（経費の支払い） 

第９条 甲は、前条の規定により乙から経費の請求があった場合は、請求書を収受した日から原則

30 日以内に支払うものとする。 

 

（連絡調整体制の整備） 

第 10 条 甲及び乙は、災害等発生時における円滑な協力体制が図られるよう、平時から受入に関す

る連絡調整体制の整備に努めるものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 11 条 乙は、この協定の履行にあたり知りうる全ての情報に関し、適切に管理を行う ものとす

る。 
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（その他） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生じた場合は、

甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（協定の有効期間・解除） 

第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日から１

か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更新されたもの

とし、その後においても同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２部作成し、甲乙記名押印の上、各自その１部を保有する。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

甲    東京都新宿区歌舞伎町一丁目 4 番 1 号 

新宿区 

新宿区長   吉住 健一  印 

 

乙    （所在地） 

○○ホテル・旅館 

（役職名）  ○○ ○○  印  
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(6-20) 

災害時における二次避難所（福祉避難所）の開設及び運営に関する協定

（雛形） 
 

災害時における二次避難所（福祉避難所）の開設及び運営に関する協定 

 

新宿区（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、災害時における二次避難所

（福祉避難所）の開設及び運営に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、新宿区内において、地震、水害、火災等による大災害が発生し、被災者の避

難が必要になった場合において、甲が乙に対し、新宿区地域防災計画に基づく二次避難所（福祉

避難所）の開設及び運営に関する協力要請を行うこと等について、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象の施設は、乙が運営する「○○○」（所在地：○○○）とする。 

 

（対象被災者） 

第３条 この協定において受入れをする被災者は、原則として＜高齢者・障害者＞とする。 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害が発生し、二次避難所（福祉避難所）を開設する必要があると認めたときは、

乙に対してこれを要請するものとする。 

 

（避難所の開設及び被災者の受入れ） 

第５条 乙は、対象施設の職員の参集状況及び対象施設の被災状況に応じて、二次避難所（福祉避

難所）を開設するものとする。 

２ 甲は、二次避難所（福祉避難所）の開設後、乙に対し、被災者の受入れを要請する。 

３ 受入可能人員及び受入期間については、甲乙協議の上定める。 

 

（避難所の運営） 

第６条 乙は、対象施設の職員により、甲が要請した被災者の介護及び生活に必要な援助（以下「要

請業務」という。）を行うものとする。 

２ 甲は、乙に要請業務に必要な食料品及び生活物資等を供給するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 この協定に基づく要請業務により、乙が要した経費については、甲が負担するものとし、

その範囲及び額については、甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（経費の支払） 

第８条 甲は、乙から前条の協議に基づく経費の請求があったときは、速やかに支払うものとする。 
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（損害補償） 

第９条 甲は、乙の職員が要請業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となったときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関す

る条例（昭和41年新宿区条例第12号）」の規定に基づき、その者又はその者の遺族に対し、その

損害を補償するものとする。 

 

（協定の期間及び更新） 

第１０条 この協定の有効期間は、締結の日から○年○月○日までとする。ただし、当該期間満了

の日の３か月前までに、甲又は乙からこの協定を終了させる意思表示をしないときは、この協定

を更新するものとみなし、当該期間満了後更に１年間存続するものとする。以後においてもまた

同様とする。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議

の上定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

     年 月 日 

甲   

 

 

乙   

 

 
 
※ 本協定書（雛形）を基に、各事業者との間で協定内容を調整 
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(6-21) 

二次避難所（福祉避難所）一覧 
 

（令和 3 年 11 月 1 日現在） 
 

１ 区施設一覧 

No. 施設名 所在地 
1 本塩町児童館 

四谷本塩町4-9 
2 本塩町地域交流館 
3 信濃町子ども家庭支援センター 

信濃町20 
4 信濃町シニア活動館 
5 新宿地域交流館 新宿5-3-13 
6 東五軒町児童館 

東五軒町5-24 
7 東五軒町地域交流館 
8 北山伏児童館 

北山伏町2-17 
9 北山伏地域交流館 

10 中町児童館 
中町25 

11 中町地域交流館 
12 薬王寺児童館 

市谷薬王寺町51 
13 薬王寺地域ささえあい館 
14 榎町子ども家庭支援センター 榎町36 
15 山吹町地域交流館 山吹町342 
16 新宿生活実習所 矢来町6 
17 早稲田南町児童館 

早稲田南町50 
18 早稲田南町地域交流館 
19 障害者福祉センター 

戸山1-22-2 
20 新宿福祉作業所 
21 富久町児童館 富久町22-21 
22 戸山シニア活動館 戸山2-27-2 
23 百人町児童館 

百人町2-18-21 
24 百人町地域交流館 
25 子ども総合センター 新宿7-3-29 
26 高田馬場第一児童館 高田馬場3-18-21 
27 高田馬場シニア活動館 高田馬場3-39-29 
28 西早稲田地域交流館 西早稲田1-22-2 
29 高田馬場第二児童館 

高田馬場1-4-17 
30 高田馬場地域交流館 
31 西戸山幼稚園 百人町4-7-1 
32 高田馬場福祉作業所 高田馬場4-10-2  
33 障害者生活支援センター 百人町4-4-2 
34 中落合子ども家庭支援センター 

中落合2-7-24 
35 中落合地域交流館 
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No. 施設名 所在地 
36 下落合地域交流館 下落合3-12-33 
37 上落合児童館 

上落合2-28-8 
38 上落合地域交流館 
39 西落合児童館 西落合1-31-24 
40 中井児童館 中井1-8-12 
41 あゆみの家 西落合1-30-10 
42 北新宿第一児童館 

北新宿2-3-7 
43 北新宿地域交流館 
44 北新宿子ども家庭支援センター 

北新宿3-20-2 
45 北新宿第二地域交流館 
46 西新宿シニア活動館 西新宿4-8-35 
47 西新宿児童館 西新宿4-35-28 
48 新宿養護学校 西新宿4-20-11 

 
２ 民間施設一覧 

No. 施設名 所在地 
1 マイウェイ四谷（介護老人保健施設） 大京町1-3 
2 あかね苑（特別養護老人ホーム） 北山伏町2-12 
3 神楽坂（特別養護老人ホーム） 矢来町104 
4 シャロームみなみ風（知的障害者入所支援施設） 弁天町32-6 
5 デンマークイン新宿（介護老人保健施設） 原町2-43 
6 原町ホーム（特別養護老人ホーム） 原町3-8 
7 戸山いつきの杜（小規模多機能型居宅介護） 戸山2-4-101 
8 みさよはうす富久（特別養護老人ホーム） 富久町35-7 
9 マザアス新宿（小規模特別養護老人ホーム） 新宿7-3-31 

10 グループホームあんじゅうむ大久保（認知症対応型共同生活介

護） 大久保1-10-8 

11 フォレスト西早稲田（介護老人保健施設） 西早稲田3-27-22 
12 新宿けやき園（特別養護老人ホーム） 百人町4-5-1 
13 もみの樹園（特別養護老人ホーム） 上落合1-17-8 
14 聖母ホーム（特別養護老人ホーム） 中落合2-5-21 
15 ヘルスケアタウン下落合（短期入所生活介護） 下落合1-9-10 
16 リタポンテ落合上高田（地域密着型通所介護） 上落合2-9-16 
17 リアンレーヴ高田馬場（特定施設入居者生活介護） 下落合1-6-9 
18 アライブ目白（特定施設入居者生活介護） 下落合2-19-27 
19 グループホームなごみ西落合（認知症対応型共同生活介護） 西落合4-8-19 
20 北新宿特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム） 北新宿3-27-6 
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(6-22) 

帰宅困難者等一時滞在施設の提供に関する協定（雛形） 
 
 

帰宅困難者等一時滞在施設の提供に関する協定（雛形） 

 

新宿区（以下「甲」という。）と＜●●（事業者名）＞（以下「乙」という。）は、新宿区の区

域内において災害（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号に規定する災害をいう。以

下同じ。）が発生した場合における、乙の管理する施設への帰宅困難者の一時的な受入等に関し、

以下のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第1条 本協定は、災害により公共交通機関が広範囲に運行を停止し、帰宅困難者等（新宿区災害対

策推進条例（平成25年新宿区条例第4号）第2条第9号に規定する帰宅困難者及び地域の被災者をい

う。以下同じ。）が発生した場合において、地域の混乱を回避し、及び帰宅困難者等の安全を確

保するため、乙の管理する施設の一部を、帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設(以下「一時滞

在施設」という。)として提供すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携内容） 

第2条 甲及び乙は、災害時における、帰宅困難者等の発生、滞留、移動状況に係る情報、一時滞在

施設への受入れ状況等、帰宅困難者等への対応に必要な情報を共有することに努め、可能な範囲

で連携及び協力を図るものとする。 

2 甲及び乙は、災害時に次条第1項各号に定める協力を円滑に行うため、平常時から、物資の配備、

情報伝達訓練の実施等、連携体制の確立に努めるものとする。 

 

（協力内容及び要請） 

第3条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、本協定に基づき乙に対し、次の各号に掲げる事項

の全部又は一部についての協力（第4条第5項を除き、以下「協力」という。）を要請することが

できる。 

(1) 帰宅困難者等に対し、別紙に示す乙の施設の一部を一時滞在施設として提供すること。 

(2) 帰宅困難者等に対し、乙が備蓄する飲料水、食料等を提供すること。 

(3) 帰宅困難者等に対し、乙の施設内の休憩場所、トイレを提供すること。 

(4) 帰宅困難者等に対し、公共交通機関の復旧状況等の情報を提供すること。 

(5) 帰宅困難者等を受け入れた後、帰宅困難者等の施設内滞在について適切に対応ができないと

判断した場合は、他の適切な場所に誘導すること。 

(6) 帰宅困難者等が滞在を求めてきた場合に、適切に対応ができないと判断した場合は、適切な

場所に誘導すること。 

(7) その他、乙として甲に協力できる事項 

2 乙は、前項の規定による要請（以下「要請」という。）に対し、可能な範囲で協力すればよく、

本協定締結によって、前項各号に掲げる事項の全部又は一部の履行義務を負うものではない。 

3 要請は、甲乙協議の上、協力の内容、理由その他必要な事項を記載した別に定める要請書により

行う。ただし、緊急を要するなどこれによりがたい場合は、甲は口頭で乙に要請することができ

る。この場合において、甲は事後速やかに文書を乙に提出するものとする。 
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4 乙は、要請がない場合においても、乙の判断により、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部を

実施することができる。この場合において、乙は、事後速やかに甲に連絡するものとする。 

5 乙の施設のうち一時滞在施設として提供する場所については、甲乙が協議してその安全性を確認

したうえで、定めるものとする。 

6 乙は、一時滞在施設として提供する場所について、設備や指定箇所等に変更が生じることとなっ

た場合は、速やかに甲に連絡するものとする。 

 

（帰宅困難者等の受入れ） 

第4条 乙は、前条第1項第1号の要請があった場合には、あらかじめ乙が作成する、施設の安全点検

のためのチェックリスト等により、当該施設の安全性を確認するものとする。 

2 乙は、帰宅困難者等の受入れが可能と判断したときは、要請を受諾し、その旨を甲に連絡するも

のとする。 

3 乙は、要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するものとする。 

4 要請に対する乙の協力期間は、原則72時間とする。ただし、甲乙協議の上、これを変更すること

ができるものとする。 

5 乙は、一時滞在施設の運営に当たり、帰宅困難者等の受入れ状況や支援状況等について、適宜、

甲に連絡するとともに、甲の職員の派遣や物資の搬入など、甲の協力を求めることができる。 

 

 （受入の解除） 

第5条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、帰宅困難者等の退去を求めること

ができるものとする。 

 (1) 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に

連絡した場合 

 (2) その他、施設の安全確保が困難になるなど、甲乙協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要が

あると認めた場合 

 

 （費用負担） 

第6条 協力に要した費用は、乙が一時的に立替え、その後乙の請求に基づいて甲が補填する。 

2 前項の規定により甲が補填する費用は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費

弁償の基準（平成12年厚生省告示第144号）を参考にして、甲乙協議の上で決定するものとする。 

 

（損害補償） 

第7条 協力に従事した乙の従業員（乙への協力者を含む。）に損害が生じた場合において、その補

償は、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例（昭和41年新宿区条例

第12号）の規定により行うものとする。 

2 乙が協力を行う際に、乙及び第三者に発生した損害については、乙にその損害の発生原因につい

て故意又は重過失がない限り、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲乙

協議の上決定するものとする。 

 

（守秘義務） 

第8条 乙は、協力の際に知り得た個人情報を、甲以外のものに漏らしてはならない。 
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（一時滞在施設の公表(非公表)） 

第9条 甲は、本協定に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あらかじめ公表する

ものとする。(公表しないものとする。) 

 

（協議） 

第10条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるもの

とする。 

 

（有効期限及び変更） 

第11条 本協定の有効期間は、締結の日から  年  月  日までとする。ただし、有効期間満

了日の3か月前までに甲乙いずれからも解除に関する申出がないときは、本協定は更に1年間更新

されるものとし、以降も同様とする。 

2 前項の有効期間内において、帰宅困難者対策に係る法令等の制定又は改正等があった場合、甲乙

協議の上で、本協定の変更をすることができる。 

 

 

甲及び乙は、本書2通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。 

 

 

                      年  月  日 

 

                      所在地  東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 

                   甲  名 称  新宿区 

                      代表者  新宿区長   

 

                      所在地   

                   乙  名 称   

                      代表者   

 

 

※ 本協定書（雛形）を基に、各事業者との間で協定内容を調整 

 

 

  



(6-23) 帰宅困難者等一時滞在施設一覧 

 334 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

(6-23) 

帰宅困難者等一時滞在施設一覧 
 

（令和3年10月1日現在） 

 
１ 区施設一覧 

No. 施設名 所在地 

1 元気館 戸山3-18-1 

2 新宿歴史博物館 三栄町22 

3 大久保スポーツプラザ 大久保3-7-42 

4 新宿文化センター 新宿6-14-1 

5 産業会館（BIZ新宿） 西新宿6-8-2 

6 新宿コズミックスポーツセンター 大久保3-1-2 

7 新宿消費生活センター分館 高田馬場1-32-10 

8 男女共同参画推進センター（ウィズ新宿） 荒木町16 

9 エコギャラリー新宿 西新宿2-11-4 

10 新宿リサイクル活動センター 高田馬場4-10-2 

11 四谷地域センター 内藤町87 

12 四谷区民ホール 内藤町87 

13 牛込箪笥地域センター 箪笥町15 

14 牛込箪笥区民ホール 箪笥町15 

15 榎町地域センター 早稲田町85 

16 若松地域センター 若松町12-6 

17 大久保地域センター 大久保2-12-7 

18 戸塚地域センター 高田馬場2-18-1 

19 落合第一地域センター 下落合4-6-7 

20 落合第二地域センター 中落合4-17-13 

21 柏木地域センター 北新宿2-3-7 

22 角筈地域センター 西新宿4-33-7 

23 角筈区民ホール 西新宿4-33-7 

24 漱石山房記念館 早稲田南町7 

25 四谷スポーツスクエア 四谷1-6-4 
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２ 都施設一覧 

No. 施設名 所在地 

1 東京都庁 西新宿2-8-1 

2 新宿都税事務所 西新宿7-5-8 

3 淀橋市場 北新宿4-2-1 

4 総合芸術高等学校 富久町22-1 

5 消防博物館 四谷3-10 

6 戸山高等学校 戸山3-19-1 

 
３ 民間等施設一覧（公表可能な施設のみ掲載） 

No. 施設名 所在地 

1 
新宿ホテル旅館組合 
（会員が運営する宿泊施設） 

 

2 東京理科大学神楽坂キャンパス 神楽坂1-3 

3 早稲田大学 戸塚町1-104 

4 工学院大学新宿キャンパス 西新宿1-24-2 

5 損保ジャパン日本興亜ビル 西新宿1-26-1 

6 デイサービスセンターエンゼルヘルプ西落合 西落合4-8-19 

7 東恵光山 真清浄寺 西五軒町1-12 

8 ザ・パークハウス 西新宿タワー60 西新宿5-5-1 

9 労音大久保会館 大久保1-9-10 

10 日本キリスト教会柏木教会 北新宿3-1-18 

11 トヨタモビリティ東京 新宿明治通り南店 新宿7-27-19 

12 トヨタモビリティ東京 新宿靖国通り店 新宿1-27-7 

13 天理教牛込大教会 高田馬場4-4-32 
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(7-1) 

区備蓄倉庫物資一覧 
1                                            (令和3年9月現在) 

  品 目 区 分 食糧品 給食資材 調理資材 
  品 目 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

備 蓄 品 名 

アルフ

ァ化米 

おかゆ ビスケッ

ト 

ベビー

フード 

粉ミル

ク（一

般用） 

粉ミルク

（アレル

ギー用） 

ほ乳

びん 

やかん 割り箸 ポリコ

ップ 

紙コッ

プ 

紙皿 炊き出し

セット 

炊飯袋 鍋 コン

パネ 

バー

ナー 

灯油

缶詰 

卓上

コン

ロ 

卓上 

コンロ

用ガス

ボンベ 

灯油 

ドラ

ム缶 

ミニ練

炭セッ

ト 

  備蓄品詳細       240ml     平皿 1          

 倉庫場所 単位 食 食 食 食 缶 缶 本 個 膳 個 個 枚 ｾｯﾄ 枚 台 枚 台 缶 台 缶 台 ｾｯﾄ 

1 四谷第六小学校 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10  32   39,200 4,000 1   30 10 16   19 116 
2 四谷本塩町                       
3 四谷地域センター        2       5    14 39   
4 四谷保健センター 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10       1     16     
5 津久戸小学校                 4    4  
6 早稲田町備蓄倉庫                       
7 榎町子ども家庭支援センター                       
8 牛込箪笥地域センター                       
9 戸山シニア活動館                3 10    7  

10 障害者福祉センター                10       
11 戸山小学校 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10     2,400  1   14  16    92 
12 新宿区スポーツセンター        24     1    8  9 18  112 
13 西戸山タワーガーデン 16,000 13,700 8,040 2,975 320 14 236 68     1    20 16   13 120 
14 西戸山小学校        46             6  
15 落合第一小学校        14      3,000  3 6    1  
16 落合第一地域センター                       
17 上落合防災活動拠点 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10       1   26  16     
18 北新宿防災倉庫        24        2 49    151 142 
19 北新宿多目的環境防災広場 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10       1     16     
20 小田急ハイアットリージェンシー       320   1,500      31       
21 新宿ＮＳビル           18,000     110 2    2  
22 新宿エルタワー                       
23 新宿モノリス                       
24 新宿パークタワー 15,000 9,200 8,040 1,200 192 10     14,000  1   20  16    120 
25 東京オペラシティビル                       
26 新宿ファーストウエスト 19,500  33,120     160 65,000  53,400 8,300           
27 東京都健康プラザハイジア                      120 
28 東京モード学園                       
29 新宿ここ・から広場 32,000 18,400 16,080 2,400 384 20       2     32     
30 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ  ー                       
31 新宿イーストサイドスクエア                       
32 富久クロス                       
33 下落合図書館 16,000 9,200 8,040 1,200 192 10       1   1  16     
34 中井地域防災倉庫                       
35 新宿ガーデンタワーアネックス                       
36 ザ・パークハウス西新宿 60 タワー                       
37 コモレ四谷                       

総計 178,500 96,500 113,520 13,775 2,048 104 556 370 65,000 1,500 127,000 12,300 11 3,000 5 250 109 160 23 57 203 822 
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2 
  品 目 区 分 照明機材 発電資材 給水資材 トイレ資材 

  品 目 番 号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

 
備 蓄 品 目 ランタン 

安全 
キャンドル 

ﾛｳｿｸ 
懐中 
電灯 

投光機 
LEDヘッ
ドライト 

単三乾
電池 

ｺー ﾄ゙  
ﾘー ﾙ 

燃料 
携行
缶 

ガソリ
ン缶詰 

給油 
ポンプ 

発電機 給水タンク 水槽 
給水 
容器 

給水 
ﾊ゙ ｹｯﾄ 

給水 
ﾊ゙ ﾙー ﾝ 

給水袋 
ﾄｲﾚｯﾄ 
ﾍ゚ ﾊー゚  ー

仮設 
ﾄｲﾚ 

簡易 
ﾄｲﾚ 
ｻﾆﾀー  

簡易 
ﾄｲﾚｻﾆﾀー ｽ
ﾍ゚ ｱ袋 

簡易 
ﾄｲﾚｻﾆﾀー  
ﾃﾝﾄ 

簡易ﾄｲﾚ
用便袋ｾ

ｯﾄ 
ﾊ゙ ｹﾂ 

ひし
ゃく 

水洗用
水槽  

  備蓄品詳細 LED型 
自家
発電
型 

蛍光
灯 

 
補給用 
ﾛｳｿｸ 

   
各拠点備
蓄倉庫用 

LEDヘッ
ドライ
ト用 

     1ﾄﾝ 20L 1ﾄﾝ  4L 1ﾄﾝ 5L         600L 

 倉庫場所 単位 台 台 台 本 本 本 台 台 個 組 台 缶 缶 台 台 台 台 台 個 枚 台 枚 ﾛｰﾙ 台 台 枚 台 ｾｯﾄ 個 本 台 

1 四谷第六小学校         20 20 19  36  8      8  100  66   5,000  620  
2 四谷本塩町                                
3 四谷地域センター           2            864         
4 四谷保健センター         20 20   36            12  12 5,000    
5 津久戸小学校    60           3  20       8        
6 早稲田町備蓄倉庫                                
7 榎町子ども家庭支援センター    96                    4        
8 牛込箪笥地域センター           7 5   3         12        
9 戸山シニア活動館      440      3               18     

10 障害者福祉センター        4   13    3 4     1   2 138  10     
11 戸山小学校    72     20 20 7 9 36  3  247 1   6 400  2 12   5,000  470  
12 新宿区スポーツセンター        21   9   21 9 6       148    14     
13 西戸山タワーガーデン   410 72 2,520  40 62 20 20 39  36  3  85 4   1     6,600 20 5,000 26  4 
14 西戸山小学校      6,000     4     2           23   240  
15 落合第一小学校    50 180   4   2 2      6      6      40  
16 落合第一地域センター        2   1 1                    
17 上落合防災活動拠点         20 20 1  36            24  6 5,000    
18 北新宿防災倉庫 45 45 20 120    13   15 47   19  57    16   4      500 2 
19 北新宿多目的環境防災広場         20 20   36           9 12   5,000    
20 小田急ハイアットリージェンシー                    1,000 3  300       10  
21 新宿ＮＳビル           1    2 5       144 78     6   
22 新宿エルタワー      13,200  13   4 1         1        440   
23 新宿モノリス                                
24 新宿パークタワー       38 14 20 20 3  36    70    16    12   5,000 5   
25 東京オペラシティビル                6 510     5,600          
26 新宿ファーストウエスト    120  240                          
27 東京都健康プラザハイジア    36             140  1,400           50  
28 東京モード学園                6             300 480  
29 新宿ここ・から広場         40 40   72            24  12 10,000    
30 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ  ー    12  180     5 1   5  10      96 7        
31 新宿イーストサイドスクエア    120  1,200                       236 480  
32 富久クロス            2                    
33 下落合図書館         20 20  4 36  5        1,536  24  6 5,000    
34 中井地域防災倉庫               2         10   10     
35 新宿ガーデンタワーアネックス        5   1    3        300 10        
36 ザ・パークハウス西新宿 60 タワー    468  720                  8        
37 コモレ四谷                        3   6     

総計 45 45 430 1,226 2,700 21,980 78 138 200 200 133 75 360 21 68 29 1,139 11 1,400 1,000 52 6,000 3,488 163 324 6,600 137 50,000 1,013 2,890 6 
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 品 目 区 分 生活資材 

 品 目 番 号 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

 備 蓄 品 目 
ｱﾙﾐ 

ﾏｯﾄ 
ござ 

ﾌ゙ ﾙー  

ｼー ﾄ 

防水 

ｼー ﾄ 
毛布 ﾀｵﾙ 

圧縮 

ﾀｵﾙ 

紙おむつ 

（子供用） 

紙おむつ 

（成人用） 

おしり 

ふき 

（子供用） 

からだ 

ふき 

（成人用） 

除菌 

ｸﾛｽ 

生理 

用品 

肌着上下 

（男性用） 

肌着上下 

（女性用） 

ｶｯﾊ゚  

上下 
長靴 ｺ゙ ﾐ袋 

ｺ゙ ﾑ 

手袋 
ｽﾉｺ 洗面器 

日用品 

ｾｯﾄ 

 備蓄品詳細                       

 倉庫場所 単位 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 ｾｯﾄ ｾｯﾄ 着 足 枚 組 枚 個 ｾｯﾄ 

1 四谷第六小学校    200 1,370 7,600  687 1,094 720 1,200   590 110       650 
2 四谷本塩町     500                  
3 四谷地域センター    20 1,310                  
4 四谷保健センター     1,000                  
5 津久戸小学校    30 620 3,000                 
6 早稲田町備蓄倉庫  1,500   1,400 2,000                 
7 榎町子ども家庭支援センター    900 380 27,200        820 820        
8 牛込箪笥地域センター  50  170 300   4,428      220 220        
9 戸山シニア活動館  640   788                  

10 障害者福祉センター   140  760                  
11 戸山小学校 75    1,000  1,500           700   180  
12 新宿区スポーツセンター 100   30 1,969 18,300              120 120  
13 西戸山タワーガーデン     990 12,600  14,436 576 1,120 1,200  84      200  120  
14 西戸山小学校                     120  
15 落合第一小学校  40  2                 30  
16 落合第一地域センター  5                     
17 上落合防災活動拠点     1,000                  
18 北新宿防災倉庫 434   540 1,767  1,500              90  
19 北新宿多目的環境防災広場    1,636 1,000       420           
20 小田急ハイアットリージェンシー     1,300 400                 
21 新宿ＮＳビル    350 1,580 7,800                 
22 新宿エルタワー  2,000   900                  
23 新宿モノリス     4,150                  
24 新宿パークタワー    500 1,000                  
25 東京オペラシティビル                       
26 新宿ファーストウエスト    450 1,260 5,600                 
27 東京都健康プラザハイジア     2,880    550       91 63    400  
28 東京モード学園  500   1,290 8,500              42 270  
29 新宿ここ・から広場     2,000                  
30 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ  ー     1,210                  
31 新宿イーストサイドスクエア     1,000                  
32 富久クロス                       
33 下落合図書館    700 1,000                  
34 中井地域防災倉庫                       
35 新宿ガーデンタワーアネックス                       
36 ザ・パークハウス西新宿 60 タワー    200                   
37 コモレ四谷                       

総計 609 4,735 140 5,728 35,724 93,000 3,000 19,551 2,220 1,840 2,400 420 84 1,630 1,150 91 63 700 200 162 1,330 650 
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  品 目 区 分 運営資材 医療資材 救助資材 

  品 目 番 号 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

 備 蓄 品 目 ﾃﾝﾄ 

砂袋 

（ﾃﾝﾄ重

石） 

ﾍ゙ ｯﾄ゙ 兼

担架 
ﾘﾔｶー  

ﾛー ﾗー  

ｺﾝﾍ゙ ｱ 
椅子 机 脚立 昇降台 台車 台馬 

踏み足 

ｽﾃｯﾌ゚  

標旗物 

ｾｯﾄ 

医療品 

ｾｯﾄ 
担架 

遺体 

収容袋 

搬送袋 

（負傷者

等） 

オノ スコップ ﾁｪー ﾝｿー  つるはし ナタ ノコ 

  備蓄品詳細                       
片刃4、 

両刃5 

 倉庫場所 単位 張 袋 台 台 台 脚 個 台 台 台 台 台 ｾｯﾄ ｾｯﾄ 台 枚 枚 丁 台 台 本 丁 丁 

1 四谷第六小学校   2 19   €           2 4  6 27 9 
2 四谷本塩町     2    2               
3 四谷地域センター    2    1 1 1 1     110        
4 四谷保健センター   2 2          1          
5 津久戸小学校        2         10  10  10   
6 早稲田町備蓄倉庫        1                
7 榎町子ども家庭支援センター                        
8 牛込箪笥地域センター 1   3                    
9 戸山シニア活動館 5 50  1 1 167 50 2  1     23      20   

10 障害者福祉センター    4 1   2  1 2    13 200 10  15  20   
11 戸山小学校   2 6 1   1       20    55  30   
12 新宿区スポーツセンター 10   22 3   2  1     9         
13 西戸山タワーガーデン   2 6    1  1    2 1 45    7    
14 西戸山小学校    4 2      1 2            
15 落合第一小学校 2   4      1     2         
16 落合第一地域センター                        
17 上落合防災活動拠点   2 2 2   1  1 1    10    15  20   
18 北新宿防災倉庫 11   4 2   2  2     14    82 3 55   
19 北新宿多目的環境防災広場   2 2 2   3 2 4       50       
20 小田急ハイアットリージェンシー     3   2  3  3   2    20  20   
21 新宿ＮＳビル 34   2 2   4 2 3 2  1           
22 新宿エルタワー     1   3  1              
23 新宿モノリス     4       2            
24 新宿パークタワー   2 2 3   1  2 1    2         
25 東京オペラシティビル     3   1 1 1 2    6         
26 新宿ファーストウエスト     3    1  2             
27 東京都健康プラザハイジア     4    3 2     20 30        
28 東京モード学園     2   1                
29 新宿ここ・から広場 1  4 4 2                   
30 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ  ー               1         
31 新宿イーストサイドスクエア                        
32 富久クロス    1                    
33 下落合図書館   2 2 2     2 2     100   5  5   
34 中井地域防災倉庫      75 25                 
35 新宿ガーデンタワーアネックス    1                    
36 ザ・パークハウス西新宿 60 タワー                         
37 コモレ四谷          10              

総計 64 50 20 93 45 242 75 30 12 37 14 7 1 3 123 485 70 2 206 10 186 27 9 
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  品 目 区 分 救助資材 放送設備 その他 

  品 目 番 号 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

 備 蓄 品 目 バール はしご ﾊﾝﾏー  ﾛー ﾌ゚  
簡易救助 

工具ｾｯﾄ 

災害救助用 

工具ｾｯﾄ 

災害救助用 

事務用品箱 

災害用 

大工ｾｯﾄ 
釘 鉄線鋏 

油圧 

ジャッキ 
アンプ ｽﾋ゚ ｶーー  

ｽﾋ゚ ｶーー  

ｺー ﾄ゙  

ｽﾋ゚ ｶーー  

ｽﾀﾝﾄ゙  
マイク 

ﾏｲｸ 

ｽﾀﾝﾄ゙  
融雪剤 

  備蓄品詳細    200m              25kg/1袋 

 倉庫場所 単位 本 台 本 巻 ｾｯﾄ ｾｯﾄ 箱 ｾｯﾄ 箱 丁 台 台 台 巻 台 本 台 袋 

1 四谷第六小学校 9  30 9      9         
2 四谷本塩町                   
3 四谷地域センター      1             
4 四谷保健センター                   
5 津久戸小学校                   
6 早稲田町備蓄倉庫                   
7 榎町子ども家庭支援センター                   
8 牛込箪笥地域センター      1 1            
9 戸山シニア活動館                   

10 障害者福祉センター                   
11 戸山小学校        1 24   3    2 2  
12 新宿区スポーツセンター  2  1               
13 西戸山タワーガーデン       8 8    2       
14 西戸山小学校                   
15 落合第一小学校                   
16 落合第一地域センター      1 1            
17 上落合防災活動拠点                   
18 北新宿防災倉庫    1 7  1 2   1 7 12 8 6  8 20 
19 北新宿多目的環境防災広場                   
20 小田急ハイアットリージェンシー                   
21 新宿ＮＳビル  1  2        1       
22 新宿エルタワー                   
23 新宿モノリス                   
24 新宿パークタワー               1  1  
25 東京オペラシティビル                   
26 新宿ファーストウエスト                   
27 東京都健康プラザハイジア                   
28 東京モード学園                   
29 新宿ここ・から広場                   
30 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ  ー     1              
31 新宿イーストサイドスクエア                   
32 富久クロス                   
33 下落合図書館        1           
34 中井地域防災倉庫                   
35 新宿ガーデンタワーアネックス                   
36 ザ・パークハウス西新宿 60 タワー                   
37 コモレ四谷                   

総計 9 3 30 13 8 3 11 12 24 9 1 13 12 8 7 2 11 20 
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(7-2) 

避難所備蓄物資一覧 
１                                     (令和3年9月末現在) 

 

品 目 区 分 食糧品 給食資材 

備 蓄 品 目 
ｱﾙﾌｧ 
化米 

おかゆ ﾋﾞｽｹｯﾄ ﾍﾞﾋﾞｰ 

ﾌｰﾄﾞ 

粉ﾐﾙｸ 

(一般

用) 

粉ﾐﾙｸ 

（ｱﾚﾙ

ｷﾞｰ用） 

ﾐﾈﾗﾙ 

ｳｵｰﾀｰ 

ﾐﾈﾗﾙ 

ｳｵｰﾀｰ 

ｱﾚﾙｷﾞｰ

ﾌﾘｰ 

ﾘｿﾞｯﾄ 

ほ乳 

びん 

やかん 

備蓄品詳細       粉ﾐﾙｸ用
1.5L 

飲料用 
2L 

3種セ
ット 

 6L 3.2L 
ＩＨ対応 

管轄 番号 単位 
避難所名 食 食 食 食 缶 缶 本 本 食 膳 個 個 

四谷 

1 四谷小学校  2,450 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
2 四谷ひろば  2,450 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
3 四谷第六小学校  2,450 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
4 花園小学校  2,450 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
5 四谷中学校  2,450 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
6 都立新宿高等学校 ※１ 2,450 500 1,440 100 40 2 80 980 54 32 2  

箪笥町 

7 津久戸小学校  2,350 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
8 市谷小学校  2,350 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
9 愛日小学校  2,350 500 1,440 100 40 2 80 980 54 32 2  

10 牛込第一中学校  2,350 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  
11 牛込第三中学校  2,350 500 1,440 100 40 2 80  54 32 2  

榎町 

12 江戸川小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
13 早稲田小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
14 鶴巻小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
15 牛込仲之小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
16 牛込第二中学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 1,850 500 960 100 40 2 80 980 54 32 2  
18 成城学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  

若松町 

19 富久小学校  2,000 500 1,140 100 40 2 80  54 32 2  
20 余丁町小学校  2,000 500 1,140 100 40 2 80  54 32 2  
21 東戸山小学校  2,000 500 1,140 100 40 2 80  54 32 2  
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  2,000 500 1,140 100 40 2 80 980 54 32 2  
23 東京医科大学 ※3 2,000 500 1,140 100 40 2 80 980 54 32 2  
24 都立総合芸術高等学校 ※4 2,000 500 1,140 100 40 2 80 980 54 32 2  

大久保 

25 大久保小学校  2,950 500 1,920 100 40 2 80  54 32 2  
26 天神小学校  2,950 500 1,920 100 40 2 80  54 32 2  
27 戸山小学校  2,950 500 1,920 100 40 2 80  54 32 2  
28 西戸山小学校  2,950 500 1,920 100 40 2 80  54 32 2  
29 新宿中学校  2,950 500 1,920 100 40 2 80  54 32 2 1 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  2,950 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
31 戸塚第一小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
32 戸塚第二小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
33 戸塚第三小学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
34 新宿NPO協働推進センター  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
35 西早稲田中学校  1,850 500 960 100 40 2 80  54 32 2  
36 都立戸山高等学校 ※5 1,850 500 960 100 40 2 80 980 54 32 2  
37 学習院女子大学 ※6 1,850 500 960 100 40 2 80 980 54 32 2  
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  1,850 500 960 100 40 2 80 980 54 32 2  

落合
第一 

39 落合第一小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
40 落合第二小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
41 落合第四小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
42 落合中学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
43 東京富士大学   300 500  100 40 2 80 980 54 32 2  

落合
第二 

44 落合第三小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
45 落合第五小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
46 落合第六小学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  
47 落合第二中学校  3,000 500 1,620 100 40 2 80  54 32 2  

柏木 
48 淀橋第四小学校  3,850 500 2,100 100 40 2 80  54 32 2  
49 柏木小学校 ※7 3,850 500 2,100 100 40 2 80  54 32 2  
50 西新宿中学校  3,850 500 2,100 100 40 2 80  54 32 2  

角筈 51 西新宿小学校  5,900 500 3,240 100 40 2 80  54 32 2  
総計  125,650 25,500 70,140 5,100 2,040 102 4,080 9,800 2,754 1,632 102 1 
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品 目 区 分 給食資材 調理資材 

備 蓄 品 目 

割り箸 紙ｺｯﾌﾟ 紙皿 紙皿 炊き出し 

ｾｯﾄ 

炊飯袋 鍋 ｺﾝﾊﾟﾈ ﾊﾞｰ 

ﾅｰ 

卓上 

ｺﾝﾛ 

卓上 

ｺﾝﾛ用 

ｶﾞｽ 

ﾎﾞﾝﾍﾞ 

備蓄品詳細   お椀 平皿        

管轄 番号 単位 
避難所名 膳 個 枚 枚 ｾｯﾄ 枚 台 枚 台 台 缶 

四谷 

1 四谷小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
2 四谷ひろば  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
3 四谷第六小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
4 花園小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
5 四谷中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
6 都立新宿高等学校 ※１ 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

箪笥町 

7 津久戸小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
8 市谷小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
9 愛日小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

10 牛込第一中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
11 牛込第三中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

榎町 

12 江戸川小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
13 早稲田小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
14 鶴巻小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
15 牛込仲之小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
16 牛込第二中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
18 成城学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

若松町 

19 富久小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
20 余丁町小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
21 東戸山小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
23 東京医科大学 ※3 3,000 2,400 1,000 1,000  1,000   2   
24 都立総合芸術高等学校 ※4 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

大久保 

25 大久保小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
26 天神小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
27 戸山小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
28 西戸山小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
29 新宿中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000 3 1 2 2 6 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
31 戸塚第一小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
32 戸塚第二小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
33 戸塚第三小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
34 新宿NPO協働推進センター  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
35 西早稲田中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
36 都立戸山高等学校 ※5 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
37 学習院女子大学 ※6 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

落合
第一 

39 落合第一小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
40 落合第二小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
41 落合第四小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
42 落合中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
43 東京富士大学   3,000  1,000 1,000  1,000   2 1 6 

落合
第二 

44 落合第三小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
45 落合第五小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
46 落合第六小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
47 落合第二中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

柏木 
48 淀橋第四小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
49 柏木小学校 ※7 3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
50 西新宿中学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 

角筈 51 西新宿小学校  3,000 2,400 1,000 1,000 1 1,000  1 2 2 6 
総計  153,000 120,000 51,000 51,000 49 51,000 3 49 102 99 300 
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品 目 区 分 調理資材 照明資材 

備 蓄 品 目 

灯油 

缶詰 

ｷｯﾁﾝ 

ｸﾞﾛｰﾌﾞ 

食品包

装用 

ﾗｯﾌﾟ 

ﾌｨﾙﾑ 

ランタン 安全 

ｷｬﾝﾄﾞﾙ 

ﾛｳｿｸ 懐中 

電灯 

乾電池 投光機 

備蓄品詳細 
1L   LED型 自家発

電型 
 補給用  単1形

懐中電
灯用 

単4形
ランタ
ン用 

150W 

管轄 番号 単位 
避難所名 缶 枚 巻 台 台 本 本 台 台 本 台 

四谷 

1 四谷小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
2 四谷ひろば  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
3 四谷第六小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
4 花園小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
5 四谷中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
6 都立新宿高等学校 ※１ 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

箪笥町 

7 津久戸小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
8 市谷小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
9 愛日小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

10 牛込第一中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
11 牛込第三中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

榎町 

12 江戸川小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
13 早稲田小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
14 鶴巻小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
15 牛込仲之小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
16 牛込第二中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
18 成城学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

若松町 

19 富久小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
20 余丁町小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
21 東戸山小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
23 東京医科大学 ※3 8 100 10 5 5   20 100 16  
24 都立総合芸術高等学校 ※4 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

大久保 

25 大久保小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
26 天神小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
27 戸山小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
28 西戸山小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
29 新宿中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
31 戸塚第一小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
32 戸塚第二小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
33 戸塚第三小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
34 新宿NPO協働推進センター  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
35 西早稲田中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
36 都立戸山高等学校 ※5 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
37 学習院女子大学 ※6 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

落合
第一 

39 落合第一小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
40 落合第二小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
41 落合第四小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
42 落合中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
43 東京富士大学   8 100 10 5 5   20 100 16  

落合
第二 

44 落合第三小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
45 落合第五小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
46 落合第六小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
47 落合第二中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

柏木 
48 淀橋第四小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
49 柏木小学校 ※7 8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
50 西新宿中学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 

角筈 51 西新宿小学校  8 100 10 5 5 24 180 20 100 16 5 
総計  408 5,100 510 255 255 1,176 8,820 1,020 5,100 816 245 
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品 目 区 分 照明資材 発電資材 給水資材 

備 蓄 品 目 
投光機 

セット 

ＬＥＤ

投光機

セット 

エンジ
ンオイ
ル缶詰 

ガソリ
ン缶詰 

コード
リール 

燃料携行缶 発電機 給水 

タンク 

水槽 給水バ

ルーン 

給水袋 

備蓄品詳細 300W 1500ル
ーメン 

1L 1L 30m 10L 20L  20L 1 ﾄﾝ  5L 

管轄 番号 単位 
避難所名 ｾｯﾄ ｾｯﾄ 缶 缶 台 缶 缶 台 台 台 台 枚 

四谷 

1 四谷小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
2 四谷ひろば  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
3 四谷第六小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
4 花園小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
5 四谷中学校  1 2 2 12 2 1 1 5 5 1  400 
6 都立新宿高等学校 ※１ 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

箪笥町 

7 津久戸小学校  1 2 2 12 2 1 1 5 5 1  400 
8 市谷小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
9 愛日小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

10 牛込第一中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
11 牛込第三中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

榎町 

12 江戸川小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
13 早稲田小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
14 鶴巻小学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
15 牛込仲之小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
16 牛込第二中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
18 成城学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

若松町 

19 富久小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
20 余丁町小学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
21 東戸山小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
23 東京医科大学 ※3  2 2 12    3 5 1  400 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

大久保 

25 大久保小学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
26 天神小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
27 戸山小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
28 西戸山小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
29 新宿中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
31 戸塚第一小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
32 戸塚第二小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
33 戸塚第三小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
34 新宿NPO協働推進センター  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
35 西早稲田中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
36 都立戸山高等学校 ※5 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
37 学習院女子大学 ※6 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 

落合
第一 

39 落合第一小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
40 落合第二小学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
41 落合第四小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 
42 落合中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 
43 東京富士大学    2 2 12  1  1 5 1  400 

落合
第二 

44 落合第三小学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 
45 落合第五小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 
46 落合第六小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 
47 落合第二中学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 

柏木 
48 淀橋第四小学校  1 2 2 12 2 1 1 3 5 1  400 
49 柏木小学校 ※7 1 2 2 12 2 1 1 3 5 1 1 400 
50 西新宿中学校  1 2 2 12 2 1 1 4 5 1  400 

角筈 51 西新宿小学校  1 2 2 12 2 1 1 5 5 1 1 400 
総計  49 102 102 612 98 50 49 164 255 51 7 20,400 
 
 
  



(7-2) 避難所備蓄物資一覧 

 348 

２
．
火
災
防
止 

 

１
．
総
則 

 

４
．
災
害
医
療 

 

３
．
防
災
行
政
無
線 

 
 

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

７
．
備
蓄 

９
．
関
係
法
令 

 

８
．
災
害
救
助 

 

11
．
そ
の
他 

 

10
．
警
戒
宣
言 

 

５                                      

 

品 目 区 分 給水資材 トイレ資材 

備 蓄 品 目 

ホース ろ水機 応急給
水資材
(消火栓
用) 

応急給
水資材
(応急給
水栓用) 

ホース
（給水
用） 

バケツ
（給水
用） 

ｶﾗｰｺｰﾝ
（給水
用） 

ｾｰﾌﾃｨｰ
ﾊﾞｰ（給
水用） 

給水蛇
口 

トイレ
ットペ
ーパー 

仮設ト
イレ
(ﾍﾞﾝﾁｬ
ｰ) 

仮設ト
イレ（ｲ
ｰｽﾄｱｲ） 

備蓄品詳細 
生活 
用水用 

 消火用
ホース、
ノズル
を含む 

      205m 
巻 
70m巻 

    

管轄 番号 単位 
避難所名 本 台 式 式 本 個 個 本 基 巻 台 台 

四谷 

1 四谷小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 5  
2 四谷ひろば   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 4 
3 四谷第六小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
4 花園小学校   1 1 1 5 2 4 4  148 5  
5 四谷中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
6 都立新宿高等学校 ※１   1 1 5 2 4 4  148 5  

箪笥町 

7 津久戸小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
8 市谷小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
9 愛日小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 5  

10 牛込第一中学校   1 1  5 2 4 4 1 148 3 4 
11 牛込第三中学校   1 1  5 2 4 4 1 148 3 2 

榎町 

12 江戸川小学校   1 1  5 2 4 4 1 148 3 2 
13 早稲田小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
14 鶴巻小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
15 牛込仲之小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
16 牛込第二中学校   1 1  5 2 4 4 1 148 3 3 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2   1 1 5 2 4 4  148 5  
18 成城学校   1 1 1 5 2 4 4  148 5 2 

若松町 

19 富久小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 4 
20 余丁町小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
21 東戸山小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ    1 1 5 2 4 4  148 5  
23 東京医科大学 ※3   1 1 5 2 4 4  148 5  
24 都立総合芸術高等学校 ※4  1 1 1 5 2 4 4  148 5  

大久保 

25 大久保小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
26 天神小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
27 戸山小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
28 西戸山小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
29 新宿中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 5  

戸塚 

30 新宿西戸山中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 5  
31 戸塚第一小学校   1 1 1 5 2 4 4 2 148 3 4 
32 戸塚第二小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
33 戸塚第三小学校   1 1  5 2 4 4 1 148 3 2 
34 新宿NPO協働推進センター  1 1  5 2 4 4 1 148 3 3 
35 西早稲田中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 5  
36 都立戸山高等学校 ※5   1 1 5 2 4 4  148 5  
37 学習院女子大学 ※6   1  5 2 4 4  148 6  
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  1 1 1 5 2 4 4  148 5  

落合
第一 

39 落合第一小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
40 落合第二小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
41 落合第四小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
42 落合中学校  1 1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
43 東京富士大学     1 1 5 2 4 4  148 5  

落合
第二 

44 落合第三小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
45 落合第五小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
46 落合第六小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
47 落合第二中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 

柏木 
48 淀橋第四小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
49 柏木小学校 ※7  1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 2 
50 西新宿中学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 

角筈 51 西新宿小学校   1 1 1 5 2 4 4 1 148 3 3 
総計  1 44 51 44 255 102 204 204 41 7,548 186 90 
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品 目 区 分 トイレ資材 生活資材 

備 蓄 品 目 

簡易ト
イレ(ｻ
ﾆﾀｰ) 

簡易ト
イレ(ｻ
ﾆﾀｰﾃﾝ
ﾄ) 

簡易ト
イレ用
凝固剤 

バケツ ひしゃく 水洗用
水槽 

トイレ
用ポン
プ 

アルミ
マット 

防水 
シート 

防寒シ
ートセ
ット・間
仕切り 

毛布 寝袋 

備蓄品詳細    10L  600L       

管轄 番号 単位 
避難所名 台 台 袋 個 本 台 個 枚 枚 ｾｯﾄ 枚 枚 

四谷 

1 四谷小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
2 四谷ひろば  24 5 300 10 20 1  100 100 900 100 20 
3 四谷第六小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 1,300 100 20 
4 花園小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 1,000 100 20 
5 四谷中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 690 100 20 
6 都立新宿高等学校 ※１ 24 5 300 10 20 1  100 100 100 100 20 

箪笥町 

7 津久戸小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 870 100 20 
8 市谷小学校  24 5 300 10 20 1 1 100 100 950 100 20 
9 愛日小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 

10 牛込第一中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
11 牛込第三中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 970 100 20 

榎町 

12 江戸川小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 980 100 20 
13 早稲田小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 820 100 20 
14 鶴巻小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
15 牛込仲之小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
16 牛込第二中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 24 5 300 10 20 1  100 100 480 100 20 
18 成城学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 

若松町 

19 富久小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
20 余丁町小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
21 東戸山小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 870 100 20 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  24 5 300 10 20 1  100 100 870 100 20 
23 東京医科大学 ※3 24  300   1  100  940 100 20 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 

大久保 

25 大久保小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
26 天神小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
27 戸山小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
28 西戸山小学校  24 5 300 30 20 1  100 100 910 100 20 
29 新宿中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 930 100 20 
31 戸塚第一小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
32 戸塚第二小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
33 戸塚第三小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
34 新宿NPO協働推進センター  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
35 西早稲田中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
36 都立戸山高等学校 ※5 24 5 300 10 20 1  100 100 770 100 20 
37 学習院女子大学 ※6 24 5 300 10 20 1  100 100 430 100  
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  24 5 300 10 20 1   100 950 100 20 

落合
第一 

39 落合第一小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
40 落合第二小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 900 100 20 
41 落合第四小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
42 落合中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
43 東京富士大学     300 0    100 20 100 100 20 

落合
第二 

44 落合第三小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
45 落合第五小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
46 落合第六小学校  24 5 300 10 20 1 1 100 100 950 100 20 
47 落合第二中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 

柏木 
48 淀橋第四小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
49 柏木小学校 ※7 24 5 300 10 20 1  100 100 950 100 20 
50 西新宿中学校  24 5 300 10 20 1  100 100 930 100 20 

角筈 51 西新宿小学校  24 5 300 10 20 1  100 100 930 100 20 
総計  1,200 245 15,300 510 980 50 2 5,000 4,920 45,190 5,100 1,000 
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品 目 区 分 生活資材 

備 蓄 品 目 

圧縮タ
オル 

紙おむ
つ（子供
用） 

紙おむ
つ（成
人用） 

おしり
ふき
（子供
用） 

からだ
ふき（成
人用） 

生理 
用品 

ゴミ袋 軍手 災害時
優先電
話機 

アルミブ
ランケッ

ト 

ウェット
ティッシ

ュ 

ワンタ
ッチテ
ント 

ポップア
ップテン

ト 

備蓄品詳細  S・M・L S・M・L           

管轄 番
号 

単位 
避難所名 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 組 台 枚 個 張 張 

四谷 

1 四谷小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
2 四谷ひろば  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
3 四谷第六小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
4 花園小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
5 四谷中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
6 都立新宿高等学校 ※１ 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

箪笥町 

7 津久戸小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
8 市谷小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
9 愛日小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

10 牛込第一中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 5 100 100 3 2 
11 牛込第三中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

榎町 

12 江戸川小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
13 早稲田小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
14 鶴巻小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
15 牛込仲之小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
16 牛込第二中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 
18 成城学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

若松町 

19 富久小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
20 余丁町小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
21 東戸山小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 
23 東京医科大学 ※3  543 142 560 150 1,050  108  100 100 3 2 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 

大久保 

25 大久保小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
26 天神小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
27 戸山小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
28 西戸山小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
29 新宿中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
31 戸塚第一小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
32 戸塚第二小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
33 戸塚第三小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
34 新宿NPO協働推進センター 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
35 西早稲田中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
36 都立戸山高等学校 ※5 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 
37 学習院女子大学 ※6 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108  100 100 3 2 

落合
第一 

39 落合第一小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
40 落合第二小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
41 落合第四小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
42 落合中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
43 東京富士大学   1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

落合
第二 

44 落合第三小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
45 落合第五小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
46 落合第六小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
47 落合第二中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

柏木 
48 淀橋第四小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
49 柏木小学校 ※7 1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
50 西新宿中学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 

角筈 51 西新宿小学校  1,500 543 142 560 150 1,050 700 108 3 100 100 3 2 
総計  75,000 27,693 7,242 28,560 7,650 53,550 35,000 5,508 134 5,100 5,100 153 102 
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品 目 区 分 生活資材 運営資材 

備 蓄 品 目 

尿取り
パット
（男性
用） 

尿取り
パット
（女性
用） 

感染症
対策物
資 

ガムテ
ープ 

リヤカ
ー 

一時滞
在施設
案内地
図 

拡声器 帰宅困
難者誘
導看板 

脚立 事務用
品 

腕章セ
ット 

模造紙 

備蓄品詳細    25m         

管轄 番号 単位 
避難所名 枚 枚 一式 巻 台 枚 個 本 台 セット 枚 枚 

四谷 

1 四谷小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
2 四谷ひろば  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
3 四谷第六小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
4 花園小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
5 四谷中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
6 都立新宿高等学校 ※１ 180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 

箪笥町 

7 津久戸小学校  180 180 1 60 1 1,000 7 1  2 50 40 
8 市谷小学校  180 180 1 60 1 1,000 1 1  2 50 40 
9 愛日小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

10 牛込第一中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
11 牛込第三中学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 

榎町 

12 江戸川小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
13 早稲田小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
14 鶴巻小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
15 牛込仲之小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
16 牛込第二中学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 
18 成城学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

若松町 

19 富久小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
20 余丁町小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
21 東戸山小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
23 東京医科大学 ※3 180 180 1 60 1 200 2 1  1 50 40 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 

大久保 

25 大久保小学校  180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 
26 天神小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
27 戸山小学校  180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 
28 西戸山小学校  180 180 1 60 1 1,000  1  2 50 40 
29 新宿中学校  180 180 1 60 1  2 1  2 50 40 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1 1 2 50 40 
31 戸塚第一小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
32 戸塚第二小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
33 戸塚第三小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
34 新宿NPO協働推進センター  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
35 西早稲田中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
36 都立戸山高等学校 ※5 180 180 1 60 1  2   2 50 40 
37 学習院女子大学 ※6 180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

落合
第一 

39 落合第一小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1 1 2 50 40 
40 落合第二小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
41 落合第四小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
42 落合中学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
43 東京富士大学   180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

落合
第二 

44 落合第三小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
45 落合第五小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
46 落合第六小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
47 落合第二中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

柏木 
48 淀橋第四小学校  180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
49 柏木小学校 ※7 180 180 1 60 1 200 2 1  2 50 40 
50 西新宿中学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 

角筈 51 西新宿小学校  180 180 1 60 1 1,000 2 1  2 50 40 
総計  9,180 9,180 51 3,060 51 28,800 104 50 2 101 2,550 2,040 
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品 目 区 分 運営資材 

備 蓄 品 目 
筆談器 活動用

ベスト 
蓄電池 乾電池

式充電
器 

アルカ
リ乾電
池 

階段運
搬機 

工具セ
ット 

備蓄品詳細   マグボ
ックス 

 単三   

管轄 番号 単位 
避難所名 台 枚 個 個 本 台 セット 

四谷 

1 四谷小学校  5 50 3 25 200  1 
2 四谷ひろば  5 50 3 25 200  1 
3 四谷第六小学校  5 50 3 25 200  1 
4 花園小学校  5 50 3 25 200  1 
5 四谷中学校  5 50 3 25 200  1 
6 都立新宿高等学校 ※１ 5 50 3 25 200  1 

箪笥町 

7 津久戸小学校  5 50 3 25 200  1 
8 市谷小学校  5 50 3 25 200  1 
9 愛日小学校  5 50 3 25 200  1 

10 牛込第一中学校  5 50 3 25 200  1 
11 牛込第三中学校  5 50 3 25 200  1 

榎町 

12 江戸川小学校  5 50 3 25 200  1 
13 早稲田小学校  5 50 3 25 200  1 
14 鶴巻小学校  5 50 3 25 200  1 
15 牛込仲之小学校  5 50 3 25 200 1 1 
16 牛込第二中学校  5 50 3 25 200  1 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 5 50 3 25 200  1 
18 成城学校  5 50 3 25 200  1 

若松町 

19 富久小学校  5 50 3 25 200  1 
20 余丁町小学校  5 50 3 25 200  1 
21 東戸山小学校  5 50 3 25 200  1 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  5 50 3 25 200  1 
23 東京医科大学 ※3 5 50 3 25 200  1 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 5 50 3 25 200  1 

大久保 

25 大久保小学校  5 50 3 25 200  1 
26 天神小学校  5 50 3 25 200  1 
27 戸山小学校  5 50 3 25 200  1 
28 西戸山小学校  5 50 3 25 200  1 
29 新宿中学校  5 50 3 25 200  1 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  5 50 3 25 200  1 
31 戸塚第一小学校  5 50 3 25 200  1 
32 戸塚第二小学校  5 50 3 25 200  1 
33 戸塚第三小学校  5 50 3 25 200  1 
34 新宿NPO協働推進センター  5 50 3 25 200  1 
35 西早稲田中学校  5 50 3 25 200  1 
36 都立戸山高等学校 ※5 5 50 3 25 200  1 
37 学習院女子大学 ※6 5 50 3 25 200  1 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  5 50 3 25 200  1 

落合
第一 

39 落合第一小学校  5 50 3 25 200  1 
40 落合第二小学校  5 50 3 25 200  1 
41 落合第四小学校  5 50 3 25 200  1 
42 落合中学校  5 50 3 25 200  1 
43 東京富士大学   5 50 3 25 200  1 

落合
第二 

44 落合第三小学校  5 50 3 25 200  1 
45 落合第五小学校  5 50 3 25 200  1 
46 落合第六小学校  5 50 3 25 200  1 
47 落合第二中学校  5 50 3 25 200  1 

柏木 
48 淀橋第四小学校  5 50 3 25 200  1 
49 柏木小学校 ※7 5 50 3 25 200  1 
50 西新宿中学校  5 50 3 25 200  1 

角筈 51 西新宿小学校  5 50 3 25 200  1 
総計  255 2,550 153 1,275 10,200 1 51 
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品 目 区 分 動物救護資材 ※8 

備 蓄 品 目 
カラー
コーン 

ケージ
搬送用
台車 

セーフ
テイー
バー 

口輪 鎖 首輪 動物用
ケージ 

立入禁
止用テ
ープ 

留め金 

備蓄品詳細       中・大・
特大 

  

管轄 番号 単位 
避難所名 台 台 個 個 個 個 台 個 個 

四谷 

1 四谷小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
2 四谷ひろば  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
3 四谷第六小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
4 花園小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
5 四谷中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
6 都立新宿高等学校 ※１ 10 1 10 10 10 10 18 1 10 

箪笥町 

7 津久戸小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
8 市谷小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
9 愛日小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

10 牛込第一中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
11 牛込第三中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

榎町 

12 江戸川小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
13 早稲田小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
14 鶴巻小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
15 牛込仲之小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
16 牛込第二中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
17 都立新宿山吹高等学校 ※2 10 1 10 10 10 10 18 1 10 
18 成城学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

若松町 

19 富久小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
20 余丁町小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
21 東戸山小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
23 東京医科大学 ※3 10 1 10 10 10 10 18 1 10 
24 都立総合芸術高等学校 ※4 10 1 10 10 10 10 18 1 10 

大久保 

25 大久保小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
26 天神小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
27 戸山小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
28 西戸山小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
29 新宿中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
31 戸塚第一小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
32 戸塚第二小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
33 戸塚第三小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
34 新宿NPO協働推進センター  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
35 西早稲田中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
36 都立戸山高等学校 ※5 10 1 10 10 10 10 18 1 10 
37 学習院女子大学 ※6 10 1 10 10 10 10 18 1 10 
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

落合
第一 

39 落合第一小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
40 落合第二小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
41 落合第四小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
42 落合中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
43 東京富士大学   10 1 10 10 10 10 18 1 10 

落合
第二 

44 落合第三小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
45 落合第五小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
46 落合第六小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
47 落合第二中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

柏木 
48 淀橋第四小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
49 柏木小学校 ※7 10 1 10 10 10 10 18 1 10 
50 西新宿中学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 

角筈 51 西新宿小学校  10 1 10 10 10 10 18 1 10 
総計  510 51 510 510 510 510 918 51 510 
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品 目 区 分 医療資材 

備 蓄 品 目 

トリア
ージタ
ッグ 

医師会
腕章 

災害時
医療資
材セッ
ト(医
師用） 

災害字
歯科医
療資材
セット
(歯科医
師用) 

災害救
助用医
療品セ
ット 

冷蔵医
薬品保
管用冷
蔵庫 

担架 エアスト
レッチャ
ー 

ワンマ
ンストレ
ッチャー 

エアテ
ント 

トリアー
ジシート 

備蓄品詳細            

管轄 番号 単位 
避難所名 枚 枚 セット セット セット 台 台 個 基 張 セット 

四谷 

1 四谷小学校      1  1  2   
2 四谷ひろば      1  1  2   
3 四谷第六小学校      1  1  2   
4 花園小学校      1  1  2   
5 四谷中学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
6 都立新宿高等学校 ※１     1  1  2   

箪笥町 

7 津久戸小学校  200 5 1 2 1 2 5 2 4 1 1 
8 市谷小学校      1  1  2   
9 愛日小学校      1  1  2   

10 牛込第一中学校      1  1  2   
11 牛込第三中学校      1  1  2   

榎町 

12 江戸川小学校      1  1  2   
13 早稲田小学校      1  1  2   
14 鶴巻小学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
15 牛込仲之小学校      1  1  2   
16 牛込第二中学校      1  1  2   
17 都立新宿山吹高等学校 ※2     1  1  2   
18 成城学校      1  1  2   

若松町 

19 富久小学校      1  1  2   
20 余丁町小学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
21 東戸山小学校      1  1  2   
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ      1  1  2   
23 東京医科大学 ※3     1    2   
24 都立総合芸術高等学校 ※4     1  1  2   

大久保 

25 大久保小学校  200 5 1 2 1 1 5 2 4 1 1 
26 天神小学校      1  1  2   
27 戸山小学校      1  1  2   
28 西戸山小学校      1  1  2   
29 新宿中学校      1  1  2   

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
31 戸塚第一小学校      1  1  2   
32 戸塚第二小学校      1  1  2   
33 戸塚第三小学校      1  1  2   
34 新宿NPO協働推進センター      1  1  2   
35 西早稲田中学校      1  1  2   
36 都立戸山高等学校 ※5     1  1  2   
37 学習院女子大学 ※6     1  2  2   
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ      1  1  2   

落合
第一 

39 落合第一小学校      1  1  2   
40 落合第二小学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
41 落合第四小学校      1  1  2   
42 落合中学校      1  1  2   
43 東京富士大学       1    2   

落合
第二 

44 落合第三小学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
45 落合第五小学校      1  1  2   
46 落合第六小学校      1  1  2   
47 落合第二中学校      1  1  2   

柏木 
48 淀橋第四小学校      1  1  2   
49 柏木小学校 ※7     1  1  2   
50 西新宿中学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 

角筈 51 西新宿小学校  200 5 1 1 1 1 5 2 4 1 1 
総計  2,000 50 10 12 51 11 90 20 122 10 10 
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品 目 区 分 医療資材 救助資材 その他 

備 蓄 品 目 

医療救
護所案
内用の
ぼり 

文房具
セット 

搬送袋
（負傷
者等） 

拡声器 乾電池 トランシ
ーバー 

トランシ
ーバー用
ヘッドセ
ット 

乾電池 簡易救助
工具セッ
ト 

土のう 

備蓄品詳細 
    拡声器

用 
単三型 

  トランシー
バー用 
単三型 

  

管轄 番号 単位 
避難所名 枚 セット 枚 個 本 台 セット 本 セット 個 

四谷 

1 四谷小学校          2  
2 四谷ひろば          2  
3 四谷第六小学校          2  
4 花園小学校          2  
5 四谷中学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
6 都立新宿高等学校 ※１         2  

箪笥町 

7 津久戸小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
8 市谷小学校          2  
9 愛日小学校          2  

10 牛込第一中学校          2  
11 牛込第三中学校          2  

榎町 

12 江戸川小学校          2  
13 早稲田小学校          2  
14 鶴巻小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
15 牛込仲之小学校          2  
16 牛込第二中学校          2  
17 都立新宿山吹高等学校 ※2         2  
18 成城学校          2  

若松町 

19 富久小学校          2  
20 余丁町小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2 8 
21 東戸山小学校          2  
22 早稲田大学戸山ｷｬﾝﾊﾟｽ          2  
23 東京医科大学 ※3         2  
24 都立総合芸術高等学校 ※4         2  

大久保 

25 大久保小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
26 天神小学校          2  
27 戸山小学校          2  
28 西戸山小学校          2  
29 新宿中学校          2  

戸塚 

30 新宿西戸山中学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
31 戸塚第一小学校          2  
32 戸塚第二小学校          2  
33 戸塚第三小学校          2  
34 新宿NPO協働推進センター          2  
35 西早稲田中学校          2  
36 都立戸山高等学校 ※5         2  
37 学習院女子大学 ※6         2  
38 早稲田大学早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ          2  

落合
第一 

39 落合第一小学校          2  
40 落合第二小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
41 落合第四小学校          2  
42 落合中学校          2  
43 東京富士大学           2  

落合
第二 

44 落合第三小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
45 落合第五小学校          2  
46 落合第六小学校          2  
47 落合第二中学校          2  

柏木 
48 淀橋第四小学校          2  
49 柏木小学校 ※7         2  
50 西新宿中学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  

角筈 51 西新宿小学校  1 1 10 2 4 3 3 3 2  
総計  10 10 100 20 40 30 30 30 102 8 
※1 四谷第二分団本部施設に一部備蓄   ※2 榎町子ども家庭支援センターに一部備蓄   ※3 天神小学校に一部備蓄 
※4 富久クロスに備蓄   ※5 西早稲田中学校に備蓄   ※6 新宿区スポーツセンターに一部備蓄 
※7 北新宿多目的環境防災広場に一部備蓄   ※8 一部の資材は西戸山タワーガーデンに備蓄  
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(7-3) 

帰宅困難者・避難施設備蓄物資一覧 
 

(令和3年9月現在） 
 食糧品 

照明

資材 発電資材 トイレ資材 生活資材 運営資材 

保管施設名 

ビスケッ

ト 

ﾐﾈﾗﾙ 

ｳｫｰﾀｰ 

投光

機 

発電

機 

2way 

ﾗﾝﾀﾝ 

ﾄｲﾚｯﾄ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰ 

仮設ト

イレ 

簡易ト

イレ 
ブランケット 

クイック 

テント 
椅子 机 

事務 

用品 

食 本 台 台 個 ロール 台 箱 枚 張 脚 個 ｾｯﾄ 

四谷地域センター 720  696    32   3 300      

四谷区民ホール 1,800  1,800    2   6 600      

男女共同参画推進センター 120  120        100      

新宿歴史博物館 420  432        200      

牛込箪笥地域センター 600  600    32   2 200      

牛込箪笥区民ホール 1,200  1,176    2   6 400      

榎町地域センター 600  600    32   3 200      

若松地域センター 540  504    32   3 200      

大久保地域センター 540  528    32   2 200      

新宿コズミックスポーツセンター 2,520  2,496        900      

新宿区立元気館 1,980  1,968        700      

大久保スポーツプラザ 960  960        400      

新宿文化センター 7,380  7,368        2,500      

戸塚地域センター 720  696    32   3 300      

新宿消費生活センター分館 240  216        100      

新宿リサイクル活用センター 120 216       72     

落合第一地域センター 960  936    32   3 400      

落合第二地域センター 840  840    32   3 300      

柏木地域センター 660  648    32    3 300       

角筈区民ホール 720 720   2    3 200      

角筈地域センター 480 456   32    2 200      

環境学習情報センター/区民ギャラリー 480 480       200      

新宿区立産業会館（BIZ新宿） 1,200 1,176       400      

四谷スポーツスクエア 1,500 1,380       460     

新宿御苑   2 2  48 3    5 5 3 1 

新宿中央公園 ※1   2 2  48 3    5 5 3 1 

合計 27,300 27,012 4  4  326  96  6  42 9,832 10  10  6  2  

※1 中央公園管理事務所に備蓄 
※2 別途、感染症対策物資（マスク及び手指消毒液）を配備 
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(7-4) 

東京都寄託物品一覧 
 

(令和3年9月現在） 
 食糧品 生活資材 トイレ資材 運営資材 

保管施設名 
ビスケット 

アルファ

化米 
毛布 

カー 

ペット 

風呂 

ｾｯﾄ 

風呂 

ｾｯﾄ用 

ｽﾉｺ 

風呂 

ｾｯﾄ 

ﾃﾝﾄ 

肌着上下 

(男性用) 

肌着上下 

(女性用) 

簡易 

ﾄｲﾚ 
ﾊﾞｹﾂ 

リヤ

カー 
テント 

食 食 枚 枚 ｾｯﾄ 台 張 ｾｯﾄ ｾｯﾄ 台 個 台 張 

四谷第六小学校      240      13  

四谷本塩町   2,870           

障害者福祉センター              

新宿区スポーツセンター     5        10 

西戸山タワーガーデン      24 3     4  

北新宿防災倉庫             1 

新宿ＮＳビル   580 3,660       6  34 

新宿パークタワー              

新宿ファーストウエスト              

東京モード学園   500  2         

戸山小学校     1       1  

防災センター            1 3 

四谷保健センター              

牛込保健センター    15         1 

東新宿保健センター    15         1 

東京都健康安全研究ｾﾝﾀ  ー  47,600        870    

ザ・パークハウス西新宿タワー60    1,305          

合計  47,600 3,950 5,010 8 264 3   870 6 19 50 
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８．災害救助 
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(8-1) 

１．災害救助法による救助の程度・方法及び期間 
 

災害救助法施行細則（令和 2 年東京都規則第 91 号）による 
救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

避難所 
の設置 

1 避難所は、災害により現に被
害を受け、又は受けるおそれ
のある者に供与するものとす
る。 

2 避難所は、学校、公民館等既
存建物の利用を原則とする
が、これらの適当な建物を利
用することが困難なときは野
外に仮設小屋を設置し、天幕
を設営し、又はその他の適切
な方法により実施するものと
する。 

3 避難所での避難生活が長期
にわたる場合等においては、
避難所で避難生活している者
への健康上の配慮等により、
ホテル・旅館など宿泊施設の
借上げを実施し、これを供与
することができる。 

1 避難所設置のため支出できる費用は、避難
所の設置、維持及び管理のための賃金職員等
雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物
の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費及
び仮設便所等の設置費とし１人１日当たり
330 円とする。 

2 高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)
であつて避難所での避難生活において特別
な配慮を必要とするものに供与する福祉避
難所を設置した場合、特別な配慮のために必
要な当該地域における通常の実費を加算す
ることができる。 

避難所を開設できる期
間は、災害発生の日から
７日以内とする。 

応急仮設住
宅の供与 

応急仮設住宅は、住家が全壊
し、全焼し、又は流失し、居住
する住家がない者であつて、自
らの資力では住家を得ること
ができないものに、建設し供与
するもの(以下「建設型応急住
宅」という。)、民間賃貸住宅を
借上げて供与するもの(以下「賃
貸型仮設住宅」という。)又はそ
の他適切な方法により供与す
るものとする。 

1 建設型応急住宅 
(1) 建設型応急住宅の設置に当たつては、原
則として、公有地を利用するものとする。た
だし、これら適当な公有地を利用することが
困難な場合は、民有地を利用することを可能
とする。 

(2) １戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を
踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設
定し、その設置のために支出できる費用は、
設置に係る原材料費、労務費、附帯設備工事
費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費と
して、5,714,000 円以内とする。 

(3) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接す
る地域内におおむね 50 戸以上設置した場合
は、居住者の集会等に利用するための施設を
設置でき、50 戸未満の場合でも戸数に応じ
た小規模な施設を設置できるものとする。 

(4) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利
用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等で
あつて日常の生活上特別な配慮を要する複
数のものに供与する施設をいう。)を建設型
応急住宅として設置できるものとする。 

(5) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型
応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復の
ために支出できる費用は、当該地域における
実費とする。 

2 賃貸型仮設住宅 
賃貸型仮設住宅の１戸当たりの規模は、世帯

の人数に応じて前号(2)に定める規模に準ず
ることとし、その借上げのために支出できる
費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手
数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸
主又は仲介業者との契約に不可欠なものとし
て、地域の実情に応じた額とする。 

1 建設型応急住宅の設置
については、災害発生の
日から 20 日以内に着工
しなければならない。 

2 賃貸型仮設住宅は、災
害発生の日から速やか
に民間賃貸住宅を借上
げ、提供しなければなら
ない。 

3 建設型応急住宅及び賃
貸型仮設住宅を供与で
きる期間は、完成の日か
ら建築基準法(昭和 25年
法律第 201号)第 85条第
３項又は第４項に規定
する期限内とする。 

 

炊出しその
他による食
品の給与 

1 炊き出しその他による食品の
給与は、避難所に避難してい
る者、又は住家に被害を受け、
若しくは災害により現に炊事
のできない者に対して行うも
のとする。 

2 炊き出しその他による食品
の給与は、被災者が直ちに食
することができる現物により
行うものとする。 

炊き出しその他による食品の給与を実施
するため支出できる費用は、主食、副食及び
燃料等の経費として１人１日当たり 1,160円
以内とする。 

炊き出しその他による
食品の給与を実施できる
期間は、災害発生の日か
ら７日以内とする。 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

飲 料 水 の
供給 

飲料水の供給は、災害のため
現に飲料水を得ることができ
ない者に対して行うものとす
る。 

飲料水の供給を実施するため支出できる費
用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必
要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料
費並びに薬品費及び資材費とし、当該地域に
おける通常の実費とする。 

飲料水の供給を実施で
きる期間は、災害発生の
日から７日以内とする。 

被服､寝具
その他､生
活必需品の
給与又は貸
与 

1 被服、寝具その他生活必需品の
給与又は貸与は、住家の全壊、
全焼、流出、半壊、半焼又は床
上浸水(土砂の堆積等により一
時的に居住することができない
状態となつたものを含む。以下
同じ。)、全島避難等により、生
活上必要な被服、寝具その他日
用品等を喪失又は損傷等により
使用することができず、直ちに
日常生活を営むことが困難な者
に対して行うものとする。 

2 被服、寝具その他生活必需品の
給与又は貸与は、被害の実情に
応じ、次に掲げる品目の範囲内
において現物をもつて行うもの
とする。 
(1) 被服、寝具及び身の回り品 
(2) 日用品 (3) 炊事用具及び
食器 (4) 光熱材料 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
のため支出できる費用は、季別及び世帯区分に
より１世帯当たり下表に掲げる額の範囲内と
する。この場合において季別は、災害発生の日
をもつて決定する。 
1 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受け
た世帯 

2 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害
を受けた世帯 

被服、寝具その他生活必
需品の給与又は貸与を実
施できる期間は、災害発生
の日から 10 日以内とす
る。 

 

医  療 

1 医療は、災害のため医療の途
を失つた者に対して、応急的
に処置するものとする。 

2 医療は救護班によつて行う
ものとする。ただし、急迫し
た事情があり、やむを得ない
場合においては、病院又は診
療所(あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関
する法律(昭和 22 年法律第
217 号)に規定するあん摩マ
ツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師又は柔道整復師法(昭
和 45 年法律第 19 号)に規定
する柔道整復師(以下「施術
者」という。)を含む。)にお
いて医療(施術者が行うこと
のできる範囲の施術を含む。)
を行うことのできるものとす
る。 

3 医療は次の範囲内において
行うものとする。 
(1)診療 (2)薬剤又は治療材料
の支給 (3)処置、手術その他
の治療及び施術 (4)病院又は
診療所への収容 (5)看護 

医療のため支出できる費用は、救護班によ
る場合は使用した薬剤、治療材料及び破損し
た医療器具の修繕等の実費とし、病院又は診
療所による場合は国民健康保険の診療報酬の
額以内とし、施術者による場合は協定料金の
額以内とする。 

医療を実施できる期
間は、災害の発生の日か
ら 14 日以内とする。 

 

助  産 

1 助産は、災害発生の日以前又
は以後７日以内に分べんした
者であつて、災害のため助産
の途を失ったものに対して行
うものとする。 

2 助産は次の範囲内において
行うものとする。 
(1)分べんの介助 (2)分べん前
及び分べん後の処置 (3)脱脂
綿、ガーゼその他の衛生材料
の支給 

助産のため支出できる費用は、救護班等に
よる場合は使用した衛生材料等の実費とし、
助産師による場合は慣行料金の８割以内の額
とする。 

助産を実施できる期間
は、分べんした日から７
日以内とする。 

被災者の救
出 

災害のため現に生命若しく
は身体が危険な状態にある者
又は生死不明の状態にある者
に対して捜索又は救出を行う
ものとする。 

被災者の救出のため支出できる費用は、舟
艇その他救出のための機械、器具等の借上費
又は購入費、修繕費、燃料費等とし、当該地
域における通常の実費とする。 

被災者の救出期間は、
災害発生の日から３日以
内とする。 
 

災害した住
宅の応急修

住宅の応急修理は、次の各号
のいずれかに該当する者に対

居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最
小限度の部分に対し、現物をもつて行うもの

住宅の応急修理は、災
害発生の日から１月以内

区 分 1人 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 
6 人以上
1 人増す
毎に加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏期 18,800 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900 
冬期 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400 

半 壊 
半 焼 
床上浸水 

夏期 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600 
冬期 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 3,600 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

理 して行うものとする。 
1 災害のため住家が半壊又は
半焼又はこれらに準ずる程
度の損傷を受け、自らの資力
では応急修理することがで
きない者 

2 大規模な補修を行わなけれ
ば居住することが困難である
程度に住家が半壊した者(前
号に該当する者を除く。) 

とし、その修理のため支出できる費用は、１
世帯当たり次の額以内とする。 
1 2 に掲げる世帯以外の世帯 595,000 円 
2 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被
害を受けた世帯 30 万円 

に完了するものとする。 

生業に必要
な資金の貸
与 

生業に必要な資金の貸与につ
いては、別に定める。 

  

学用品 
の給与 

1 学用品の給与は、住家の全
壊、全焼、流出、半壊、半焼
又は床上浸水による喪失若し
くは損傷等により学用品を使
用することができず、就学上
支障のある小学校児童 (特別
支援学校の小学部児童を含
む。以下同じ。)、中学校生徒
(中等教育学校の前期課程及
び特別支援学校の中学部生徒
を含む。以下同じ。) 及び高
等学校等生徒(高等学校(定時
制の課程及び通信制の課程を
含む。)、中等教育学校の後期
課程 (定時制の課程及び通信
制の課程を含む。)、特別支援
学校の高等部、高等専門学校、
專修学校及び各種学校の生徒
をいう。以下同じ。) に対し
て行うものとする。 

2 学用品の給与は、被害の実情
に応じ次に掲げる品目以内に
おいて現物をもつて行うもの
とする。 
(1)教科書 (2)文房具 (3)通学
用品 

学用品の給与のため支出できる費用は、次の
額以内とする。 
1 教科書代 

(1) 小学校児童及び中学校生徒 
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二

十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規
定する教科書及び教科書以外の教材で、教育
委員会に届け出て、又はその承認を受けて使
用しているものを給与するための実費 

(2) 高等学校等生徒 
正規の授業で使用する教材を給与するため

の実費 
2 文房具及び通学用品 

小学校児童１人につき 4,500 円 
中学校生徒１人につき 4,800 円 
高等学校等生徒１人につき 5,200 円 

 

学用品の給与を実施で
きる期間は、災害発生の
日から教科書については
１月以内、その他の学用
品については、15 日以内
とする。 

埋  葬 

1 埋葬は、災害の際死亡した者
について、死体の応急的処理
程度のものを行うものとす
る。 

2 埋葬は、次の範囲内におい
て、なるべく棺又は棺材等の
現物をもつて実際に埋葬を実
施する者に支給するものとす
る。 
(1) 棺(附属品を含む。) 
(2) 埋葬又は火葬 (賃金職員
等雇上費を含む。) 

(3) 骨つぼ及び骨箱 

埋葬のため支出できる費用は、１体当たり、
大人 215,200 円以内、小人 172,000 円以内と
する。 

埋葬を実施できる期間
は、災害発生の日から 10
日以内とする。 

死体の捜索 

死体の捜索は、災害により現
に行方不明の状態にあり、か
つ、各般の事情により既に死亡
していると推定される者に対
して行うものとする。 

死体の捜索のため、支出できる費用は、舟
艇その他捜索のための機械、器具等の借上費
又は購入費、修繕費、燃料費等とし、当該地
域における通常の実費とする。 

死体の捜索の期間は、
災害発生の日から 10日以
内とする。 

 

死体の処理 

1 死体の処理は、災害の際死亡
した者について、死体に関す
る処理(埋葬を除く。)を行う
ものとする。 

2 死体の処理は、次の範囲内に
おいて行うものとする。 
(1) 死体の洗浄、縫合、消毒
等の処理 (2) 死体の一時保
存 (3) 検案 

3 検案は、原則として救護班に
よつて行うものとする。 

死体の処理のため支出できる費用は、次に
掲げるとおりとする。 
1 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための
費用は、１体当たり 3,500 円以内の額とする。 

2 死体の一時保存のための費用は、死体を一
時収容するために既存建物を利用する場合
は、当該施設の借上費について通常の実費の
額とし、既存建物を利用できない場合は１体
当たり 5,400 円以内の額とする。これらの場
合において、死体の一時保存にドライアイス
の購入費等の経費が必要なときは、当該地域
における通常の実費を加算することができ

死体の処理の期間は、
災害発生の日から 10日以
内とする。 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

る。 
3 検案が救護班によることができない場合は
当該地域の慣行料金の額以内とする。 

災 害 に よ
つ て 住 居
又 は そ の
周 辺 に 運
ば れ た 土
石、竹木等
で 日 常 生
活 に 著 し
い 支 障 を
及 ぼ し て
い る も の
(以下「障害
物 」 と い
う。)の除去 

障害物の除去は、居室、炊事場
等生活に欠くことのできない場
所又は玄関に障害物が運び込ま
れているため一時的に居住でき
ない状態にあり、かつ、自らの資
力をもつてしては、当該障害物を
除去することができない者に対
して行うものとする。 

障害物の除去のため支出できる費用は、ロ
ープ、スコップその他除去のため必要な機械、
器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職
員等雇上費等とし、区市町村内において障害
物の除去を行つた１世帯当たりの平均が
137,900 円以内の額とする。 

障害物の除去の期間
は、災害発生の日から 10
日以内とする(ただし、内
閣総理大臣の同意により
期間延長あり)。 

救 助 の た
め の 輸 送
費 及 び 賃
金 職 員 等
雇上費 

救助のための輸送費及び賃
金職員の支出は、次に掲げる事
項に対して行うものとする。
(1) 被災者の避難に係る支援 
(2)医療及び助産  (3)災害にか
かった者の救出  (4)飲料水の
供給 (5)死体の捜索 (6)死体の
処理  (7)救済用物資の整理配
分 

救助のため支出できる輸送費及び賃金職員
等雇上費は、当該地域における通常の実費と
する。 

救助のための輸送及び賃
金職員等の雇用を認めら
れる期間は、当該救助の
実施が認められる期間と
する。 

 

 
 
 
(8-2) 

２．従事命令を受けた者等の実費弁償 
 

救助の種類 対  象 費用の限度額 救助の期間 備  考 

実費弁償 

災害救助法施行令
第４条第１号から第
４号までに規定する
者 

災害救助法施行細則（令和 2 年東京都規則第
91 号）別表第二に定める額 

救助の実施が
認められる期間
とする。 

超過勤務手当
及び旅費は別途
定める額 

災害救助法施行令
第４条第５号から第
10 号までに規定する
業者及びその従業者 

業者のその地域における慣行料金による支
出実績に手数料としてその 100 分の３の額も
加算した額以内の額とする。 

救助の実施が
認められる期間
とする。 
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(8-3) 

激甚災害指定基準 
 

激甚災害指定基準 適 用 す べ き 措 置 

法第２章(公共土木施設災害復

旧事業等に関する特別の財政

援助) 

次のいずれかに該当する災害 

(Ａ基準) 
事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の標準税

収入総額×100 分の 0.5 
(Ｂ基準) 

事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の標準税

収入総額×l00 分の 0.2 
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 

(1) 都道府県負担事業の事業費査定見込額＞当該都道府県の当該年

度の標準税収入総額×100 分の 25 
(2) 一の都道府県内の市町村負担事業の事業費査定見込総額＞当該

都道府県内全市町村の当該年度の標準税収入総額×100 分の 5 

法第５条(農地等の災害復旧事

業等に係る補助の特別措置） 
次のいずれかに該当する災害 

(Ａ基準) 
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×100 分の 0.5 

(Ｂ基準) 
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×100 分の 0.15 
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 

(1) 一の都道府県内の事業費査定見込額＞当該都道府県の当該年度

の農業所得推定額×100 分の 4 
(2) 一の都道府県内の事業費査定見込額>10 億円 

法第６条(農林水産業共同利用

施設災害復旧事業費の補助の

特例) 

次の１又は２の要件に該当する要件に該当する災害。ただし、当該施設に

係る被害見込額 5,000 万円以下と認められる場合は除外 
1  激甚法第５条の措置が適用される激甚災害 
2  農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×100 分の 1.5 で

あることにより激甚法第８条の措置が適用される激甚災害 

法第８条(天災による被害農林

漁業者等に対する資金の融通

に関する暫定措置の特例) 

次のいずれかに該当する災害。ただし、災害の状態によりその必要なしと

認められるものは除外 
(Ａ基準) 

農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×100 分の 0.5 
(Ｂ基準) 

農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×100 分の 0.15
かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上あるもの 

一の都道府県内の当該災害に係る特別被害農業者数＞当該都道府

県内の農業を主業とする者の数×100 分の 3 

法第 11 条の２(森林災害復旧

事業に対する補助) 
次のいずれかに該当する災害。 

(Ａ基準) 
林業被害見込額(樹木に係るものに限る。以下同じ。)＞当該年度の全

国生産林業所得(木材生産部門)推定額×100 分の 5 
(Ｂ基準) 

林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得(木材生産部門)推定

額×100 分の 1.5 
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 

(1) 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該都道府県の当該年度の

生産林業所得(木材生産部門)推定額×100 分の 60 
(2) 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所

得(木材生産部門)推定額×100 分の 1 
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激甚災害指定基準 適 用 す べ き 措 置 

法第 12 条、13 条、15 条(中
小企業信用保険法による災

害関係保証の特例等) 

次のいずれかに該当する災害。 
(Ａ基準) 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額(第２次産業

及び第３次産業国民所得×中小企業付加価値率×中小企業販売率の推計。

以下同じ。)×100 分の 0.2 
(Ｂ基準) 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額×100 分の

0.06 
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 
一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額＞当該年度の当

該都道府県の中小企業所得推定額×100 分の 2 
ただし、火災の場合又は法第 12 条の適用がある場合の全国中小企業所

得推定額に対する中小企業関係被害額の割合は、被害の実情に応じ特例措

置が講ぜられることがある。 

法第 16 条(公立社会教育施

設災害復旧事業に対する補

助)、17 条、18 条(私立学校

施設災害復旧事業の補助

等)、19 条(市町村施行の感

染症予防事業に関する負担

の特例) 

法第２章の措置が適用される激甚災害。ただし、当該施設に係る被害又は当該

事業量が軽微であると認められる場合は除外 

法第 22 条(り災者公営住宅

建設事業に対する補助の特

例) 

次のいずれかに該当する被害 
(Ａ基準) 

滅失住宅戸数＞被災地全域で 4,000 戸 
(Ｂ基準) 
1 滅失住宅戸数＞被災地全域で 2,000 戸 

かつ、次のいずれかに該当するもの 
(1) 一市町村の区域内で 200 戸以上 
(2) その区域内の住宅戸数の 10%以上 

2 滅失住宅戸数＞被災地全域で 1,200 戸 
かつ、次のいずれかに該当するもの 
(1) 一市町村の区域内で 400 戸以上 
(2) その区域内の住宅戸数の 20%以上 

ただし、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の実情に応じた

特例的措置が講ぜられることがある。 

法第 24 条(公共土木施設、

農地及び農業用施設等の

小災害に係る地方債の元

利補給等) 

1 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置については法第２章の

措置が適用される災害 
2 農地及び農業用施設等小災害に係る措置については法第５条の措置が適

用される災害 

上記以外の措置 災害発生の都度、被害の実情に応じ個別に考慮 
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(8-4) 

局地激甚災害指定基準 
 

局 地 激 甚 災 害 指 定 基 準 適用すべき措置 

1  公共施設災害関係 
当該市町村負担の当該災害に係る公共施設災害復旧事業等

(激甚法第３条第１項第１号及び３号～14 号の事業)の査定事業

費の額＞当該市町村の当該年度の標準税収入×100 分の 50 に

該当する市町村(当該査定事業費 1,000 万円未満は除外)が１以

上ある災害。 
ただし、その該当市町村ごとの査定事業費の額の合算額が、

おおむね１億円未満を除く。 

1  激甚法第３条第１項各号に掲げる事業

のうち左の市町村が当該災害によりそ

の費用を負担するもの及び激甚法第４

条第５項に規定する地方公共団体以外

の者が設置した施設に係るものについ

て激甚法第 2 章の措置 
2  左の市町村が当該災害につき発行を

許可された公共土木施設及び公立学校

施設小災害復旧事業費に係る地方債に

ついて激甚法第 24 条第１項、第３項及

び第４項の措置 

2  農地、農業用施設等災害関係 
当該市町村の区域内の当該災害に係る農地等災害復旧事業

(激甚法第５条第１項規定の農地、農業用施設及び林道の災害復

旧事業)に要する経費の額＞当該市町村の当該年度の農業所得

推定額×100 分の 10 に該当する市町村(当該経費の額が 1,000
万円未満は除外)が１以上ある災害。 
ただし、その該当市町村ごとの当該経費の額の合計額がおお

むね 5,000 万円未満を除く。 

1  左の市町村の区域内で左の市町村等

が施行する当該災害復旧事業に係る激

甚法第５条、第６条の措置 
2  左の市町村が当該災害につき発行を

許可された農地、農業用施設及び林道の

小災害復旧事業に係る地方債について

激甚法第 24 条第２項から第４項までの

措置 

3  林業災害関係 
市町村の区域内の当該災害に係る林業被害見込額(樹木に係る

ものに限る。以下同じ。)＞当該市町村に係る当該年度の生産林

業所得(木材生産部門)推定額×1.5 
かつ 
(1) 大火による災害にあっては、当該災害に係る要復旧見込面

積＞300ha 
または 
(2) その他の災害にあっては、当該災害に係る要復旧見込面積

＞当該市町村の民有林面積（人工林に係るものに限る。）×

100 分の 25 の市町村が 1 以上ある災害。 
ただし、当該林業被害見込額＜当該年度の全国生産林業所得

(木材生産部門)推定額×10,000 分の 5 の場合を除く。 
 

左の市町村の区域内で左の市町村等が

施行する森林災害復旧事業に係る激甚法

第 11 条の２の措置 

4  中小企業施設災害関係 
当該市町村の区域内の当該災害に係る中小企業関係被害額＞

当該市町村の当該年度の中小企業所得推定額×100 分の 10 に

該当する市町村(当該被害額 1,000 万円未満は除外)が１以上あ

る災害。 
ただし、その該当市町村ごとの当該被害額の合算額がおおむ

ね 5,000 万円未満を除く。 

左の市町村の区域内で中小企業者が必

要とする当該災害復旧資金等に係る激甚

法第 12 条及び第 13 条の措置 
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(9-1) 

東京都震災対策条例 
 
 
 

 

前 文 
地震を予知することが未だ困難な現在、阪神・淡路大震災をはじめとする都市型地震の経験は、

改めて地震発生直後の危険性と不断の危機管理の重要性を、行政はもとより多くの人々に知らしめ

たところである。 
地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自らの生

命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けることのできる都民

の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、この

二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、

連携を図っていくことが欠かせない。 
東京都は、全国に先駆けて東京都震災予防条例を制定し、予防対策重視の視点から地震に強いま

ちづくりを進め、行政主導の下で震災を未然に防止し、最小限にとどめることを目指してきた。 
今後は、この取組を一層進めるとともに、危機管理に重点を置いた応急対策及び復興対策をも視野

に入れた総合的震災対策の体系を構築し、震災対策の充実及び強化に努めていくことが極めて重要で

ある。 
東京は、多くの都民の生活の場であるとともに、日本の首都として政治、経済、文化等の中枢機

能が集中している世界でも有数の大都市である。地震による被害の影響は国内にとどまらず、全世

界に及ぶものであり、地震による災害から東京を守ることは、行政に課せられた重大な責務である。 
震災対策の推進に当たっては、区市町村が基礎的自治体として第一義的責任と役割を果たすもの

である。その上で、広域的役割を担う東京都が区市町村及び国と一体となって、都民と連携し、都

民や東京に集う多くの人々の生命及び財産を守り、首都東京の機能を維持するという決意を表明す

るとともに、総合的震災対策の推進の指針を示すため、この条例を制定する。 
 

第１章 総 則 
第１節 目 的 
第１条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興に係る

対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京都(以下「都」という。)の責務

を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する施策の基本的な事

項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の都民の生

命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。 
 

第２節 知事の責務 

（基本的責務） 

第２条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から保護し、

その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、

最大の努力を払わなければならない。 

２ 前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業(以下「震災対策事業」という。）

の計画(以下「震災対策事業計画」という。)を策定し、その推進を図らなければならない。 

３ 震災対策事業計画の策定に当たっては、都民、事業者及びボランティア(以下「都民等」という。)、

第34条から第36条までの防災組織並びに第58条第１項の復興市民組織の意見を聴くよう努めなけ

ればならない。 
 

（都民及び事業者に対する指導等） 

第３条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たっては、都民及び事業者の協力を求める

平成12年12月22日 
東京都条例第 202
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とともに、都民及び事業者が自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に指導、助言、支援及び

協力を行わなければならない。 

（ボランティアにする支援） 

第４条 知事は、ボランティアが自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に支援及び協力を行わ

なければならない。 
 

（都民等への助成） 

第５条 知事は、都民等が行う震災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。 
 

（区市町村との連絡調整及び助成） 

第６条 知事は、震災対策事業の円滑な実施を図るため、関係する特別区及び市町村(以下「区市町

村」という。）との連絡調整並びに区市町村が実施する震災対策事業に対する支援及び協力を行

わなければならない。 

２ 知事は、区市町村が実施する震災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。 
 

（協力要請） 

第７条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たり、他の地方公共団体その他の公共的団

体等の協力が必要と認められるときは、当該公共的団体等に対して協力を要請し、又は他の地方

公共団体等から協力の要請があったときは、これに応じなければならない。 
 

第３節 都民の責務 

第８条 都民は、震災を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相互に協力し、都民

全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

２ 都民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努めなければならない。 

一 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

二 家具の転倒・落下・移動防止 

三 出火の防止 

四 初期消火に必要な用具の準備 

五 飲料水及び食糧の確保 

六 避難の経路、場所及び方法についての確認 

３ 都民は、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、地域社会を支える一

員としての責任を自覚し、第57条の地域協働復興に対する理解を深めるとともに、震災後におい

ては、相互に協力して自らの生活の再建及び居住する地域の復興に努めなければならない。 

４ 都民は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、自発的に震災対

策活動に参加する等震災対策に寄与するよう努めなければならない。 
 

第４節 事業者の責務 

（基本的責務） 

第９条 事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び都民が行う第57条の地域協働復

興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、震災の防止

並びに震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければな

らない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所に来所する顧客、従業者等及び

事業所の周辺地域における住民(以下「周辺住民」という。）並びにその管理する施設及び設備に

ついて、その安全の確保に努めなければならない。 

３ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民に

対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努めなければならない。 
  

（事業所防災計画の作成） 

第10条 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計

画を基準として、事業所単位の防災計画(以下「事業所防災計画」という。）を作成しなければなら

ない。 
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（事業所防災計画の届出） 

第11条 都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理する

事業者は、事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事に届け出なければならない。 
 

第２章 予防対策 

第１節 震災に関する研究、公表等 

第12条 知事は、震災の発生原因及び発生状況、地域の危険度その他震災に関する事項について、

科学的、総合的に調査及び研究を行うとともに、防災科学技術の開発に努めなければならない。 

２ 都は、耐震性の調査及び研究に資するため、都が設置する建築物その他の工作物のうち、特に

必要と認める工作物に、強震計を設置しなければならない。 

３ 知事は、第１項の調査、研究及び技術の開発の成果を、積極的に震災対策に反映させるととも

に、都民に公表しなければならない。 

４ 知事は、前項に規定するもののほか、震災対策事業計画その他震災対策に関する情報を積極的

に公表するよう努めなければならない。 
 

第２節 防災都市づくりの推進 

第13条 知事は、防災都市づくり(震災を予防し、震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐた

め、建築物及び都市施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第１項各号に掲げる施設をいう。

以下同じ。）等について耐震性及び耐火性を確保する措置その他都市構造の改善に関する措置をい

う。以下この条において同じ。)を推進するため、防災都市づくりに関する計画を策定しなければ

ならない。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 防災都市づくりに関する施策の指針 

二 地域特性に応じた整備の方針及び整備地域の指定 

三 重点整備地域(防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域をいう。)
等の指定 

３ 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して第１項の計画に基づく事業の推進に努めなけれ

ばならない。 
 

第３節 都市施設及び建築物等の安全の確保 

（都市施設等の耐震性等の確保） 

第14条 知事は、震災を未然に防止し、震災が発生した場合における被害の拡大を防止するため、

都市施設等の耐震性及び耐火性の確保に努めなければならない。 
 

（一般建築物の耐震性等の確保） 

第15条 知事は、一般建築物(次条の特殊建築物等以外の建築物をいう。)の耐震性及び耐火性を確

保するため、適切な指導を行うとともに、防災上の相談に応じ、必要と認めるときは、技術面か

らの支援を行うよう努めなければならない。 
 

（特殊建築物等の耐震性等の確保） 

第16条 知事は、特殊建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する特殊建築物をいう。以

下同じ。)その他知事が必要と認める建築物及び地下街(消防法(昭和23年法律第186号)に規定する

地下街をいう。)の耐震性及び耐火性を確保するため、特に知事が指定するものについて、定期的

に検査を行い、若しくは当事者をして行わせ、又は必要があると認めるときは、そのものの改善

について助言し、若しくは勧告することができる。 
 

（重要建築物の耐震性等の強化） 

第17条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及び耐火性の強化に努

め、又は当事者をして努めさせなければならない。 

一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警察署その他の
官公庁建築物 
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二 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他これらに準ずる
建築物 

 

（公共施設等の安全の確保） 

第18条 知事は、その管理する道路、公園、鉄道、橋りょう、港湾その他の公共施設及びこれらに

附属する施設の耐震性及び耐火性を強化するとともに、定期的に検査を行い、それらの安全の確

保に努めなければならない。 

２ 前項の規定は、知事が管理する河川及び海岸に設置する施設について準用する。 
 

（都市ガス、電気、水道施設等の安全の確保） 

第19条 都市ガス、電気、上下水道、通信その他防災対策上重要な施設の管理者は、当該施設の安

全の確保に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の施設の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該施設を収容する共

同溝の設置に努めなければならない。この場合において、知事は、特に耐震性について配慮しな

ければならない。 
 

（危険物の落下防止） 

第20条 知事は、地震により破損し、落下するおそれのある中高層建築物の窓ガラス等落下危険物

の落下を防止するため、その安全性について調査し、研究し、並びに防災上安全な基準を定める

とともに、安全の確保及び改修について指導を行うよう努めなければならない。 
 

（宅地造成地の安全の確保） 

第21条 知事は、宅地造成地の地震に対する安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な

基準を定めるよう努めなければならない。 
 

（宅地造成地の検査） 

第22条 知事は、地震に対して特に危険な宅地造成地については、宅地造成等規制法(昭和36年法律

第191号)の定めるところにより検査し、必要があると認めるときは、その改善について、助言し、

勧告し、又は命ずることができる。 
 

（地盤沈下の防止） 

第23条 知事は、地盤沈下に起因する震災を防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例(平成12年東京都条例第215号)の定めるところにより、地下用水について揚水の抑制に努

めなければならない。 
 

第４節 火災の防止等 

（火災の防止） 

第24条 知事は、地震による火災の発生及びその拡大を防止するため必要な施策を区市町村と連携

を図りつつ、協力して積極的に推進するよう努めなければならない。 
 

（初期消火） 

第25条 都民は、火気を使用するときは、出火を防止するため、常時監視するとともに地震時の出

火に備え、消火器等を配備し、初期消火に努めなければならない。 
 

（火気使用器具の規制） 

第26条 知事は、地震時に出火の危険性の高い設備及び器具の安全を確保し、出火を防止するため、

その技術の開発及び普及啓発に努めるとともに、使用及び取扱いについて、火災予防条例(昭和37

年東京都条例第65号)の定めるところにより、必要な規制を行わなければならない。 
 

（消防水利の確保及び消防力の強化) 

第27条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して消

防水利の確保及び消防力の強化に努めなければならない。 

２ 知事は、その管理する公共施設及び特殊建築物を整備するときは、防火水槽又はこれに類する

施設の設置に努めなければならない。 
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（建築物の不燃化） 

第28条 知事は、地震による出火を防止するため、住宅その他の建築物の不燃化の促進に努めなけ

ればならない。 

２ 消防法第９条の３の指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を取り扱う事業者は、その取り

扱う施設の不燃化に努めなければならない。 

 

（延焼遮断帯の整備） 

第29条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して延

焼遮断帯(火災の拡大を防止する目的で設けられる道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれ

らと近接する不燃化された建築物等により構成される不燃空間をいう。)の整備に努めなければな

らない。 
 

（危険物取扱施設の安全の確保） 

第30条 知事は、消防法第２条第７項の危険物、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第二条の高

圧ガスその他これらに類する危険物を取り扱う施設の安全性について、調査し、研究し、及び防

災上安全な基準を定めるよう努めなければならない。 
 

（有害物取扱施設の安全の確保） 

第31条 知事は、毒物、劇物、病原体及び毒素類、放射性物質その他これらに類する有害物を取り扱

う施設の安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な基準を定めるよう努めなければなら

ない。 
 

第５節 防災広報及び防災教育 

（防災広報） 

第32条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、防災に関する広報活動を積極的に実施し、

都民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に努めなければならない。 
 

（防災教育） 

第33条 都は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、学校教育、社会教育等を通じて防災教育の

充実に努め、並びに区市町村が次条から第36条までの防災組織及び地域の団体等を通じて行う防

災教育に対し、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 
 

第６節 防災組織 

（防災市民組織） 

第34条 知事は、区市町村が行う地域の自主的な防災市民組織の育成に対し、支援及び協力を行い、

その充実が図られるよう努めなければならない。 
 

（施設の防災組織） 

第35条 事業者は、その管理する施設の防災組織の育成に努めなければならない。 
 

（業種別の防災組織） 

第36条 危険物、毒物、劇物、火薬類その他これらに類する物を取り扱う施設又は設備を管理する

者は、業種別の防災組織の組織化に努めなければならない。 
 

（防災リーダーの育成） 

第37条 知事は、第34条の防災市民組織及び第35条の施設の防災組織の活動の促進を図るため、区

市町村及び事業者と連携を図りつつ、協力してこれらの組織における防災リーダー(これらの組織

の行う出火防止、初期消火、救出及び応急手当等の震災対策活動において、適切な指示を与える

等中心的役割を担う者をいう。以下この条において同じ。)の育成に努めるとともに、区市町村が

行う防災リーダーの育成に対して、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 
 

第７節 地域における相互支援ネットワークづくり 

第38条 知事は、震災時に、支援活動を行う団体等が効果的な活動を行う環境を整備するため、区
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市町村が行う地域相互支援ネットワーク(当該区市町村の区域で活動する団体等が相互に連携し、

補完し合うことにより、被災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、効果的に行う仕組み

をいう。)の育成の促進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
 

第８節 ボランティアへの支援 

第39条 知事は、ボランティアによる被災者に対する支援活動の円滑な実施を確保するため、区市

町村と連携を図りつつ、協力して資器材の提供、活動拠点の提供等必要な支援を行うよう努めな

ければならない。 

２ 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力してボランティアの育成に努めなければならない。 

第９節 要援護者に対する施策 

第40条 知事は、区市町村が行う寝たきりの状態にある高齢者、障害者、外国人等震災時に援護を

要する者に対する施策の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
 

第10節 防災訓練 

（防災訓練の実施） 

第41条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して防災訓練を積極的に行わなければならない。 

２ 前項に規定する防災訓練に参加した者が、当該防災訓練により死亡し、又は傷害を受けたとき

の補償については、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。 
 

（防災組織の訓練） 

第42条 第34条から第36条までの防災組織の責任者は、震災の発生に備え、防災訓練を実施しなけ

ればならない。 

２ 前項の防災訓練を実施するときは、初期消火訓練、避難訓練、救出及び救助訓練並びに応急救

護訓練について、特に配慮しなければならない。 

３ 知事は、第１項の防災組織が行う訓練に、職員の派遣を行うこと等により協力をするよう努め

なければならない。 
 

第11節 都民等の意見 

第43条 都民等及び防災組織は、地域の安全性について常に監視し、地震に対して危険性のあるも

のについて知事に意見を述べることができる。 

２ 都民は、第47条の規定による避難場所の指定について、知事に意見を述べることができる。 

３ 知事は、前２項の規定により都民等及び防災組織の意見を聴いたときは、これを施策に反映す

るよう努めなければならない。 
 
 

第３章 応急対策 

第１節 応急体制等の整備 

（災害応急体制の整備） 

第44条 知事は、震災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため必要な体制の確立及び

資器材の整備に努めなければならない。 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため必要な給水及び備蓄のための

施設の整備に努めなければならない。 
 

（情報連絡体制の整備等） 

第45条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ、震災に関する情報の収集及び連絡の体制を整備

し、並びに震災時に的確な情報を都民に周知する方法を講じなければならない。 
 

（他団体への協力要請の方法） 

第46条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ震災に関する情報の収集及び伝達に必要な他の地

方公共団体その他の公共的団体等への協力要請の方法を確立しておかなければならない。 
 

第２節 避 難 

（避難場所の指定） 
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第47条 知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、広域的な避難を確保する

見地から必要な避難場所をあらかじめ指定しなければならない。ただし、火災の拡大するおそれ

のない地区については、避難場所を指定しないことができる。 

２ 知事は、公営住宅を建設するときは、広場の確保に留意し、その防災機能の充実に努めなけれ

ばならない。 
 

（避難道路の指定） 

第48条 知事は、広域的な避難を確保する見地から震災時に都民が避難場所に安全に避難するため

必要な避難道路をあらかじめ指定しなければならない。 
 

（避難場所及び避難道路周辺の不燃化） 

第49条 知事は、避難場所及び避難道路の周辺に存する建築物その他の工作物の不燃化の促進に努

めなければならない。 
 

（避難誘導方法の確立） 

第50条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して震災の発生に備え、あらかじめ避難誘導の

方法を確立しておかなければならない。 
 

（車両による避難の禁止） 

第51条 都民は、震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、道路交通法(昭和35

年法律第105号)第２条第８号の車両(以下「車両」という。)を使用してはならない。 

２ 震災時に走行中の車両の運転者は、当該震災時に行われる交通規制を遵守しなければならない。 
 

第３節 救出及び救助の活動拠点等の確保 

第52条 知事は、震災時において、被災者の救出及び救助並びに都民生活の再建及び都市の復興を

円滑に行うため、その活動拠点等となる土地及び家屋の確保に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の土地及び家屋の利用について、利用計画を作成し、必要があると認めるときは、

これを修正するものとする。 

３ 前項の利用計画の作成及び実施に当たっては、知事は、国及び区市町村との調整に努めなけれ

ばならない。 

４ 知事は、震災時に、災害救助法(昭和22年法律第118号)第9条第1項又は災害対策基本法(昭和36

年法律第223号)第71条第１項の規定による土地又は家屋の円滑な使用を確保するため、あらかじ

め当該土地又は家屋を救出及び救助の活動拠点として指定することができる。この場合において、

知事は、当該土地又は家屋を所有し、及び管理する者に対し、災害救助法及び災害対策基本法の

規定その他必要な事項を説明し、協力を求めるものとする。 
 

第４節 帰宅困難者対策 

（帰宅困難者の事前準備） 

第53条 事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所す

る者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なもの(以下「帰宅困難者」という。)は、震災時

における帰宅に係る安全を確保するため、あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認、家族との連絡

手段の確保その他必要な準備を行うよう努めなければならない。 
 

（帰宅困難者対策の実施） 

第54条 知事は、震災時における帰宅困難者の帰宅に係る混乱を防止するため、あらかじめ区市町

村並びに都の区域に近接する県及び市町村と連携を図りつつ、協力して帰宅困難者の円滑な帰宅

を確保する対策を行うよう努めなければならない。 
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第４章 復興対策 

第１節 震災復興の推進 

（震災復興体制の確立） 

第55条 知事は、震災により重大な被害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復興等を図るた

め必要と認めるときは、東京都震災復興本部の設置に関する条例(平成10年東京都条例第77号)に

基づく体制をとるものとする。 
 

（震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進） 

第56条 知事は、前条に規定する場合は、広域的な復興を推進する見地から、速やかに震災復興計

画を策定しなければならない。 

２ 知事は、前項の計画に基づいて震災復興事業の推進に努めなければならない。 

３ 知事は、第１項の震災復興計画の策定及び前項の震災復興事業の実施を円滑に推進するため、

あらかじめ震災復興に関する施策及び手続を定めることができる。この場合において、知事は、

当該施策及び手続を都民に周知しなければならない。 

４ 知事は、震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進に当たり、区市町村との調整に努めなけ

ればならない。 
 

第２節 地域協働復興 

（地域協働復興に対する理解の促進等） 

第57条 知事は、地域協働復興（震災後において、都民が相互に協力し、事業者、ボランティア及

び知事その他の行政機関との協働により、自主的に自らの生活の再建及び居住する地域の復興を

進めることをいう。以下同じ。）に対する都民等の理解を深めるよう努めるとともに、都民の自

発的な意思に配慮して、地域協働復興に関する活動を促進しなければならない。 
 

（復興市民組織） 

第58条 知事は、区市町村が行う復興市民組織（地域協働復興に関する活動を行う市民組織をいう。

以下同じ。）の育成に対し、支援及び協力を行い、その充実が図られるよう努めなければならな

い。 

２ 知事は、地域協働復興に関する活動の円滑な実施を確保するため、区市町村と連携を図りつつ、

協力して、復興市民組織に対し、情報の提供、相談体制の充実、資器材の提供等必要な支援を行

うよう努めなければならない。 
 

第５章 委 任 

第59条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 
この条例は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則 
この条例は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則 
この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 54 号）第３条の規定の

施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
 



(9-2) 水防法 

 379 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

(9-2) 

水防法 
 
 

 
 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条）  

第二章 水防組織（第三条―第八条）  

第三章 水防活動（第九条―第三十二条の三）  

第四章 指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条）  

第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条）  

第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条）  

第七章 雑則（第四十五条―第五十一条）  

第八章 罰則（第五十二条―第五十五条）  

附則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれに

よる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道そ

の他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の

公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別

区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務

組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管

理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条

に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本

部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又

は水門若しくは閘門の操作、水防のため 

の水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体

をいう。以下第四章までにおいて同じ。） の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との

間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第

百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者

をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県

知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の

長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河

川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の

長並びに下水道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共

下水道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条

第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に

必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

昭和 24 年６月４日 法律第 193 号 
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８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれが

あるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章  水防組織 

（市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合

が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

（水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当

であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害

の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県

知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部

について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられる

ときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財

産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産

に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することがで

きる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せら

れ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域

とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合

の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が

市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は

市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町

村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合におい

ては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当

該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

（水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会に

おいて、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱

意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の

特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市

町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認め

られるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合にお

いて、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選

挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業

による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

（水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案

して定めるものとする。 

（都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保

すべき責任を有する。 

（指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することがで

きる。 
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（水防の機関） 

第五条  水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域

内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防

団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

（水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関す

る事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で

定める。 

（公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公

務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又

は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつ

ては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の

遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の

福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

（退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は

水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合に

あつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺

族）に退職報償金を支給することができる。 

（都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を

定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更

しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事す

る者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３  都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規

定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第

九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県

知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管

理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を

記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得

なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための

活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとする

ときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、

これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第

十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該

都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水

防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更した

ときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 
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（都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道

府県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある

団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定め

る。 

 

第三章 水防活動 

（河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設

（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する

津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる

箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置

を求めなければならない。 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第十条  気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき

は、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、

新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に

周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水に

より国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官

と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては

水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係

都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させ

なければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計

画で定める水防管理者及び量水標管理者 

（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつ

ては、洪水又は高潮に係る事項に限る。） を通知しなければならない。 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積

が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、

洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示

して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものと

する。 

（水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそ

れがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合

において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状

況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水

位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事

が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で
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定めるところにより、公表しなければならない。 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条  国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第

九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそ

れがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて

洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の

水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定

した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五

条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定し

た河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当

該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理

者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければな

らない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計

画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならな

い。 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に

規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を

いう。以下この条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完す

るポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損

害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水に

よる災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さを

いう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水

位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計

画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を

生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水

施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村

の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生

ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位

であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれ

に達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防

管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般

に周知させなければならない。 

（関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第

十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道

府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第

三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係

る事項を通知しなければならない。 

（洪水浸水想定区域） 
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第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又

は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところ

により、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該

当するものをいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水

浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定

した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪

水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水

を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域

として指定するものとする。 

一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法

第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交

通省令で定める基準に該当するもの 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省

令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交

通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町

村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

（雨水出水浸水想定区域） 

第十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水

時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図

るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排

除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第

一項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川そ

の他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨

水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第

五項において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域

内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省

令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速

な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通

省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた

場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による

指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域

若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区

域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 
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二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及

び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の

排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省

令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省

令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省

令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事

にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

（高潮浸水想定区域） 

第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、

又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより

当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域

として指定するものとする。 

一 第十三条の三の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生

を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令

で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、

前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならな

い。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、こ

れを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条

第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二

項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の

指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計

画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又

は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲

げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があ

つた場合に限る。 

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国

土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若し

くは第二項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市

町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高

潮に関する情報をいう。次項において同じ。）の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮

に係る避難訓練の実施に関する事項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第

三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所

在地 
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イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設

が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると

見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水

時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸

水の防止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する

者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑か

つ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定め

る基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四におい

て「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められる

もの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を

定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各

号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除

く。） 当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設  当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定によ

り自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構

成員） 

三 前項第四号ハに掲げる施設  当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定によ

り自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構

成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地

域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の

十一において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域を

その区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物

の配布その他の必要な措置を講じなければならない。 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十

七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に

規定する事項 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地

下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該

地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、

当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あ

らかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等

の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計

画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第
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一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場

合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水

の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な

指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な

理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下こ

の条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項

の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のため

の訓練を行わなければならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街

等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防

組織を置かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しな

ければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者

利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措

置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅

滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成して

いない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な

指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、

正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行う

とともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の

所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確

保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項

の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置

くよう努めなければならない。 

８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたと

きは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報

告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等

の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するととも

に、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実

施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなけ
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ればならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組

織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で

定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同

様とする。 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災

による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。

この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定

する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあ

るのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の

協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計

画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相

互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の

協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前

条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるもの

とする。 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、

河川区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の

帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地

を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地

区として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしよう

とする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内

の土地の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市

町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

（標識の設置等） 

第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土

交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合に

あつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区

である旨を表示した標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標

識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは

除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損

失を補償しなければならない。 

（行為の届出等） 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を

変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定

めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定

める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他

の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この
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限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならな

い。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有す

る浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対

して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

（大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につ

いて、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を

総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規

模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象

台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員

は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減

災協議会が定める。 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川に

ついて、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組

を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都

道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象

台長 

六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合

において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準

用する前項」と読み替えるものとする。 

（予想される水災の危険の周知等） 

第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項

又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円

滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川

が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把

握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

（河川管理者の援助等） 
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第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしよ

うとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようと

する市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八

条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

（水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ

ると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河

川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるお

それがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府

県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受け

たときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知

に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、

その旨を公示しなければならない。 

（水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上

必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を

出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

（優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者

は、これに進路を譲らなければならない。 

（緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、

水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しな

い空地及び水面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなけ

ればならない。 

（水防信号） 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

（警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する

者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しく

は制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又は

これらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

（警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の

出動を求めることができる。 

（応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若

しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求め

に応じなければならない。 

２  応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動する

ものとする。 
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３  第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担する

ものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該

応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

（居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるとき

は、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させる

ことができる。 

（決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関

の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

（決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長

及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければな

らない。 

（水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならな

い。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受

けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）

第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用

し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信

施設を使用することができる。 

（公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水

防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用

し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分す

ることができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要

な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは

排水用機器を使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しな

ければならない。 

（立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認め

られるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める

区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。

水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなけれ

ばならない。 

（知事の指示） 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長

に対して指示をすることができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水

防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関

の長に対して指示をすることができる。 

（特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した
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場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四

十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当

該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。

特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一

条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第

一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」と

あり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第

二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、

第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水

防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代

表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」

とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土

交通大臣」とする。 

（水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わな

ければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を

行うよう努めなければならない。 

（津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水

防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行

われるときは、これに参加しなければならない。 

 

第四章 指定水防管理団体 

（水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎

年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同

じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害

対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体に

あつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、そ

の要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければな

らない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

（水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管

理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、

これらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防

に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、



(9-2) 水防法 

 393 

    

２
．
火
災
防
止 

 

    

１
．
総
則 

 

    

４
．
災
害
医
療 

 

    

３
．
防
災
行
政
無
線 

 

    

６
．
避
難
場
所
・ 

 
 

避
難
所
等 

    

５
．
応
援
・
供
給
協
定 

 

    

７
．
備
蓄 

 

    

９
．
関
係
法
令 

 

    

８
．
災
害
救
助 

 

    

11
．
そ
の
他 

 

    

10
．
警
戒
宣
言 

 

又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防

事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

（水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

 

第五章 水防協力団体 

（水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる

法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団

体として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務

所の所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、

その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければ

ならない。 

（水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に

掲げる業務を行わなければならない。 

（監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必

要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していない

と認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消す

ことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な

情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

第六章 費用の負担及び補助 

（水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

（利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著

しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防

により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 
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２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水

防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都

道府県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当

事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都

府県の知事と協議しなければならない。 

（都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当

該都道府県の負担とする。 

（国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費

用は、国の負担とする。 

（費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水

防管理団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のう

ち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与え

る影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内

において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の

三分の一に相当する額以内とする。 

 

第七章 雑則 

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷

し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若

しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は

水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、

その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

（表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい

功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことがで

きる。 

（報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要

な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさ

せることができる。 

（勧告及び助言） 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内

における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

（資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるとき

は、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に

属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土

地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ
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れを提示しなければならない。 

（消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、

あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

（権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、そ

の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

第八章 罰則 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又

は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第

二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下

の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 

二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文

に規定する行為をした者 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその

正当な使用を妨げた者 

二 第二十条第二項の規定に違反した者 

三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の

規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

附 則 

１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の規定によ

り、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定した河川とみ

なされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水

想定区域の指定をしなければならない。 

３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内

において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそ

れがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において 

「浸水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適

正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による調査の

結果について、必要な報告を求めることができる。 

附 則 （昭和二七年七月三一日法律第二五八号） 抄 

１ この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 

附 則 （昭和二九年六月一日法律第一四〇号） 

この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和二九年六月八日法律第一六三号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第五十三条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、
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警察法（昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。）の施行の日

から施行する。 

附 則 （昭和三〇年七月一一日法律第六一号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和三一年六月一一日法律第一四一号） 抄 

１ この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。 

附 則 （昭和三二年五月一六日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 

附 則 （昭和三三年三月一五日法律第八号） 

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （昭和三五年六月三〇日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

（経過規定） 

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大

臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処

分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防

庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 

２ この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若

しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、

届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣

又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみな

す。 

附 則 （昭和四七年六月二三日法律第九四号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和五七年七月一六日法律第六六号） 

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

附 則 （昭和五九年一二月二五日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附  則 （昭和六〇年六月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 

附 則 （平成六年六月二九日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律（平成六年法律

第四十八号）中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二編第十二章の改正規定の施行の

日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定

の施行の日から施行する。 

附 則 （平成七年四月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第

四十七条、第四十八条及び第七十二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規

定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び第二十四条第二項の改
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正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日 

第三条 この法律の施行（附則第一条第一号の規定による施行をいう。）前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同

法第二百五十条の九第一項に係る部分 

（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及

び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改

良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町

村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）

並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、

第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三

条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前

において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の

地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、

この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務

として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第百六十条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附

則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等

の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際

現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条に

おいて「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事

務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞ

れの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律

の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の

相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報

告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続が

されていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、

これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報

告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものと

みなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下こ

の条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下こ

の条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについて

は、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服

審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、

施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当

該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項

第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 
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（手数料に関する経過措置） 

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別

段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定め

る。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、でき

る限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新

地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、

適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国

と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等

を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する

法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四

条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

附 則 （平成一三年六月一三日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成一七年五月二日法律第三七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第一条のうち水防法第六条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から

施行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法（以下「旧法」という。）

第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち河川法（昭和三

十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川（同法第四条第一項

に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。）で旧法第十条の六第一項の規定によ

り国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第十条の二第一項の規定により都道府県知事が

指定している河川以外の河川のうち河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川若し

くは同法第五条第一項に規定する二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県知

事が指定しているもの（専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事

が指定するものを除く。）については、それぞれ、第一条の規定による改正後の水防法（以

下「新法」という。）第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二

項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。 

第三条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定が

あるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 
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（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄 

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

附 則 （平成二二年一一月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において

同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に

おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第一二四号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）の施行の日

から施行する。 

附 則 （平成二五年六月一二日法律第三五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第三十六条第一項の規定によ

り指定されている水防協力団体は、第一条の規定による改正後の水防法（附則第六条において「新

水防法」という。）第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の

状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 略 

二 第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十

四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う
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措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章  移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

（第五十九条―第六十七条）／第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人

への移行に伴う措置（第六十七条の二―第六十七条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第

八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正

規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、

第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第

一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定

に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六

十二条、第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条

の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十

四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に

二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の

規定 平成二十六年四月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二五年六月二一日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一及び二 略 

三 附則第七条の規定  水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十五号）

の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

（政令への委任） 

第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （平成二六年一一月一九日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

附 則 （平成二七年五月二〇日法律第二二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の水防法（以下この条において「新水防法」という。）第十四

条第一項の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に第

一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域は、

新水防法第十四条第一項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。 

２ 前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第十五条か

ら第十五条の四までの規定の適用については、新水防法第十五条第一項中「第十四条第一項の

規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域

の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「水

防法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正法」

という。）の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該洪水浸水想
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定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第

一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域

（以下この条において単に「浸水想定区域」という。）」と、同項第一号中「、第十三条の二若

しくは第十三条の三の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」

とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第三号中「洪水、雨水出水又は高潮」とある

のは「洪水」と、同項第四号中「浸水想定区域 

（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同

じ。）」とあるのは「浸水想定区域」と、同号イ中「洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪

水時等」という。）」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ

及びハ並びに同項第五号並びに新水防法第十五条の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八

項及び第九項、第十五条の三第一項並びに第十五条の四第一項中「洪水時等」とあるのは「洪

水時」とする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月一九日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定に

よる改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条の規定 公布の日 

二 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の

三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定

（「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。）及び同法第三十一条の

改正規定、第六条の規定（同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。）、第

七条の規定（同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。）並びに第八条、

第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号の改正規定に限る。）、第六条、

第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三

月を超えない範囲内において政令で定める日 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置
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を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の

規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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(9-3) 

東京都帰宅困難者対策条例 
平成二四年三月三〇日  

条例第一七号  
 

目次 
第一章 総則(第一条―第六条) 
第二章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進(第七条―第九条) 
第三章 安否確認及び情報提供(第十条・第十一条) 
第四章 一時滞在施設の確保(第十二条) 
第五章 帰宅支援(第十三条) 
第六章 雑則(第十四条) 
附則 
 

第一章 総則 
(目的) 

第一条 この条例は、大規模な地震その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生したことに

伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合において、多数の帰宅困

難者(事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する

者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。)が生じることによる混乱及び事故の

発生等を防止するために、東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者(事業を行う法人その他

の団体又は事業を行う場合における個人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにし、帰宅困難者対

策の推進に必要な体制を確立するとともに、施策の基本的事項を定めることにより、帰宅困難者

対策を総合的かつ計画的に推進し、もって都民の生命、身体及び財産の保護並びに首都機能の迅

速な回復を図ることを目的とする。 
 
(知事の責務) 

第二条 知事は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、事業者その他関係機関と連携し、

大規模災害の発生時における帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、帰宅困難

者対策について実施計画を策定し、総合的に推進しなければならない。 
２ 知事は、大規模災害の発生により、多数の帰宅困難者が生じ、又は生じるおそれがあると認め

る場合並びに帰宅困難者による混乱及び事故の発生等の危険性が回避され、安全に帰宅すること

ができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、必要な措

置を講じなければならない。 
３ 知事は、前二項に規定する帰宅困難者対策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、外国人

等の災害時に援護を要する者に対して、特に配慮しなければならない。 
 
(都民の責務) 

第三条 都民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他の緊急連絡を要する者との

連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準

備を行うよう努めなければならない。 
２ 都民は、大規模災害の発生時に自らの安全を確保するため、むやみに移動しないよう努めると

ともに、都、区市町村、事業者その他関係機関が行う帰宅困難者対策に協力し、かつ、自発的な
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防災活動を行うよう努めなければならない。 
 
(事業者の責務) 

第四条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全

性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関

係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。 
２ 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとと

もに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、

徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければな

らない。 
３ 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の

発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び当該施設の周辺地域にお

ける住民との連携及び協力に努めなければならない。 
４ 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、安

全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)
第十条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明らかに

し、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期的に内容の確認及び改善に努めなければならな

い。 
 
(帰宅困難者対策実施状況の報告) 

第五条 知事は、帰宅困難者対策の実施状況を確認するため、事業者等(前条及び次章から第五章ま

での規定に係る帰宅困難者対策を実施する者をいう。以下同じ。)に報告を求めることができる。 
 
(事業者等に対する支援) 

第六条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 
 

第二章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進 
(従業者の一斉帰宅抑制) 

第七条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性

並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を

講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。 
２ 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるとこ

ろにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努め

なければならない。 
 

(公共交通事業者等による利用者の保護) 
第八条 鉄道事業者その他公共交通事業者は、公共交通機関の運行の停止により管理する施設内に

おいて多数の帰宅困難者が生じた場合は、管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確

認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、

安全な場所への誘導その他公共交通機関の利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めな

ければならない。 
２ 百貨店、展示場、遊技場等の集客施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設

内で多数の帰宅困難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺
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の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に

係る案内、安全な場所への誘導その他施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めな

ければならない。 
３ 前二項に規定する施設以外の施設に係る設置者又は管理者は、前二項の規定に準じて、施設利

用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
 
(学校等における生徒等の安全確保) 

第九条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)第一

条に規定する学校をいう。)、専修学校(法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)及び各種学

校(法第百三十四条に規定する各種学校をいう。)並びに保育所その他の子育て支援を行うことを

目的とする施設の設置者又は管理者は、大規模災害の発生時に、設置し、又は管理する施設及び

設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、幼児、児童、生徒等に対し、当該施設内での待機の

指示その他安全確保のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
 

第三章 安否確認及び情報提供 
(安否確認及び情報提供のための体制整備) 

第十条 知事は、大規模災害の発生時において安否情報の確認及び災害関連情報その他の情報(以下

「災害関連情報等」という。)の提供を行うため、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び

協力の下に、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供するために必要な体制を確立しなけ

ればならない。 
 
(安否確認手段の周知等) 

第十一条 知事は、大規模災害の発生時において都民及び事業者等に対して安否情報の確認手段の

周知及び災害関連情報等の提供を行わなければならない。 
２ 事業者等は、大規模災害の発生時において従業者、利用者等に対して安否情報の確認手段の周

知及び災害関連情報等の提供に努めなければならない。 
 

第四章 一時滞在施設の確保 
(一時滞在施設の確保等) 

第十二条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の中から、大規模災害の発生時に帰宅困難者を

一時的に受け入れる施設(以下この条において「一時滞在施設」という。)を指定し、都民及び事

業者等に周知しなければならない。 
２ 知事は、一時滞在施設の確保に向け、都が所有し、又は管理する施設以外の公共施設又は民間

施設に関し、国、区市町村及び事業者に協力を求め、帰宅困難者を受け入れる体制を整備しなけ

ればならない。 
３ 知事は、区市町村、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時において帰宅困難者

の一時滞在施設への円滑な受入れのために必要な措置を講じなければならない。 
 

第五章 帰宅支援 
(帰宅支援) 

第十三条 知事は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、大規模災害の発生

時における公共交通機関の運行の停止に係る代替の交通手段及び輸送手段並びに災害時帰宅支援

ステーション(徒歩により帰宅する者に飲料水、便所、災害関連情報等の提供等を行う店舗等をい
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う。)を確保するとともに、災害関連情報等の提供その他必要な措置を講じることにより、帰宅す

る者の安全かつ円滑な帰宅を支援しなければならない。 
 

第六章 雑則 
(委任) 

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。 
 

附 則 
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 
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１０．警戒宣言 
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(10-1) 

地震防災対策強化地域 
 
 

大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律 73 号)第３条第１項の規定に基づき指定される。 

  
         東海地震に係る地震防災対策強化地域  （平成 26 年 9 月現在） 

県 名 区                    域 

東京都 新島村、神津島村、三宅村 

神奈川県 平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、

寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、

真鶴町、湯河原町 

山梨県 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、

甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、 

南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、 

富士河口湖町 
長野県 岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、 

原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、

阿南町、阿智村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 
岐阜県 中津川市 
静岡県 全域 
愛知県 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、

安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、

高浜市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、

長久手町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、 

武豊町、幸田町、設楽町、東栄町 
三重県 伊勢市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大紀町、 

南伊勢町、紀北町 
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１１．その他 
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(11-1) 

地域危険度一覧表(町丁目別) 
 

★ランクは 5 段階(数値が大きいほど危険)。 
★順位は東京都全体 5,177 町丁目に対するもの。 

(平成30年2月発表) 

 
町丁目名 

建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動困難度 総合危険度 

危険量 順位 ランク 危険量 順位 ランク 困難度 順位 ランク 危険量 順位 ランク 

あ 愛住町 2.69 1676 2 0.61 1370 2 0.17 1209 2 0.56 1040 3 

 赤城下町 7.23 461 3 3.86 318 4 0.29 192 4 3.26 99 4 

 赤城元町 2.11 2127 2 1.12 897 3 0.26 331 4 0.83 674 3 

 揚場町 0.56 4361 1 0.01 4479 1 0.13 1918 2 0.07 3546 1 

 荒木町 3.44 1301 2 0.18 2445 2 0.12 2098 2 0.45 1286 2 

い 市谷加賀町１丁目 0.57 4349 1 0 4777 1 0.06 3499 1 0.04 4064 1 

 
市谷加賀町２丁目 2.13 2110 2 0.05 3572 1 0.06 3493 1 0.14 2930 1 

 
市谷甲良町 2.12 2117 2 0.02 4083 1 0.16 1361 2 0.34 1646 2 

 
市谷砂土原町１丁目 1.32 3260 1 0 4595 1 0.14 1804 2 0.18 2520 2 

 
市谷砂土原町２丁目 0.49 4439 1 0 4778 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
市谷砂土原町３丁目 0.99 3798 1 0.02 4119 1 0.27 296 4 0.27 1969 2 

 
市谷左内町 1.15 3524 1 0.01 4306 1 0.06 3611 1 0.07 3665 1 

 
市谷鷹匠町 0.6 4307 1 0 4818 1 0.29 218 4 0.17 2598 2 

 
市谷田町１丁目 0.34 4628 1 0 4888 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
市谷田町２丁目 0.85 3990 1 0.02 4235 1 0.08 3016 1 0.07 3583 1 

 
市谷田町３丁目 1.42 3089 1 0.02 4062 1 0.11 2524 2 0.15 2786 2 

 
市谷台町 2.58 1743 2 0.53 1501 2 0.09 2967 1 0.27 1983 2 

 
市谷長延寺町 2.2 2033 2 0.01 4485 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
市谷仲之町 0.76 4114 1 0.02 4127 1 0.18 1017 3 0.14 2863 1 

 
市谷八幡町 0.76 4105 1 0 4628 1 0.11 2446 2 0.08 3462 1 

 
市谷船河原町 0.8 4051 1 0.01 4426 1 0.18 1124 3 0.14 2867 1 

 
市谷本村町 0.13 4924 1 0 4868 1 0.04 3926 1 0.01 4621 1 

 
市谷薬王寺町 2.76 1634 2 0.25 2145 2 0.12 2094 2 0.37 1545 2 

 
市谷柳町 5.64 703 3 0.32 1893 2 0.09 2819 2 0.55 1076 3 

 
市谷山伏町 2.03 2222 2 0.26 2090 2 0.1 2584 2 0.24 2150 2 

 
岩戸町 3.46 1291 2 0.2 2345 2 0.07 3396 1 0.24 2112 2 

え 榎町 2.38 1889 2 0.31 1917 2 0.07 3294 1 0.19 2450 2 

お 大久保１丁目 2.42 1865 2 0.3 1961 2 0.21 639 3 0.58 994 3 

 
大久保２丁目 2.88 1572 2 1.17 866 3 0.21 720 3 0.84 670 3 

 
大久保３丁目 0.08 5013 1 0.01 4295 1 0.1 2685 2 0.01 4529 1 

か 改代町 4.55 939 3 0.27 2040 2 0.11 2306 2 0.55 1060 3 

 
神楽河岸 0 5166 1 0 5132 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
神楽坂１丁目 1.83 2454 2 0.01 4442 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
神楽坂２丁目 3.2 1412 2 0.18 2461 2 0.2 771 3 0.68 833 3 

 
神楽坂３丁目 5.96 645 3 1.03 955 3 0.22 605 3 1.52 321 4 

 
神楽坂４丁目 5.48 739 3 1.01 965 3 0.16 1289 2 1.07 508 3 

 
神楽坂５丁目 3.77 1174 3 1.05 937 3 0.17 1164 3 0.84 669 3 

 
神楽坂６丁目 6.51 556 3 1.08 920 3 0.19 927 3 1.44 348 4 

 
霞ヶ丘町 0.1 4971 1 0 4770 1 0.04 3929 1 0 4659 1 

 
片町 2.95 1527 2 0.22 2267 2 0 4772 1 0 4767 1 

 
歌舞伎町１丁目 1.71 2627 2 0.05 3567 1 0.03 4221 1 0.05 3890 1 

 
歌舞伎町２丁目 0.73 4146 1 0 4601 1 0.03 4213 1 0.02 4303 1 

 
上落合１丁目 2.21 2019 2 0.36 1798 2 0.16 1335 2 0.42 1383 2 

 
上落合２丁目 3.54 1261 2 2.34 505 3 0.2 738 3 1.2 427 3 

 
上落合３丁目 3.98 1105 3 3.39 367 4 0.27 293 4 1.96 228 4 

 
河田町 1.49 2960 1 0.02 4228 1 0.2 774 3 0.3 1794 2 

き 喜久井町 3.39 1325 2 1.27 826 3 0.15 1549 2 0.7 809 3 

 
北新宿１丁目 2.03 2219 2 0.16 2547 2 0.2 797 3 0.44 1309 2 

 
北新宿２丁目 3.29 1367 2 0.36 1807 2 0.19 923 3 0.7 811 3 

 
北新宿３丁目 3.11 1445 2 1.53 716 3 0.25 368 4 1.16 454 3 

 
北新宿４丁目 1.88 2384 2 0.03 3841 1 0.01 4657 1 0.02 4373 1 

 
北町 1.48 2976 1 0.04 3632 1 0.19 892 3 0.3 1841 2 

 
北山伏町 1.48 2979 1 0.09 3078 1 0.15 1562 2 0.23 2168 2 

さ 細工町 4.1 1063 3 0.21 2319 2 0.08 3094 1 0.34 1653 2 

 
四谷坂町 5.48 738 3 1.06 936 3 0.19 877 3 1.27 406 3 

 
左門町 1.87 2408 2 0.09 3047 1 0.18 1098 3 0.35 1623 2 
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町丁目名 

建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動困難度 総合危険度 

危険量 順位 ランク 危険量 順位 ランク 困難度 順位 ランク 危険量 順位 ランク 

 
三栄町 3.12 1433 2 0.1 2998 1 0.21 656 3 0.69 819 3 

し 信濃町 0.88 3961 1 0.02 4203 1 0.16 1451 2 0.14 2896 1 

 
下落合１丁目 1.04 3722 1 0.02 4253 1 0.17 1253 2 0.18 2564 2 

 
下落合２丁目 0.88 3956 1 0.05 3596 1 0.18 1037 3 0.17 2628 2 

 
下落合３丁目 2.1 2142 2 0.22 2260 2 0.19 916 3 0.44 1294 2 

 
下落合４丁目 2.58 1751 2 0.69 1266 2 0.24 446 3 0.78 722 3 

 
下宮比町 0.72 4161 1 0.01 4313 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
白銀町 1.81 2494 2 0.2 2350 2 0.13 1971 2 0.26 2022 2 

 
新小川町 1.93 2336 2 0.05 3561 1 0.05 3674 1 0.11 3225 1 

 
新宿１丁目 1.33 3243 1 0.03 3965 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
新宿２丁目 1.79 2517 2 0.03 3943 1 0.01 4651 1 0.02 4377 1 

 
新宿３丁目 1.25 3363 1 0.01 4341 1 0.02 4437 1 0.02 4250 1 

 
新宿４丁目 1.19 3467 1 0.03 3837 1 0.13 2010 2 0.16 2750 2 

 
新宿５丁目 1.11 3602 1 0.01 4422 1 0.06 3609 1 0.06 3697 1 

 
新宿６丁目 1.94 2331 2 0.3 1969 2 0.17 1168 3 0.39 1484 2 

 
新宿７丁目 2.98 1509 2 0.47 1613 2 0.18 1097 3 0.61 941 3 

す 水道町 2.69 1678 2 0.2 2368 2 0.05 3735 1 0.15 2829 2 

 
須賀町 4.02 1094 3 0.84 1113 3 0.27 272 4 1.31 385 3 

 
住吉町 3.71 1194 2 0.51 1542 2 0.06 3446 1 0.27 1959 2 

た 高田馬場１丁目 2.04 2214 2 0.19 2381 2 0.16 1356 2 0.36 1599 2 

 
高田馬場２丁目 3.83 1154 3 0.25 2122 2 0.13 1950 2 0.53 1108 3 

 
高田馬場３丁目 2.76 1635 2 0.66 1299 2 0.25 381 3 0.85 663 3 

 
高田馬場４丁目 2.29 1959 2 0.59 1402 2 0.14 1643 2 0.42 1382 2 

 
箪笥町 2.53 1783 2 0.07 3257 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
大京町 2.06 2194 2 0.13 2721 2 0.2 807 3 0.44 1316 2 

つ 築地町 1.67 2679 2 0.03 3897 1 0.09 2950 1 0.15 2840 2 

 
筑土八幡町 2.55 1767 2 0.07 3289 1 0.11 2321 2 0.3 1825 2 

 
津久戸町 1.18 3471 1 0.04 3705 1 0 4772 1 0 4767 1 

て 天神町 3.74 1186 3 0.82 1128 3 0.08 3085 1 0.36 1585 2 

と 戸塚町１丁目 1.12 3588 1 0.01 4470 1 0.05 3763 1 0.06 3806 1 

 
富久町 3.25 1389 2 0.76 1191 3 0.18 1127 3 0.7 797 3 

 
戸山１丁目 1.73 2613 2 0.18 2466 2 0.12 2123 2 0.23 2174 2 

 
戸山２丁目 0.19 4834 1 0 4862 1 0.08 2972 1 0.02 4379 1 

 
戸山３丁目 0.87 3977 1 0.02 4164 1 0.18 1114 3 0.16 2740 2 

な 内藤町 0.81 4034 1 0 4603 1 0.11 2288 2 0.09 3344 1 

 
中井１丁目 3.97 1112 3 1.54 714 3 0.2 838 3 1.09 493 3 

 
中井２丁目 2.66 1699 2 0.72 1241 2 0.2 857 3 0.66 858 3 

 
中落合１丁目 3.12 1434 2 0.51 1538 2 0.12 2197 2 0.43 1336 2 

 
中落合２丁目 1.74 2588 2 0.2 2367 2 0.19 891 3 0.37 1527 2 

 
中落合３丁目 2.53 1787 2 0.85 1104 3 0.14 1794 2 0.46 1237 2 

 
中落合４丁目 2.06 2191 2 0.63 1342 2 0.21 632 3 0.58 1010 3 

 
中里町 3.56 1249 2 1.1 910 3 0.19 933 3 0.88 631 3 

 
中町 1.91 2351 2 0.08 3182 1 0.21 684 3 0.42 1375 2 

 
納戸町 2.96 1518 2 0.04 3757 1 0.08 3157 1 0.23 2191 2 

に 西落合１丁目 2.39 1884 2 0.14 2705 2 0.05 3753 1 0.13 3017 1 

 
西落合２丁目 2.52 1796 2 0.36 1809 2 0.07 3373 1 0.19 2436 2 

 
西落合３丁目 1.73 2606 2 0.2 2369 2 0.04 3973 1 0.08 3531 1 

 
西落合４丁目 1.84 2440 2 0.3 1967 2 0.03 4237 1 0.06 3781 1 

 
西五軒町 2.8 1612 2 0.09 3061 1 0.05 3742 1 0.15 2830 2 

 
西新宿１丁目 0.78 4086 1 0 4892 1 0 4772 1 0 4767 1 

 
西新宿２丁目 0.03 5109 1 0 5099 1 0.01 4552 1 0 4760 1 

 
西新宿３丁目 0.71 4173 1 0 4612 1 0.09 2850 1 0.06 3674 1 

 
西新宿４丁目 2.12 2118 2 0.16 2546 2 0.19 937 3 0.43 1331 2 

 
西新宿５丁目 3.47 1289 2 1.05 944 3 0.16 1380 2 0.72 774 3 

 
西新宿６丁目 0.19 4841 1 0 4840 1 0.09 2938 1 0.02 4380 1 

 
西新宿７丁目 1.13 3557 1 0.01 4257 1 0.07 3272 1 0.08 3468 1 

 
西新宿８丁目 1.65 2708 2 0.15 2624 2 0.18 1057 3 0.33 1709 2 

 
西早稲田１丁目 1.67 2682 2 0.02 3994 1 0.12 2070 2 0.21 2322 2 

 
西早稲田２丁目 1.93 2335 2 0.16 2555 2 0.13 1876 2 0.28 1925 2 

 
西早稲田３丁目 1.86 2416 2 0.14 2709 2 0.12 2107 2 0.25 2097 2 

 
二十騎町 2.84 1596 2 0.14 2658 2 0.22 594 3 0.65 872 3 

は 払方町 1.46 3027 1 0.04 3653 1 0.18 1027 3 0.27 1951 2 

 
原町１丁目 3.94 1117 3 0.99 974 3 0.12 2073 2 0.61 937 3 

 
原町２丁目 3.83 1151 3 1.06 931 3 0.17 1255 2 0.82 682 3 
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町丁目名 

建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動困難度 総合危険度 

危険量 順位 ランク 危険量 順位 ランク 困難度 順位 ランク 危険量 順位 ランク 

 
原町３丁目 3.48 1284 2 0.95 1009 3 0.18 1132 3 0.78 725 3 

 
馬場下町 4.87 866 3 0.47 1604 2 0.09 2884 1 0.47 1217 2 

ひ 東榎町 3.84 1149 3 0.08 3126 1 0.02 4330 1 0.09 3391 1 

 
東五軒町 1.3 3281 1 0.02 4034 1 0.05 3784 1 0.06 3670 1 

 
百人町１丁目 2.02 2229 2 0.16 2581 2 0.18 1054 3 0.39 1450 2 

 
百人町２丁目 1.83 2460 2 0.07 3247 1 0.17 1250 2 0.32 1740 2 

 
百人町３丁目 1.58 2816 2 0.12 2847 1 0.07 3385 1 0.11 3147 1 

 
百人町４丁目 0.09 4986 1 0 4930 1 0.02 4394 1 0 4725 1 

ふ 袋町 3.23 1399 2 0.17 2500 2 0.17 1171 3 0.59 983 3 

 
舟町 4.43 977 3 0.33 1872 2 0.16 1328 2 0.77 732 3 

へ 弁天町 3.2 1407 2 1.1 909 3 0.17 1196 2 0.73 764 3 

ほ 本塩町 1.67 2690 2 0.16 2569 2 0.05 3802 1 0.09 3417 1 

み 南榎町 5.29 777 3 1.92 582 3 0.34 90 4 2.47 155 4 

 
南町 1.31 3280 1 0.14 2685 2 0.23 479 3 0.34 1670 2 

 
南元町 2.15 2079 2 0.24 2166 2 0.16 1284 2 0.4 1443 2 

 
南山伏町 3.29 1366 2 0.05 3471 1 0.13 1968 2 0.43 1337 2 

や 山吹町 3.62 1225 2 0.3 1970 2 0.04 4018 1 0.15 2838 2 

 
矢来町 2.52 1797 2 0.52 1525 2 0.22 558 3 0.67 843 3 

よ 横寺町 4.68 907 3 1.4 773 3 0.27 253 4 1.67 278 4 

 
余丁町 3.42 1310 2 0.81 1133 3 0.16 1427 2 0.66 855 3 

 
四谷１丁目 0.82 4026 1 0.1 2974 1 0.08 3049 1 0.07 3550 1 

 
四谷２丁目 0.95 3848 1 0.02 4080 1 0.05 3761 1 0.05 3900 1 

 
四谷３丁目 1.15 3523 1 0.04 3655 1 0.06 3469 1 0.08 3537 1 

 
四谷４丁目 2.07 2182 2 0.16 2548 2 0.1 2650 2 0.22 2243 2 

わ 若葉１丁目 2.75 1645 2 0.53 1513 2 0.25 374 3 0.81 684 3 

 
若葉２丁目 6.58 547 3 0.97 995 3 0.18 1032 3 1.38 364 4 

 
若葉３丁目 14.01 59 5 3.85 320 4 0.23 477 3 4.16 61 5 

 
若松町 2.06 2187 2 0.15 2595 2 0.14 1735 2 0.31 1777 2 

 
若宮町 1.67 2688 2 0.06 3357 1 0.29 201 4 0.5 1149 3 

 
早稲田鶴巻町 2.87 1583 2 0.11 2912 1 0.01 4638 1 0.03 4156 1 

 
早稲田南町 4.67 908 3 1.08 925 3 0.24 451 3 1.36 366 4 

 
早稲田町 1.84 2443 2 0.03 3968 1 0.01 4699 1 0.01 4453 1 
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(11-2)    

関係防災機関等一覧 
(令和 3 年 7 月 1 日現在) 

区 分 名         称 所       在 電 話 

区 新宿区 新宿区歌舞伎町 1-4-1 3209-1111 

警 察 

警視庁第四方面本部 中野区中野 4-12-2 3581-4321 
警視庁牛込警察署 新宿区南山伏町 1-15 3269-0110 
警視庁新宿警察署 新宿区西新宿 6-1-1 3346-0110 
警視庁戸塚警察署 新宿区西早稲田 3-30-13 3207-0110 
警視庁四谷警察署 新宿区左門町 6-5 3357-0110 

消 防 

東京消防庁第四消防方面本部 新宿区大久保 3-14-26 3209-0119 
東京消防庁四谷消防署 新宿区四谷 3-10 3357-0119 

新宿御苑出張所 新宿区新宿 1-8-3 3350-0119 
東京消防庁牛込消防署 新宿区筑土八幡町 5-16 3267-0119 

早稲田出張所 新宿区早稲田鶴巻町 504-6 3204-0119 
東京消防庁新宿消防署 新宿区百人町 3-29-4 3371-0119 

落合出張所 新宿区中落合 3-7-1 3950-0119 
戸塚出張所 新宿区大久保 3-14-26 3205-0119 
大久保出張所 新宿区新宿 6-27-43 3207-0119 
西新宿出張所 新宿区西新宿 3-7-38 3342-0119 

消防団 
四谷消防団(四谷消防署内） 新宿区四谷 3-10 3357-0119 
牛込消防団(牛込消防署内） 新宿区筑土八幡町 5-16 3267-0119 
新宿消防団(新宿消防署内） 新宿区百人町 3-29-4 3371-0119 

日本郵便
株式会社 

新宿郵便局 新宿区西新宿 1-8-8 3340-9512 
新宿北郵便局 新宿区大久保 3-14-8 3208-9606 
牛込郵便局 新宿区北山伏町 1-5 3260-2442 
落合郵便局 中野区東中野 4-27-21 3371-9153 

道 路 
東京国道工事事務所 代々木出張所 渋谷区代々木 4-30-8 3374-9451 
東京都 建設局 第三建設事務所 中野区中野 4-8-1 3387-5132 

医 療 

一般社団法人新宿区医師会(事務局） 新宿区新宿 7-26-4 3208-2301 

一般社団法人東京都新宿区四谷牛込歯科医師会(事務局） 新宿区市谷台町 8-15 3356-6367 
一般社団法人東京都新宿区歯科医師会(事務局） 新宿区新宿 7-26-4 3200-5064 
一般社団法人新宿区薬剤師会（事務局） 新宿区新宿 7-26-4 3208-1632 
公益社団法人東京都柔道整復師会新宿支部 新宿区岩戸町 2-1-1 3235-4388 
日本赤十字社東京都支部 新宿区大久保 1-2-15 5273-6744 

上下水道 
・電気 
・ガス 
・電話 
・運輸 

東京都水道局 新宿営業所 新宿区内藤町 87 5368-3055 
東京都下水道局  西部第一下水道事務所 中野区新井 3-37-4 5343-6200 
東京電力パワーグリッド(株)東京総支社 新宿区新宿 5-4-9 6375-5228 
東京ガス(株) 東京中支店 目黒区目黒 3-1-3 5722-2602 
(株)ＮＴＴ東日本－南関東 東京事業部 
東京北支店 設備部 中杉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ（運営） 新宿区北新宿 1-5-1 5937-6293 

日本通運(株) 移転引越第三営業部 渋谷区渋谷 3-26-15 6418-5550 

交  通 

東京都交通局 早稲田自動車営業所 新宿区西早稲田 1-9-23 3208-3492 
都営新宿線     市ケ谷駅 千代田区九段南 4-8-22 3234-6251 
ＪＲ線       新宿駅 新宿区新宿 3-38-1 3354-4016 
小田急線      新宿駅 新宿区西新宿 1-1-3 3342-5988 
京王線       新宿駅 新宿区西新宿 1-1-4 3342-1783 
西武新宿線     西武新宿駅 新宿区歌舞伎町 1-30-1 3209-4285 
東京地下鉄     新宿駅 新宿区西新宿 1 西口地下街 1 号 3342-5094 

※ 公益社団法人東京都柔道整復師会新宿支部については、支部長の勤務地の住所及び電話
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(11-3) 

公園の確保状況 
 
住民基本台帳人口 343,665 人 

 (令和 3 年 7 月 1 日現在) 

種  類 
箇所

数 
面 積(㎡) 

区の面積
(18.22k ㎡)

に占める率
(％) 

住民 1 人
当りに占
める面積

(㎡) 

備         考(㎡) 

公 園 名 新宿区面積 公園総面積 

国民公園等 2 593,011.20 3.25 1.73 
新宿御苑 383,901.00 583,061.13 

明治神宮外苑 209,110.20 279,198.84 

都立公園 1  186,471.81 1.02 0.54 
明治公園 0 28,381.03 

戸山公園 186,471.81 186,471.81 

二区にまたが

る都市公園 
千代田区立 1 12,817.93 0.07 0.04 外濠公園 12,817.93 38,794.92 

中野区立 1 3,687.45 0.02 0.01 哲学堂公園 3,687.45 52,494.08 

区   

立 

都
市
公
園 

公   園 102 333,337.23 1.83 0.96    

児童遊園 56 23,592.41 0.13 0.07    

ポケットパーク 19 3,872.64 0.02 0.01    

その他の公園 1 3,983.46 0.02 0.01 妙正寺川公園 3,983.46 17,314.83 

小   計 178 364,785.74 2.00 1.06    

区立遊び場 6 3,114.33 0.02 0.01    

合  計 189 1,163,888.46 6.39 3.38    
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(11-4) 

高層建物一覧 
(令和 3 年 9 月現在) 

高さ 名    称 高さ 名    称 

 
 
 

100m 
超え 

 
 

 

150m 
以下 

小田急第一生命ビル 
ハイアットリージェンシー東京 
新宿グリーンタワー 
西新宿三井ビル 
京王プラザホテル南館 
新宿 NS ビル 
新宿国際ビル(ヒルトンホテル) 
新宿エルタワー 
エステック情報ビル 
新宿モリノス 
工学院大学 
新宿スクエアタワー 
NTT 新宿ビル 
西早稲田パークタワー 
河田町コンフォガーデン 
ザ・センター東京 
シティタワー新宿新都心 
住友不動産西新宿ビル 
新宿東宝ビル 
ファーストリアルタワー新宿 
コンフォリア新宿イーストサイドタワー  
新宿ガーデンタワー 
DNP 市谷加賀町ビル 
日土地西新宿ビル 
コモレ四谷 

150m 
超え 

 
 

200m 
以下 

損保ジャパン本社ビル 
住友不動産新宿グランドタワー 
新宿アイランドタワー 
住友不動産新宿オークタワー 
京王プラザホテル本館 
セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 
新宿フロントタワー 
KDDI ビル 
東京都庁第二本庁舎 
コンシュリア西新宿タワーズウエスト 
富久クロスコンフォートタワー 
JR 新宿ミライナタワー 
住友不動産新宿セントラルパークタワー 

200m 
超え 

東京都庁第一本庁舎 
東京オペラシティタワー 
新宿パークタワー 
新宿センタービル 
新宿住友ビル 
新宿野村ビル 
新宿三井ビル 
モード学園コクーンタワー 
ザ・パークハウス西新宿タワー60 

 
(11-5) 

地下街一覧 
 (平成 26 年 3 月現在) 

名    称 
(通称名)  
所 在 地 
経営主体  

開設日 

年月日 

都計決 

年月日 
階層 

延床 

面積 

(㎡) 

用途別面積(㎡) 
駐車 

台数 駐車場 地下道 店舗 その他 

新宿駅東口地下街 
(ルミネエスト)  
新宿三丁目 
(株)ルミネ 

S39.5.20 S35.5.17 地下 
３層 18,675 7,343 3,420 4,145 3,767 154 

新宿駅西口地下街 
(小田急工一ス) 
西新宿一丁目 
小田急電鉄(株) 

S41.11.25 S35.6.15 地下 
３層 28,130 18,004 2,363 3,772 3,991 433 

京王新宿名店街 
(京王モール) 
西新宿一丁目 

京王地下駐車場(株) 

S51.3.10 S38.10.30 地下 
６層 17,086 10,424 1,432 1,950 3,280 294 

歌舞伎町地下街 
(サブナード) 

歌舞伎町一丁目 
新宿サブナード(株) 

S48.9.15 S43.2.23 地下 
２層 38,400 14,952 10,024 7,454 5,970 373 

※都計決(年月日)は、地下街が付帯する都市計画駐車場の都市計画決定年月日 

～ 

～ 
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(11-6) 

洪水浸水想定区域内における地下街等及び要配慮者利用施設の 
名称及び所在地（水防法第 15 条関係） 

（令和 3 年 7 月現在） 
１．地下街等 

 (1) 地下街等の範囲 

   地下街等の範囲は、次のとおりとする。 

１ 延べ面積が 1,000 平方メートル以上の地下街 

２ 地階の床面積が 5,000 平方メートル以上の防火対象物 

３ 地階に駅舎を有するもの 

４ その他、区長が認めたもの 

(2) 地下街等の名称及び所在地 

施 設 名 称 所 在 地 

セントラルプラザ 神楽河岸1-1 

１００周年記念信託事業館 戸塚町1-104-19 

東京地下鉄（株） 飯田橋駅 神楽坂1-13 

都営地下鉄 飯田橋駅(※) 文京区後楽1-9-5 

※都営地下鉄飯田橋駅の所在地は文京区となっているが、施設の一部が新宿区内にあるため掲載す

る。 

 

２．要配慮者利用施設 

(1)要配慮者利用施設の範囲 

  要配慮者利用施設の範囲は、概ね次のとおりとする。 

要配慮者利用施設 
の範囲 

１ 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障害児・者施設等の 
社会福祉施設（※） 

２ 病院、診療所の医療施設（有床に限る） 
３ 幼稚園、ろう学校、盲学校及び特別支援学校 

  
「要配慮者利用施設の範囲」の表中(※)の具体的な施設の種類は、概ね次のとおりとする。 

高齢者施設 

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、老

人短期入所施設、老人福祉センター、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設、有料老人ホーム、高齢者保養研修施設、認知症高齢者グループホー

ム、小規模多機能型居宅介護施設、通所介護（デイサービス）施設、認知

症対応型通所介護施設、通所リハビリテーション（デイケア）施設 
保護施設 救護施設、更生施設、医療保護施設 

児童福祉施設等 

特定教育・保育施設、地域型保育事業、認可外保育施設、助産施設、乳児

院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自

立支援施設、子ども家庭支援センター、学童クラブ、盲ろうあ児施設、児

童厚生施設、放課後子どもひろば 

障害児・者施設等 

障害福祉サービス事業を行うサービス事業所（療養介護・生活介護・短期

入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援施設及び共同生活援助を行

う事業所）、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設（児童発達

支援センター、情緒障害児短期治療施設）、障害児通所支援事業所（児童発

達支援施設、放課後等デイサービス施設）、身体障害者社会参加支援施設（身

体障害者福祉センター、視聴覚障害者情報提供施設）、身体障害者更生相談

所、知的障害者更生相談所 
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(2)要配慮者利用施設の名称及び所在地 

No 河川名 施  設  名 称 所在地 

1 神田川 東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町５－１ 

2 神田川 グランヴィ神楽坂 新宿区東五軒町４－１ 

3 神田川 東五軒町児童館・学童クラブ 新宿区東五軒町５－２４ 

4 神田川 東五軒町保育園 新宿区東五軒町５－２４ 

5 神田川 ラルゴ神楽坂 新宿区西五軒町８－１０ 臼井ビル２階 

6 神田川 しまナーシングホーム飯田橋 新宿区西五軒町１１－１０ 

7 神田川 太陽の子新小川町保育園 新宿区新小川町１－８ こだまビル２階 

8 
神田川 小学館アカデミー飯田橋ガーデン保

育園 

新宿区新小川町４－１１ 

9 
神田川 デイオアシス飯田橋 新宿区新小川町６－３９ ニックハイム飯田橋１

Ｆ 

10 
神田川 笑がおの里渋谷Ⅱ・Ⅲ 新宿区新小川町７－１７ 飯田橋三幸ビル７階・８

階 

11 神田川 浪漫デイサービス しあわせ神楽坂 新宿区山吹町２９４ 小久保ビル１階 

12 神田川 ソラスト神楽坂 新宿区改代町２６－１ 三田村ビル１階 

13 
神田川 江戸川小放課後子どもひろば（江戸川

小学校内） 

新宿区水道町１－２８ 

14 
神田川 保育ルーム えどがわ園（江戸川小学

校内） 

新宿区水道町１－２８ 

15 
神田川 （株）ベネッセスタイルケア グラン

ダ神楽坂 

新宿区水道町１－３ 

16 
神田川 鶴巻小学童クラブ・放課後子どもひろ

ば（鶴巻小学校内） 

新宿区早稲田鶴巻町１４０ 

17 神田川 鶴巻幼稚園 新宿区早稲田鶴巻町１４０ 

18 
神田川 新宿保育ルーム つるまき園（鶴巻幼

稚園舎内） 

新宿区早稲田鶴巻町１４０ 

19 神田川 ＳＡＫＵＲＡ早稲田センター 新宿区早稲田鶴巻町５４４ 中川ビル２階 

20 神田川 めぐリハビリデイサービス新宿 新宿区早稲田鶴巻町５５７ 

21 
神田川 ほっぺるランド早稲田鶴巻町 新宿区早稲田鶴巻町５７５－１ 早稲田鶴巻町パ

ークホームズ１階 

22 神田川 西早稲田保育園 新宿区西早稲田１－９－３０ 

23 
神田川 身体障害者福祉ホーム あじさいホ

ーム 

新宿区西早稲田１－１１－１０ 

24 
神田川 ベストリハ西早稲田 新宿区西早稲田３－３１－１１ ニューライフ西

早稲田１Ｆ 

25 神田川 NPO 新宿 新宿ホームレス支援機構 新宿区高田馬場２－６－１０ 関ビル１階 

26 神田川 保育所まぁむ高田馬場駅前園 新宿区高田馬場３－１－５ 花川第２ビル２階 

27 
神田川 アクティブプラザ高田馬場 新宿区高田馬場３－１８－１３ サクセス高田馬

場ビル１Ｆ 

28 神田川 高田馬場第一児童館・学童クラブ 新宿区高田馬場３－１８－２１ 

29 
神田川 戸塚第三小放課後子どもひろば（戸塚

第三小学校内） 

新宿区高田馬場３－１８－２１ 

30 
神田川 社会福祉法人結の会 オフィスクロ

ーバー 

新宿区高田馬場３－１８－２５ 第１康洋ビル７

階 

31 
神田川 知的障害者グループホーム ぱれっ

と 

新宿区高田馬場３－４３－８ 

32 神田川 ベストリハ高田馬場 新宿区下落合１－３－６ 

33 
神田川 株式会社木下の介護 リアンレーヴ

高田馬場 

新宿区下落合１－６－９ 

34 神田川 デイハウス下落合 新宿区下落合１－９－１０ 

35 神田川 ショートステイ下落合幸朋苑 新宿区下落合１－９－１０ 

36 神田川 キッズタウン下落合保育園 新宿区下落合１－９－１０ 

37 
神田川 茶話本舗デイサービス 高田馬場 新宿区下落合１－１２－１ 佐藤マンション１０

２号 
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No 河川名 施  設  名 称 所在地 

38 
神田川・

妙正寺川 

特定非営利活動法人鳩の会 ぽっぽ

のいえほいくえん 

新宿区下落合１－１６－７ 東京三協信用金庫下

落合ビル 

39 
妙正寺川 社会福祉法人かがやき会 就労セン

ター「街」 

新宿区中落合１－６－２１ 

40 妙正寺川 ほっぺるランド上落合 新宿区上落合１－１５－１３ 

41 妙正寺川 特別養護老人ホーム もみの樹園 新宿区上落合１－１７－８ 

42 
妙正寺川 運動機能向上型デイサービス もみ

の樹園 

新宿区上落合１－１７－８ 

43 妙正寺川 もみの樹園短期入所生活介護 新宿区上落合１－１７－８ 

44 
妙正寺川 もみの樹園事業所内保育所 新宿区上落合１－１７－８ 特別養護老人ホーム

「もみの樹園」内６階 

45 
妙正寺川 特定非営利法人いっと いっと 

いっぽ下落合教室 

新宿区上落合１－１８−２ 柚原ビル１階 

46 
妙正寺川 デイサービスセンター なごやか新

宿 

新宿区上落合２－１－２ 太陽落合マンション１

階 

47 妙正寺川 おちごなかい子ども園（幼児園舎） 新宿区上落合３－１－６ 

48 
妙正寺川 落合第五小学童クラブ・放課後子ども

ひろば（落合第五小学校内） 

新宿区上落合３－１－６ 

49 妙正寺川 寒緋桜 新宿区上落合３－３０－６ ヴェルテ落合 4 階 

50 妙正寺川 グランダ哲学堂公園 新宿区西落合１－３３－３１ 

51 
妙正寺川 優っくり小規模多機能介護新宿西落

合 

新宿区西落合２－８－７ 

52 妙正寺川 優っくりグループホーム新宿西落合 新宿区西落合２－８－７ 

53 妙正寺川 優っくりショートステイ新宿西落合 新宿区西落合２－８－７ 

54 妙正寺川 おちごなかい子ども園（乳児園舎） 新宿区中井１－８－１２ 

55 妙正寺川 中井児童館・学童クラブ 新宿区中井１－８－１２ 

56 神田川 アスク北新宿 新宿区北新宿２－４－１１ 

57 
神田川 柏木小放課後子どもひろば（柏木小学

校内） 

新宿区北新宿２－１１－１ 

58 神田川 柏木子ども園（幼児園舎） 新宿区北新宿２－１１－１ 

59 神田川 デイサービス オンリーワン 新宿区北新宿４－３６－９ 

60 神田川 グローバルキッズ西新宿 新宿区西新宿５－５－１ 

61 神田川 デイサービスひまわり亭 西新宿 新宿区西新宿５－１６－４ Ａｇｅ８３ １階 
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(11-7) 

土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の
名称及び所在地（土砂災害防止法第 8 条関係） 

（令和 3 年 7 月現在） 
 

１．要配慮者利用施設 

(1) 要配慮者利用施設の範囲 

要配慮者利用施設の範囲は、概ね次のとおりとする。 

要配慮者利用施設 

の範囲 

１ 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障害児・者施設等の 

社会福祉施設（※） 

２ 病院、診療所の医療施設（有床に限る） 

３ 幼稚園、ろう学校、盲学校及び特別支援学校 

 

「要配慮者利用施設の範囲」の表中(※)の具体的な施設の種類は、概ね次のとおりとする。 

高齢者施設 

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、老

人短期入所施設、老人福祉センター、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設、有料老人ホーム、高齢者保養研修施設、認知症高齢者グループホー

ム、小規模多機能型居宅介護施設、通所介護（デイサービス）施設、認知

症対応型通所介護施設、通所リハビリテーション（デイケア）施設 

保護施設 救護施設、更生施設、医療保護施設 

児童福祉施設等 

特定教育・保育施設、地域型保育事業、認可外保育施設、助産施設、乳児

院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自

立支援施設、子ども家庭支援センター、学童クラブ、盲ろうあ児施設、児

童厚生施設、放課後子どもひろば 

障害児・者施設等 

障害福祉サービス事業を行うサービス事業所（療養介護・生活介護・短期

入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援施設及び共同生活援助を行

う事業所）、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設（児童発達

支援センター、情緒障害児短期治療施設）、障害児通所支援事業所（児童発

達支援施設、放課後等デイサービス施設）、身体障害者社会参加支援施設（身

体障害者福祉センター、視聴覚障害者情報提供施設）、身体障害者更生相談

所、知的障害者更生相談所 
 

(2) 要配慮者利用施設の名称及び所在地 

No 施  設  名 称 所在地 

1 
医療法人社団曙光会コンフォメディケアデイ

サービス 

新宿区住吉町 9-10 

2 戸山第二保育園 新宿区戸山 2-18-101 

3 新宿せいが子ども園 新宿区下落合 2-10-20 

4 落合第四小学校内学童クラブ 新宿区下落合 2-9-34 

5 
落合第四小放課後子どもひろば(落合第四小

学校内) 

新宿区下落合 2-9-34 

6 落合第四幼稚園 新宿区下落合 2-9-34 
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(11-8) 

近年の水害時における区内の被害実績 
 

 
年月日 気象 総雨量（mm） 

時間あたり 

最大雨量（mm） 

被害状況 
主な被害地区 

床上浸水 床下浸水 その他 

1 
平成元年

8 月 1 日 
集中豪雨 212 

7/31 20:50

～8/1 17:20 
53 

8/1 2:50～

3:50 

・住宅：28 世帯

（58 人） 

・非住宅：127 

・住宅：104 世

帯（326 人） 

・非住宅：23 

 西新宿五丁目 

2 
平成元年

9月 20日 
台風 22 号 80 

9/19 21:40

～9/20 5:50 
38 

9/20 3:40～

4:40 

・住宅：1 世帯

（2 人） 

・事業所：3 

・住宅：6 世帯

(22 人) 
 

新宿四丁目、早稲田

鶴巻町、西新宿五丁

目 

3 
平成 2 年

7月 26日 
集中豪雨 21 

7/26 19:30

～20:10 
21 

7/26 19:30～

20:30 
・事業所：4 

・住宅：3 世帯

(12 人) 

・事業所：2 

 
中落合三丁目、西落

合四丁目 

4 
平成 2 年

9月 13日 
集中豪雨      

・住宅：3 世帯

(13 人) 
 早稲田鶴巻町 

5 
平成 2 年

9月 30日 
台風 20 号 155 

9/30 4:00～

19:30 
30 

9/30 18:00～

19:00  

・住宅：2 世帯 

(不明) 

崖崩れ：1、アパ

ート 1 棟半壊、5

世帯被災 

早稲田鶴巻町、若葉

三丁目 

6 
平成 3 年

8 月 1 日 
集中豪雨 32 

8/1 15:10～

16:00 
32 

8/1 15:10～

16:10 

・住宅：6 世帯

(21 人) 

・事業所：9 

・住宅：43 世帯

(130 人) 

・事業所：14 

 若葉三丁目 

7 
平成 3 年

8 月 8 日 
集中豪雨 3 

8/8 18:40～

20:40 
2 

8/8 20:10～

21:10 

・住宅：1 世帯 

(4 人) 

・事業所：1(住

居と兼用) 

・住宅：4 世帯

(10 人) 
 若葉三丁目 

8 
平成 3 年

9 月 8 日 
台風 15 号 114 

9/8 1:10～

9/9 6:30 
29 

9/8 8:10～

9:10 

・住宅：1 世帯

(4 人) 

・事業所：1(住

居と兼用) 

・住宅：8 世帯

(23 人) 
 若葉三丁目 

9 
平成 4 年

9月 19日 
台風 18 号 237 

9/18 19:10

～9/19 

19:10 

43 
9/19 14:40～

15:40 

・住宅：7 世帯

(7 人) 

・事業所：14 

・住宅：21 世帯

(64 人) 

・事業所：38 

崖崩れ：1 
若葉三丁目、新宿四

丁目、西新宿五丁目 

10 
平成 4 年

7月 15日 
集中豪雨 64 

7/15 21:10

～23:40 
34 

7/15 21:40～

22:40  

・住宅：11 世帯

(30 人) 
崖崩れ：1 

若葉三丁目、新宿四

丁目 

11 
平成 4 年

12月 8日 
集中豪雨 45 

12/8 7:00～

10:00 
40 

12/8 8:50～

9:50 

・住宅：3 世帯

(5 人) 

・事業所：42 

・住宅：31 世帯

(79 人) 

・事業所：8 
 

若葉三丁目、新宿四

丁目、新宿六丁目 

12 
平成 5 年

7月 25日 
台風 4 号 58 

7/25 0:00～

6:50 
26 

7/25 5:50～

6:20 

・住宅：7 世帯

(16 人) 

・事業所：4 

・住宅：5 世帯

(11 人) 

・事業所：5 

家屋倒壊：1、道

路陥没：1 
北新宿二丁目 

13 
平成 5 年

8月 26日 
台風 11 号 231 

8/26 15:00

～8/27 

17:00 

40 
8/27 13:40～

14:40 

・住宅：79 世帯

(187 人) 

・事業所：233 

・住宅：190 世

帯(491 人) 

・事業所：11 
 

北新宿二丁目、西新

宿五丁目、山吹町 

14 

平成 5 年

11 月 13

日 

集中豪雨 121 

11/13 17:00

～11/14 

3:00 

27 

11/13 23:10

～11/14 

0:10 

・住宅：6 世帯

(9 人) 

・事業所：9 

・住宅：19 世帯

(61 人) 

・事業所：1 

道路冠水：3(南元

町、高田馬場四丁

目、北新宿二丁

目) 

南元町、高田馬場四

丁目、北新宿二丁目 

15 
平成 6 年

7 月 7 日 
集中豪雨 78 

7/7 20:00～

7/8 1:00 
57 

7/7 21:10～

22:10 

・住宅：7 世帯

(22 人) 

・事業所：4 

・住宅：11 世帯

(29 人) 

・事業所：3 

道路冠水：1(新宿

四丁目) 

新宿四丁目、北新宿

四丁目、中落合三丁

目、西落合三丁目 

16 
平成 6 年

7月 18日 
集中豪雨 40 

7/18 14:00

～16:10 
37 

7/18 14:00～

15:00 
・事業所：5 

・住宅：2 世帯

(3 人) 

・事業所：1 

道路冠水：4(新宿

六丁目、早稲田鶴

巻町、馬場下町、

中井二丁目) 

新宿六丁目、早稲田

鶴巻町、馬場下町、

中井二丁目 

17 
平成 6 年

9 月 2 日 
集中豪雨 27 

9/2 15:00～

19:00 
16 

9/2 16:10～

17:10 
・事業所：3 

・住宅：1 世帯

(4 人) 

・事業所：1 

 矢来町 

18 
平成 7 年

5月 13日 
集中豪雨 92 

5/12 16:00

～5/13 1:50 
26 

5/13 0:40～

1:40 
 

・住宅：4 世帯

(12 人) 
 新宿四丁目 

19 
平成 8 年

9月 22日 
台風 17 号 205 

9/22 0:00～

18:00 
25 

9/22 10:50～

11:50 
 

・住宅：2 世帯

(6 人) 

屋根破損：4 世帯

(6 人)、道路冠

水：2(新宿四丁

目、高田馬場一丁

目) 

新宿四丁目、高田馬

場一丁目 

20 
平成 9 年

4 月 7 日 
集中豪雨 44 

4/7 17:00～

19:00 
28 

4/7 17:00～

18:00 

・住宅：2 世帯

(5 人) 
・事業所：1 

最大 10 分間雨

量：9mm 17:40～

17:50 

新宿四丁目、中落合

一丁目 

21 
平成 9 年

6 月 6 日 
集中豪雨 15 

6/6 16:40～

17:30 
   ・事業所：1 

最大 10 分間雨

量：7mm  6/6 

16:50～17:00 

中落合一丁目 

22 
平成 9 年

7月 17日 
集中豪雨 44 

7/17 17:00

～23:00 
26 

7/17 18:00～

19:00 
 

・住宅：1 世帯

(4 人) 
 新宿四丁目 

23 
平成 9 年

8月 23日 
集中豪雨 32 

8/23 21:00

～22:20 
30 

8/23 21:00～

22:00 
 

・住宅：1 世帯

(4 人) 
 新宿四丁目 
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年月日 気象 総雨量（mm） 

時間あたり 

最大雨量（mm） 

被害状況 
主な被害地区 

床上浸水 床下浸水 その他 

24 

平成 10

年 7月 26

日 

集中豪雨 28 
7/26 11:50

～12:50 
28 

7/26 11:50～

12:50 
 

・住宅：1 世帯

(3 人) 
 新宿四丁目 

25 

平成 10

年 9月 15

日 

台風 5 号 161 
9/15 21:00

～9/16 7:00 
35 

9/16 2:00～

3:00 

・住宅：6 世帯

(6 人) 

・事業所：2 

・住宅：4 世帯

(9 人) 

半地下駐車場等

浸水：5、倒木：6、

道路冠水：5 

新宿四丁目 

26 

平成 11

年 7月 21

日 

集中豪雨 57  33 
7/21 16:00～

17:00 

・住宅：15 世帯

(33 人) 

・事業所：4 

・住宅：9 世帯

(21 人) 

最大 10 分間雨

量：11mm 16:20

～16:30、死亡

者：1 人(地下室浸

水による溺死)、

道路冠水：3、道

路陥没：1 

中落合一丁目、中落

合三丁目、西落合三

丁目、天神町 

27 

平成 11

年 7月 22

日 

集中豪雨 31  31 
7/22 15:10～

16:00 

・住宅：6 世帯

(10 人) 

・事業所：3 

・住宅：5 世帯

(12 人) 

・事業所：5 

最大 10 分間雨

量：9mm 15:10～

15:20 

上落合二丁目、中落

合一丁目、中落合三

丁目、西落合三丁目 

28 

平成 11

年 8月 24

日 

集中豪雨 39  39 
8/24 19:00～

20:00 

・住宅：5 世帯

(5 人) 

・事業所：3 

・住宅：9 世帯

(23 人) 

・事業所：6 

最大 10 分間雨

量：13mm 19:30

～19:40 

南榎町、新宿六丁目、

中落合一丁目、中落

合三丁目、上落合二

丁目、西落合三丁目 

29 

平成 11

年 8月 29

日 

集中豪雨 100  74 
8/29 19:00～

20:00 

・住宅：4 世帯

(11 人) 

・事業所：10 

・住宅：15 世帯

(35 人) 

・事業所：4 

最大 10 分間雨

量：23mm 19:20

～19:30、道路一

部損壊：2 

新宿四丁目、新宿六

丁目、大久保二丁目、

大久保三丁目、百人

町二丁目、西早稲田

二丁目、戸山三丁目、

中落合一丁目、中落

合三丁目、西落合三

丁目、西落合四丁目 

30 

平成 11

年 10 月

27 日 

集中豪雨 74  28 
10/27 17:30

～18:30 
・事業所：1 

・住宅：1 世帯

(2 人) 

・事業所：1 

最大 10 分間雨

量：14mm 18:00

～18:10、道路冠

水：1 

百人町二丁目、中落

合一丁目、西落合三

丁目 

31 

平成 12

年 7 月 4

日 

集中豪雨 74  52 
7/4 18:10～

19:10 

・住宅：4 世帯

(6 人) 

・事業所：12 

・住宅：2 世帯

(4 人) 

・事業所：1 

最大 10 分間雨

量：18mm 18:30

～18:40、道路一

部損壊：1、道路

冠水：1 

若葉二丁目、四谷坂

町、新宿四丁目、新

宿六丁目、箪笥町、

南榎町、市谷本村町、

早稲田鶴巻町、市谷

台町、住吉町、百人

町一丁目 

32 

平成 12

年 7 月 8

日 

台風 3 号 168  23 
7/8 2:30～

3:30 

・住宅：3 世帯

(3 人) 

・事業所：1 
 

最大 10 分間雨

量：6mm 1:10～

1:20、2:40～

2:50、3:30～3:40 

天神町、築地町 

33 

平成 12

年 8 月 5

日 

集中豪雨 64  59 
8/5 21:20～

22:20 

・住宅：13 世帯

(26 人) 

・事業所：21 

・住宅：11 世帯

(22 人) 

・事業所：2 

最大 10 分間雨

量：22mm 21:30

～21:40 

新宿四丁目、新宿五

丁目、新宿六丁目、

新宿七丁目、戸山三

丁目、大久保二丁目、

百人町二丁目、中落

合一丁目、中落合二

丁目、中落合三丁目、

西新宿四丁目 

34 

平成 12

年 8 月 7

日 

集中豪雨 39  32 
8/7 18:50～

19:50 

・住宅：1 世帯

(4 人) 

・事業所：18 

・住宅：1 世帯

(1 人) 

最大 10 分間雨

量：10mm 19:00

～19:10 

新宿二丁目、市谷船

河原町、箪笥町、市

谷薬王寺町、市谷柳

町、百人町二丁目、

大久保二丁目、戸山

三丁目 

35 

平成 13

年 7月 18

日 

集中豪雨 8  4 
7/18 21:00～

22:00 

・住宅：2 世帯

(8 人) 
 

最大 10 分間雨

量：3mm 21:40～

21:50 

西早稲田三丁目 

36 

平成 13

年 7月 25

日 

集中豪雨 47  46 
7/25 14:00～

15:00 

・住宅：6 世帯

(13 人) 
 

最大 10 分間雨

量：10mm 14:40

～14:50 

西早稲田三丁目、西

新宿四丁目 

37 

平成 15

年 6月 25

日 

集中豪雨 32  29 
6/25 10:30～

11:30 
・事業所：1  

最大 10 分間雨

量：17mm  11:20

～11:30 

百人町二丁目 

38 

平成 15

年 10 月

13 日 

集中豪雨 60  57 
10/13 13:40

～14:40 

・住宅：3 世帯

(10 人) 

・事業所：20 

・住宅：3 世帯

(6 人) 

・事業所：2 

最大 10 分雨量：

16mm  14:00～

14:10 

片町、大京町、荒木

町、南榎町、市谷薬

王寺町、住吉町、百

人町二丁目、新宿六

丁目 

39 

平成 16

年 9 月 4

日 

集中豪雨 88  43 
9/4 18:10～

19:10 

・住宅：1 世帯

(4 人) 

・事業所：1 
 

最大 10 分雨量：

9mm 18:30～

18:40 

百人町二丁目 
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年月日 気象 総雨量（mm） 

時間あたり 

最大雨量（mm） 

被害状況 
主な被害地区 

床上浸水 床下浸水 その他 

40 

平成 16

年 10月 9

日 

台風 22 号 249  49 
10/9 17:10～

18:10 

・住宅：8 世帯

(19 人) 

・事業所：9 

・住宅：6 世帯

(12 人) 

・事業所：7 

最大 10 分雨量：

13mm  17:30～

17:40 

原町、四谷坂町、早

稲田鶴巻町、西早稲

田三丁目、南榎町、

住吉町、百人町三丁

目、新宿五丁目、新

宿六丁目、西新宿五

丁目、高田馬場一丁

目、上落合三丁目、

中井二丁目 

41 

平成 16

年 10 月

20 日 

台風 23 号 199  38 
10/20 21:40

～22:40 

・住宅：16 世帯

(30 人) 

・事業所：38 

・住宅：12 世帯

(18 人) 

・事業所：4 

最大 10 分雨量：

16mm  22:00～

22:10 

山吹町、築地町、早

稲田鶴巻町、南榎町、

住吉町、河田町、市

谷台町、四谷坂町、

市谷本村町、若葉一

丁目、上落合一丁目、

高田馬場一丁目、百

人町二丁目、新宿六

丁目、北新宿二丁目、

西新宿五丁目 

42 

平成 17

年 5月 23

日 

集中豪雨 20  20 
5/23 19:10～

20:10 

・住宅：6 世帯

(14 人) 

・事業所：11 

・住宅：7 世帯

(18 人) 

最大 10 分雨量：

7mm  19:20～

19:30 

四谷坂町、住吉町、

市谷薬王寺町、高田

馬場四丁目 

43 

平成 17

年 9 月 4

日 

集中豪雨 57  39 
9/4 22:20～

23:20 

・住宅：87 世帯

(134 人) 

・事業所：14 

・住宅：56 世帯

(145 人) 

・事業所：3 

最大 10 分雨量：

16mm  23:00～

23:10 

上落合一丁目、上落

合二丁目、中落合四

丁目、中井二丁目、

西落合二丁目、西新

宿五丁目 

44 

平成 20

年 7月 29

日 

集中豪雨 28  28 
7/29 20:22～

21:22 

・住宅：3 世帯

(8 人)  

最大 10 分雨量：

15mm  20:56～

21:06 

中落合二丁目、西落

合四丁目 

45 

平成 20

年 8 月 5

日 

集中豪雨 49  22 
8/5 14:55～

15:55 

・住宅：31 世帯

(76 人) 

・事業所：66 

・住宅：22 世帯

(52 人) 

・事業所：5 

最大 10 分雨量：

8mm  11:51～

12:01、擁壁損

壊：2（南榎町、

矢来町） 

四谷地域、箪笥町地

域、榎町地域、若松

町地域 

46 

平成 20

年 9 月 6

日 

集中豪雨 19  12 
9/6 20:44～

21:44 

・住宅：4 世帯

(4 人) 

・事業所：1 

・住宅：2 世帯

(8 人) 

・事業所：1 

最大 10 分雨量：

5mm  21:05～

21:15 

北新宿四丁目、西落

合一丁目 

47 

平成 21

年 8月 10

日 

台風 9 号 87  39 
8/10 6:29～

7:29 
 ・事業所：1 

最大 10 分雨量：

13mm  6:37～

6:47、道路冠水：

2（新小川町、東

五軒町）、擁壁倒

壊：1（下落合二

丁目） 

新小川町、東五軒町、

下落合二丁目 

48 

平成 21

年 10月 7

日 

台風 18 号 143  48 
10/7 2:38～

3:38 
 ・事業所：1 

最大 10 分雨量：

15mm  3:28～

3:38、道路冠水：

4（南元町、新宿

六丁目、諏訪通

り）、倒木：13 

南元町、新宿六丁目、

市谷加賀町、大久保

三丁目、西早稲田三

丁目 

49 

平成 22

年 9 月 8

日 

台風 9 号 49  22 
9/8 13:46～

14:46 
・事業所：7 

・住宅：2 世帯

(9 人) 

最大 10 分雨量：

8mm  14:23～

14:33、道路冠

水：3（四谷坂町、

若葉三丁目） 

四谷一丁目、若葉三

丁目、四谷坂町、神

楽坂六丁目 

50 

平成 22

年 12月 3

日 

集中豪雨 75  29 
12/3 7:00～

8:00 

・住宅：1 世帯

（6 人）  

最大 10 分雨量：

13mm  7:35～

7:45、道路冠水：

9（西新宿五丁目、

歌舞伎町一丁目、

百人町一丁目、下

落合三丁目、西落

合二丁目） 

弁天町、西新宿五丁

目、歌舞伎町一丁目、

百人町一丁目、下落

合三丁目、西落合二

丁目 

51 

平成 23

年 8月 26

日 

集中豪雨 140  96 
8/26 14:57～

15:57 

・住宅：18 世帯

（23 人） 

・事業所：13 

・住宅：15 世帯

（37 人） 

・事業所：5 

最大 10 分雨量：

27 ㎜ 15：32～

15：42 

上落合三丁目、西落

合一丁目、西落合四

丁目、下落合一丁目、

下落合四丁目、中落

合三丁目、中落合四

丁目、高田馬場一丁

目、高田馬場二丁目、

百人町二丁目、大久

保二丁目、西新宿七

丁目、西新宿八丁目、

山吹町、市谷薬王寺

町、住吉町 
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年月日 気象 総雨量（mm） 

時間あたり 

最大雨量（mm） 

被害状況 
主な被害地区 

床上浸水 床下浸水 その他 

52 

平成 25

年 4 月 6

日 

集中豪雨 94  37 
4/6 22:47～

23:47 

・住宅：6 世帯 

・事業所：20 
 

最大 10 分雨量：

14mm  23:18～

23:28 

早稲田鶴巻町 

53 

平成 25

年 6月 25

日 

集中豪雨 28  27 
6/25 11:44～

12:44 
・事業所：1  

最大 10 分雨量：

14 ㎜ 11:43～

11:53 

早稲田鶴巻町 

54 

平成 25

年 10 月

15 日 

台風 26 号 199  35 
10/16 4:26～

5:26 

・住宅：2 世帯 

・事業所：1 
・住宅：15 世帯 

最大 10 分雨量：7

㎜ 10/16 4:29

～4:39 

信濃町、市谷砂土原

町二丁目、住吉町 

55 

平成 28

年 8月 20

日 

集中豪雨 79 
 

48 
8/20 9:40～

10:40 

・住宅：4 世帯 

・事業所：1  

最大 10 分雨量：

15 ㎜ 8/20  

10:20～10:30 

北新宿二丁目 

56 

平成 29

年 10 月

23 日 

台風 21 号 86  15 
10/23 5:20～

6:20 
・住宅：1 世帯  

最大 10 分雨量： 

8 ㎜ 5:30～5:40 
四谷坂町 

57 
令和元年

9 月 8 日 
台風 15 号 113  23 

9/9 2:10～

3:10 
・事業所：1  

最大 10 分雨量： 

6 ㎜ 2:20～

2:30、倒木：19 件 

中落合一丁目 

58 

令和元年

10 月 12

日 

台風 19 号 309  38 
10/12 7:50～

8:50 

・住宅：1 世帯 

・事業所：3 
・住宅：2 世帯 

最大 10 分雨量：

10 ㎜ 8:20～

8:30、倒木：12 件 

山吹町、戸山一丁目、

中落合一丁目、西落

合二丁目 
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(11-9) 

気象庁震度階級関連解説表 
  

【人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況】 

震度

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

0 
人は揺れを感じないが、地震計に
は記録される。 

  

1 
屋内で静かにしている人の中に
は、揺れをわずかに感じる人がい
る。 

  

2 
屋内で静かにしている人の大半が、
揺れを感じる。眠っている人の中に
は、目を覚ます人もいる。 

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺
れる。 

 

3 

屋内にいる人のほとんどが、揺れ
を感じる。歩いている人の中には、
揺れを感じる人もいる。眠ってい
る人の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が、音を立てることが
ある。 

電線が少し揺れる。 

4 

ほとんどの人が驚く。歩いている人
のほとんどが、揺れを感じる。眠っ
ている人のほとんどが、目を覚ま
す。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚
にある食器類は音を立てる。座りの悪い
置物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転し
ていて、揺れに気付く人がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、物につ
かまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､
棚にある食器類、書棚の本が落ちるこ
とがある。座りの悪い置物の大半が倒
れる。固定していない家具が移動する
ことがあり、不安定なものは倒れるこ
とがる。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることがあ
る。電柱が揺れるのが分かる。道路に被
害が生じることがある。 

５強 

大半の人が、物につかまらないと
歩くことが難しいなど、行動に支
障を感じる。 

棚にある食器類、書棚の本で、落ちるもの
が多くなる。テレビが台から落ちることが
ある。固定していない家具が倒れることが
ある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。
補強されていないブロック塀が崩れる
ことがある。据付けが不十分な自動販
売機が倒れるこがある。自動車の運転
が困難となり、停止する車もある。 

６弱 
立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移動し、

倒れるものもある。ドアが開かなくな
ることがある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
ることがある。 

６強 
立っていることができず、はわな
いと動くことができない。揺れに
ほんろうされ、動くこともできず、
飛ばされることもある。 

固定していない家具のほとんどが移動
し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
る建物が多くなる。補強されていない
ブロック塀のほとんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとんどが移動
したり倒れたり、飛ぶこともある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下
する建物がさらに多くなる。補強さ
れているブロック塀も破損するもの
がある。 
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【建物、地盤、斜面等の状況】 

震度

階級 

木造建物（住宅）※1 ※2 ※3 鉄筋コンクリート造建物 ※4 ※5 
地盤の状況 

斜面等の 

状況 耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 
 壁などに軽微なひび

割れ・亀裂が見られ
ることがある。 

  

亀裂(※6)や液
状化(※7)が生
じることがある。 

落石やがけ崩
れが発生するこ
とがある。 

５強 
 壁などにひび割れ・亀

裂がみられることがあ
る。 

 壁、梁 (はり)、柱などの
部材に、ひび割れ・亀
裂が入ることがある。 

６弱 

壁などに軽微な
ひび割れ・亀裂
がみられることが
ある。 

壁などのひび割れ・
亀裂が多くなる。壁
などに大きなひび割
れ・亀裂が入ることが
ある。瓦が落下した
り、建物が傾いたりす
ることがある。倒れる
ものもある。 

壁、梁（はり）、柱など
の部材に、ひび割れ・
亀裂が入ることがあ
る。 

壁、梁（はり）、柱などの部
材に、ひび割れ・亀裂が
多くなる。 

地割れが生じる
ことがある。 

がけ崩れや地
すべりが発生す
ることがある。 

６強 

壁などにひび割
れ・亀裂がみられ
ることがある。 

壁などに大きなひび
割れ・亀裂が入るも
のが多くなる。傾くも
のや、倒れるものが
多くなる。 

壁、梁（はり）、柱など
の部材に、ひび割
れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁(はり)、柱などの部
材に、斜めやＸ状のひび
割れ・亀裂がみられること
がある。１階あるいは中
間階の柱が崩れ、倒れる
ものがある。 大きな地割れが

生じることがあ
る。 

がけ崩れが多
発し、大規模な
地すべりや山
体の崩壊が発
生することがあ
る(※8)。 

７ 

壁などのひび割
れ・亀裂が多くな
る。まれに傾くこと
がある。 

傾くものや、倒れるも
のがさらに多くなる。 

壁、梁（はり）、柱な
どの部材に、ひび割
れ・亀裂がさらに多
くなる。１階あるいは
中間階が変形し、ま
れに傾 くものがあ
る。 

壁、梁(はり)、柱などの部
材に、斜めやＸ状のひび
割れ・亀裂が多くなる。１
階あるいは中間階の柱が
崩れ、倒れるものが多く
なる。 

※1：木造建物(住宅)は耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和 56 年(1981 年)以前は耐
震性が低く、昭和 57年(1982年)以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、工法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも
建築年代が古いというだけで耐震性の高低がきまるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

※2：この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、破損は、土塀(割り竹下地)、モルタル仕上壁(ラス、金網下地を含む)を想定している。下地の弱
い壁は、建物の変形が少ない状況でもモルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

※3：木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年(2008 年)岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建
物被害が少ない事例もある。 

※4：鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年(1981 年)以前は耐震性が低く、昭和 57
年(1982 年)以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立体的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建
築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

※5：鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れが見られることがある。 
※6：亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 
※7：地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり堤防

や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 
※8：大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の崩壊土砂が土石流化

することもある。 
 
別表 ライフライン・インフラ等への影響及び大規模構造物への影響  

ガス供給の停止 
安全装置のあるガスメーター(マイコンメーター)では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガ
スの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まるこ
とがある(※1)。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある(※1)。 

鉄道の停止、高速道路
の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、
速度規制、通行規制が各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や地域
によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否
確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況(ふくそう)が起こることがある。そのための
対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者より災害用伝
言ダイヤルや災害用伝言板など提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止
する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

長周期地震動(※2)に
よる高層ビルの揺れ 

高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時に
作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりとした
揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ危機などが大きく移動し、人も固定しているも
のにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッシ
ング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング(タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象)が発生し、石油
がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を有する施設

の天井等の破損、脱落 
体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を
生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

※1：震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。 
※2：規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて

長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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(11-10) 

災害用伝言ダイヤル“171（いない）”の利用方法(ＮＴＴ) 
1 伝言の登録方法 
① 「１７１」をダイヤルする。 

(ガイダンスが流れる) 
② 「１」をダイヤルする。 

(暗証番号を利用する場合は「３」をダイヤルする。) 
(ガイダンスが流れる) 

③ 被災地の人は、自宅の電話番号、 
または、連絡をとりたい被災地の人の電話番号を市外局番からダイヤルする。 

被災地以外の人は、被災地の人の電話番号を市外局番からダイヤルする。 
(ガイダンスが流れる) 

【回転ダイヤル式電話機利用の場合】 

(ガイダンスが流れる) 
④ 「ピッ」という音の後に、伝言を録音する。 

(30 秒以内) 
⑤ 電話を切る 

【プッシュボタン式電話機利用の場合】 

④ 「１＃」をダイヤルする。 
(ガイダンスが流れる) 

⑤ 「ビッ」という音の後に、伝言を録音する。 
(30 秒以内) 

⑥ 伝言が終わったら「９＃」をダイヤルする。 
(ガイダンスが流れる)  

* 伝言を訂正する場合は「８＃」をダイヤル

する(→⑥に戻る)。 

 
2 伝言の再生方法 
① 「１７１」をダイヤルする。 

(ガイダンスが流れる) 
② 「２」をダイヤルする。 

 (暗証番号を利用して再生する場合は「４」をダイヤルする。) 
(ガイダンスが流れる) 

③ 被災地の人は、自宅の電話番号、 

または、連絡を取りたい被災地の人の電話番号を市外局番からダイヤルする。 
被災地以外の人は、被災地の人の電話番号を市外局番からダイヤルする。 

(ガイダンスが流れる) 
【回転ダイヤル式電話機利用の場合】 

(ガイダンスが流れる) 
④ 新しい順に、伝言が再生される。 
 

【プッシュボタン式電話機利用の場合】 

④ 「１＃」をダイヤルする。 
(ガイダンスが流れる) 

⑤ 新しい順に、伝言が再生される。 
※ 繰り返し同じ伝言を聞く場合は「８＃」を、

伝言の途中で次の伝言に移るときは「９＃」をそ

れぞれダイヤルする。 
(ガイダンスが流れる) 

* 伝言を追加して録音する場合は「３＃」を

ダイヤルする。 
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(11-11) 

新宿区防災サポーター設置要綱 
 

 
 

 

 

（目的及び設置） 

第１条 新宿区（以下「区」という。）における災害の発生に備え、平時から区民との協働による地域の防災

活動を推進するとともに、災害時における区の避難所等での応急活動を支援する防災ボランティアを育

成するため、新宿区防災サポーター（以下「サポーター」という。）を設置する。 

 

（登録要件） 

第２条 サポーターは、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 （１） 区内に在住し、在勤し、又は在学すること。 

 （２） １８歳以上であること。 

 （３） 防災事業に強い関心及び深い理解を持っていること。 

 

（登録） 

第３条 サポーターの登録を受けようとする者は、区長に対し、防災サポーター登録申請書（第１号様式）を

提出するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、要件を満たしていると認められたと

きは、サポーターとして登録する。 

３ 区長は、サポーター登録者に対し、新宿区防災サポーター登録証（第２号様式）を発行し、登録を通知

するものとする。 

 

（活動） 

第４条 サポーターは、次に掲げる活動を行う。 

（１） 防災区民組織及び地域活動団体の主催する防災訓練及び講習会等の支援 

（２） 区の主催する防災訓練及び講習会等の運営支援 

（３） 災害時における区避難所の運営支援等の災害応急活動支援 

（４） その他区長が必要と認める活動 

 

（登録期間及び再登録） 

第５条 サポーターの登録期間は、１年間とする。ただし、再登録を妨げないものとする。 

２ サポーターの再登録に関しては、第３条の手続きを準用するものとする。 

 

（登録の抹消） 

第６条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、サポーターの登録を抹消することができる。 

（１） サポーター本人から辞任の申出があったとき。 

（２） 第４条に掲げる活動に従事することが困難になったとき。 

（３） その他区長が必要と認めたとき。 

 

（庶務） 

第７条 サポーターに関する事務は、総務部危機管理担当部危機管理課において処理する。 

 

平成17年11月11日 
17 新区危事第 2775
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（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年１１月１１日に施行し、平成１８年３月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 
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